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第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
二
）

九　

お
わ
り
に

一　

秋
田
県
の
概
要

秋
田
県
は
、
東
京
か
ら
ほ
ぼ
真
北
約
四
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
り
、
日
本
海
沿
岸
の
東
経
一
四
〇
度
五
二
分
三
七
秒
か
ら

一
四
〇
度
三
三
分
四
四
秒
、
北
緯
三
九
度
五
九
分
四
〇
秒
か
ら
四
〇
度
二
二
分
一
九
秒
の
間
に
位
置
す
る
、
南
北
一
八
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
・
東
西
一
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
、
面
積
一
一
六
三
六
・
三
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
有
す
る
、
全
国
第
六
位
の
広
さ
の
県
で
あ

る
。
日
本
の
都
道
府
県
の
平
均
面
積
八
〇
四
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
み
て
も
、
広
大
な
面
積
を
有
す
る
県
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
他
方
、
秋
田
県
の
人
口
は
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
の
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
速
報
値
に
よ
れ
ば
一
〇
二
万
二
八
三
九
人
で
あ

り
、
全
国
三
八
位
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
と
対
比
す
る
と
人
口
減
少
率
は
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
全
国
一
位
と
な
っ

て
い
る
。
人
口
密
度
は
八
八
で
、
六
九
の
北
海
道
、
八
四
の
岩
手
県
に
次
い
で
下
か
ら
三
番
目
と
な
っ
て
い
る
。
全
国
平
均
は
三
四
一
で

あ
り
、
二
ケ
タ
台
は
こ
の
一
道
二
県
の
み
と
な
っ
て
い
る

（
1
）

。

秋
田
県
の
固
定
資
産
評
価
面
積
は
四
三
三
九
・
二
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
県
の
総
面
積
の
三
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

「
山
林
」
は
、
一
九
三
四
・
六
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
県
の
総
面
積
の
一
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
評
価
総
面
積
の
四
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
っ
て
い
る
。「
田
」
は
一
三
一
一
・
七
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
県
の
総
面
積
の
一
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
評
価
総
面
積
の
三
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
位
の
「
原
野
」
は
五
四
七
・
〇
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
県
の
総
面
積
の
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
評
価
総

面
積
の
一
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、「
宅
地
」
は
二
五
一
・
〇
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
県
の
総
面
積
の
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
評
価
総
面
積

二
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三
）

の
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。「
畑
」
は
二
三
二
・
八
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
県
の
総
面
積
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
評
価
総
面

積
の
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
山
林
・
原
野
は
二
四
八
一
・
六
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
お
り
、
県
の
総
面
積
の

二
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
評
価
総
面
積
の
五
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
田
畑
は
一
五
四
五
・
五
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
県

の
総
面
積
の
一
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
評
価
総
面
積
の
三
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
残
り
の
六
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
は
資
産
価

値
の
な
い
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
山
林
・
原
野
と
合
わ
せ
る
と
県
の
総
面
積
の
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
は
森
林
や
山
林
原
野
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
多
く
の
自
然
が
残
っ
て
い
る
県
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
2
）

。

秋
田
県
の
土
地
利
用
計
画
で
は
、
秋
田
県
の
土
地
利
用
の
現
状
を
「
本
県
は
、
一
一
六
万
ha
の
県
土
を
有
し
、
そ
の
利
用
現
況
は
、
森

林
が
七
二
％
、
農
用
地
が
一
四
％
、
水
面
・
河
川
・
水
路
が
四
％
、
道
路
が
三
％
、
宅
地
が
二
％
、
原
野
が
一
％
、
そ
の
他
が
四
％
で

あ
っ
て
、
全
国
の
土
地
利
用
構
成
に
比
べ
て
森
林
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
こ
の
一
三
年
間

の
県
土
利
用
の
推
移
を
見
る
と
、
全
国
の
傾
向
と
同
様
、
宅
地
、
道
路
の
増
加
が
著
し
い
反
面
、
農
用
地
や
森
林
、
原
野
が
減
少
し
て
い

る
」
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。
と
は
い
え
広
い
森
林
の
活
用
も
今
後
の
秋
田
県
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た

秋
田
県
は
、「
本
県
は
、
広
大
な
森
林
や
変
化
に
富
む
山
岳
の
ほ
か
、
澄
明
な
湖
沼
が
点
在
す
る
な
ど
、
優
れ
た
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て

い
る
。
第
三
次
計
画
期
間
内
に
お
い
て
は
、
世
界
自
然
遺
産
﹇
白
神
山
地
﹈
及
び
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
の
た
め
、
自
然
公
園
の
指
定

区
域
の
拡
大
及
び
再
編
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
海
域
を
除
い
て
約
一
二
四
千
ha
、
一
二
ヶ
所
が
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
面
積

は
県
土
全
体
の
一
一
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
湿
原
植
物
群
落
の
保
全
の
た
め
、
自
然
環
境
保
全
地
域
と
し
て
新
た
に
二
ヶ
所
が
指
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
保
全
対
象
地
域
に
は
、
民
有
林
等
の
私
有
地
も
多
く
、
規
制
に
対
す
る
私
権
と
の
調
整
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
」
と
し
て
、
自
然
環
境
保
全
の
必
要
性
と
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
点
を
強
調
し
て
い
る

（
3
）

。

三
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四
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秋
田
県
の
人
口
は
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
の
約
一
三
五
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
は
一
〇
二

万
二
八
三
九
人
（
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
速
報
値
）
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
以
降
は
年
間
一
万
人
以
上
の
人
口
減
が
進

行
し
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
は
人
口
減
少
率
が
一
・
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
な
ど
、
全
国
最
大
の
ペ
ー
ス
で
人
口
が
減
少
し
て

い
る
。
ま
た
秋
田
県
は
、
二
〇
四
〇
（
平
成
五
二
）
年
の
人
口
は
六
九
万
九
八
一
四
（
約
七
〇
万
）
人
に
ま
で
減
少
し
、
二
〇
六
〇
（
平
成

七
二
）
年
に
は
四
六
万
五
千
人
ま
で
減
少
す
る
と
推
測
し
て
い
る
。
秋
田
県
は
、「
あ
き
た
未
来
総
合
戦
略
」
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
将
来
の
目
標
人
口
を
二
〇
四
〇
（
平
成
五
二
）
年
で
七
六
万
人
、
二
〇
六
〇
（
平
成
七
二
）
年
で
六
一
万
一
千
人
、
二
一
〇
〇
年

に
は
約
五
二
万
人
と
い
う
流
れ
で
人
口
減
少
を
抑
制
し
、
そ
の
後
は
安
定
的
に
推
移
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る

（
4
）

。

秋
田
県
は
、
こ
の
目
標
現
実
に
む
け
た
人
口
の
自
然
増
減
と
社
会
増
減
対
策
を
提
示
し
て
い
る
。
自
然
増
減
対
策
た
め
の
合
計
特
殊
出

生
率
の
目
標
値
を
、
二
〇
三
五
（
平
成
四
七
）
年
に
国
の
希
望
出
生
率
で
あ
る
一
・
八
三
に
、
二
〇
五
〇
（
平
成
六
二
）
年
に
人
口
置
換
水

準
で
あ
る
二
・
〇
七
と
し
、
社
会
増
減
対
策
と
し
て
、
二
〇
三
五
（
平
成
四
七
）
年
ま
で
に
五
年
ご
と
に
二
分
の
一
ず
つ
減
少
さ
せ
、

二
〇
四
〇
（
平
成
五
二
）
年
以
降
は
転
入
・
転
出
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
秋
田
県
は
、
二
〇
一
五

（
平
成
二
七
）
年
度
か
ら
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
度
の
五
年
間
を
推
進
期
間
と
す
る
『
あ
き
た
未
来
総
合
戦
略　
「
高
質
な
田
舎
」
を
思

い
描
き
な
が
ら
「
日
本
に
貢
献
す
る
秋
田
」、「
自
立
す
る
秋
田
」
を
目
指
し
て
』
を
策
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
高
質
の
田
舎
」
と
い

う
言
葉
は
「
自
然
と
調
和
し
、
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
る
姿
」
の
具
体
像
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
5
）

。

「
あ
き
た
未
来
総
合
戦
略
」
の
基
本
的
視
点
は
「
東
京
圏
等
へ
の
人
口
流
出
に
歯
止
め
を
か
け
る
」、「
東
京
圏
等
か
ら
秋
田
へ
の
人
の

流
れ
を
つ
く
る
」、「
若
い
世
代
の
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る
」、「
時
代
に
あ
っ
た
地
域
を
つ
く
り
、
暮
ら
し
の
安
全
を

守
る
」
の
四
点
で
あ
る
。
ま
た
基
本
目
標
と
し
て
、「
⑴
産
業
振
興
に
よ
る
仕
事
づ
く
り
」、「
⑵
移
住
・
定
住
対
策
」、「
⑶
少
子
化
対
策
」、

四
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「
⑷
新
た
な
地
域
社
会
の
創
生
」
の
四
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
⑴
で
は
「
雇
用
創
出
数　

五
年
間
で
一
万
二
六
三
〇
人
」
が
、
⑵
で
は

「
Ａ
タ
ー
ン
就
職
者
数　

一
〇
六
〇
人
（
平
成
二
六
）
↓
一
七
〇
〇
人
（
平
成
三
一
）」
と
「
本
県
へ
の
移
住
者
数　

二
〇
人
（
平
成
二
六
）

↓
二
二
〇
人
（
平
成
三
一
）」
が
、
⑶
で
は
「
婚
姻
数　

三
八
四
二
件
（
平
成
二
六
）
↓
四
〇
二
〇
件
（
平
成
三
一
）」、「
合
計
特
殊
出
生
率

一
・
三
四
（
平
成
二
六
）
↓
一
・
五
〇
（
平
成
三
一
）」
が
、
⑷
で
は
「『
住
ん
で
い
る
地
域
が
住
み
や
す
い
』
と
思
っ
て
い
る
人
の
割
合　

平

成
三
一
ま
で
に
八
〇
％
」
と
「
社
会
活
動
・
地
域
活
動
に
参
加
し
た
人
の
割
合　

四
四
・
四
％
（
平
成
二
六
）
↓
六
八
・
〇
％
（
平
成
三
一
）」

が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
地
域
を
あ
げ
て
「
高
質
な
田
舎
」
づ
く
り
に
邁
進
し
て
い
こ
う
と
す
る
秋
田
県
の
姿
勢
が
見
え
る

（
6
）

。

し
か
し
「
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
速
報
値
」
を
見
る
と
、
人
口
増
加
率
が
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
都
県
は
、
上
か
ら
三
・
〇
の
沖
縄
県
、

二
・
七
の
東
京
都
、
一
・
〇
の
愛
知
県
、
〇
・
九
の
神
奈
川
県
と
埼
玉
県
、
〇
・
六
の
福
岡
県
、
〇
・
二
の
滋
賀
県
、
〇
・
一
の
千
葉
県
の
八
県

の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
の
が
今
回
の
調
査
で
は
じ
め
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
マ
イ
ナ
ス
〇
・
三
の
大
阪
府
で
あ
る
。
全
国
平
均
が
マ

イ
ナ
ス
〇
・
七
で
あ
り
、
平
均
以
上
の
都
府
県
は
こ
の
九
都
府
県
と
マ
イ
ナ
ス
〇
・
六
の
宮
城
県
と
広
島
県
だ
け
で
あ
る
。
沖
縄
県
、
宮
城

県
、
広
島
県
を
除
く
と
、
旧
四
大
工
業
地
帯
で
の
人
口
増
加
傾
向
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ま
た
、
八
県
中
四
都
県
が
東
京
圏
を
形
成
し
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
依
然
と
し
て
東
京
一
極
集
中
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
北
海
道
と
沖
縄
県
を
例
外
と
す
る
と
、
東

北
（
宮
城
県
が
中
心
）、
関
東
（
東
京
圏
が
中
心
）、
中
部
（
愛
知
県
が
中
心
）、
近
畿
（
大
阪
府
が
中
心
・
滋
賀
県
で
人
口
が
増
加
）、
中
・
四
国

（
広
島
県
が
中
心
）、
九
州
（
福
岡
県
が
中
心
）
は
、
中
心
に
な
る
都
府
県
を
軸
に
発
展
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
道
州

制
を
導
入
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
八
地
域
が
軸
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
地
方
消
滅
」
を
防
止
す
る
こ
と
を
考
え
た
場
合
に
は
、

札
幌
市
、
仙
台
市
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
、
広
島
市
、
福
岡
市
、
那
覇
市
が
「
地
方
中
核
都
市
」
と
し
て
機
能
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
東
北
は
仙
台
市
を
地
方
中
核
都
市
と
し
た
対
応
が
必
要
と
な
る

（
7
）

。
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そ
れ
ゆ
え
、
都
道
府
県
の
中
で
全
市
町
村
の
人
口
減
少
率
が
全
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
秋
田
県
の
将
来
計
画
は
、
秋
田
県
単
独
の

計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
そ
の
実
現
に
は
大
き
な
壁
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
特
に
東
北
地
方
の
太
平
洋
地
域
は
東
日
本
大

震
災
か
ら
の
復
興
の
途
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
の
県
が
互
い
に
競
争
し
あ
っ
て
地
方
創
生
に
向
か
っ
て
進
み
始
め

て
お
り
、
全
体
的
な
動
き
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
秋
田
県
で
は
人
口
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
が
秋
田
市
に
住
ん
で
い
る
の

で
あ
り
、
秋
田
市
一
極
集
中
の
傾
向
が
強
い
。
そ
う
し
た
中
で
、「
農
山
漁
村
に
つ
い
て
は
、
生
活
お
よ
び
生
産
の
場
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
豊
か
な
自
然
環
境
や
美
し
い
景
観
等
公
益
的
機
能
を
有
す
る
県
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
地
域
の
特
性
を
踏
ま

え
た
良
好
な
生
活
環
境
の
整
備
の
も
と
に
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
農
林
水
産
業
の
展
開
、
地
域
産
業
の
進
行
や
地
域
に
適
合
し
た

諸
産
業
の
導
入
等
に
よ
る
就
業
機
会
の
確
保
等
に
よ
り
、
集
落
機
能
の
維
持
・
再
生
を
図
り
、
健
全
な
地
域
社
会
を
築
く

（
8
）

」
こ
と
が
目
標

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
厳
し
い
現
実
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

二　

秋
田
県
の
国
と
郡
と
市
町
村
の
歴
史

秋
田
県
の
藩
や
旗
本
領
、
郡
そ
し
て
市
町
村
の
変
遷
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
秋
田
県
が
位
置
す
る
東
北
地
方
は
、
現
在
の
秋
田
県

と
山
形
県
の
大
半
を
領
域
と
す
る
出
羽
国
と
、
現
在
の
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
の
大
半
を
領
域
と
す
る
陸
奥
国
に
分
か
れ

て
い
た
。
出
羽
国
の
始
ま
り
は
七
〇
八
（
和
同
一
）
年
に
お
か
れ
た
越
後
国
出
羽
郡
で
あ
り
、
七
一
二
（
和
同
五
）
年
に
出
羽
国
と
な
っ
た
。

越
後
国
出
羽
郡
は
北
陸
道
の
領
域
を
拡
大
す
る
形
で
、
現
在
の
山
形
県
の
庄
内
地
方
か
ら
秋
田
県
の
領
域
の
大
半
に
勢
力
圏
を
拡
大
し
て

い
っ
た
。
他
方
、
陸
奥
国
は
、
東
山
道
と
東
海
道
の
領
域
を
拡
大
す
る
形
で
北
東
に
勢
力
圏
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
当
初
は
道
奥
（
み
ち

六
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の
く
）
国
と
称
さ
れ
、
現
在
の
福
島
県
と
宮
城
県
南
部
そ
し
て
山
形
県
の
内
陸
部
に
あ
た
る
最
上
地
方
、
村
山
地
方
、
置
賜
地
方
を
領
域

と
し
て
い
た
。
陸
奥
国
が
現
在
の
福
島
県
・
宮
城
県
・
岩
手
県
・
青
森
県
に
匹
敵
す
る
領
域
と
な
っ
た
の
は
一
二
世
紀
の
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
七
一
二
年
の
出
羽
国
の
設
置
の
際
に
、
現
在
の
山
形
県
の
内
陸
部
は
陸
奥
国
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
出
羽
国
の
藩
図
に
組
み
入
れ
ら

れ
た
。
そ
の
後
、
出
羽
国
の
現
在
の
秋
田
県
に
関
連
し
た
領
域
に
は
、
山
本
郡
、
秋
田
郡
（
現
在
の
北
秋
田
郡
と
南
秋
田
郡
）、
河
辺
郡
、
仙

北
郡
、
由
利
郡
、
平
鹿
郡
、
雄
勝
郡
、
飽
海
郡
が
お
か
れ
た

（
9
）

。

江
戸
時
代
に
現
在
の
秋
田
県
の
領
域
に
お
か
れ
て
い
た
藩
は
、
久
保
田
藩
（
佐
竹
氏
・
二
〇
万
五
八
〇
〇
石
、
一
八
七
一
〔
明
治
四
〕
年
に

秋
田
藩
に
改
名
）
と
岩
崎
藩
（
旧
久
保
田
新
田
藩
・
二
万
石
、
佐
竹
家
の
分
家
、
後
に
久
保
田
藩
に
統
合
さ
れ
た
が
明
治
政
府
に
よ
り
岩
崎
藩
と
し
て
再

設
置
さ
れ
た
）、
本
荘
藩
（
六
郷
氏
・
二
万
石
、
現
在
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
）
と
亀
田
藩
（
岩
城
氏
・
一
万
八
千
石
、
現
在
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
岩

城
亀
田
）
と
矢
島
藩
（
生
駒
氏
・
一
万
二
千
五
百
石
、
現
在
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
矢
島
町
）
の
五
つ
（
久
保
田
藩
と
久
保
田
新
田
藩
を
一
つ
と
み
れ

ば
四
つ
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
盛
岡
藩
領
の
鹿
角
郡
と
、
由
利
郡
に
三
つ
の
旗
本
領
が
存
在
し
た
。
旗
本
領
の
代
表
と
さ
れ
る
仁
賀
保

氏
は
、
当
初
仁
賀
保
藩
で
あ
っ
た
が
分
家
に
よ
り
旗
本
と
な
り
、
由
利
郡
仁
賀
保
（
現
在
の
に
か
ほ
市
平
沢
）
に
旗
本
領
を
お
い
た
。
久
保

田
藩
の
領
域
は
、
山
本
郡
、
秋
田
郡
、
河
辺
郡
、
仙
北
郡
、
平
鹿
郡
、
雄
勝
郡
に
及
ん
だ
の
で
あ
り
、
現
在
の
秋
田
県
の
領
域
の
大
半
を

占
め
て
い
た
。
久
保
田
藩
の
領
域
内
に
お
か
れ
た
岩
崎
藩
は
、
久
保
田
藩
領
雄
勝
郡
の
東
部
を
領
域
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
久
保
田
藩
の

支
城
が
お
か
れ
た
横
手
は
平
鹿
郡
を
、
大
館
は
北
秋
田
郡
の
一
部
を
管
轄
し
た
。

六
郷
氏
が
治
め
た
本
荘
藩
は
現
在
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
付
近
を
、
岩
城
氏
が
治
め
た
亀
田
藩
は
現
在
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
岩
城
亀

田
付
近
を
、
生
駒
氏
が
治
め
て
い
た
矢
島
藩
は
現
在
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
矢
島
町
付
近
を
領
域
と
し
て
い
た
。
ま
た
旗
本
領
は
仁
賀
保

付
近
す
な
わ
ち
現
在
の
に
か
ほ
市
を
領
域
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
由
利
郡
は
久
保
田
藩
と
は
無
関
係
の
地
域
で
あ
っ
た
。
ま
た
陸
中
国

七
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表
1
　
秋
田
県
の
郡
及
び
市
町
村
と
広
域
行
政
圏
の
変
遷

M
2（

1869）
年

M
12（

1879）
年

M
22.3.31.

M
22.4.1.

S36.6.29.
広

域
行

政
1

郡
の

人
口

と
面

積
（

H
27.4.） 

（
註

1）
H
18.3.27.

上
段
：
人
口
（
%
）

下
段

：
面

積
（

%
）

観
光

客
数

他
 

（
註

2）
広

域
行

政
2

地
域

自
治

組
織

旧
国

・
郡

・
藩

郡
区

町
村

編
成

法
明

治
の

大
合

併
前

明
治

の
大

合
併

昭
和

の
大

合
併

後
広

域
市

町
村

圏
平

成
の

大
合

併
後

定
住

自
立

圏
他

陸
中

国
・

鹿
角

郡
南

部
領

・
南

部
藩

江
刺

県
秋

田
県

鹿
角

郡

（
市

）

1

鹿
角

市
（

S47）
鹿

角
広

域
行

政
組

合
（

一
部

事
務

組
合

）
鹿

角
市

と
小

坂
町

（
旧

鹿
角

郡
全

域
）

37,503（
3.5%

）
909.22（

7.7%
）

1

鹿
角

市
31,933（

3%
）

707.52（
6%

）
①

1,631,133
②

10、
③

7
（

町
）

2
（

花
輪

町
）

（
鹿

角
市

）
（

尾
去

沢
町

）
（

鹿
角

市
）

（
十

和
田

町
）

（
鹿

角
市

）

1
小

坂
町

1
小

坂
町

5,510（
0.5%

）
201.7（

1.7%
）

①
873,373

②
7、

③
1

上
十

三
・

十
和

田
湖

定
住

自
立

圏
 

（
註

3）
（

村
）

23
8

（
八

幡
平

村
）

（
鹿

角
市

）

羽
後

国
・

山
本

郡
久

保
田

領
久

保
田

藩
→

秋
田

藩
秋

田
県

山
本

郡

（
市

）
1

能
代

市
（

S15）

能
代

山
本

広
域

市
町

村
圏

組
合

（
一

部
事

務
組

合
）

能
代

市
と

山
本

郡
（

旧
山

本
郡

全
域

）

83,079（
7.7%

）
1191.01（

10.2%
）

1
能

代
市

55,058（
5%

）
426.95（

3.7%
）

①
1,667,174

②
14、

③
15

能
代

市
山

本
郡

養
護

老
人

ホ
ー

ム
組

合
（

能
代

市
、

八
峰

町
、

三
種

町
、

藤
里

町
）

北
秋

田
市

周
辺

衛
生

施
設

組
合

（
北

秋
田

市
、

能
代

市
・

旧
二

ツ
井

町
、

藤
里

町
、

上
小

阿
仁

村
）

地
域

自
治

区
（

合
併

特
例

法
）

（
町

）
2

2
2

二
ツ

井
町

（
能

代
市

）
八

森
町

3

八
峰

町
7,378（

0.7%
）

234.14（
2%

）
①

319,143
②

10、
③

2
1

峰
浜

村
（

八
峰

町
）

2
琴

丘
町

三
種

町
17,194（

1.7%
）

247.98（
2.1%

）
①

173,682
②

3、
③

2
（

村
）

66
24

山
本

町
（

S37）
（

三
種

町
）

2
八

竜
村

（
三

種
町

）

藤
里

村
藤

里
町

3,449（
0.3%

）
282.13（

2.4%
）

①
71,635

②
3、

③
0

羽
後

国
・

秋
田

郡
久

保
田

領
久

保
田

藩
→

秋
田

藩
秋

田
県

北
秋

田
郡

（
市

）
1

大
館

市
（

S26）
大

館
周

辺
広

域
市

町
村

圏
協

議
会

大
館

市
比

内
町

・
田

代
町

110,312（
10.7%

）
2,322.7（

19.9%
）

1

大
館

市
74,337（

7.2%
）

913.22（
7.8%

）
①

663,721
②

4、
③

10
大

館
市

定
住

自
立

圏
（

町
）

3
2

（
花

矢
町

）
（

大
館

市
）

6

比
内

町
（

大
館

市
）

田
代

町
（

大
館

市
）

鷹
巣

町

鷹
巣

阿
仁

広
域

市
町

村
圏

組
合

4
町

1
村

1

北
秋

田
市

33,592（
3.3%

）
1,152.76（

9.9%
）

①
1,109,136

②
20、

③
8

北
秋

田
市

上
小

阿
仁

村
生

活
環

境
設

備
組

合
北

秋
田

市
上

小
阿

仁
村

病
院

組
合

合
川

町
（

北
秋

田
市

）
森

吉
町

（
北

秋
田

市
）

阿
仁

町
（

北
秋

田
市

）

（
村

）
121

29
1

上
小

阿
仁

村
1

上
小

阿
仁

村
2,383（

0.2%
）

256.72（
2.2%

）
①

283,996
②

1、
③

0

南
秋

田
郡

（
市

）
秋

田
市

（
M

22）
1

秋
田

市

秋
田

周
辺

広
域

市
町

村
圏

協
議

会
（

協
議

会
）

秋
田

市
と

男
鹿

市
南

秋
田

郡
全

域
河

辺
郡

全
域

402,650（
39.2%

）
1695.08（

14.5%
）

1
秋

田
市

316,297（
30.8%

）
906.09（

7.8%
）

①
5,689,417

②
36、

③
12

湖
東

地
区

行
政

一
部

事
務

組
合

（
潟

上
市

・
旧

昭
和

町
・

旧
飯

田
川

町
、

井
川

町
、

八
郎

潟
町

）
男

鹿
地

区
消

防
一

部
事

務
組

合
（

男
鹿

市
、

潟
上

市
・

旧
天

王
町

、
大

潟
村

）
男

鹿
地

区
衛

生
処

理
一

部
事

務
組

合
（

男
鹿

市
、

潟
上

市
・

旧
天

王
町

）

八
郎

潟
町

・
井

川
町

衛
生

処
理

施
設

組
合

（
八

郎
潟

町
、

井
川

町
）

八
郎

湖
周

辺
清

掃
事

務
組

合
（

男
鹿

市
、

五
城

目
町

、
八

郎
潟

町
、

井
川

町
、

大
潟

村
）

井
川

町
・

潟
上

市
共

有
財

産
管

理
組

合
（

潟
上

市
、

井
川

町
）

2
八

郎
潟

町
2

八
郎

潟
町

6,096（
0.6%

）
17（

0.1%
）

①
10,000

②
0、

③
1

（
町

）
2

1
五

城
目

町
五

城
目

町
9,544（

0.9%
）

214.92（
1.8%

）
①

184,000
②

2,③
1

1
男

鹿
市

（
S29）

2

男
鹿

市
29,373（

2.9%
）

241.09（
2.1%

）
①

2,776,268
②

18、
③

7
1

若
美

町
（

男
鹿

市
）

1
琴

浜
村

（
男

鹿
市

）

3
天

王
町

潟
上

市
（

H
17）

33,196（
3.2%

）
97.73（

0.8%
）

①
9,200

②
1、

③
2

飯
田

川
町

（
潟

上
市

）
（

村
）

157
35

昭
和

町
（

潟
上

市
）

2
井

川
村

1
井

川
町

5,051（
0.5%

）
47.95（

0.4%
）

①
113,601

②
4,③

1

大
潟

村
（

S39）
1

大
潟

村
3,093（

0.3%
）

170.1（
1.5%

）
1

①
184,301

②
1、

③
2

羽
後

国
・

河
辺

郡
（

秋
田

郡
と

同
）

河
辺

郡
H5.1.11.消

滅
（

町
）

1
川

辺
町

（
秋

田
市

）
（

村
）

59
14

1
雄

和
村

→
雄

和
町

（
秋

田
市

）

八



秋
田
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

（
九
）

羽
後

国
・

由
利

郡
亀

田
領

・
亀

田
藩

亀
田

県
本

荘
領

・
本

荘
藩

本
荘

県
→

秋
田

県
矢

島
領

・
矢

島
藩

矢
島

県
→

秋
田

県
仁

賀
保

領
・

酒
田

藩
酒

田
県

→
秋

田
県

由
利

郡
H5.10.1.消

滅

（
市

）
1

本
荘

市
（

S29）

本
荘

由
利

広
域

市
町

村
圏

組
合

（
一

部
事

務
組

合
）

本
荘

市
由

利
郡

全
域

105,624（
10.3%

）
1,450.58（

12.5%
）

1

由
利

本
荘

市

80,045（
7.8%

）
1,209.45（

10.4%
）

①
1,993,282

②
28、

③
10

由
利

本
荘

市
定

住
自

立
圏

地
域

自
治

区
（

廃
止

）
↓

ま
ち

づ
く

り
協

議
会

（
町

）
33

3
3

岩
城

町
（

由
利

本
荘

市
）

矢
島

町
（

由
利

本
荘

市
）

由
利

町
（

由
利

本
荘

市
）

4

大
内

村
→

大
内

町
（

由
利

本
荘

市
）

東
由

利
村

→
同

町
（

由
利

本
荘

市
）

西
目

村
→

西
目

町
（

由
利

本
荘

市
）

（
村

）
190

28
鳥

海
村

→
鳥

海
町

（
由

利
本

荘
市

）

3
象

潟
町

1
に

か
ほ

市
25,579（

2.5%
）

241.13（
2.1%

）
①

1,576,229
②

16、
③

5
金

浦
町

（
に

か
ほ

市
）

仁
賀

保
町

（
に

か
ほ

市
）

羽
後

国
・

仙
北

郡
久

保
田

領
久

保
田

藩
→

秋
田

藩
秋

田
県

仙
北

郡

（
市

）
1

大
曲

市
（

S29）

大
曲

仙
北

広
域

市
町

村
組

合
（

一
部

事
務

組
合

）
大

曲
市

仙
北

郡
全

域

130,733（
12.8%

）
2,128.67（

18.2%
）

1

大
仙

市

83,180（
8.1%

）
866.77（

7.4%
）

①
1,961,152

②
17、

③
13

大
仙

美
郷

環
境

事
業

組
合（
大

仙
市

、
美

郷
町

）
大

仙
美

郷
介

護
福

祉
組

合（
大

仙
市

、
美

郷
町

）

地
域

自
治

区
（

地
方

自
治

法
）

（
町

）
1

1

4

神
岡

町
（

大
仙

市
）

西
仙

北
町

（
大

仙
市

）
中

仙
町

（
大

仙
市

）
協

和
村

→
協

和
町

（
大

仙
市

）
1

南
外

村
（

大
仙

市
）

4

仙
北

村
→

仙
北

町
（

大
仙

市
）

（
村

）
145

37
太

田
村

→
太

田
町

（
大

仙
市

）
角

館
町

1
仙

北
市

27,402（
2.7%

）
1,093.56（

9.4%
）

①
4,740,727

②
25、

③
10

地
域

審
議

会
田

沢
湖

町
（

仙
北

市
）

1
西

木
村

（
仙

北
市

）

2
六

郷
町

1
美

郷
町

20,151（
2.0%

）
168.34（

1.4%
）

①
584,961

②
6、

③
0

千
畑

村
→

千
畑

町
（

美
郷

町
）

1
仙

南
村

（
美

郷
町

）

羽
後

国
・

平
鹿

郡
久

保
田

領
久

保
田

藩
→

秋
田

藩
秋

田
県

平
鹿

郡
H5.10.1.消

滅

（
市

）
1

横
手

市
（

S26）

横
手

平
鹿

広
域

市
町

村
圏

組
合

横
手

市
平

鹿
郡

全
域

92041（
9.0%

）
692.8（

5.4%
）

1

横
手

市

92,041（
9.0%

）
692.8（

5.4%
）

①
3,698,307

②
28、

③
18

横
手

市
定

住
自

立
圏

地
域

自
治

区
（

廃
止

）
↓

地
域

づ
く

り
協

議
会

（
町

）
1

1

5

増
田

町
（

横
手

市
）

平
鹿

町
（

横
手

市
）

雄
物

川
町

（
横

手
市

）
大

森
町

（
横

手
市

）
十

文
字

町
（

横
手

市
）

（
村

）
90

23
2

山
内

村
（

横
手

市
）

大
雄

村
（

横
手

市
）

羽
後

国
・

雄
勝

郡
久

保
田

領
久

保
田

藩
→

秋
田

藩
秋

田
県

東
部

：
岩

崎
藩

岩
崎

県
→

秋
田

県

雄
勝

郡

（
市

）
1

湯
沢

市
（

S29）

湯
沢

雄
勝

広
域

市
町

村
組

合
（

一
部

事
務

組
合

）
湯

沢
市

雄
勝

郡
全

域

65,280（
6.4%

）
1,225.38（

10.6%
）

1

湯
沢

市
47,142（

4.6%
）

790.91（
6.8%

）
①

1,203,743
②

7、
③

6
湯

沢
雄

勝
地

域
定

住
自

立
圏

（
町

）
2

2
2

雄
勝

町
（

湯
沢

市
）

稲
庭

川
連

町
（

稲
川

町
）

（
湯

沢
市

）
1

皆
瀬

村
（

湯
沢

市
）

（
村

）
89

23
1

羽
後

町
1

羽
後

町
15,471（

1.5%
）

230.78（
2%

）
①

136,000
②

0、
③

2

1
東

成
瀬

村
1

東
成

瀬
村

2,667（
0.3%

）
203.69（

1.8%
）

①
123,338

②
4、

③
0

羽
後

国
・

飽
海

郡
酒

田
県

→
秋

田
県

飽
海

郡
 
（

註
2）

秋
田

県
→

山
形

県
（

2
町

155
村

）
秋

田
町

（
2
町

27
村

）
酒

田
町

（
1
市

3
町

1
村

）
酒

田
市

・
飽

海
郡

1
酒

田
市

1
遊

佐
町

2
国

9
郡

が
存

在
10

の
郡

現
在

7
郡

存
在

（
3
郡

消
滅

）

市
1

8
9
の

広
域

市
町

村
圏

が
存

在
し

た
現

在
は

1
協

議
会

と
5
組

合
が

残
存

13（
平

均
7.1

万
人

）
人

口
　

1,027,091
平

均
　

41,084
面

積
　

11,637
平

均
　

465.48

5
の

定
住

自
立

圏
が

存
在

町
309

14
41

9（
平

均
9982

人
）

村
936

222
24

3（
平

均
2714

人
）

総
数

1,245
237

73
25（

平
均

4.1
万

人
）

こ
の

表
は

秋
田

県
公

式
W

eb
サ

イ
ト

「
美

の
国

秋
田

ネ
ッ

ト
」「

あ
ん

べ
い

い
な

秋
田

」
の

資
料

を
整

理
し

て
作

成
し

た
（

http://www.pref.akita.lg.jp/）。
註

1：
郡

の
人

口
と

面
積

は
こ

の
表

の
平

成
の

大
合

併
後

の
各

市
町

村
の

人
口

と
面

積
（

上
段

：
人

口
、

下
段

：
面

積
）

を
集

計
し

た
も

の
で

あ
る

。
出

典
は

秋
田

県
建

設
部

『
平

成
27

年
度

　
業

務
概

要
』

秋
田

県
で

あ
る

。
註

2：
①

は
観

光
客

数
（

人
）、

②
は

観
光

地
点

数
（

個
）、

③
行

祭
事

・
イ

ベ
ン

ト
数

（
個

）。
　

な
お

数
字

は
平

成
26

年
度

秋
田

県
観

光
統

計
を

も
ち

い
た

。
註

3：
中

心
市

は
三

沢
市

と
十

和
田

市
で

あ
り

、
近

隣
市

町
村

は
小

坂
町

を
除

く
と

、
青

森
県

の
野

辺
地

町
、

七
戸

町
、

六
戸

町
、

横
浜

町
、

東
北

町
、

六
ケ

所
村

、
お

い
ら

せ
町

で
あ

り
秋

田
県

で
は

小
坂

町
だ

け
が

参
加

し
て

い
る

。

九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
〇
）

の
鹿
角
郡
も
久
保
田
藩
と
は
無
関
係
な
地
域
で
あ
っ
た
。
出
羽
富
士
と
呼
ば
れ
る
鳥
海
山
を
領
域
の
一
部
に
抱
え
る
飽
海
郡
は
、
出
羽
国

鶴
岡
藩
と
出
羽
国
松
山
藩
（
後
の
松
嶺
藩
）
の
領
域
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
久
保
田
藩
と
は
無
関
係
の
地
域
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
に
明
治
政
府
は
、
出
羽
国
を
現
在
の
山
形
県
か
ら
飽
海
郡
（
酒
田
市
の
最
上
川
以
北
か
ら
遊
佐
町
に
い
た
る

地
域
）
を
除
い
た
地
域
で
構
成
さ
れ
る
羽
前
国
と
、
現
在
の
秋
田
県
に
飽
海
郡
を
加
え
鹿
角
地
域
を
除
い
た
区
域
で
構
成
さ
れ
る
羽
後
国

に
区
分
し
た
。
そ
の
結
果
、
鳥
海
山
は
秋
田
県
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
羽
後
国
の
飽
海
郡
は
そ
の
後
山
形
県
の
区
域
に
改
編
さ
れ
、

鳥
海
山
を
含
む
区
域
が
山
形
県
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
両
県
の
鳥
海
山
を
挟
ん
だ
地
域
の
住
民
が
、
鳥
海
山
を
自

分
た
ち
の
地
域
（
県
）
の
シ
ン
ボ
ル
と
主
張
す
る
遠
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
二
月
に
久
保
田
藩
は
、
こ
の
地
方
が
古
来
「
秋
田
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
藩
名
を
秋
田

藩
に
変
更
す
る
旨
の
願
書
を
政
府
に
提
出
し
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
八
月
の
廃
藩
置
県
に
と
も
な
っ
て
、
現
在
の
秋
田
県
の
地
域
に
は

秋
田
県
・
本
荘
県
・
岩
崎
県
・
亀
田
県
・
矢
島
県
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
現
在
の
山
形
県
の
一
部
で
あ
る
酒
田
県
に
は
、

由
利
郡
の
旧
旗
本
領
（
仁
賀
保
地
域
）
が
含
ま
れ
た
。
仁
賀
保
地
域
は
一
時
酒
田
県
（
山
形
県
）
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
一
二
月
の
第
一
次
府
県
統
合
に
お
い
て
、
秋
田
県
・
本
荘
県
・
岩
崎
県
・
亀
田
県
・
矢
島
県
に
江
刺
県
の
鹿
角
郡
と
、
酒
田
県
の
一
部

で
あ
っ
た
由
利
郡
の
旧
旗
本
領
（
仁
賀
保
地
域
）
を
あ
わ
せ
た
領
域
で
秋
田
県
が
設
置
さ
れ
、
飽
海
郡
は
秋
田
県
か
ら
酒
田
県
に
移
さ
れ
る

こ
と
で
酒
田
県
の
領
域
が
確
定
さ
れ
た
。
仁
賀
保
地
域
と
飽
海
郡
の
配
置
変
更
に
よ
っ
て
秋
田
県
と
酒
田
県
の
領
域
が
確
定
し
た
の
で
あ

り
、
酒
田
県
が
山
形
県
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
秋
田
県
と
山
形
県
の
県
境
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
10
）

。

一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
の
郡
区
町
村
編
成
法
に
よ
っ
て
、
秋
田
県
に
は
鹿
角
郡
、
山
本
郡
、
北
秋
田
郡
、
南
秋
田
郡
、
河
辺
郡
、

由
利
郡
、
仙
北
郡
、
平
鹿
郡
、
雄
勝
郡
の
九
郡
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
久
保
田
藩
の
領
域
に
お
か
れ
て
い
た
山
本
郡
、
秋
田
郡
、

一
〇



秋
田
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

（
一
一
）

河
辺
郡
、
仙
北
郡
、
平
鹿
郡
、
雄
勝
郡
の
六
郡
が
、
秋
田
藩
が
北
秋
田
郡
と
南
秋
田
郡
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
で
七
郡
と
な
り
、
そ
れ
に
江

刺
郡
か
ら
編
入
さ
れ
た
鹿
角
郡
と
、
本
荘
県
・
岩
崎
県
・
亀
田
県
・
矢
島
県
と
旗
本
領
で
形
成
さ
れ
て
い
た
由
利
郡
を
加
え
る
こ
と
で
九

郡
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
の
大
合
併
の
前
後
の
（
市
）
町
村
の
変
動
を
見
る
と
、
鹿
角
郡
で
は
二
三
村
が
二
町
・
八
村
に
、
山
本
郡
で

は
二
町
・
六
六
村
が
二
町
・
四
四
村
に
、
北
秋
田
郡
で
は
三
町
・
一
二
一
村
が
二
町
・
二
九
村
に
、
南
秋
田
郡
で
は
二
町
・
一
五
七
村
が

一
市
（
秋
田
市
）・
一
町
・
三
五
村
に
、
河
辺
郡
で
は
五
九
村
が
一
四
村
に
、
由
利
郡
で
は
三
三
町
・
一
九
〇
村
が
三
町
・
八
村
に
、
仙
北

郡
で
は
一
町
・
一
四
五
村
が
一
町
・
三
七
村
に
、
平
鹿
郡
で
は
一
町
・
九
〇
村
が
一
町
・
二
三
村
に
、
雄
勝
郡
で
は
二
町
・
八
九
村
が
二

町
・
二
三
村
に
な
る
ま
で
合
併
が
進
ん
だ
。
郡
区
町
村
編
成
法
施
行
時
期
の
三
〇
九
町
・
九
三
六
村
の
合
計
一
二
四
五
町
村
が
、
明
治
の

大
合
併
直
前
に
は
四
四
町
・
九
四
〇
村
の
合
計
九
八
四
町
村
ま
で
減
少
し
て
は
い
た
が
、
明
治
の
大
合
併
に
よ
っ
て
さ
ら
に
一
市
・
一
四

町
・
二
二
二
村
の
二
三
七
市
町
村
に
ま
で
合
併
が
進
展
し
た
の
で
あ
る

（
11
）

。

一
九
二
五
（
大
正
一
五
）
年
の
秋
田
県
の
市
町
村
数
は
一
市
・
四
五
町
・
一
九
二
村
の
合
計
二
三
八
市
町
村
で
あ
っ
た
。
一
九
四
〇

（
昭
和
一
五
）
年
に
能
代
市
が
誕
生
し
秋
田
市
と
能
代
市
の
二
市
と
な
っ
た
。
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
の

秋
田
県
の
市
町
村
数
は
、
二
市
・
五
〇
町
・
一
七
二
村
の
合
計
二
二
四
市
町
村
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
二
市
・

五
〇
町
・
一
七
三
村
の
合
計
二
二
五
市
町
村
と
な
っ
た
後
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
四
月
一
日
に
は
横
手
市
と
大
館
市
が
誕
生
し
た

こ
と
か
ら
、
秋
田
県
の
市
町
村
数
は
四
市
・
五
〇
町
・
一
七
〇
村
の
二
二
四
市
町
村
と
な
っ
た
。
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
の
町
村
合

併
促
進
法
施
行
時
の
秋
田
県
の
町
村
数
は
、
四
市
・
五
一
町
・
一
六
九
村
の
合
計
二
二
四
市
町
村
で
あ
り
、
昭
和
の
大
合
併
前
ま
で
の
戦

後
の
秋
田
県
の
市
町
村
の
総
数
は
、
市
や
町
が
増
加
す
る
と
い
っ
た
変
動
が
若
干
見
ら
れ
た
も
の
の
、
ほ
ぼ
二
二
四
市
町
村
体
制
の
ま
ま

で
推
移
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
12
）

。

一
一
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三　

秋
田
県
の
昭
和
の
大
合
併
と
自
治
制
度

四
市
・
五
一
町
・
一
六
九
村
の
合
計
二
二
四
市
町
村
で
昭
和
の
大
合
併
を
迎
え
た
秋
田
県
で
は
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
三
月

三
一
日
に
男
鹿
市
と
湯
沢
市
と
本
荘
市
が
誕
生
し
、
五
月
三
日
に
は
大
曲
市
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
八
市
・
四
二
町
・
五
〇
村
の
合

計
一
〇
〇
市
町
村
と
な
り
、
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
六
月
の
昭
和
の
大
合
併
の
終
了
時
点
で
は
、
八
市
・
四
〇
町
・
二
四
村
の
合
計

七
二
市
町
村
と
な
っ
た
。
そ
の
後
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
は
山
本
村
と
藤
里
村
が
そ
れ
ぞ
れ
町
に
な
る
と
と
も
に
、
大
潟
村
が
誕

生
し
た
こ
と
か
ら
、
八
市
・
四
二
町
・
二
三
村
の
合
計
七
三
市
町
村
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
に
は
若
美
村
と

雄
和
村
が
そ
れ
ぞ
れ
町
と
な
る
と
と
も
に
、
四
町
村
の
合
併
に
よ
っ
て
鹿
角
市
が
誕
生
し
た
こ
と
か
ら
、
九
市
・
四
四
町
・
一
六
村
の
合

計
六
九
市
町
村
に
な
り
合
併
が
進
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
13
）

。

こ
う
し
た
昭
和
の
大
合
併
の
中
で
、
鹿
角
郡
は
鹿
角
市
と
小
坂
町
の
一
市
・
一
町
（
二
市
町
）
と
な
っ
た
。
山
本
郡
は
一
九
四
〇
（
昭

和
一
五
）
年
に
市
に
昇
格
し
た
能
代
市
と
四
町
・
五
村
の
一
〇
市
町
村
と
な
っ
た
。
北
秋
田
郡
は
大
館
市
と
六
町
・
一
村
の
八
市
町
村
と

な
っ
た
。
南
秋
田
郡
は
秋
田
市
と
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
市
と
な
っ
た
男
鹿
市
の
二
市
と
六
町
・
二
村
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
誕
生
し
た
大
潟
村
が
含
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
二
市
・
六
町
・
三
村
の
一
一
市
町
村
と
な
っ
た
。
河
辺
郡
は

河
辺
町
と
雄
和
村
（
後
の
雄
和
町
）
の
一
町
・
一
村
（
後
の
二
町
）
と
な
っ
た
。
由
利
郡
は
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
市
と
な
っ
た
本
荘

市
と
一
〇
町
の
一
一
市
町
と
な
り
村
は
消
え
た
。
仙
北
郡
は
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
市
と
な
っ
た
大
曲
市
と
一
〇
町
・
三
村
の

一
四
市
町
村
と
な
っ
た
。
平
鹿
郡
は
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
市
と
な
っ
た
横
手
市
と
五
町
・
二
村
の
八
市
町
村
と
な
っ
た
。
雄
勝

郡
は
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
市
と
な
っ
た
湯
沢
市
と
三
町
・
二
村
の
六
市
町
村
と
な
っ
た

（
14
）

。

一
二
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山
田
）

（
一
三
）

国
は
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
高
速
道
路
、
高
速
鉄
道
、
本
四
架
橋
、
本
州
と
北
海
道
を
結
ぶ
海
底
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
整
備
あ

る
い
は
建
設
と
い
う
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想
を
通
じ
た
、
豊
か
な
環
境
の
創
造
を
目
的
と
し
た
新
（
第
二
次
）
全
国
総
合
開
発
計
画
（
新

全
総
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
新
全
総
は
合
併
で
は
な
く
、
広
域
市
町
村
圏
と
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
い

わ
ゆ
る
「
広
域
行
政
圏
」
や
単
数
も
し
く
は
複
数
の
広
域
市
町
村
圏
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
地
方
生
活
圏
と
い
っ
た
、
広
域
的
な
行
政
圏

域
に
よ
る
事
務
の
共
同
処
理
方
式
を
採
用
し
、
複
雑
化
し
た
一
部
事
務
組
合
を
整
理
す
る
形
で
複
合
一
部
事
務
組
合
の
設
立
を
容
認
し
た
。

広
域
市
町
村
圏
は
、
三
大
都
市
圏
と
「
い
わ
き
市
」
を
除
い
た
地
域
に
設
定
さ
れ
た
。
広
域
市
町
村
圏
は
、
昭
和
の
大
合
併
後
の
新
た
な

広
域
行
政
の
推
進
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
の
大
合
併
の
結
果
の
中
に
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

（
15
）

。

広
域
市
町
村
圏
の
設
定
単
位
の
標
準
は
（
旧
）
郡
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
秋
田
県
に
設
置
さ
れ
た
広
域
市
町
村
圏
を
見
る
と
理
解
で
き

る
。
鹿
角
郡
に
は
現
在
は
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
鹿
角
広
域
行
政
組
合
」
が
、
山
本
郡
に
は
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
能
代
山
本
広
域

市
町
村
圏
組
合
」
が
、
北
秋
田
郡
に
は
、
大
館
市
と
比
内
町
と
田
代
町
で
構
成
さ
れ
る
「
大
舘
周
辺
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
」
と
、
鷹
巣

町
、
合
川
町
、
森
吉
町
、
阿
仁
町
、
上
小
阿
仁
村
の
四
町
・
一
村
で
構
成
さ
れ
る
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
鷹
巣
阿
仁
広
域
市
町
村
圏
組

合
」
が
、
南
秋
田
郡
と
河
辺
郡
に
は
二
つ
の
郡
に
あ
る
秋
田
市
と
男
鹿
市
の
二
市
と
周
辺
の
七
町
・
四
村
で
構
成
す
る
、
一
部
事
務
組
合

で
あ
る
「
秋
田
周
辺
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
」
が
、
由
利
郡
に
は
本
荘
市
と
周
辺
一
〇
町
で
構
成
す
る
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
本
荘
由

利
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
が
、
仙
北
郡
に
は
大
曲
市
と
そ
の
周
辺
一
〇
町
・
三
村
で
構
成
さ
れ
る
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
大
曲
仙
北
広

域
市
町
村
圏
組
合
」
が
、
平
鹿
郡
に
は
横
手
市
と
五
町
・
二
村
で
構
成
さ
れ
る
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
横
手
平
鹿
広
域
市
町
村
圏
組

合
」
が
設
置
さ
れ
た
。
雄
勝
郡
に
は
湯
沢
市
と
三
町
・
二
村
で
構
成
さ
れ
る
、
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
湯
沢
雄
勝
広
域
市
町
村
組
合
」

が
設
置
さ
れ
た
。
南
秋
田
郡
と
協
議
会
を
共
同
設
置
し
た
河
辺
郡
を
除
く
八
つ
の
郡
に
、
九
つ
の
広
域
市
町
村
圏
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

一
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ほ
ぼ
（
旧
）
郡
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

広
域
市
町
村
圏
は
現
在
で
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
広
域
行
政
推
進
の
た
め
の
行
政
機
関
の
一
つ
と
し
て
一
つ
の
協
議
会
（「
秋
田
周
辺

広
域
市
町
村
圏
協
議
会
」）
と
五
つ
の
一
部
事
務
組
合
が
継
続
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
旧
河
辺
郡
の
消
滅
前
の
人
口
は
一
万
八
一
七
五
人

で
、
面
積
は
四
五
五
・
六
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
秋
田
県
の
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
人
口
と
、
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
面
積

し
か
な
く
、
秋
田
市
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
消
滅
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
広
域
市
町
村
圏
は
南
秋
田
郡
と
一
体
化
し
た
形
で
、

「
秋
田
周
辺
広
域
市
町
村
圏
」
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
「
鹿
角
広
域
市
町
村
圏
」
と
「
能
代
山
本
広
域
市
町
村
圏
」
と
「
湯
沢
雄
勝
広
域

市
町
村
圏
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
」
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
広
域
行
政
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
一
部
事
務
組
合

で
あ
る
、「
鹿
角
広
域
行
政
組
合
」
と
「
能
代
山
本
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
と
「
湯
沢
雄
勝
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
は
現
存
し
て
い
る
。

ま
た
、「
本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
と
「
大
曲
仙
北
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
も
現
存
し
て
い
る
。

北
秋
田
郡
に
、「
大
舘
周
辺
広
域
市
町
村
圏
」
を
管
轄
す
る
「
大
舘
周
辺
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
」
と
、「
鷹
巣
阿
仁
広
域
市
町
村
圏
」

を
管
轄
す
る
「
鷹
巣
阿
仁
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
前
者
が
県
の
総
人
口
の
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
七
万
四
三
三
七

人
が
居
住
し
、
県
の
総
面
積
の
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
九
一
三
・
二
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
有
し
て
お
り
、
後
者
は
県
の
総
人
口
の

三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
三
万
三
五
九
二
人
し
か
居
住
し
て
い
な
い
が
、
県
の
総
面
積
の
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
一
一
五
二
・
七
六
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
有
し
て
お
り
、
他
の
広
域
市
町
村
圏
と
大
差
な
い
人
口
や
面
積
を
有
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る

（
16
）

。
し
か
し
、
こ
の
二
つ

の
組
織
と
「
横
手
平
鹿
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
は
現
存
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
結
果
を
生
み
出
し
た
背
景
に
あ
る
も
の
の
一
つ
が
平
成

の
大
合
併
で
あ
る
。

一
四
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秋
田
県
の
平
成
の
大
合
併
と
自
治
制
度

平
成
の
大
合
併
は
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
か
ら
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
、
日
本
で
は
三
度
目
と
な
る

大
合
併
で
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
の
特
徴
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
の
、
小
学
校
の
義
務
教
育
の
実
施
に
と
も
な
う
明
治
の
大
合
併
や
、
中

学
校
の
義
務
教
育
の
実
施
に
と
も
な
う
昭
和
の
大
合
併
と
い
っ
た
、
全
国
画
一
型
の
大
合
併
で
は
な
く
、
合
併
の
実
施
は
各
市
町
村
の
主

体
的
判
断
に
任
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
三
月
三
一
日
現
在
の
六
七
〇
市
・
一
九
九
四
町
・
五
六
八

村
の
合
計
三
二
三
二
市
町
村
は
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
三
月
三
一
日
に
七
八
六
市
・
七
五
七
町
・
一
八
四
村
の
合
計
一
七
二
七
市

町
村
と
な
っ
た
。
ほ
ぼ
半
減
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
合
併
に
参
加
し
た
市
町
村
は
二
〇
九
三
市
町
村
で
五
八
八
市
町
村
に
統
合
さ
れ
た

反
面
、
一
一
三
九
市
町
村
は
現
状
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
合
併
市
町
村
の
人
口
は
二
万
六
千
人
か
ら
九
万
二
千
人
に
、
面
積
は
一
〇
〇

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
三
六
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
人
口
五
万
五
千
人
で
平
均
面
積
一
四
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
未
合
併
市
町
と
は
大
き
な
相
違
が
生
ま
れ
て
い
る

（
17
）

。

平
成
の
大
合
併
と
（
旧
）
郡
の
関
係
を
見
る
と
、
変
化
が
な
か
っ
た
地
域
と
、
大
き
く
変
化
し
た
地
域
と
、
あ
ま
り
変
化
し
な
か
っ
た

地
域
に
大
別
で
き
る
。
鹿
角
郡
は
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
の
鹿
角
市
と
小
坂
町
の
一
市
・
一
町
の
体
制
を
継
続
し
て
お
り
、
変
化
の

な
か
っ
た
地
域
と
い
え
る
。
他
方
、
河
辺
郡
は
河
辺
町
と
雄
和
町
が
秋
田
市
に
吸
収
さ
れ
て
消
滅
し
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
激
変
し
た
地
域

と
い
え
る
が
、
河
辺
郡
の
規
模
や
雄
和
町
に
秋
田
空
港
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
合
併
は
当
然
の
な
が
れ
で
あ
っ
て
順
当
な
動
き
と
す

る
見
方
も
あ
る
。
河
辺
郡
と
の
合
併
を
除
く
と
、
南
秋
田
郡
は
あ
ま
り
変
化
の
な
か
っ
た
地
域
と
も
い
え
る
。
秋
田
市
は
河
辺
郡
を
併
合

し
て
市
域
を
拡
大
し
、
男
鹿
市
は
若
美
町
と
琴
浜
村
を
合
併
し
て
市
域
を
拡
大
し
、
天
王
町
と
飯
田
川
町
と
昭
和
町
は
合
併
し
て
潟
上
市

一
五
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を
誕
生
さ
せ
た
こ
と
は
大
き
な
動
き
と
も
い
え
る
が
、
八
郎
潟
町
、
五
城
目
町
、
井
川
村
、
大
潟
村
は
残
存
し
て
お
り
、
秋
田
県
内
で
は

最
も
合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
八
郎
潟
周
辺
で
は
五
城
目
町
・
井
川
町
・
八
郎
潟
町
・
大
潟
村
が
つ
な

が
る
形
で
残
存
し
て
お
り
、
五
城
目
町
の
東
に
は
上
小
阿
仁
村
も
残
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
地
域
は
平
成
の
大
合
併
と
は
無
縁
で

あ
っ
た
地
域
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

山
本
郡
で
は
一
つ
の
市
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
合
併
協
議
が
行
わ
れ
た
が
、
市
の
名
称
を
め
ぐ
る
対
立
が
顕
在
化
し
、
藤
里
町
が
合

併
か
ら
の
離
脱
を
表
明
し
た
こ
と
を
受
け
て
合
併
が
再
検
討
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
、
能
代
市
が
二
ツ
井
町
と
合
併
し
て
能
代
市
の
市
域

を
拡
大
し
、
八
森
町
と
峰
浜
村
は
合
併
し
て
八
峰
町
を
誕
生
さ
せ
、
琴
丘
町
と
山
本
町
と
八
竜
村
は
合
併
し
て
三
種
町
を
誕
生
さ
せ
、
藤

里
町
は
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
北
秋
田
郡
は
大
舘
周
辺
広
域
市
町
村
圏
と
鷹
巣
阿
仁
広
域
市
町
村
圏
に
区
分
さ
れ
た
影
響
を
受
け
て
、

大
舘
周
辺
広
域
市
町
村
圏
で
は
大
館
市
と
比
内
町
と
田
代
町
が
合
併
し
て
大
館
市
の
市
域
を
広
域
市
町
村
圏
の
領
域
に
拡
大
さ
せ
た
こ
と

か
ら
、「
大
舘
周
辺
広
域
市
町
村
圏
」
と
そ
の
行
政
組
織
で
あ
っ
た
一
部
事
務
組
合
は
解
消
さ
れ
た
。
鷹
巣
阿
仁
広
域
市
町
村
圏
で
は
鷹

巣
町
と
合
川
町
と
森
吉
町
と
阿
仁
町
が
合
併
し
て
北
秋
田
市
を
誕
生
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
上
小
阿
仁
村
は
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

「
鷹
巣
阿
仁
広
域
市
町
村
圏
」
そ
の
行
政
組
織
で
あ
っ
た
一
部
事
務
組
合
は
解
消
さ
れ
た
。

由
利
郡
で
は
、
本
荘
市
と
岩
城
町
・
矢
島
町
・
由
利
町
・
大
内
町
・
東
由
利
町
・
西
目
町
・
鳥
海
町
と
い
っ
た
、
か
つ
て
の
本
荘
藩
や

亀
田
藩
や
矢
島
藩
の
領
域
を
形
成
し
て
い
た
地
域
が
合
併
し
て
由
利
本
荘
市
と
な
っ
た
。
象
潟
町
と
金
浦
町
と
仁
賀
保
町
と
い
っ
た
旧
旗

本
領
の
領
域
は
合
併
し
て
に
か
ほ
市
と
な
っ
た
。
伝
統
を
背
景
に
二
つ
の
市
が
誕
生
し
た
と
も
い
え
る
。
仙
北
郡
で
は
大
曲
市
と
上
岡

町
・
西
仙
北
町
・
中
仙
町
・
協
和
町
・
南
外
村
・
仙
北
町
・
太
田
町
が
合
併
し
て
大
仙
市
が
誕
生
し
、
角
館
町
と
田
沢
湖
町
と
西
木
村
が

合
併
し
て
仙
北
市
が
誕
生
し
、
六
郷
町
と
千
畑
村
と
仙
南
村
が
合
併
し
て
美
郷
町
が
誕
生
し
た
。
一
市
・
一
〇
町
・
三
村
が
二
市
・
一
町

一
六
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ま
で
合
併
が
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
鹿
郡
で
は
横
手
市
が
、
増
田
町
・
平
鹿
町
・
雄
物
川
町
・
大
森
町
・
十
文
字
町
・
山
内
村
・

大
雄
村
と
合
併
し
て
市
域
を
広
域
市
町
村
圏
の
領
域
に
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、「
横
手
平
鹿
広
域
市
町
村
圏
」
と
そ
の
行
政
組
織
で
あ
っ

た
一
部
事
務
組
合
を
解
消
し
た
。
雄
勝
郡
で
は
湯
沢
市
が
雄
勝
町
と
稲
川
町
と
皆
瀬
村
と
合
併
し
て
市
域
を
拡
大
し
た
。
羽
後
町
と
東
成

瀬
村
は
残
存
し
た

（
18
）

。

平
成
の
大
合
併
後
の
広
域
行
政
の
流
れ
を
見
る
と
、
定
住
自
立
圏
の
設
定
や
一
部
事
務
組
合
の
創
設
と
い
っ
た
広
域
行
政
推
進
の
流
れ

と
、
地
域
自
治
区
の
設
置
と
い
っ
た
身
近
な
行
政
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
設
）
の
推
進
に
向
け
た
動
き
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
秋
田
県
の
定
住

自
立
圏
に
は
、
鹿
角
郡
で
は
小
坂
町
が
隣
接
の
青
森
県
側
の
市
町
村
と
形
成
し
た
上
十
三
・
十
和
田
湖
定
住
自
立
圏
、
大
館
市
定
住
自
立

圏
、
由
利
本
荘
市
定
住
自
立
圏
、
横
手
市
定
住
自
立
圏
、
湯
沢
雄
勝
地
域
定
住
自
立
圏
が
あ
る
。
上
十
三
・
十
和
田
湖
定
住
自
立
圏
の
中

心
市
は
三
沢
市
と
十
和
田
市
で
あ
り
、
近
隣
市
町
村
は
小
坂
町
を
除
く
と
、
青
森
県
の
野
辺
地
町
、
七
戸
町
、
六
戸
町
、
横
浜
町
、
東
北

町
、
六
ケ
所
村
、
お
い
ら
せ
町
で
あ
る
。
十
和
田
湖
を
中
心
と
し
た
周
辺
市
町
村
の
広
域
行
政
圏
に
小
坂
町
が
単
独
で
参
加
し
た
形
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
例
外
的
な
も
の
と
い
え
る
。

旧
北
秋
田
郡
の
領
域
で
は
、（
旧
）
郡
内
を
二
分
し
て
で
き
た
大
館
周
辺
地
域
広
域
市
町
村
圏
域
の
大
館
市
と
周
辺
三
町
が
平
成
の
大

合
併
で
大
館
市
と
な
り
、
大
館
地
区
・
比
内
地
区
・
田
代
地
区
で
構
成
さ
れ
る
合
併
一
市
圏
型
の
定
住
自
立
圏
を
、
旧
平
鹿
郡
の
領
域
で

は
横
手
市
は
平
鹿
郡
に
存
在
し
た
五
町
・
二
村
と
構
成
し
て
い
た
横
手
平
鹿
広
域
市
町
村
圏
が
平
成
の
大
合
併
で
横
手
市
と
な
り
、
旧
一

市
・
五
町
・
二
村
を
そ
れ
ぞ
れ
地
区
と
す
る
合
併
一
市
圏
域
型
の
定
住
自
立
圏
を
確
立
し
た
。
旧
由
利
郡
の
領
域
で
は
、
由
利
市
と
周
辺

一
〇
町
の
う
ち
、
亀
田
藩
と
本
荘
藩
と
矢
島
藩
を
形
成
し
て
い
た
七
町
で
合
併
し
て
で
き
た
由
利
本
荘
市
と
、
旧
仁
賀
保
領
を
構
成
し
て

い
た
象
潟
町
・
金
浦
町
・
仁
賀
保
町
が
合
併
し
て
で
き
た
に
か
ほ
市
に
分
か
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
由
利
本
荘
市
は
、
本
荘
地
域
を
都
市
機
能

一
七
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集
積
地
域
、
矢
島
地
域
、
岩
城
地
域
、
由
利
地
域
、
大
内
地
域
、
東
由
利
地
域
、
西
目
地
域
、
鳥
海
地
域
の
七
地
域
を
田
園
等
農
業
生
産

地
域
と
す
る
合
併
一
市
圏
域
型
の
定
住
自
立
圏
を
確
立
し
た
。
旧
雄
勝
郡
の
領
域
で
は
一
市
・
三
町
・
二
村
の
う
ち
二
町
・
一
村
が
合
併

で
湯
沢
市
と
な
り
、
羽
後
町
と
東
成
瀬
村
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
が
、
湯
沢
市
・
羽
後
町
・
東
成
瀬
村
の
一
市
・
一
町
・
一
村
を
圏
域
と
す

る
「
湯
沢
雄
勝
地
域
定
住
自
立
圏
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
地
域
で
は
表
1
の
よ
う
な
一
部
事
務
組
合
が
設
定
さ
れ
、
広
域
的

な
行
政
が
実
施
さ
れ
て
い
る

（
19
）

。

広
域
行
政
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
政
の
推
進
も
行
わ
れ
て
い
る
。
能
代
市
で
は
、
合
併
し
た
相
手
先
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を

保
障
す
る
形
で
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
、
合
併
前
の
二
ツ
井
町
地
域
に
地
域
自
治
区
「
二
ツ
井
町
」
を

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
一
〇
年
間
を
予
定
と
し
て
設
置
し
、
そ
れ
を
二
〇
二
〇
（
平
成
三
二
）
年
度
ま
で
五
年
間

延
長
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
合
併
特
例
債
の
活
用
可
能
期
間
の
五
年
間
の
延
長
が
見
ら
れ
る

（
20
）

。
仙
北
市
で
は
、
同
じ
市

町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
を
活
用
し
て
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
九
月
二
〇
日
の
合
併
の
際
に
「
角
館
地
域
審
議
会
」、

「
田
沢
湖
地
域
審
議
会
」、「
西
木
地
域
審
議
会
」
を
設
置
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
仙
北
市
の
面
積
が
一
〇
九
三
・
六
四
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
で
、
平
成
の
大
合
併
後
の
秋
田
県
で
は
第
三
位
（
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
広
さ
を
持
つ
市
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る

（
21
）

。
大
仙
市
と

由
利
本
荘
市
と
横
手
市
で
は
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
地
域
自
治
区
を
設
定
し
た
。
大
仙
市
で
は
合
併
以
前
の
市
町
村
を
そ
れ
ぞ
れ
地
区
と

す
る
（
旧
市
町
村
全
域
で
の
地
域
自
治
区
の
設
置
）
地
域
自
治
区
を
設
定
し
、
そ
こ
に
地
域
協
議
会
を
置
き
、
市
政
に
対
す
る
地
域
の
声
の
反

映
を
重
視
し
た
政
策
を
導
入
し
て
い
る

（
22
）

。

な
お
秋
田
県
は
「
秋
田
県
国
土
計
画
」
の
中
で
、
県
土
を
「
自
然
的
、
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
諸
条
件
を
勘
案
し
て
、
次
の
三

区
分
と
す
る
」
と
し
て
、
県
北
地
域
と
県
央
地
域
と
県
南
地
域
に
区
分
し
て
い
る
。
県
北
地
域
に
は
広
域
圏
と
し
て
鹿
角
（
鹿
角
市
、
小

一
八
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）

坂
町
）、
北
秋
田
（
大
館
市
、
北
秋
田
市
、
上
小
阿
仁
村
）、
山
本
（
能
代
市
、
藤
里
町
、
三
種
町
、
八
峰
町
）
が
、
県
央
地
域
に
は
秋
田
（
秋
田
市
、

男
鹿
市
、
潟
上
市
、
五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
、
井
川
町
、
大
潟
村
）、
由
利
（
由
利
本
荘
市
、
に
か
ほ
市
）
が
、
県
南
地
域
に
は
仙
北
（
大
仙
市
、
仙

北
市
、
美
郷
町
）、
平
鹿
（
横
手
市
）、
雄
勝
（
湯
沢
市
、
羽
後
町
、
東
成
瀬
村
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
秋
田
県
は
広
域
的
に
は

三
地
域
に
、
広
域
行
政
地
域
と
し
て
は
（
旧
）
郡
と
広
域
市
町
村
圏
で
は
若
干
相
違
が
あ
る
も
の
九
地
域
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
広
域
的

な
政
策
に
は
こ
う
し
た
地
域
区
分
の
相
違
が
影
響
を
与
え
て
い
る
面
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
23
）

。

五　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
見
え
て
く
る
秋
田
県
の
将
来
像

秋
田
県
は
「
あ
き
た
未
来
総
合
戦
略
」
に
お
い
て
、「
東
京
圏
等
へ
の
人
口
流
出
に
歯
止
め
を
か
け
る
」、「
東
京
圏
等
か
ら
秋
田
へ
の

人
の
流
れ
を
つ
く
る
」、「
若
い
世
代
の
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る
」、「
時
代
に
あ
っ
た
地
域
を
つ
く
り
、
暮
ら
し
の
安

全
を
守
る
」
の
四
点
を
基
本
戦
略
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、「
⑴
産
業
振
興
に
よ
る
仕
事
づ
く
り
」
と
「
⑵
移
住
・
定
住
対
策
」
と

「
⑶
少
子
化
対
策
」
と
「
⑷
新
た
な
地
域
社
会
の
創
生
」
の
四
点
を
基
本
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
秋
田
県
が

ど
の
よ
う
な
も
の
を
「
高
質
な
田
舎
」
の
基
本
戦
略
と
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
七
月
三
〇
日
に
開
催

さ
れ
た
、「
秋
田
の
未
来
創
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
構
成
か
ら
も
よ
み
と
れ
る
。

パ
ネ
リ
ス
ト
は
、
秋
田
県
知
事
を
除
く
と
、
山
梨
県
甲
州
市
在
住
の
中
央
葡
萄
酒
㈱
取
締
役
・
栽
培
醸
造
部
長
の
三
澤
彩
奈
氏
、
和
歌

山
県
那
智
勝
浦
町
色
川
地
区
在
住
の
色
川
地
域
振
興
推
進
委
員
会
会
長
原
和
男
氏
、
茨
城
県
つ
く
ば
市
に
あ
る
モ
ー
ハ
ウ
ス
代
表
取
締
役

の
光
畑
由
佳
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
選
か
ら
秋
田
県
で
は
、
い
か
に
し
て
地
場
産
業
を
開
発
し
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
作
っ
て
い
く
の
か
、

一
九
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い
か
に
し
て
Ａ
タ
ー
ン
を
拡
充
し
て
い
く
の
か
、
子
供
を
連
れ
た
出
勤
と
職
場
生
活
を
通
し
た
女
性
の
社
会
進
出
の
拡
大
と
、
結
婚
・
出

産
・
子
育
て
を
進
め
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
点
に
焦
点
を
お
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
澤
氏
は
ブ
ド
ウ
の
新
品
種
で
あ
る
「
甲

州
」
を
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
育
て
上
げ
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
通
し
た
国
内
さ
ら
に
国
際
的
な
販
売
網
の
確
立
の
可
能
性
を
説
明
さ
れ
て

い
た
。
原
氏
は
自
ら
も
移
住
者
で
あ
り
、
新
規
移
住
希
望
者
の
甘
え
を
排
除
し
た
移
住
の
可
能
性
の
確
立
の
必
要
性
を
強
調
し
な
が
ら
、

地
域
再
生
策
と
し
て
の
移
住
政
策
に
必
要
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
住
民
が
ま
ず
地
域
を
再
発
見
し
、
自
分
た
ち
ら
し
さ
を
発
信
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
こ
が
れ
て
人
々
は
移
住
し
て
く
る
と
い
う
姿
を
、
自
ら
の
経
験
も
踏
ま
え
て
強
調
し
て
い
た
。
光
畑
氏
は

子
連
れ
出
勤
を
通
し
た
女
性
の
や
る
気
を
強
調
し
な
が
ら
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
は
、
介
護
世
代
に
と
っ
て
親
連
れ
出
勤
が
必
要
と

な
る
可
能
性
を
示
唆
し
、
保
育
園
や
介
護
施
設
と
い
っ
た
施
設
の
必
要
性
は
理
解
し
な
が
ら
、
逆
に
被
介
護
者
や
乳
幼
児
を
連
れ
た
社
会

で
の
活
動
の
可
能
性
の
拡
大
を
強
調
し
て
い
た
。

三
澤
氏
の
話
か
ら
は
、
秋
田
県
や
県
内
各
市
町
村
の
「
⑴
産
業
振
興
に
よ
る
仕
事
づ
く
り
」
を
重
視
し
て
い
る
姿
勢
が
見
え
て
く
る
。

秋
田
県
は
日
本
で
三
番
目
の
コ
メ
の
生
産
地
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
米
の
生
産
の
み
な
ら
ず
、
米
を
は
じ
め
と
す
る
独
自
の
農
産
物
を
生
か

し
た
あ
ら
た
な
商
品
開
発
の
模
索
を
促
し
て
い
た
。
三
澤
氏
は
「
今
あ
る
も
の
を
大
切
に
」
と
訴
え
、
秋
田
で
食
べ
た
メ
ロ
ン
の
味
を
高

く
評
価
し
、
何
も
新
し
い
も
の
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
も
の
を
い
か
に
売
り
出
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
ど
の

よ
う
に
加
工
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
か
と
い
っ
た
こ
と
も
強
調
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
地
域
の
見
直
し
あ
る
い
は
地
域
に
あ
る
も
の
の

再
評
価
を
通
じ
て
「
ま
ち
お
こ
し
」
を
は
か
ろ
う
と
し
た
、
平
松
守
彦
氏
の
「
一
村
一
品
運
動
」
の
精
神
に
つ
な
が
る
面
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る

（
24
）

。
ま
た
三
澤
氏
は
日
本
で
は
お
い
し
い
も
の
は
銀
座
な
ら
手
に
入
る
と
い
う
現
状
の
見
直
し
、
も
っ
と
地
方
（
生
産
地
）
で
お

い
し
い
も
の
が
味
わ
え
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
言
葉
で
、
地
産
地
消
の
拡
充
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。

二
〇
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原
氏
の
話
の
中
心
は
、
ま
さ
に
秋
田
県
と
県
内
各
市
町
村
の
「
⑵
移
住
・
定
住
対
策
」
の
戦
略
の
構
築
を
促
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

た
。
原
氏
は
「
や
や
も
す
る
と
移
住
者
の
増
加
を
求
め
る
市
町
村
や
地
区
な
ど
で
は
手
厚
い
支
援
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
。

ま
た
移
住
希
望
者
も
、
人
口
減
少
地
域
に
行
っ
て
や
る
と
い
っ
た
誤
っ
た
視
点
か
ら
、
手
厚
い
保
護
策
を
前
提
と
し
た
移
住
計
画
を
立
て

て
い
る
者
も
い
る
」
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
た
。
原
氏
は
「
あ
く
ま
で
も
生
活
は
自
分
の
力
で
行
う
も
の
で
あ
り
、
移
住
者
は
そ
こ
で
自

分
の
生
活
を
切
り
開
い
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
甘
え
の
あ
る
移
住
者
は
結
局
は
先
住
者
や
地
域
と
な
じ
ま
な
か
っ
た
り
対
立
す
る
こ
と
で

撤
退
す
る
場
合
も
み
ら
れ
る
」
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
原
氏
は
「
地
域
の
説
明
会
や
体
験
生
活
を
経
験
し
て
も
ら
う
こ

と
の
必
要
性
」
も
強
調
し
、「
先
住
者
が
移
住
希
望
者
の
受
け
入
れ
の
可
否
を
決
定
す
る
よ
う
な
機
能
」
も
必
要
な
こ
と
も
説
明
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
後
は
先
住
者
も
移
住
者
も
「
誇
り
の
再
生
」
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
移
住
者
の
子
供
た
ち
の

定
住
に
も
つ
な
が
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
、
原
氏
は
自
分
の
経
験
も
踏
ま
え
な
が
ら
説
明
し
て
い
た
。

光
畑
氏
の
報
告
か
ら
は
、
秋
田
県
と
県
内
各
市
町
村
の
「
⑶
少
子
化
対
策
」
へ
の
視
点
を
変
え
た
対
応
の
必
要
性
や
可
能
性
な
ど
を
模

索
し
て
い
く
必
要
性
が
見
え
て
く
る
。
電
車
通
勤
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
首
都
圏
で
の
経
験
か
ら
、
彼
女
は
人
前
で
も
胸
を
見
せ
ず
に
授

乳
の
で
き
る
衣
服
を
考
案
し
販
売
し
て
い
た
。
子
供
が
母
乳
を
ほ
し
が
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
ほ
し
が
る
と
き
に
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
性
の
社
会
進
出
の
可
能
性
が
拡
大
さ
れ
る
し
、
職
場
に
子
供
を
連

れ
て
行
っ
て
仕
事
の
合
間
に
子
育
て
も
で
き
れ
ば
、
女
性
の
育
児
を
理
由
と
し
た
退
職
や
希
望
し
な
い
条
件
で
の
転
職
等
の
発
生
を
防
止

可
能
な
こ
と
や
、
核
家
族
化
の
進
展
等
の
影
響
も
あ
り
、
女
性
が
子
育
て
の
た
め
に
家
庭
へ
の
引
き
こ
も
り
が
ち
に
な
り
、
社
会
と
触
れ

合
う
機
会
の
制
約
を
少
し
で
も
排
除
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

三
者
の
報
告
と
会
場
で
の
質
疑
応
答
を
見
る
と
、
秋
田
県
の
地
域
創
造
は
ま
た
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
具
体
化
さ
れ

二
一
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て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
意
見
と
秋
田
県
や
県
内
市
町
村
の
計
画
が
具
体
化
さ
れ
て
い
け
ば
、
そ
の
進

展
し
て
い
く
先
に
、
ま
さ
に
「
⑷
新
た
な
地
域
社
会
の
創
生
」
の
方
向
性
が
見
え
て
く
る
と
い
え
る
。
こ
の
ゴ
ー
ル
と
な
る
も
の
が
「
高

質
な
田
舎
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（
25
）

。

「
地
方
創
生
」
あ
る
い
は
「
地
域
創
造
」
を
実
際
に
行
う
第
一
段
階
の
単
位
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町

村
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
平
成
の
大
合
併
は
、
市
町
村
の
多
様
性
を
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
の
市
町
村
規
模
の
相
違
に
応

じ
た
対
応
が
必
要
と
な
る
。
秋
田
県
で
は
九
市
・
五
〇
町
・
一
〇
村
の
六
九
市
町
村
が
、
一
三
市
・
九
町
・
三
村
の
合
計
二
五
市
町
村
に

な
っ
た
。
合
併
し
な
か
っ
た
一
市
・
六
町
・
三
村
の
総
人
口
は
八
万
五
二
五
九
人
で
あ
り
、
県
人
口
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
強
で
平
均
八
千
五

百
人
ほ
ど
で
あ
る
が
、
人
口
三
万
人
強
の
鹿
角
市
を
除
く
と
平
均
人
口
五
千
五
百
人
ほ
ど
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
合
併
し
た
一
五
の
市

と
町
の
平
均
人
口
は
六
万
二
七
八
九
人
で
あ
り
、
鹿
角
市
を
除
く
と
一
〇
倍
を
超
え
る
違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
特
性
に
応

じ
た
広
域
行
政
体
制
の
整
備
も
必
要
と
な
る
。

特
に
今
回
調
査
し
た
山
本
地
区
と
由
地
区
郡
に
は
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
山
本
郡
で
は
藤
里
町
を
除
く
一
市
・
四
町
・

三
村
の
合
併
を
実
施
し
た
が
、
人
口
五
万
五
千
人
の
能
代
市
と
、
人
口
七
千
人
強
の
八
峰
町
と
、
人
口
一
万
七
千
人
強
の
三
種
町
と
、
人

口
三
千
五
百
人
弱
の
藤
里
町
が
残
っ
た
の
で
あ
り
、
藤
里
町
に
と
っ
て
は
山
本
地
区
の
一
市
・
二
町
と
の
関
係
と
、
県
北
地
域
と
の
関
係

を
考
慮
す
る
必
要
が
で
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
全
体
で
県
人
口
の
ほ
ぼ
一
割
に
当
た
る
一
〇
万
五
千
人
強
を
し
め
る
由
利

地
区
は
合
併
に
よ
り
由
利
本
荘
市
と
に
か
ほ
市
の
二
市
に
統
合
さ
れ
た
。
一
体
化
し
た
政
策
が
求
め
ら
れ
る
部
分
も
認
め
ら
れ
、
ま
た
面

積
か
ら
み
れ
ば
、
一
市
・
七
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
由
利
本
荘
市
は
秋
田
県
の
ほ
ぼ
一
割
に
当
た
る
一
千
二
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
有

す
る
市
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
域
化
し
た
地
域
に
適
し
た
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

二
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六　

秋
田
県
の
自
然
・
伝
統
と
観
光

秋
田
県
の
日
本
一
と
さ
れ
る
も
の
と
、
全
国
の
ベ
ス
ト
三
に

入
っ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
、
自
然
や
伝
統
あ
る
い
は
人
口
な

ど
に
関
す
る
も
の
を
拾
い
上
げ
る
と
、「
第
一
位
の
も
の
に
は

田
沢
湖
の
深
度
四
二
三
・
四
ｍ
、
杉
の
人
工
林
面
積
三
六
万

七
四
六
九
ha
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
件
数
一
七
件
な
ど
が

あ
る
。
第
二
位
に
は
食
料
自
給
率
（
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
）

一
七
七
％
、
清
酒
の
販
売
（
消
費
）
数
量
（
成
人
一
人
当
た
り
）

九
・
七
ℓ
、
第
三
位
に
水
陸
稲
の
収
穫
量
五
四
万
六
五
百
ｔ
、

地
熱
発
電
認
可
出
力
八
万
八
十
三
百
kw
な
ど
が
あ
る
。
逆
に
最

下
位
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
は
、
出
生
率
（
人
口
千
人
当
た
り
）

五
・
八
、
人
口
増
減
率
マ
イ
ナ
ス
一
・
二
六
％
、
婚
姻
率
（
人
口

千
人
当
た
り
）
三
・
七

（
26
）

」
な
ど
が
あ
る
。
秋
田
県
の
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
は
表
2
の
通
り
で
あ
る
。

出
生
率
や
婚
姻
率
そ
し
て
人
口
減
少
率
が
全
国
最
下
位
で
あ

る
こ
と
は
、
秋
田
県
の
人
口
減
少
問
題
の
厳
し
さ
を
伝
え
て
い

表 2　秋田県の指定無形文化遺産・無形民俗文化財等
イ　ベ　ン　ト 会　　場 特　　徴 備　　考

1 月
大日堂舞楽 鹿角市・大日霊貴神社 ユネスコ無形文化遺産 国重要無形民俗文化財

上郷の小正月行事 にかほ市象潟町 国重要無形民俗文化財

2 月
六郷のカマクラ 仙北市美郷町 国重要無形民俗文化財

刈和野の大綱引き 大仙市刈和野 国重要無形民俗文化財

3 月

4 月

5 月

6 月 小滝（延年）のチョウクライロ舞 にかほ市象潟町 国重要無形民俗文化財

7 月
東湖八坂神社祭の統人行事 大仙市刈和野 国重要無形民俗文化財

土崎神明社の曳山行事 秋田市土崎港 国重要無形民俗文化財

8 月

秋田の竿灯 秋田市 国重要無形民俗文化財

根子番楽 北秋田市阿仁町 国重要無形民俗文化財 根子集落（マタギの里）の神楽

花輪祭の屋台行事（花輪ばやし）鹿角市花輪 国重要無形民俗文化財 日本三大ばやしの一つ

毛馬内盆踊り 鹿角市十和田毛馬内 国重要無形民俗文化財 秋田県内三大盆踊りの一つ

西馬音内盆踊り 羽後町西馬音内 国重要無形民俗文化財

9 月 角館祭りのやま行事 仙北市角館町 国重要無形民俗文化財 神明社と薬師堂の祭典

10 月

11 月 保呂羽山の霜月神楽 横手市大森町 国重要無形民俗文化財 横手市・波宇志別神社里宮

12 月 男鹿のなまはげ 男鹿市 国重要無形民俗文化財

他
本海獅子舞番楽（天池講中） 由利本荘市鳥海町 国重要無形民俗文化財 1 月・5 月・8 月

秋田のイタヤ箕製作技術 秋田市・仙北市 国重要無形民俗文化財

二
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五
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号
（
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〇
一
六
年
六
月
）

（
二
四
）

る
。
半
面
、
世
界
自
然
遺
産
の
白
神
山
地
が
あ
り
、
杉
の
植
林
が
多
い
こ
と
は
緑
豊
か
な
秋
田
を
想
像
さ
せ
る
。
コ
メ
の
生
産
量
や
清
酒

消
費
量
か
ら
は
実
り
豊
か
な
お
お
ら
か
な
秋
田
県
の
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
日
本
一
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
多
さ
や
、

伝
統
を
尊
び
な
が
ら
民
衆
が
民
俗
文
化
を
継
承
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
秋
田
県
民
の
郷
土
愛
や
粘
り
強
さ
が
み
え
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地

産
地
消
を
前
提
と
し
て
秋
田
県
の
活
力
増
進
を
図
る
と
す
れ
ば
、
自
然
や
自
然
の
恵
み
、
農
水
産
業
を
中
心
と
し
た
特
産
品
、
歴
史
や
伝

統
そ
し
て
地
域
的
な
特
性
な
ど
を
伝
え
て
く
れ
る
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
な
ど
の
総
合
的
な
活
用
に
加
え
て
、
数
々
の
イ
ベ
ン
ト
や
、
温

泉
と
の
組
み
合
わ
せ
の
よ
う
な
形
で
秋
田
を
総
合
的
に
売
り
出
し
て
い
く
、
観
光
業
を
中
心
と
し
た
産
業
発
展
に
大
き
な
力
を
注
ぐ
必
要

が
あ
る
。

二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
の
観
光
統
計
に
よ
れ
ば
、
秋
田
県
の
観
光
客
数
は
年
間
約
三
千
二
百
五
万
人
で
、
観
光
地
点
へ
の
入
込
客

（
観
光
）
が
二
千
百
八
五
万
人
で
行
祭
事
・
イ
ベ
ン
ト
へ
の
入
込
客
（
行
祭
事
）
が
一
千
二
〇
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
秋
田
県
の
伝
統
行

事
・
ま
つ
り
・
イ
ベ
ン
ト
は
表
3
の
通
り
で
あ
る
。
表
3
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
秋
田
県
の
伝
統
行
事
・
ま
つ
り
・
イ
ベ
ン
ト
は
、
八
月

を
中
心
に
七
月
か
ら
一
〇
月
と
四
月
中
・
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
に
集
中
し
て
い
る
。
八
月
に
は
観
光
客
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
六
九
二

万
人
（
観
光
三
一
二
万
人
・
行
祭
事
三
八
〇
万
人
）
が
、
七
月
に
は
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
二
八
九
万
人
（
観
光
二
二
二
万
人
・
行
祭
事
六
七
万
人
）

が
、
九
月
に
は
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
二
九
四
万
人
（
観
光
二
二
一
万
人
・
行
祭
事
七
二
万
人
）
が
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
七

月
か
ら
九
月
に
か
け
て
夏
祭
り
を
中
心
に
し
た
多
く
の
重
要
伝
統
民
族
文
化
財
と
さ
れ
る
各
種
の
行
祭
事
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
花
火

大
会
が
各
地
で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
八
月
は
観
光
と
行
祭
事
の
客
数
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
る
こ

と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
月
に
は
二
番
目
に
多
い
一
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
三
六
三
万
人
（
観
光
二
六
二
万
人
・
行
祭
事
一
〇
一
万
人
）
が
、
一
〇
月
に
は

二
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表
3
　
秋
田
県
の
伝
統
行
事
・
ま
つ
り
・
イ
ベ
ン
ト

月
上

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

旬
中

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
旬

下
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

旬

1
月

1
日

：
初

日
の

出
：

天
王

グ
リ

ー
ン

ラ
ン

ド
・

道
の

駅
て

ん
の

う
15

日
と

第
二

日
曜

日
：

上
郷

の
小

正
月

行
事

（
に

か
ほ

市
象

潟
町

）
2
日

：
大

日
堂

舞
楽

（
鹿

角
市

八
万

平
・

大
日

霊
貴

神
社

）
17

日
：

太
平

山
三

芳
神

社
・

三
吉

ほ
ん

で
ん

祭
（

秋
田

市
三

吉
神

社
）

17
日

：
本

庄
凧

揚
げ

大
会

（
羽

後
本

荘
）

2
月

6
日

：
秋

の
宮

温
泉

郷
・

か
だ

る
雪

ま
つ

り
（

湯
沢

市
秋

の
宮

）
11

日
：

川
を

渡
る

ぼ
ん

で
ん

（
大

曲
）

第
三

土
曜

日
：

太
田

の
火

祭
り

（
大

仙
市

太
田

）
10

日
：

刈
和

野
の

大
綱

引
き

（
大

仙
市

刈
和

野
）

11
日

─
15

日
：

六
郷

の
か

ま
く

ら
（

美
郷

町
六

郷
）

10
日

：
上

桧
内

の
紙

風
船

上
げ

（
大

仙
市

西
木

）
12

日
─

14
日

：
な

ま
は

げ
柴

灯
ま

つ
り

（
男

鹿
市

北
浦

真
山

）
13

日
─

14
日

：
火

振
り

か
ま

く
ら

（
仙

北
市

角
館

町
）

13
日

─
14

日
：

犬
っ

こ
ま

つ
り

（
湯

沢
地

区
）

13
日

─
14

日
：

大
館

ア
メ

ッ
コ

市
（

大
館

市
）

15
日

─
16

日
：

横
手

の
雪

ま
つ

り
　

か
ま

く
ら

（
横

手
市

）
20

日
：

払
田

棚
の

冬
ま

つ
り

　
蝦

夷
ほ

た
る

（
大

曲
・

払
田

の
柵

後
）

20
日

─
21

日
：

田
沢

湖
高

原
雪

ま
つ

り
（

田
沢

湖
ス

キ
ー

場
）

3
月

19
日

：
新

作
花

火
コ

レ
ク

シ
ョ

ン
2016（

大
曲

フ
ァ

ミ
リ

ー
ス

キ
ー

場
）

25
日

：
御

味
噌

埋
式

（
潟

上
市

・
東

湖
八

坂
神

社
）

第
三

日
曜

日
：

嶽
六

所
神

社
奉

納
梵

天
（

大
仙

市
神

岡
）

4
月

3
日

：
鎮

火
祭

（
ジ

ャ
ジ

ャ
シ

コ
祭

）（
大

館
市

比
内

町
）

11
日

─
5
月

6
日

：
刺

巻
湿

原
水

ば
し

ょ
う

祭
（

仙
北

市
田

沢
湖

刺
巻

）
23

日
─

5
月

6
日

：
真

人
公

園
桜

ま
つ

り
（

横
手

市
増

田
町

・
真

人
公

園
）

12
日

─
13

日
：

星
辻

神
社

だ
る

ま
祭

り
（

秋
田

市
大

町
）

24
日

：
能

代
凧

揚
げ

大
会

（
能

代
市

・
能

代
港

中
島

埠
頭

）
14

日
─

23
日

：
あ

き
た

千
秋

公
園

桜
ま

つ
り

（
秋

田
市

千
秋

公
園

）
25

日
：

松
舘

天
満

宮
三

台
山

獅
子

大
権

現
舞

・
湯

立
て

（
鹿

角
市

八
幡

平
）

16
日

─
29

日
：

本
庄

桜
ま

つ
り

（
観

桜
会

）（
本

庄
市

・
本

庄
城

跡
）

4
月

下
旬

─
5
月

上
旬

：
大

森
公

園
さ

く
ら

ま
つ

り
（

横
手

市
大

森
）

18
日

─
5
月

6
日

：
桜

ま
つ

り
（

横
手

市
城

山
町

・
横

手
公

園
）

4
月

下
旬

─
5
月

上
旬

：
大

館
桜

ま
つ

り
（

大
館

市
字

中
城

・
桂

城
公

園
）

20
日

─
5
月

5
日

：
角

館
桜

ま
つ

り
（

仙
北

市
角

館
町

・
武

家
屋

敷
他

）
4
月

下
旬

─
5
月

上
旬

：
な

か
せ

ん
桜

ま
つ

り
（

大
仙

市
・

八
乙

女
公

園
）

20
日

─
5
月

5
日

：
き

み
ま

ち
阪

桜
ま

つ
り

（
能

代
市

二
ツ

井
町

）
4
月

下
旬

─
5
月

中
旬

：
日

本
国

花
苑

桜
ま

つ
り

（
井

川
町

浜
井

）
4
月

中
旬

─
5
月

上
旬

：
八

津
・

鎌
足

カ
タ

ク
リ

群
生

の
郷

開
園

（
仙

北
市

）

5
月

（
多

く
の

桜
ま

つ
り

は
4
月

下
旬

か
ら

五
月

上
旬

に
開

催
さ

れ
て

い
る

）
中

旬
か

ら
下

旬
：

小
保

内
公

園
つ

つ
じ

祭
り

（
仙

北
市

田
沢

湖
）

下
旬

：
白

神
山

地
山

開
き

8
日

─
22

日
：

つ
つ

じ
ま

つ
り

（
由

利
本

荘
市

・
本

荘
公

園
）

6
月

1
日

：
秋

田
駒

ケ
岳

山
開

き
（

大
仙

市
田

沢
湖

）
12

日
：

小
町

ま
つ

り
（

前
日

は
宵

宮
）（

湯
沢

市
・

小
町

の
郷

公
園

）
下

旬
：

鹿
島

流
し

（
大

仙
市

）
4
日

─
19

日
：

大
館

バ
ラ

ま
つ

り
（

大
館

市
字

三
の

丸
）

第
二

土
曜

日
：

小
滝

（
延

年
）

の
チ

ョ
ウ

ク
ラ

イ
ロ

舞
（

に
か

ほ
市

象
潟

町
）

7
月

6
日

─
7
日

：
牛

乗
り

く
も

舞
（

統
人

行
事

）（
潟

上
市

・
東

湖
八

坂
神

社
）

14
日

─
15

日
：

綴
子

神
社

例
大

祭
（

秋
田

市
綴

子
・

綴
子

神
社

）
23

日
：

田
沢

湖
大

花
火

（
仙

北
市

田
沢

・
田

沢
湖

畔
・

白
浜

特
設

会
場

）
上

旬
：

協
和

七
夕

花
火

（
大

仙
市

協
和

）
中

旬
（

16
日

？
）：

港
ま

つ
り

・
能

代
の

花
火

（
能

代
市

下
浜

ふ
頭

）
下

旬
か

8
月

上
旬

：
本

荘
川

ま
つ

り
花

火
大

会
（

由
利

本
荘

市
・

友
水

公
園

）
中

旬
（

16
日

？
）：

よ
こ

て
の

全
国

線
香

花
火

大
会

（
横

手
市

）
第

四
土

曜
日

：
亀

田
海

道
ま

つ
り

（
大

仙
市

）
中

旬
（

17
─

18
日

？
）：

土
崎

神
明

社
の

曳
山

行
事

（
秋

田
市

土
崎

港
）

27
日

：
田

沢
湖

龍
神

ま
つ

り
（

大
仙

市
田

沢
湖

）

8
月

1
日

：
白

瀑
神

社
例

大
祭

（
神

輿
の

滝
浴

び
）（

八
峰

町
・

白
瀑

神
社

）
14

日
：

男
鹿

日
本

海
花

火
（

男
鹿

市
・

O
G
A

マ
リ

ン
パ

ー
ク

）
21

日
─

13
日

：
毛

馬
内

の
盆

踊
り

（
鹿

角
市

十
和

田
毛

馬
内

）
3
日

─
6
日

：
秋

田
竿

灯
ま

つ
り

（
秋

田
市

）
14

日
：

根
子

番
楽

（
北

秋
田

市
阿

仁
町

根
子

集
落

）
下

旬
（

27
日

？
）：

全
国

花
火

競
技

大
会

　
大

曲
の

花
火

（
大

仙
市

）
5
日

─
7
日

：
七

夕
絵

ど
う

ろ
う

ま
つ

り
（

湯
沢

市
）

15
日

─
16

日
：

送
り

盆
ま

つ
り

（
横

手
市

・
市

役
所

本
庁

舎
前

）
28

日
：

大
名

行
列

（
湯

沢
市

・
愛

宕
神

社
）

6
日

─
7
日

：
能

代
役

七
夕

・
シ

ャ
チ

流
し

（
能

代
市

中
心

部
・

米
代

川
）

16
日

：
大

館
大

文
字

ま
つ

り
〔

火
と

灯
の

ま
つ

り
／

花
火

大
会

〕（
大

館
市

）
8
日

：
花

輪
ね

ぷ
た

（
7
日

も
イ

ベ
ン

ト
あ

り
）（

鹿
角

市
・

塙
商

店
街

）
16

日
─

18
日

：
西

馬
音

内
盆

踊
り

（
羽

後
町

西
馬

音
内

）
10

日
：

秋
田

市
夏

ま
つ

り
雄

物
川

花
火

大
会

（
秋

田
市

・
雄

物
川

河
川

敷
）

19
日

─
20

日
：

花
輪

祭
の

屋
台

行
事

（
花

輪
ば

や
し

）（
鹿

角
市

花
輪

）

9
月

6
日

：
う

ご
牛

ま
つ

り
（

羽
後

町
・

五
輪

坂
温

泉
と

し
と

ら
ん

ど
）

14
日

：
増

田
の

花
火

（
横

手
市

増
田

町
）

22
日

─
23

日
：

生
保

内
節

全
国

大
会

（
仙

北
市

田
沢

湖
生

保
内

）
7
日

─
9
日

：
角

館
の

お
祭

り
（

神
明

社
と

薬
師

堂
の

祭
典

）（
仙

北
市

角
館

町
）

15
日

：
八

幡
神

社
祭

典
（

大
仙

市
・

神
宮

寺
）

10
日

（
第

二
土

曜
日

）
お

な
ご

り
フ

ェ
ス

タ
in

能
代

（
能

代
市

）

10
月

上
旬

：
招

福
狐

の
行

列
（

秋
田

市
・

通
り

町
商

店
街

）
中

旬
：

秋
の

朝
市

ま
つ

り
「

き
の

こ
ま

つ
り

」（
五

城
目

町
）

22
日

─
23

日
：

全
国

ご
て

ん
ま

り
コ

ン
ク

ー
ル

（
由

利
本

荘
市

・
鶴

舞
会

館
）

15
日

─
23

日
：

法
体

の
滝

紅
葉

ま
つ

り
（

由
利

本
荘

市
鳥

海
町

・
法

体
園

地
）

中
旬

─
11

月
初

旬
：

抱
返

り
紅

葉
祭

（
仙

北
市

田
沢

湖
）

11
月

上
旬

：
よ

こ
て

菊
ま

つ
り

（
横

手
市

・
秋

田
ふ

る
さ

と
村

）
中

旬
（

日
曜

日
）：

秋
田

船
方

節
全

国
大

会
（

男
鹿

市
・

市
民

文
化

会
館

）
6
日

：
東

北
将

棋
大

会
（

大
仙

市
：
 西

仙
北

ぬ
く

森
温

泉
「

ユ
メ

リ
ア

」）
7
日

─
8
日

：
保

呂
羽

山
の

霜
月

神
楽

（
横

手
市

・
波

宇
志

別
神

社
里

宮
）

12
月

10
日

─
1
月

10
日

：
槻

の
木

光
の

フ
ァ

ン
タ

ジ
ー

（
横

手
市

平
鹿

地
区

）
31

日
：

な
ま

は
げ

行
事

（
男

鹿
市

役
所

庁
舎

）
31

日
：

田
沢

湖
金

色
大

観
音

　
除

夜
の

花
火

奉
納

（
田

沢
湖

）
31

日
：

除
夜

の
鐘

（
横

手
盆

地
・

西
法

寺
）

1
月

・
5
月

・
8
月

：
本

海
獅

子
舞

番
楽

（
由

利
本

荘
市

鳥
海

町
）

秋
田

の
イ

タ
ヤ

箕
製

作
技

術
（

秋
田

市
太

平
黒

沢
・

仙
北

市
角

館
町

雲
然

）
註

1．
表

は
「

る
る

ぶ
．

C
om

　
国

内
ガ

イ
ド

　
イ

ベ
ン

ト
」（

https://w
w
w
.rurubu.com

/event/detail.aspx?ID
=10457）

と
、

秋
田

県
公

式
W

eb
サ

イ
ト

「
美

の
国

あ
き

た
ネ

ッ
ト

」
内

の
秋

田
年

間
イ

ベ
ン

ト
情

報
（

春
・

夏
・

秋
）

（
http://w

w
w
.pref.akita.lg.jp/w

w
w
/contents/1167196777286/index.htm

l）
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。
註

2．
ゴ

シ
ッ

ク
は

国
指

定
重

要
無

形
文

化
財

（
ユ

ネ
ス

コ
無

形
文

化
遺

産
を

含
む

）
で

あ
る

。
註

3．
行

事
の

日
時

は
毎

年
か

わ
る

も
の

も
あ

り
正

確
で

は
な

い
。

二
五
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三
番
目
の
一
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
三
四
一
万
人
（
観
光
二
七
三
万
人
・
行
祭
事
六
八
万
人
）
が
、
四
月
に
は
四
番
目
の
九
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
九
八
万
人
（
観
光
一
五
三
万
人
・
行
祭
事
一
四
五
万
人
）
が
訪
れ
て
い
る
。
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
時
期
は
秋
田
の

春
で
あ
り
、
桜
が
メ
ー
ン
で
は
あ
る
が
、
水
芭
蕉
や
カ
タ
ク
リ
あ
る
い
は
ツ
ツ
ジ
な
ど
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
山
菜
な
ど
を
中
心

と
し
た
春
の
味
覚
の
時
期
で
あ
る
こ
と
が
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
は
、
紅
葉
と
秋
の
味
覚
の
時
期
で

あ
り
、
温
泉
も
含
め
た
秋
田
の
情
緒
を
堪
能
で
き
る
時
期
と
い
え
る
。
四
月
・
五
月
の
二
か
月
で
二
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
六
六
一
万
人

の
観
光
客
が
、
ま
た
七
月
か
ら
一
〇
月
に
は
五
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
千
六
一
六
万
人
の
観
光
客
が
秋
田
県
を
訪
れ
て
い
る
。

一
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
冬
季
と
六
月
の
梅
雨
の
時
期
の
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

秋
田
県
の
各
市
町
村
の
観
光
客
数
を
見
る
と
、
上
か
ら
五
六
九
万
人
の
秋
田
市
、
四
九
四
万
人
の
仙
北
市
、
三
七
〇
万
人
の
横
手
市
、

二
八
〇
万
人
の
男
鹿
市
の
四
市
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
百
万
人
台
は
上
か
ら
由
利
本
荘
市
、
大
仙
市
、
能
代
市
、
鹿
角
市
、
に
か
ほ
市
、

湯
沢
市
、
北
秋
田
市
の
七
市
と
な
っ
て
い
る
。
一
〇
万
人
台
は
小
坂
町
、
大
館
市
、
美
郷
町
、
八
峰
町
、
上
小
阿
仁
村
、
五
城
目
町
、
大

潟
村
、
三
種
町
、
羽
後
町
、
東
成
瀬
村
、
井
川
町
の
一
市
・
七
町
・
三
村
一
一
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
。
一
〇
万
人
以
下
は
潟
上
市
と
藤

里
町
と
八
郎
潟
町
の
一
市
・
二
町
と
な
っ
て
い
る
。
地
域
別
で
み
る
と
、
上
か
ら
九
〇
七
万
人
の
秋
田
地
区
、
七
四
九
万
人
の
仙
北
地
域
、

三
七
〇
万
人
の
平
鹿
地
域
（
横
手
市
）、
三
六
〇
万
人
の
由
利
地
域
、
二
五
〇
万
人
の
鹿
角
地
域
、
二
二
二
万
人
の
山
本
地
域
、
二
〇
〇
万

人
の
北
秋
田
地
域
、
一
四
六
万
人
の
雄
勝
地
域
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
地
域
別
の
観
光
地
点
数
と
行
祭
事
・
イ
ベ
ン
ト
数
を
見
る
と
、
上

か
ら
六
二
地
点
と
二
六
件
の
合
計
八
八
の
秋
田
地
域
、
四
八
地
点
と
二
三
件
の
合
計
七
一
の
仙
北
地
域
、
四
四
地
点
と
一
五
件
の
合
計

五
九
の
由
利
地
域
、
三
〇
地
点
と
一
九
件
の
合
計
四
九
の
山
本
地
域
、
二
八
地
点
と
一
八
件
の
合
計
四
六
の
平
鹿
地
域
、
二
五
地
点
と

一
八
件
の
合
計
四
三
の
北
秋
田
地
域
、
一
一
地
点
と
八
件
の
合
計
一
九
の
雄
勝
地
域
、
一
七
地
点
と
八
件
の
二
五
件
の
鹿
角
地
域
の
順
と

二
六
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な
っ
て
い
る
。

国
の
無
形
民
俗
文
化
財
一
七
件
は
秋
田
地
域
と
仙
北
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
四
件
、
由
利
地
域
と
鹿
角
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
三
件
、
北
秋
田
地

域
・
平
鹿
地
域
・
雄
勝
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
一
件
存
在
す
る
が
、
山
本
地
域
に
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
秋
田
県
指
定
の
有
形
民
俗
文
化
財
は

一
二
件
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
秋
田
地
域
に
五
件
、
仙
北
地
域
、
由
利
地
域
、
雄
勝
地
域
に
各
二
件
、
鹿
角
地
域
に
一
件
存
在
す
る
。
ま

た
、
秋
田
県
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
四
六
件
は
、
由
利
地
域
に
一
二
件
、
山
本
地
域
に
九
件
、
仙
北
地
域
に
七
件
、
秋
田
地
域
と
平
鹿

地
域
に
各
五
件
、
鹿
角
地
域
に
四
件
、
北
秋
田
地
域
と
雄
勝
地
域
に
各
二
件
存
在
し
て
い
る
。
お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
も
主
要
な
も
の
は

七
四
件
で
あ
り
、
秋
田
地
域
に
一
四
件
、
北
秋
田
地
域
、
平
鹿
地
域
、
由
利
地
域
に
各
一
一
件
、
山
本
地
域
に
八
件
、
仙
北
地
域
、
雄
勝

地
域
に
各
七
件
、
鹿
角
地
域
に
五
件
存
在
し
て
い
る

（
27
）

。
こ
れ
ら
は
上
位
で
は
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、
下
位
の
地
域
に
は
明
確
な
相

関
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
い
っ
た
も
の
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
と
、
観
光
客
の
少
な
い
冬
季
に
ど
の
よ
う
な
も

の
を
提
供
で
き
る
か
が
、
今
後
の
各
市
町
村
や
地
域
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

七　

藤
里
町
の
平
成
の
大
合
併
と
地
方
創
生

藤
里
町
は
、
自
ら
を
「
秋
田
県
の
北
西
部
に
位
置
し
、
青
森
県
境
を
一
辺
と
す
る
逆
三
角
形
の
地
勢
で
北
は
白
神
山
地
、
南
は
能
代
平

野
の
延
長
の
米
代
川
に
通
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
形
状
は
東
西
二
〇
・
二
㎞
、
南
北
二
二
・
五
㎞
で
面
積
は
二
八
一
・
九
八
㎢
と
な
っ
て
い
ま

す
。
集
落
は
、
米
代
川
の
支
流
で
あ
る
藤
琴
川
と
そ
の
支
流
で
あ
る
粕
毛
川
沿
い
に
散
在
し
て
い
ま
す
。
集
落
と
同
様
に
、
藤
琴
川
、
粕

毛
川
沿
い
に
狭
あ
い
な
耕
地
が
広
が
り
、
町
土
の
九
一
％
を
山
林
と
原
野
が
占
め
、
北
部
一
帯
の
国
有
林
は
面
積
が
一
八
一
・
三
七
㎢
で

二
七
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六
四
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
世
界
遺
産
条
約
に
基
づ
く
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
白
神
山
地
の
高
大
な
ブ
ナ
林
や
、
こ
こ
を
水
源
と

す
る
藤
琴
川
な
ど
は
四
季
折
々
の
美
し
い
景
観
と
豊
か
な
資
源
を
擁
し
、
人
々
の
心
を
和
ま
せ
、
潤
い
を
与
え
な
が
ら
町
土
の
浄
化
機
能

の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
駒
ケ
岳
は
、
眺
望
の
絶
好
地
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
町
出
身
者
の

ふ
る
さ
と
意
識
を
育
み
つ
づ
け
る
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
す
」
と
の
言
葉
で
紹
介
し
て
い
る

（
28
）

。

白
神
山
地
は
そ
の
一
部
が
自
然
保
護
の
た
め
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
秋
田
県
の
世
界
遺
産
地
域
は
藤
里
町
に
接

し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
へ
の
入
山
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
く
か
ら
な
が
め
る
こ
と
に
な
る
。
山
林
原
野
に
囲
ま
れ
た
雄
大
な
自

然
を
背
景
と
す
る
町
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
神
山
地
を
中
心
あ
る
い
は
対
象
と
し
た
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
駒
ケ
岳
の
登
山
を
通
じ
た
白
神
山
地
自
然
観
察
会
、
白
神
山
地
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ツ
ア
ー
、
白
神
山
地
紅
葉
ト
レ
ッ
キ

ン
グ
ツ
ア
ー
や
、
主
峰
白
神
岳
か
ら
望
む
世
界
遺
産
、
真
夏
の
白
神
山
地
小
岳
登
山
、
粕
毛
川
沿
い
か
ら
望
む
世
界
遺
産
、
白
神
山
地

「
銀
細
工
の
森
」
小
岳
登
山
、
真
冬
の
高
山
登
山
、
白
神
山
地
早
春
の
雪
上
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る

（
29
）

。

八
峰
町
、
能
代
市
、
北
秋
田
市
、
大
館
市
と
隣
接
し
て
い
る
藤
里
町
は
、
秋
田
県
内
で
は
広
く
は
鹿
角
地
域
、
北
秋
田
地
域
、
山
本
地

域
で
構
成
さ
れ
る
県
北
地
域
に
、
広
域
圏
と
し
て
は
山
本
地
域
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
藤
里
町
は
、「
北
秋
田
周
辺
衛
生
施
設
組
合
」

を
北
秋
田
市
、
能
代
市
内
の
二
ツ
井
地
区
（
旧
二
ツ
井
町
）
上
小
阿
仁
村
と
形
成
し
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
近
接
し
た
状
態
が
わ
か
る
。

ま
た
山
本
地
域
で
は
、
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
「
能
代
山
本
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
と
「
能
代
山
本
郡
老
人
ホ
ー
ム
組
合
」
を
能
代
市
、

藤
里
町
、
八
峰
町
、
三
種
町
で
構
成
し
、
広
域
行
政
を
推
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
山
本
地
域
で
の
広
域
合
併
に
よ
る
広
域
市

の
設
定
は
、
藤
里
町
の
離
脱
に
よ
っ
て
不
可
能
に
な
っ
た
経
緯
も
あ
り
、
広
域
的
な
事
務
の
共
同
処
理
と
、
自
ら
の
力
で
行
う
自
立
し
た

自
治
事
務
の
遂
行
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
北
秋
田
市
と
の
交
流
の
可
能
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
必
要
と
い
え
る
。

二
八
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九
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自
然
に
つ
い
て
は
、「
気
候
は
、
過
去
一
〇
年
間
の
平
均
気
温
が
摂
氏
一
一
・
四
度
、
年
間
降
水
量
は
一
二
二
四
㎜
で
し
ば
し
ば
集
中
豪

雨
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
…
略
…
冬
期
間
の
積
雪
が
多
く
、
最
大
積
雪
量
一
四
二
㎝
、
積
雪
日
数
一
二
〇
日
と
一
年
の
三
分

の
一
が
雪
に
埋
も
れ
る
豪
雪
地
域
で
あ
り
ま
す
」
と
の
言
葉
で
、
厳
し
い
自
然
環
境
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
他
で
は
、
年
間
積

雪
量
が
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
秋
田
県
内
四
九
観
測
地
点
中
二
四
位
で
あ
り
、
秋
田
県
の
平
均
積
雪
量
は
一
八
七
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
県
内
平
均
値
に
近
い
積
雪
と
し
た
記
載
も
見
ら
れ
る

（
30
）

。

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
総
人
口
は
三
七
六
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
人
口
は
三
八
四
八
人
、
世
帯
数

一
三
一
三
世
帯
で
あ
り
、
人
口
は
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
以
降
減
少
が
続
い
て
る
が
、
世
帯
数
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
推
移
し
て
い
る
。

こ
れ
は
過
疎
地
域
の
典
型
的
な
特
徴
と
い
え
る
。
ま
た
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
の
比
率
も
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
で
三
九
・
二

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
里
町
の
人
口
は
一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
）
年
の
五
八
三
七
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
続
け
、

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
三
五
二
七
人
に
な
り
、
二
〇
四
〇
（
平
成
五
二
）
年
に
は
一
八
二
〇
人
ま
で
に
減
少
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い

る
。
就
業
人
口
を
見
る
と
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
に
は
就
業
人
口
三
九
四
一
人
（
全
人
口
の
五
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
三
八
・
八
パ
ー

セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
一
四
二
人
が
第
一
次
産
業
に
、
三
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
九
三
三
人
が
第
二
次
産
業
に
、
二
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
の

八
六
六
人
が
第
三
次
産
業
に
従
事
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
に
は
就
業
人
口
一
七
一
九
人
（
全
人
口
の
四
三
・
三
パ
ー
セ
ン

ト
）
の
一
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
四
二
人
が
第
一
次
産
業
に
、
二
九
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
四
九
九
人
が
第
二
次
産
業
に
、

五
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
九
七
八
人
が
第
三
次
産
業
に
従
事
し
て
い
る
。
第
一
次
産
業
従
事
者
が
三
分
の
一
に
、
第
二
次
産
業
従
事
者
が

三
分
の
二
に
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
三
次
産
業
従
事
者
は
微
増
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
が
約
三
分
の
二
に
減
少
し
て
い
る
こ
と

か
ら
み
て
も
、
第
一
次
産
業
従
事
者
の
減
少
率
は
高
く
、
高
齢
化
に
伴
い
就
業
率
も
急
速
に
減
少
し
て
い
る
。
第
一
次
産
業
従
事
者
の
減

二
九
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少
を
い
か
に
食
い
止
め
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
31
）

。

藤
里
町
の
人
口
は
毎
年
七
〇
人
か
ら
八
〇
人
の
規
模
で
減
少
し
て
い
る
。
特
に
昨
年
は
一
〇
〇
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
た
る
要
因
は
、

年
間
の
出
生
数
が
一
五
人
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
然
減
が
加
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
現
在
の
人
口
を
維
持
す
る
に
は
毎
年
九
組
の

移
住
で
可
能
と
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
町
は
、
群
馬
県
上
野
村
が
人
口
一
六
〇
〇
人
で
も
元
気
な
村
と
し
て
全
国
に
紹
介
さ
れ
て
お

り
、
将
来
の
藤
里
町
の
人
口
モ
デ
ル
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
の
人
口
減
は
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
地
域
の
活
性
化
を
図
っ

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
の
人
づ
く
り
事
業
と
し
て
、
全
世
代
を
対
象
と
し
た
プ
ラ
チ
ナ
バ
ン
ク
（
生
涯
現
役

の
仕
事
づ
く
り
）、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
シ
ル
バ
ー
バ
ン
ク
（
地
域
貢
献
を
趣
旨
と
す
る
）、
引
き
こ
も
り
や
不
就
労
等
の
人
々
の
社
会
復
帰

を
目
的
と
し
た
こ
み
っ
と
バ
ン
ク
な
ど
を
実
践
し
て
い
る
。
こ
み
っ
と
バ
ン
ク
で
は
、
登
録
者
が
自
主
運
営
す
る
た
め
の
施
設
「
こ
み
っ

と
」
が
あ
り
、「
白
神
ま
い
た
け
キ
ッ
シ
ュ
」
や
「
こ
み
っ
と
う
ど
ん
」
な
ど
の
製
造
販
売
を
行
っ
て
い
る
。
将
来
は
登
録
者
の
自
立
し

た
企
業
化
を
め
ざ
し
て
い
る

（
32
）

。

藤
里
町
は
藤
琴
地
区
（
五
八
一
世
帯
・
一
七
八
三
人
）、
粕
毛
地
区
（
一
八
五
世
帯
・
一
一
三
一
人
）、
大
沢
地
区
（
一
七
四
世
帯
・
五
〇
八
人
）、

米
田
地
区
（
一
六
五
世
帯
・
不
明
）、
矢
板
地
区
（
一
一
七
世
帯
・
四
二
六
人
）、
中
通
地
区
（
一
〇
四
世
帯
・
不
明
）、
北
部
地
区
（
三
四
世
帯
・

不
明
）
の
七
地
区
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
自
治
会
館
が
交
流
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
藤
里
町
は
秋
田
県
内
で

唯
一
コ
ン
ビ
ニ
の
な
い
市
町
村
で
あ
り
、
ス
ー
パ
ー
も
一
件
し
か
な
く
、
町
の
核
と
な
る
施
設
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
閉
鎖
さ
れ
て
い
た

食
堂
（「
か
も
や
堂
」）
を
対
象
と
し
た
「
か
も
や
堂
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
業
」
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
町
内
全
域
の
情
報
通
信
の
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
、
二
〇
〇
メ
ガ
バ
イ
ト
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
で
全
町
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

藤
里
町
に
は
、
地
域
を
単
位
と
し
た
郷
土
芸
能
が
残
さ
れ
て
い
る
。
藤
琴
地
区
に
は
秋
田
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
藤

三
〇
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琴
豊
作
踊
り
が
、
大
沢
地
区
に
は
大
沢
壮
士
舞
が
、
米
田
稚
気
に
は
根
城
青
年
団
が
実
施
し
て
い
る
根
城
相
撲
と
よ
さ
こ
い
素
波
里
貉

（
す
ば
り
む
じ
な
）
が
、
中
通
地
区
に
は
高
山
太
鼓
が
、
北
部
地
区
に
は
金
沢
番
楽
が
あ
る
。
過
疎
化
と
少
子
化
に
よ
り
担
い
手
が
少
な
く
、

現
在
後
継
者
育
成
策
と
し
て
、
夏
休
み
に
小
学
生
を
集
め
て
郷
土
芸
能
の
伝
承
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
と
く
に
過
疎
化
と
高
齢
化
の
著

し
い
北
部
地
区
で
は
金
沢
番
楽
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
が
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
小
中
学
生
数
も
最
多
期
の
一
六
〇
人
程
度
か
ら

二
〇
人
程
度
ま
で
減
少
し
て
お
り
、
継
承
の
困
難
さ
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

か
つ
て
は
林
業
が
藤
里
町
の
基
幹
産
業
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
林
業
従
事
者
の
多
く
は
町
外
の
企
業
で
働
い
て
い
る
。
町
で
は
間
伐
材

の
木
材
チ
ッ
プ
化
を
通
じ
た
ま
ち
お
こ
し
策
と
し
て
「
木
の
駅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。
青
森
県
の
大
鰐
町
に
学
び
な
が

ら
、
間
伐
材
を
木
材
チ
ッ
プ
に
し
た
販
売
や
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
へ
の
取
り
組
み
を
め
ざ
し
て
い
る
。
町
で
は
売
却
費
と
町
の
支
援
金
を
地

域
振
興
券
と
し
て
町
民
に
配
布
し
、
町
で
の
地
場
産
品
の
消
費
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
事
業
の
担
い
手
の
確

保
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
農
業
で
は
米
作
の
ほ
か
に
リ
ン
ド
ウ
の
花
卉
栽
培
や
、
羊
の
飼
育
が
進
ん
で
い
る
。
リ
ン
ド
ウ
を
「
白
神
リ

ン
ド
ウ
」、
ラ
ム
肉
を
「
白
神
ラ
ム
肉
」
と
呼
ん
で
お
り
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
も
「
白

神
山
水
」、「
白
神
山
地
ワ
イ
ン
」、「
白
神
和
牛
」
が
生
産
さ
れ
て
い
る

（
33
）

。

八　

に
か
ほ
市
の
重
点
道
の
駅
「
ね
む
の
丘
」
を
中
心
と
し
た
地
方
創
生
策

に
か
ほ
市
は
、
二
〇
一
五
（
平
成
一
七
）
年
一
〇
月
一
日
に
仁
賀
保
町
、
金
浦
町
、
象
潟
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
新
し
い
市
で
、
人
口

は
二
万
五
九
七
五
人
で
あ
る
。
秋
田
県
南
西
部
に
位
置
し
、
南
に
鳥
海
山
、
西
に
日
本
海
を
臨
む
、
山
と
海
に
抱
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
一
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南
北
約
二
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
約
一
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
面
積
は
約
二
四
〇
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
海
岸
部
の
平
野

部
に
人
口
が
集
中
し
、
秋
田
県
内
で
は
春
の
訪
れ
が
最
も
早
い
温
暖
な
地
域
で
、
降
雪
量
も
県
内
で
は
最
も
少
な
い
地
域
で
あ
る
。
市
内

を
国
道
七
号
と
Ｊ
Ｒ
羽
越
本
線
が
走
り
、
秋
田
県
南
西
部
の
玄
関
口
と
な
っ
て
い
る
。
春
は
三
崎
公
園
か
ら
勢
至
公
園
そ
し
て
仁
賀
保
公

園
へ
と
北
上
す
る
桜
前
線
で
、
夏
は
岩
ガ
キ
や
ウ
ニ
や
各
地
で
の
イ
ベ
ン
ト
が
、
秋
は
仁
賀
保
高
原
の
ス
ス
キ
が
、
冬
は
ハ
タ
ハ
タ
や
タ

ラ
が
有
名
で
あ
る
。
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
は
、「
上
郷
の
小
正
月
の
行
事
」
と
「
小
滝
（
延
年
）
の
チ
ョ
ウ
ク
ラ
イ
ロ
舞
」
を
は
じ

め
と
し
て
多
く
の
文
化
財
が
あ
る
。
ま
た
第
二
次
産
業
の
生
産
額
は
秋
田
県
で
は
秋
田
市
に
次
い
で
第
二
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

Ｔ
Ｄ
Ｋ
な
ど
の
工
場
の
立
地
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（
34
）

。

に
か
ほ
市
は
、
広
く
は
秋
田
地
域
と
由
利
地
域
で
形
成
さ
れ
る
県
央
地
域
に
、
広
域
圏
で
は
本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏
に
位
置
し
、
由

利
本
荘
市
と
の
間
で
一
部
事
務
組
合
と
し
て
「
本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏
組
合
」
を
形
成
し
て
い
る
。
旧
由
利
郡
は
、
歴
史
的
に
は
鹿
角

地
域
と
と
も
に
久
保
田
藩
に
属
さ
な
い
地
域
で
あ
っ
た
。
に
か
ほ
市
域
は
旗
本
領
で
あ
り
、
明
治
維
新
後
は
一
時
的
で
は
あ
っ
た
が
酒
田

県
に
帰
属
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
由
利
本
荘
市
域
は
亀
田
藩
と
本
荘
藩
と
矢
島
藩
の
領
域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
背
景
も
あ
り
、

旧
由
利
郡
は
由
利
本
荘
市
と
に
か
ほ
市
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
道
七
号
線
と
Ｊ
Ｒ
羽
越
線
が
走
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
に
か
ほ
市
が
交
通

の
要
衝
と
な
っ
て
お
り
、
道
の
駅
・
象
潟
「
ね
む
の
丘
」
は
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
月
に
全
国
に
一
〇
四
〇
あ
る
道
の
駅
の
な

か
か
ら
、
地
域
活
性
化
の
拠
点
と
な
る
優
れ
た
企
画
を
持
ち
、
今
後
の
重
点
支
援
で
効
果
的
な
取
り
組
み
が
期
待
で
き
る
と
し
て
三
五
ヶ

所
が
指
定
さ
れ
た
重
点
道
の
駅
の
一
つ
と
な
り
、
秋
田
県
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

（
35
）

。

由
利
地
域
に
は
、
に
か
ほ
市
の
重
点
道
の
駅
・
象
潟
「
ね
む
の
丘
」
の
ほ
か
に
、
由
利
本
荘
市
に
は
、「
道
の
駅
岩
城
」、「
道
の
駅
に

し
め
」、「
道
の
駅
お
お
う
ち
」、「
道
の
駅
東
由
利
」、「
道
の
駅
鳥
海
郷
」
の
五
つ
の
道
の
駅
が
あ
る
。「
道
の
駅
岩
城
」
は
国
道
七
号
の

三
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本
荘
と
秋
田
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
り
、
物
品
販
売
、
多
目
的
施
設
を
備
え
た
交
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
や
岩
城
温
泉
「
港
の
湯
」
が

併
設
さ
れ
て
い
る
。「
道
の
駅
に
し
め
」
は
国
道
七
号
を
本
荘
か
ら
車
で
約
一
〇
分
ほ
ど
南
に
来
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
施
設
内
に
は
、
物

品
販
売
、
情
報
施
設
を
備
え
て
お
り
、
周
辺
に
は
、
入
浴
施
設
や
ボ
ー
リ
ン
グ
場
が
あ
る
。「
道
の
駅
お
お
う
ち
」
は
国
道
一
〇
五
号
を

本
荘
か
ら
車
で
約
一
〇
分
ほ
ど
東
に
来
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
施
設
内
に
は
、
宿
泊
、
温
泉
、
物
品
販
売
、
情
報
施
設
、
多
目
的
施
設
を
備

え
た
「
ぽ
ぽ
ろ
っ
こ
」
が
あ
る
。「
道
の
駅
東
由
利
」
は
、
国
道
一
〇
七
号
の
本
荘
と
横
手
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
り
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ

ザ
「
ぷ
れ
っ
そ
」
や
黄
桜
温
泉
「
湯
楽
里
（
ゆ
ら
り
）」
が
あ
る
。「
道
の
駅
鳥
海
郷
」
は
、
本
荘
と
湯
沢
の
ほ
ぼ
中
間
で
あ
る
国
道

一
〇
八
号
沿
い
に
あ
り
、
物
品
販
売
施
設
が
あ
る

（
36
）

。

重
点
道
の
駅
象
潟
「
ね
む
の
丘
」
に
つ
い
て
は
、「
周
辺
と
連
携
し
た
圏
域
の
観
光
拠
点
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
環
鳥
海
圏
域
（
秋
田
県
由

利
本
荘
市
・
に
か
ほ
市
、
山
形
県
酒
田
市
・
遊
佐
町
）
は
、
日
本
百
名
山
：
鳥
海
山
や
、
国
の
名
勝
：
象
潟
（
九
十
九
島
）、
夏
の
天
然
岩
ガ
キ

等
の
観
光
資
源
の
宝
庫
で
あ
る
。
道
の
駅
『
象
潟
』
は
、
こ
の
圏
域
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
、
近
隣
五
つ
の
道
の
駅
と
連
携
し
、
特
産

品
も
活
用
し
た
広
域
観
光
を
推
進
中
。
平
成
二
八
年
四
月
に
オ
ー
プ
ン
予
定
の
観
光
拠
点
セ
ン
タ
ー
で
は
、
県
境
の
地
を
生
か
し
、
秋

田
・
山
形
両
県
の
観
光
情
報
を
発
信
す
る
。
ま
た
、
二
次
交
通
・
周
遊
観
光
の
拠
点
化
を
図
り
、
圏
域
の
道
の
駅
や
観
光
名
所
の
周
遊
観

光
を
促
進
し
、
地
域
活
性
化
を
図
る

（
37
）

」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
ね
む
の
丘
」
は
、
に
か
ほ
市
だ
け
で
は
な
く
、
由
利

地
域
そ
し
て
環
鳥
海
圏
域
の
中
心
拠
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

重
点
道
の
駅
は
大
き
く
は
「
地
域
外
か
ら
活
力
を
呼
ぶ
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
型
」
と
「
地
域
の
元
気
を
つ
く
る
地
域
セ
ン
タ
ー
型
」
の
二
つ

の
機
能
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
型
で
は
「
①
地
域
の
観
光
総
合
窓
口
機
能
、
②
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
促
進
、
③
地
方
移

住
の
促
進
」、
地
域
セ
ン
タ
ー
型
で
は
「
④
地
域
の
産
業
振
興
、
⑤
地
域
福
祉
の
向
上
、
⑥
高
度
な
防
災
機
能
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

三
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道
の
駅
・
象
潟
「
ね
む
の
丘
」
で
は
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
型
を
重
視
し
、
地
方
創
生
拠
点
と
し
て
の
機
能
と
し
て
、
六
駅
連
携
に
よ
る
環
鳥
海

地
域
、
そ
し
て
秋
田
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
の
「
観
光
総
合
案
内
」
と
、
環
鳥
海
地
域
の
海
外
へ
の
魅
力
発
信
と
し
て
の
「
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
観
光
」、
鳥
海
山
の
恵
み
を
六
次
産
業
化
・
観
光
資
源
化
す
る
「
産
業
振
興
」
を
重
視
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

（
38
）

。
こ
う
し
た
広

域
的
な
活
動
を
前
提
と
し
て
い
る
の
も
、
に
か
ほ
市
は
人
口
規
模
も
面
積
も
秋
田
県
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
台
で
あ
り
、
人
口
規
模
で
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
強
、
面
積
で
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
由
利
地
域
の
一
角
と
し
て
活
動
す
る
必
要
も
あ
り
、
環
鳥
海
圏
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し

て
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

公
共
事
業
、
特
に
箱
モ
ノ
行
政
と
財
政
赤
字
の
関
係
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
道
の
駅
「
象
潟
」
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
た

こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
ほ
市
は
、
道
の
駅
の
中
核
施
設
の
管
理
運
営
組
織
で
あ
っ
た
「
に
か
ほ
市
開
発
公
社
」
を
第
三
セ
ク

タ
ー
で
あ
る
「（
財
）
に
か
ほ
市
開
発
公
社
」
に
組
織
替
え
を
し
、
運
営
は
指
定
管
理
者
に
委
託
し
て
い
る
。「
ね
む
の
丘
」
の
昨
年
度
の

収
支
決
算
を
見
る
と
、
収
入
が
約
五
億
四
千
万
円
で
支
出
が
約
五
億
二
千
六
百
万
円
で
あ
り
、
建
物
賃
貸
料
一
千
二
百
万
円
を
に
か
ほ
市

に
納
付
し
て
い
る
。
成
功
例
の
一
つ
と
し
て
、
四
階
建
て
の
施
設
の
最
上
階
に
作
っ
た
、
年
間
一
二
万
人
が
訪
れ
る
展
望
風
呂
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
温
泉
の
あ
る
道
の
駅
と
し
て
全
国
第
三
位
に
選
ば
れ
た
実
績
を
持
つ
。
ま
た
平
日
の
日
中
の
利
用
を
メ
イ
ン
と
す
る
、
展
望
風

呂
と
三
階
に
あ
る
休
憩
所
を
利
用
し
た
「
ゆ
っ
た
り
日
帰
り
温
泉
プ
ラ
ン
」
が
、
経
営
安
定
化
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
対
策
と
し
て
、
高
齢
者
を
対
象
に
月
二
回
の
無
料
サ
ー
ビ
ス
デ
ー
を
設
定
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
機
能
を

果
た
し
て
お
り
、
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
由
利
地
域
の
特
産
品
を
活
用
し
た
「
鳥
海
選
び
ど
ん
」
を
、

各
道
の
駅
や
由
利
地
域
の
ホ
テ
ル
な
ど
と
と
も
に
提
供
し
て
お
り
、
地
域
の
食
を
通
じ
た
魅
力
の
発
信
に
も
協
力
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

努
力
も
あ
り
年
間
五
五
万
人
ほ
ど
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
成
功
が
「
ね
む
の
丘
」
の
価
値
を
高
め
た
こ
と
も
あ
り
、
に
か
ほ
市
は
隣
接
地
に
「
に
か
ほ
市
観
光
拠
点
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）」

の
建
設
に
着
手
し
、
市
観
光
拠
点
セ
ン
タ
ー
「
に
か
ほ
っ
と
」
と
し
て
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
四
月
九
日
に
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
す

る
こ
と
に
な
り
、
三
月
一
日
に
仮
オ
ー
プ
ン
し
て
い
る
。「
に
か
ほ
っ
と
」
は
自
ら
の
魅
力
を
、「
秋
田
県
産
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
温

も
り
あ
ふ
れ
る
施
設
で
す
。
地
元
で
と
れ
た
新
鮮
な
農
水
産
物
や
飲
食
、
お
土
産
・
特
産
品
等
を
販
売
す
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
一
五
店

舗
が
大
集
合
。
秋
田
県
と
山
形
県
庄
内
地
域
の
観
光
情
報
も
提
供
し
ま
す

（
39
）

」
と
の
言
葉
で
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
に
か
ほ
市
観
光
協

会
と
に
か
ほ
市
の
観
光
課
が
入
居
し
、
一
元
化
し
た
市
の
観
光
情
報
の
発
信
と
案
内
業
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
ね
む
の
丘
」

と
「
に
か
ほ
っ
と
」
に
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
れ
ば
、
こ
の
施
設
が
鳥
海
圏
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
た
だ
し
こ
の
た
め

に
は
集
客
力
の
ア
ッ
プ
が
大
切
な
の
で
あ
り
、
高
速
道
路
が
完
成
し
た
場
合
に
通
過
点
に
な
ら
な
い
た
め
の
努
力
が
必
要
と
な
る

（
40
）

。

九　

お
わ
り
に

秋
田
県
は
広
い
面
積
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
持
っ
た
地
域
を
抱
え
て
い
る
、
多
様
な
魅
力
を
有
し
て
い
る
県
で
あ
る
。
昭
和
の
大

合
併
で
は
あ
ま
り
合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
平
成
の
大
合
併
で
は
市
町
村
の
平
均
面
積
が
日
本
で
一
番
広
く
な
る
ほ
ど
合

併
が
進
展
し
た
県
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る

（
41
）

。
し
か
し
平
成
の
大
合
併
で
は
画
一
的
な
合
併
が
推
進
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
市
町
村

の
間
に
大
き
な
相
違
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
人
口
で
み
た
場
合
、
三
一
・
六
万
人
の
秋
田
市
を
除
け
ば
、
一
〇
万
人
以
下
で
五
万
人
以
上

が
五
市
（
由
利
本
荘
市
、
能
代
市
他
）、
五
万
人
以
下
で
三
万
人
以
上
が
四
市
、
三
万
人
以
下
で
一
万
人
以
上
が
三
市
（
に
か
ほ
市
他
）・
三
町

の
計
六
町
村
、
一
万
人
以
下
五
千
人
未
満
が
五
町
、
五
千
人
以
下
が
一
町
（
藤
里
町
）・
三
村
と
な
っ
て
い
る
。
地
域
間
に
も
大
き
な
相
違

三
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が
あ
り
、
地
域
の
独
自
性
の
確
保
や
広
域
行
政
へ
の
対
応
の
在
り
方
な
ど
を
、
複
視
眼
的
な
視
点
か
ら
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

今
回
の
調
査
対
象
と
し
た
藤
里
町
は
秋
田
県
最
小
人
口
の
町
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
秋
田
県
は
、「
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
に
よ
る
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
機
能
減
退
に
対
応
す
る
た
め
、
地
域
の
支
え
合
い
体
制
の
構
築
を
目
指
す
。
高
齢
化
率
が
県
内
で
二
番
目
に
高
い

藤
里
町
を
モ
デ
ル
に
、
高
齢
者
を
住
民
ら
が
支
え
合
う
体
制
を
つ
く
り
、
将
来
的
に
県
内
全
域
に
広
げ
た
い
考
え
」
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
「
既
に
、
藤
里
町
内
五
六
集
落
の
住
民
ら
を
対
象
に
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
除
排
雪
や
交
通
手
段
の
確
保
、

買
い
物
弱
者
対
策
と
い
っ
た
地
域
の
課
題
を
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
課
題
解
決
の
提
案
を
募
っ
た
。
今
後
こ
の
内
容
を
参
考
に
、
県
や
町

の
関
係
者
が
支
え
合
い
体
制
の
モ
デ
ル
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
町
の
モ
デ
ル
を
全
権
に
拡
大
す
る
た
め
の
検
討
も
進
め
る
」
こ
と
に
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
地
域
活
力
創
造
課
は
一
月
に
計
画
を
完
成
さ
せ
、
一
五
年
以
降
、
ま
ず
藤
里
町
で
支
え
合
い
体
制
を
整
え
た
い

と
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
藤
里
町
を
秋
田
県
の
少
子
高
齢
化
対
策
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
の
地
域
的
特
性
を
生
か
し
た
政
策
の
遂
行
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
42
）

。

観
光
客
数
が
下
位
第
三
位
で
あ
る
藤
里
町
に
と
っ
て
そ
の
増
加
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
「
重
点
『
道
の

駅
』
候
補
」
に
な
っ
た
能
代
市
に
あ
る
「
道
の
駅
・
ふ
た
つ
い
」
の
活
用
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。「
道
の
駅
・
ふ
た
つ
い
」
は
国
道
七

号
沿
い
に
、
県
立
自
然
公
園
「
き
み
ま
ち
阪
」
に
隣
接
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
候
補
に
選
定
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
は
防
災
、
地
域
福
祉
、

産
業
振
興
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
四
つ
で
あ
る
。
防
災
で
は
、
立
地
条
件
を
生
か
し
た
県
北
の
総
合
的
な
防
災
拠
点
（
水
防
活
動
拠
点
、

道
路
防
災
拠
点
、
秋
田
県
北
の
広
域
的
な
応
援
活
動
支
援
拠
点
）
と
な
る
こ
と
が
、
地
域
福
祉
で
は
、
地
域
住
民
が
冬
場
で
も
交
流
す
る
場
を

創
設
し
、
地
域
の
活
力
創
造
に
活
用
す
る
こ
と
が
、
産
業
振
興
で
は
、
道
の
駅
で
の
取
り
組
み
を
二
ツ
井
市
街
地
の
商
業
・
産
業
振
興
に

結
び
付
け
る
こ
と
が
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
で
は
、
Ｉ
Ｃ
直
結
や
空
港
近
接
を
生
か
し
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
窓
口
の
設
置
が
強
調
さ
れ
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て
い
る
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
で
は
、
世
界
遺
産
「
白
神
山
地
」
を
玄
関
口
と
し
て
、
東
北
各
地
の
世
界
遺
産
と
連
携
す
る
こ
と
も
強
調

さ
れ
て
い
る
。
藤
里
町
に
と
っ
て
意
義
あ
る
施
設
で
あ
り
提
言
で
あ
る

（
43
）

。

道
の
駅
・
象
潟
「
ね
む
の
丘
」
が
由
利
地
域
の
み
な
ら
ず
環
鳥
海
圏
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
道
の
駅
に
は
広

域
観
光
圏
の
拠
点
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
の
小
さ
な
拠
点
と
な
る
も
の
に
分
か
れ
る
可
能
性
も
見

ら
れ
る
が
、
地
域
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
の
あ
る
施
設
と
な
る
可
能
性
も
高
い
。
特
に
大
規
模
合
併
が
実
現
し
な
か
っ
た
山
本
地
域
に
お

い
て
は
、
道
の
駅
ふ
た
つ
い
を
コ
ア
に
し
た
広
域
連
携
体
制
を
一
部
事
務
組
合
や
広
域
連
合
の
活
用
に
よ
っ
て
、
実
質
的
な
合
併
を
実
現

す
る
こ
と
も
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
見
つ
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
田
県
が
ど
の
よ
う
な
「
高
質
な
田

舎
」
に
な
る
の
か
を
観
察
し
て
い
き
た
い
。

註
こ
の
論
文
は
、
私
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
三
年
生
が
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
七
月
三
〇
日
か
ら
八
月
一
日
に
秋
田
で
お
こ
な
っ
た
研
究
合
宿
の
内
容

を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

七
月
三
〇
日
は
秋
田
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
で
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で
開
催
さ
れ
た
「
秋
田
の
未
来
創
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
参
加
し
、
佐

竹
敬
久
秋
田
県
知
事
や
、
地
域
の
産
業
振
興
を
テ
ー
マ
と
し
た
山
梨
県
に
あ
る
中
央
葡
萄
酒
株
式
会
社
の
三
澤
彩
奈
さ
ん
、
移
住
・
定
住
対
策
を
テ
ー

マ
と
し
た
和
歌
山
県
の
色
川
地
域
振
興
推
進
委
員
会
の
原
和
夫
氏
、
少
子
化
・
子
育
て
支
援
を
テ
ー
マ
と
す
る
茨
城
県
の
モ
ー
ハ
ウ
ス
の
光
畑
由
佳
さ

ん
の
講
演
と
、
そ
の
後
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
の
意
見
交
換
会
に
参
加
し
て
き
た
。
七
月
三
一
日
は
藤
里
町
を
訪
問
し
、
町
役
場
で
斉
藤
さ
ん
か
ら
町
の
実

情
の
話
を
伺
い
、
午
後
か
ら
は
世
界
遺
産
で
あ
る
白
神
山
地
の
近
く
ま
で
行
っ
て
町
の
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
に
触
れ
て
き
た
。
八
月
一
日
に
は
に
か
ほ

市
の
重
点
道
の
駅
「
ね
む
の
丘
」
を
訪
問
し
、
地
域
経
済
に
お
け
る
ね
む
の
丘
の
成
功
例
を
、
責
任
者
で
あ
る
永
須
康
一
氏
か
ら
お
話
を
う
か
が
い
、

そ
の
後
道
の
駅
で
の
商
品
販
売
や
、
地
域
の
出
店
の
実
態
な
ど
を
調
査
し
、
そ
の
後
象
潟
に
あ
る
蚶
満
寺
（
か
ん
ま
ん
じ
）
を
訪
問
し
、
松
尾
芭
蕉
が
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訪
れ
た
と
き
に
は
ま
だ
松
島
の
よ
う
な
海
と
島
で
で
き
て
い
た
地
形
で
あ
っ
た
歴
史
や
そ
の
遺
構
な
ど
か
ら
、
こ
の
地
の
観
光
も
含
め
た
発
展
可
能
性

の
高
い
こ
と
を
認
識
し
調
査
を
終
え
た
。

ゼ
ミ
の
研
究
が
成
功
し
た
の
は
、
秋
田
県
総
合
政
策
課
の
橋
本
秀
樹
氏
を
は
じ
め
と
す
る
県
庁
の
方
々
、
現
地
調
査
で
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
藤
里

町
の
齊
藤
孝
子
様
、
重
点
道
の
駅
「
ね
む
の
丘
」
の
支
配
人
永
須
孝
一
様
の
ほ
か
、
関
係
者
の
ご
協
力
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
皆
様

に
は
深
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

こ
の
論
文
に
お
い
て
数
字
は
、
縦
書
き
の
た
め
、
註
も
含
め
て
可
能
な
部
分
や
必
要
な
部
分
は
著
者
が
漢
数
字
に
訂
正
し
て
標
記
し
た
。

（
1
） 

秋
田
県
の
位
置
や
面
積
等
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
企
画
振
興
部
調
査
統
計
課
編
『
平
成
二
七
年
版　

秋
田
県
勢
要
覧
』
秋
田
県
、
平
成
二
七
年

二
月
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
人
口
に
関
し
て
は
、
総
務
省
統
計
局
「
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
」（w

w
w
.state.go.jp

）
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
2
） 

秋
田
県
統
計
局
・
前
掲
要
覧
・「
一
総
面
積
、
二
評
価
総
面
積
の
表
」
一
七
〇
│
一
頁
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
3
） 

秋
田
県
国
土
利
用
計
画
（http://w

w
w
1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600R

G
00001529.htm

l

）

（
4
） 

秋
田
県
編
『
秋
田
県
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
』
平
成
二
七
年
一
〇
月
、
秋
田
県
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
な
お
秋
田
県
の
将
来
人
口
推
計
は
国
立
社
会

保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
編
「
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
」
平
成
二
五
年
の
も
の
で
あ
る
。

（
5
） 

秋
田
県
編
『
あ
き
た
未
来
総
合
戦
略　
「
高
質
な
田
舎
」
を
思
い
描
き
な
が
ら
「
日
本
に
貢
献
す
る
秋
田
」、「
自
立
す
る
秋
田
」
を
目
指
し
て
』

平
成
二
七
年
一
〇
月
参
照
。
な
お
秋
田
県
『
第
二
期　

ふ
る
さ
と
秋
田
元
気
創
造
プ
ラ
ン　

平
成
二
六
年
度
〜
二
九
年
度
』
に
も
「
日
本
に
貢
献
す

る
秋
田
、
自
立
す
る
秋
田
」
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
6
） 

秋
田
県
「
秋
田
県
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
と
総
合
戦
略
の
概
要
」
平
成
二
七
年
一
〇
月
参
照

（
7
） 

国
勢
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
統
計
局
、
前
述
資
料
や
日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
六
日
夕
刊
と
二
七
日
朝
刊
等
の
記
事

を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
ま
た
人
口
減
少
が
も
た
ら
す
地
域
へ
の
影
響
と
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
の
必
要
性
は
、
増
田
寛
也
編
著
『
地
方
消
滅　

東

京
一
極
集
中
が
招
く
人
口
急
減
』
中
公
新
書
二
二
八
二
を
参
照
し
、
秋
田
県
の
対
応
と
比
較
し
て
分
析
し
た
。
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（
8
） 

「
秋
田
県
国
土
利
用
計
画
」
六
ペ
ー
ジ

（
9
） 

出
羽
国
と
陸
奥
国
に
関
し
て
は
、
永
原
慶
二
監
修
『
岩
波　

日
本
史
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
10
） 
秋
田
県
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
秋
田
市
編
『
秋
田
市
史
』
秋
田
市
、
一
九
九
八
年
、
秋
田
県
統
計
局
・
前
掲
要
覧
、
秋
田
県
建
設
部
編
『
平
成

二
七
年
度　

業
務
概
要
』
を
参
照
し
整
理
し
た
。
ま
た
山
形
県
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
横
山
昭
男
他
編
『
山
形
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
11
） 

「
郡
の
変
遷
・
東
北
」（http://w

w
w
.tt.rim

.or.jp/̃ishato/tiri/gun/g-tohoku.htm

）
参
照

（
12
） 

「
秋
田
県
勢
要
覧
」、「
全
国
及
び
秋
田
県
の
市
町
村
数
の
変
遷
」
参
照

秋
田
県
の
市
町
村
合
併
や
広
域
行
政
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
美
の
国
秋
田
ネ
ッ
ト
」「
あ
ん
べ
い
い
な
秋
田
」
の
関
係
資

料
を
整
理
し
て
作
成
し
た
（http://w

w
w
.pref.akita.lg.jp/

）。

（
13
） 

「
秋
田
県
勢
要
覧
」、「
全
国
及
び
秋
田
県
の
市
町
村
数
の
変
遷
」
参
照

（
14
） ｢

秋
田
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
記
録｣

（
秋
田
県
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
美
の
国
秋
田
ネ
ッ
ト
」「
あ
ん
べ
い
い
な
秋
田
」）
参
照

（
15
） 

全
国
総
合
開
発
計
画
に
関
し
て
は
、
拙
著
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
」『
政
経
研
究
第
四
六
巻
第
三
号
』
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
日
本
大
学

法
学
会
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

秋
田
県
の
「
一
部
事
務
組
合
等
の
現
況
」（http://w

w
w
.pref.akita.lg.jp/w

w
w
/contents/1244685692819/fi les/

）
を
参
照
し
て
整
理
し

た
。

（
17
） 

総
務
省
「
広
域
行
政
・
市
町
村
合
併
」
の
「
合
併
市
町
村
数
と
未
合
併
市
町
村
数
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000178772.

pdf

）
や
拙
著
・
前
掲
論
文
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
18
） ｢

秋
田
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
記
録｣

（
秋
田
県
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
美
の
国
秋
田
ネ
ッ
ト
」「
あ
ん
べ
い
い
な
秋
田
」）
参
照
し
整
理
し

た
。
詳
し
く
は
表
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
） 

「
定
住
自
立
圏
構
想｣

（
秋
田
県
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
）
参
照

（
20
） 

能
代
市｢

地
域
自
治
区
の
設
置
に
関
す
る
条
例｣

、｢

地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
を
延
長
し
ま
し
た｣

、「
地
域
協
議
会
の
概
要
」（http://w

w
w
.
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〇
）

city.noshiro.akita.jp/reiki/reiki_honbun/r241R
G
00000043.htm

l

）
な
ど
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
21
） 

仙
北
市
「
地
域
審
議
会
の
概
要
」（http://w

w
w
.city.sem

boku.akita.jp/governm
ent/shinshi/gaiyou.htm

l

）
や
、
総
務
省
・
一
部
事
務

組
合
に
つ
い
て
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000051525.pdf

）
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
22
） 
総
務
省
「
地
域
審
議
会
・
地
域
自
治
区
・
合
併
特
例
区
一
覧
（
平
成
二
七
年
四
月
一
日
現
在
）（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/

000253454.pdf
）
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
23
） 

「
秋
田
県
国
土
利
用
計
画
」
八
│
九
ペ
ー
ジ

（
24
） 

「
一
村
一
品
運
動
」
に
つ
い
て
は
、
平
松
守
彦
著
『
地
方
か
ら
の
発
想
』
岩
波
新
書
赤
一
三
八
、
一
九
九
〇
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
） 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
秋
田
の
未
来
創
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」（
平
成
二
七
年
七
月
三
〇
日
）
の
配
布
資
料
と
講
演
内
容
を
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
26
） 

秋
田
県
『
あ
き
た
県
政
概
況
二
〇
一
五
』
平
成
二
七
年
六
月
五
一
頁

（
27
） 

秋
田
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
や
重
要
有
形
文
化
財
あ
る
い
は
行
祭
事
や
イ
ベ
ン
ト
等
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
美
の

国
あ
き
た
ネ
ッ
ト
」（http://w

w
w
.pref.akita.lg.jp

）
に
あ
る
秋
田
県
年
間
イ
ベ
ン
ト
情
報
（
冬
・
春
・
夏
）
や
『
平
成
二
六
年
秋
田
県
観
光
統

計
』
秋
田
県
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
戦
略
課
、
お
よ
び
「
る
る
ぶ
．
Ｃ
ｏ
ｍ　

国
内
ガ
イ
ド　

イ
ベ
ン
ト
」（https://w

w
w
.rurubu.com

/event/

detail.aspx?ID
=10457

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
そ
の
他
多
く
の
行
事
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
右
記
の
情
報
に
あ
る
も
の
だ
け
を

対
象
と
し
た
。

（
28
） 

藤
里
町
「
藤
里
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
計
画
）」
第
二
編
「
藤
里
町
の
現
状
」

（
29
） 

藤
里
町
「
二
〇
一
五
秋
田
県
藤
里
町　

エ
コ
ツ
ア
ー
情
報　

白
神
山
地
の
魅
力
が
詰
ま
っ
た
エ
コ
ツ
ア
ー
を
四
季
を
通
し
て
企
画
し
て
い
ま

す
」
参
照

（
30
） 

藤
里
町
、
前
掲
計
画
と
「
藤
里
町
の
概
要
」（
概
要
）
参
照

（
31
） 

藤
里
町
、
前
掲
計
画
、
前
掲
概
要
、「
藤
里
町
人
口
の
動
向
に
関
す
る
分
析
」
参
照

（
32
） 

秋
田
県
健
康
福
祉
日
福
祉
政
策
課
（
業
務
受
託
：
社
会
福
祉
法
人
秋
田
県
社
会
福
祉
協
議
会
）
編
「
平
成
二
六
年
度
地
域
福
祉
再
構
築
推
進
事

四
〇



秋
田
県
の
地
方
創
生
（
山
田
）

（
四
一
）

業
中
間
報
告
書
」（http://w

w
w
.akitakenshakyo.or.jp/pcm

s/uploads_dir/editor/doc/chiiki/H
26saikoutikuchukanhoukoku.pdf

）、

二
七
頁
、
四
一
頁
、
秋
田
県
、
平
成
二
七
年
三
月

（
33
） 
藤
里
町
の
現
況
に
つ
い
て
は
、
藤
里
町
役
場
で
の
齊
藤
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
と
、
そ
の
時
に
い
た
だ
い
た
「
藤
里
町
ま
ち
づ
く
り

計
画
」、「
藤
里
町
の
概
要
」、「
藤
里
町
人
口
の
動
向
に
関
す
る
分
析
」、「
平
成
二
七
年
度　

藤
里
町
の
主
要
事
業
」
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
34
） 

に
か
ほ
市
に
つ
い
て
は
、
に
か
ほ
市
Ｈ
Ｐ
「
日
本
海
と
鳥
海
山
に
抱
か
れ
た
ま
ち　

夢
あ
る
ま
ち
・
豊
か
な
ま
ち
・
元
気
な
ま
ち　

に
か
ほ

市
」「
に
か
ほ
市
の
概
要
」（http://w

w
w
.city.nikaho.akita.jp/inform

ation/

）
参
照

（
35
） 

国
土
交
通
省
は
道
の
駅
を
地
方
創
生
を
進
め
る
た
め
の
「
小
さ
な
拠
点
」
と
位
置
づ
け
た
。
地
方
消
滅
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
「
道
の
駅
」
を
活
用
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
一
般
的
な
「
道
の
駅
」
に
対
し
て
、
優
れ
た
九
〇
道
の

駅
は
「
重
点
道
の
駅
等
」
と
し
、
特
に
優
れ
た
六
ヶ
所
を
「
全
国
モ
デ
ル
『
道
の
駅
』」、
上
位
三
五
ヶ
所
を
「
重
点
『
道
の
駅
』」、
四
九
ヶ
所
を

「
重
点
『
道
の
駅
』
候
補
」
と
し
て
選
定
し
た
。（
国
土
交
通
省
「『
道
の
駅
』
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
」：http://w

w
w
.ktr.m

lit.go.jp/ktr_

content/content/000624579.pdf

）

（
36
） 

こ
れ
ら
の
道
の
駅
に
関
し
て
は
「
由
利
本
荘
道
の
駅
ガ
イ
ド
」（http://w

w
w
.yurihonjo-kanko.jp/special/m

ichieki/

）
と
に
か
ほ
市
観

光
拠
点
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）http://w

w
w
.city.nikaho.akita.jp/uploads/user/kikaku

2/F
ile/all/

を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
37
） 

国
土
交
通
省
協
力
「
特
別
企
画
シ
リ
ー
ズ　

今
、
大
注
目
の
魅
力
を
探
る　

道
の
駅
新
時
代
」、『
中
央
公
論
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五

（
平
成
二
七
）
年
一
二
月
号
、
一
四
六
頁

（
38
） 

国
土
交
通
省
「
重
点
道
の
駅
の
選
定
に
つ
い
て
」
記
者
発
表
資
料
（http://w

w
w
.thr.m

lit.go.jp/bum
on/kisya/kisyah/im

ages/

54784_1.pdf

）

（
39
） 

秋
田
県
観
光
総
合
ガ
イ
ド
（http://w

w
w
.akitafan.com

/archive/topics/24849

）

（
40
） 

こ
こ
ま
で
の
内
容
は
、
象
潟
「
ね
む
の
丘
」
の
支
配
人
永
須
康
一
さ
ん
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
と
そ
の
時
に
い
た
だ
い
た
「
道
の
駅
・
象
潟　

ね
む
の
丘　

人
と
歴
史
の
交
差
点
と
し
て
」
等
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
41
） 

平
成
の
大
合
併
の
秋
田
県
の
実
情
は
、
拙
著
・
前
掲
論
文
七
〇
│
七
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

四
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
四
二
）

（
42
） 

時
事
通
信
社
編
『
全
論
点　

人
口
減
少
と
自
治
体
消
滅
』
自
治
通
信
社
、
二
〇
一
五
年
二
月
二
〇
日
、
三
一
七
│
八
頁

（
43
） 

道
の
駅
「
ふ
た
つ
い
」
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
・
前
掲
記
者
発
表
を
参
照
し
整
理
し
た
。

四
二



韓
国
の
在
外
同
胞
に
関
す
る
研
究
（
孔
）

（
四
三
）

韓
国
の
在
外
同
胞
に
関
す
る
研
究

孔　
　
　
　
　

義　
　

植

一　

は
じ
め
に

韓
国
で
は
二
〇
一
一
年
二
月
に
在
外
国
民
の
参
政
権
を
認
め
る
「
在
外
国
民
投
票
法
」
が
成
立
し
、
二
〇
一
二
年
か
ら
在
外
国
民
の
大

統
領
選
挙
と
国
会
議
員
選
挙
の
比
例
代
表
選
挙
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
韓
国
政
府
の
在
外
同
胞
政
策
の
変
化
に
よ

り
、
韓
国
で
は
学
界
や
政
界
な
ど
を
中
心
に
在
外
同
胞
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
朝
鮮
半
島
は
、
近
代
化
と
産
業
化
に
失
敗
し
て
政
治
・
経
済
的
な
混
乱
が
高
ま
り
、
つ
い
に
国
権

を
失
っ
た
。
そ
の
後
、
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
、
主
権
を
取
り
戻
し
た
後
に
も
南
北
分
断
、
朝
鮮
戦
争
や
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
、
軍
部

独
裁
政
治
が
続
く
中
で
、
多
く
の
「
韓
人

（
1
）

」
が
、
経
済
的
・
政
治
的
な
理
由
に
よ
っ
て
自
発
的
に
、
あ
る
い
は
非
自
発
的
に
祖
国
を
離
れ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
二
〇
一
五
年
現
在
、
海
外
に
居
住
す
る
韓
人
数
は
、
世
界
の
一
八
一
ヶ
国
に
七
一
八
万
四
八
七
二
人
を
数
え
る
。

論　

説

四
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
四
四
）

こ
の
中
で
韓
国
で
の
参
政
権
を
行
使
で
き
る
在
外
国
民
だ
け
で
も
二
六
〇
万
人
に
の
ぼ
る

（
2
）

。

筆
者
は
こ
う
し
た
韓
人
在
外
同
胞
の
増
大
と
韓
国
に
お
け
る
在
外
同
胞
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
注
目
し
て
、
韓
人
在
外
同
胞
が
単
一
国

家
と
し
て
五
〇
万
以
上
居
住
し
て
い
る
中
国
（
二
五
八
万
五
九
九
三
人
）、
米
国
（
二
二
三
万
八
九
八
九
人
）、
日
本
（
八
五
万
五
七
二
五
人
）
の

三
ヶ
国
を
対
象
に
、
在
外
同
胞
社
会
の
形
成
過
程
と
現
状
を
調
べ
、
両
者
間
の
関
連
性
を
探
っ
て
み
る
。

韓
人
在
外
同
胞
社
会
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
政
治
・
経
済
的
混
乱
、
国
権
の
喪
失
、
南
北
分
断
、
朝
鮮
戦
争
、
軍
部
独
裁
と
い
っ
た

内
部
要
因
と
、
当
時
の
国
際
情
勢
、
米
・
中
・
日
の
移
住
・
移
民
政
策
、
対
朝
鮮
半
島
政
策
と
い
っ
た
外
部
要
因
の
影
響
を
そ
れ
ぞ
れ
受

け
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
中
国
、
米
国
、
日
本
に
形
成
さ
れ
た
韓
人
同
胞
社
会
は
、
そ
の
形
成
時
期
や
移
住
動
機
、
目
的
な
ど

か
ら
異
な
る
形
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
・
米
・
日
三
ヶ
国
の
韓
人
移
住
者
に
対
す
る
処
遇
や
政
策
の
違
い
に
よ
っ
て
も
異
な
る
姿
を

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
移
住
の
自
発
性
や
非
自
発
性
、
経
済
的
理
由
や
政
治
的
理
由
、
越
境
流
民
や
契
約
移
民
あ

る
い
は
自
由
移
民
と
い
っ
た
移
住
の
動
機
や
要
因
、
目
的
を
基
準
と
し
て
移
住
形
態
を
い
く
つ
か
に
類
型
化
し
て
み
る
。
そ
れ
か
ら
、
形

成
過
程
に
お
け
る
類
型
の
違
い
と
、
中
・
米
・
日
三
ヶ
国
の
韓
人
移
住
者
に
対
す
る
処
遇
や
政
策
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
現
状
の
在

外
同
胞
社
会
を
特
徴
付
け
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。
つ
ま
り
、
移
住
過
程
の
類
型
と
中
・
米
・
日
三
ヶ
国
の
対
応
が
現
状
の
在
外
同
胞
の

法
的
地
位
、
在
外
同
胞
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

（
3
）

の
性
格
、
国
家
や
民
族
に
対
す
る
帰
属
意
識
、
本
国
と
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て

い
る
か
を
探
っ
て
み
る
。

こ
う
し
た
研
究
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
や
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
在
外
同
胞
政
策
の
在
り
方
を
模
索
す
る
上
で
欠
か

せ
な
い
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
四



韓
国
の
在
外
同
胞
に
関
す
る
研
究
（
孔
）

（
四
五
）

二　

在
外
同
胞
の
用
語
問
題

韓
国
で
は
国
を
離
れ
て
外
国
で
居
住
・
生
活
し
て
い
る
韓
人
の
血
統
を
持
つ
人
々
を
様
々
な
名
称
で
呼
ん
で
い
る
も
の
の
、
韓
国
政
府

の
公
式
的
な
呼
び
方
は
「
在
外
同
胞
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
在
外
同
胞
」
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
「
在
外
同
胞
の
出
入
国
と
法
的
地
位
に

関
す
る
法
律
（
法
律
第
一
二
五
九
三
号
）」
と
在
外
同
胞
問
題
を
総
括
す
る
在
外
同
胞
財
団

（
4
）

の
「
在
外
同
胞
財
団
法
（
法
律
第
一
三
三
四
八

号
）」
か
ら
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
法
律
は
「
在
外
同
胞
」
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
在
外
同
胞
の
出
入

国
と
法
的
地
位
に
関
す
る
法
律
」
の
第
二
条
（
定
義
）
に
よ
る
と
「
こ
の
法
律
で
の
在
外
同
胞
と
は
次
の
各
号
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る

者
を
言
う
。
①
大
韓
民
国
の
国
民
と
し
て
外
国
の
永
住
権
を
取
得
し
た
者
あ
る
い
は
永
住
す
る
目
的
で
外
国
に
居
住
し
て
い
る
者
（
以
下

〝
在
外
国
民
〞
と
い
う
）。
②
大
韓
民
国
の
国
籍
を
保
有
し
た
者
（
大
韓
民
国
政
府
樹
立
の
前
に
国
外
へ
移
住
し
た
同
胞
を
含
む
）
あ
る
い
は
そ
の

直
系
卑
属
と
し
て
外
国
国
籍
を
取
得
し
た
者
の
中
で
大
統
領
令
で
定
め
る
者
（
以
下
〝
外
国
国
籍
同
胞
〞
と
い
う
）」。
一
方
、
在
外
同
胞
財

団
の
「
在
外
同
胞
財
団
法
」
の
第
二
条
（
定
義
）
に
よ
る
と
「
こ
の
法
律
で
〝
在
外
同
胞
〞
と
は
、
次
の
各
号
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る

人
を
い
う
。
①
大
韓
民
国
の
国
民
と
し
て
外
国
に
長
期
滞
在
す
る
か
、
外
国
で
永
住
権
を
取
得
し
た
人
。
②
国
籍
に
関
係
な
く
韓
民
族
の

血
統
を
持
つ
人
と
し
て
外
国
で
居
住
・
生
活
し
て
い
る
人
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

両
法
を
比
較
す
る
と
「
在
外
同
胞
の
出
入
国
と
法
的
地
位
に
関
す
る
法
律
」
で
は
、「
国
籍
」
や
「
国
民
」
の
概
念
を
重
視
し
て
在
外

同
胞
の
範
囲
を
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
法
律
で
は
在
外
同
胞
の
う
ち
、
韓
国
国
籍
を
持
っ
て
い
る
者
を
「
在
外
国
民
」
と
定
義

し
て
韓
国
系
外
国
人
（
外
国
国
籍
の
在
外
同
胞
）
と
区
別
し
て
い
る
。
一
方
、「
在
外
同
胞
財
団
法
」
で
は
「
血
統
」
や
「
民
族
」
に
焦
点

を
当
て
て
在
外
同
胞
の
概
念
を
定
義
し
て
、
在
外
同
胞
の
範
囲
を
よ
り
包
括
的
に
把
握
し
て
い
る
。

四
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
四
六
）

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
韓
国
で
は
、
海
外
で
居
住
し
て
い
る
韓
人
の
血
統
を
持
つ
人
々
に
対
す
る
呼
び
方
が
多
様
で
あ
っ
て
、
公
式
的
、

政
策
的
、
学
問
的
、
日
常
的
な
使
用
方
法
や
目
的
に
よ
っ
て
意
味
が
少
し
ず
つ
異
な
る
。「
在
外
同
胞
」
の
他
の
呼
称
と
し
て
は
「
同
胞
」、

「
海
外
同
胞
」、「
僑
胞
」、「
海
外
僑
胞
」、「
僑
民
」、「
海
外
僑
民
」、「
在
外
国
民
」、「
在
外
韓
人
」、「
海
外
韓
人
」、「
韓
人
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ
（K

orean diaspora

）」
な
ど
の
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
僑
胞
」
と
「
同
胞
」
の
概
念
は
、
両
方
と
も
同
じ
血
統
を
受
け
継
ぐ
韓

人
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
一
で
あ
る
が
、「
僑
胞
」
お
よ
び
「
海
外
僑
胞
」
が
海
外
で
暮
ら
す
韓
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
同
胞
」
は

居
住
地
と
は
関
係
な
く
韓
人
の
血
統
を
持
つ
人
全
体
を
意
味
す
る
。「
僑
民
」
と
「
海
外
僑
民
」
は
、
外
国
に
住
ん
で
い
る
自
国
民
の
意

味
で
、「
在
外
国
民
」
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
本
国
で
の
選
挙
権
が
行
使
で
き
る
人
々
で
あ
る
。
日
本
に
居
住
し
て
い
る
在
日
韓
国
人
の

場
合
は
主
に
「
在
日
同
胞
」
も
し
く
は
「
在
日
僑
胞
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、「
僑
民
」
や
「
在
外
国
民
」
と
同
じ
く
本
国
で
の
選
挙
権
を

持
っ
て
い
る
。「
在
外
同
胞
」
と
は
、
韓
国
の
国
籍
を
持
っ
て
海
外
で
居
住
す
る
人
々
は
も
ち
ろ
ん
外
国
の
市
民
権
や
永
住
権
を
持
っ
て

海
外
で
居
住
す
る
す
べ
て
の
韓
人
の
血
統
を
持
つ
人
々
を
意
味
す
る
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
在
外
韓
人
」、「
海
外
韓
人
」
と
は
、
同
一
の
文
化
と
血
統
を
共
有
す
る
集
団
で
あ
る
と
い
う
意
味
、
つ
ま
り
民
族
集

団
と
い
う
概
念
で
、
南
北
朝
鮮
の
住
民
を
は
じ
め
全
世
界
に
渡
っ
て
韓
人
の
血
統
を
受
け
継
い
だ
人
々
と
そ
の
子
孫
ま
で
を
入
れ
た
概
念

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
概
念
を
使
う
人
々
は
、「
在
外
同
胞
」
と
い
う
用
語
は
全
世
界
的
に
使
わ
れ
て
い
る
普
遍
的
な
概
念
で

あ
っ
て
、
固
有
の
民
族
性
を
表
す
た
め
に
は
韓
民
族
（
朝
鮮
族
）
を
意
味
す
る
「
韓
人
」
と
い
う
用
語
を
使
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る

（
5
）

。

彼
ら
は
同
じ
「
韓
人
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
で
あ
っ
て
も
国
や
地
域
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
呼
び
方
が
違
う
こ
と
も
そ
の
理
由
と
し
て
取
り
上

げ
て
い
る
。
同
じ
「
在
外
同
胞
」
を
日
本
で
は
「
朝
鮮
人
」、
中
国
で
は
「
朝
鮮
族
」、
ロ
シ
ア
や
中
央
ア
ジ
ア
で
は
「
高
麗
人
」、
ア
メ

リ
カ
で
は
「
韓
国
系
米
国
人
（K

orean A
m
erican

）」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

四
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本
稿
で
は
韓
国
政
府
の
公
式
的
な
呼
称
で
あ
る
「
在
外
同
胞
」
と
い
う
用
語
を
採
用
し
な
が
ら
、
在
外
同
胞
の
概
念
と
し
て
は
在
外
同

胞
財
団
の
定
義
を
採
用
し
て
在
外
同
胞
の
概
念
を
よ
り
包
括
的
に
用
い
る
。
さ
ら
に
、
海
外
で
の
在
外
同
胞
の
形
成
過
程
で
登
場
す
る
韓

民
族
を
通
称
と
し
て
は
「
韓
人
」
と
い
う
用
語
を
使
い
な
が
ら
、
時
代
的
・
地
域
的
な
必
要
に
よ
っ
て
は
、「
朝
鮮
族
」、「
朝
鮮
人
」、

「
韓
国
人
」、「
高
麗
人
」、「
在
中
同
胞
」、「
在
日
同
胞
」、「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
」、「
在
日
コ
リ
ア
ン
」、「
在
米
同
胞
」、「
韓
国
系
米
国

人
」、「
コ
リ
ア
ン
（K

orean

）」、「
同
胞
社
会
」
な
ど
の
用
語
も
便
宜
的
に
混
用
す
る
。

三　

在
外
同
胞
の
形
成
過
程
に
お
け
る
類
型

韓
人
の
海
外
移
住
の
動
機
や
要
因
、
目
的
を
大
別
し
て
見
る
と
、
移
住
が
自
発
的
だ
っ
た
の
か
非
自
発
的
だ
っ
た
の
か
、
経
済
的
理
由

だ
っ
た
の
か
政
治
的
理
由
だ
っ
た
の
か
、
越
境
流
民
だ
っ
た
の
か
契
約
移
民
だ
っ
た
の
か
自
由
移
民
だ
っ
た
の
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
ら
の
動
機
や
要
因
、
目
的
を
組
み
立
て
て
移
住
を
類
型
化
し
て
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
五
つ
の
類
型
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。
一
つ
目
は
、
経
済
的
な
貧
困
か
ら
国
境
を
越
え
た
「
自
発
的
経
済
流
民
型
」
で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
代
に
朝
鮮
半
島
の
北
部
地
域
の

農
民
ら
が
満
州
（
中
国
の
東
北
地
域
）
や
ソ
連
の
沿
海
州
地
域
へ
移
住
し
た
の
が
こ
の
例
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
自
発
的
契
約
移
民
型
」

で
あ
る
。
一
九
〇
三
年
に
始
ま
っ
た
ハ
ワ
イ
へ
の
契
約
移
民
や
一
九
六
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
西
ド
イ
ツ
へ
の
鉱
夫
や
看
護
師
の
移
住
が
こ

の
例
に
当
た
る
。
三
つ
目
は
、
政
治
的
な
理
由
で
祖
国
を
離
れ
た
「
自
発
的
政
治
亡
命
型
」
で
あ
る
。
日
韓
合
併
後
、
日
本
の
植
民
地
支

配
下
で
の
祖
国
の
独
立
運
動
の
た
め
中
国
、
ロ
シ
ア
（
ソ
連
）、
米
国
へ
渡
っ
た
知
識
人
や
憂
国
志
士
ら
と
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
軍
部

独
裁
政
治
に
反
対
し
て
米
国
な
ど
に
移
住
し
た
韓
人
が
こ
の
例
で
あ
る
。
四
つ
目
は
、「
非
自
発
的
動
員
型
」
で
あ
る
。
植
民
地
支
配
下

で
日
本
が
満
州
地
域
の
開
拓
の
た
め
韓
人
を
集
団
的
に
移
住
さ
せ
た
こ
と
や
太
平
洋
戦
争
時
に
徴
用
や
徴
兵
の
形
で
日
本
に
動
員
さ
れ
た

四
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朝
鮮
人
、
そ
れ
か
ら
沿
海
州
地
域
か
ら
強
制
に
中
央
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
集
団
移
住
さ
れ
た
韓
人
（
高
麗
人
）
な
ど
が
こ
の
例
で
あ
る
。
五

つ
目
は
、「
自
発
的
経
済
移
民
型
」
で
あ
る
。
一
九
六
五
年
、
米
国
の
移
民
法
改
正
に
よ
り
韓
国
か
ら
多
く
の
人
々
が
ア
メ
リ
カ
ド
リ
ー

ム
を
求
め
て
渡
米
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
韓
国
で
海
外
出
国
の
自
由
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
の
世
界
的
な
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
乗
っ
て
日
本
や
中
国
を
は
じ
め
世
界
各
地
に
ビ
ジ
ネ
ス
や
留
学
な
ど
を
目
的
と
し
て
海
外
に
移
住
し
た
の
が
こ
の
例

に
あ
た
る
。

以
下
で
は
中
・
米
・
日
に
お
け
る
在
外
同
胞
社
会
の
形
成
過
程
と
三
ヶ
国
の
政
策
や
対
応
な
ど
を
合
わ
せ
て
現
状
と
の
関
係
を
探
っ
て

み
る
。

四　

在
中
同
胞
の
形
成
過
程
及
び
現
状
と
の
関
係

（
一
）
形
成
過
程

中
国
に
韓
人
が
流
入
し
始
め
た
の
は
、
十
九
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
で
あ
っ
た

（
6
）

。
一
八
六
九
年
、
朝
鮮
の
北
部
地
方
で
凶
作
に
よ
る
大

飢
饉
が
発
生
し
て
、
平
安
北
道
や
咸
慶
北
道
に
居
住
し
て
い
た
韓
人
の
一
部
が
、
当
時
の
中
国
の
「
封
禁
令

（
7
）

」
を
無
視
し
て
中
国
の
東
北

地
方
に
入
り
稲
作
な
ど
の
農
業
を
行
い
始
め
た
。
こ
の
地
域
で
の
韓
人
の
越
境
耕
作
を
最
初
の
う
ち
禁
止
・
統
制
し
た
清
朝
は
、
人
口
密

度
が
高
い
山
東
・
河
北
・
河
南
地
域
か
ら
東
北
地
域
へ
の
人
口
移
動
を
目
的
に
こ
の
地
域
を
開
放
し
、
韓
人
の
集
団
移
住
も
行
う
こ
と
に

し
た
。
一
八
八
一
年
に
「
封
禁
令
」
が
解
除
し
、
一
八
八
三
年
に
は
清
朝
の
吉
林
と
朝
鮮
と
の
貿
易
協
定
の
一
環
と
し
て
「
吉
林
朝
鮮
商

民
貿
易
地
方
章
程
」
を
締
結
し
て
交
易
を
奨
励
し
た
。
さ
ら
に
、
一
八
八
五
年
に
は
琿
春
に
「
招
墾
総
局
」
を
設
け
て
韓
人
の
戸
籍
の
登

記
と
居
住
を
認
め
た

（
8
）

。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
中
国
に
移
住
し
た
韓
人
は
一
八
九
四
年
に
は
約
六
万
五
千
人
に
上
り

（
9
）

、
一
九
〇
七
年

四
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に
は
七
万
一
千
人
を
数
え
る
こ
と
に
な
っ
た

（
10
）

。

こ
の
時
期
ま
で
多
く
の
韓
人
は
、
朝
鮮
政
府
の
無
能
や
自
然
災
害

に
よ
る
貧
困
か
ら
逃
れ
る
形
で
中
国
と
の
国
境
を
越
え
た
。
そ
の
後
、

一
九
一
〇
年
以
降
の
韓
人
の
中
国
移
住
は
、
日
本
の
朝
鮮
合
併
と
植

民
地
政
策
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
一
九
〇
五
年
、
日
本
と
朝
鮮

王
朝
（
大
韓
帝
国
）
と
の
間
で
「
第
二
次
日
韓
協
約
」（
乙
巳
條
約
）

が
締
結
さ
れ
、
朝
鮮
王
朝
の
外
交
権
が
日
本
に
奪
わ
れ
、
朝
鮮
が
日

本
の
事
実
上
の
保
護
国
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
日

本
へ
の
抵
抗
を
志
し
た
知
識
人
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
韓
人
が
中

国
の
東
北
地
方
や
上
海
、
ソ
連
領
の
沿
海
州
地
方
に
移
住
し
た
。
さ

ら
に
、
朝
鮮
合
併
後
、
一
九
一
八
年
ま
で
行
わ
れ
た
朝
鮮
総
督
府
の

土
地
整
理
事
業
に
よ
り
土
地
の
所
有
権
を
喪
失
し
た
農
民
が
中
国
に

移
住
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
九
一
〇
年
に
二
二
万
で
あ
っ
た
中
国
内

の
韓
人
の
数
は
、
一
九
三
〇
年
に
は
六
〇
万
人
に
増
加
し
た
。
こ
の

地
域
に
移
住
し
た
韓
人
ら
は
土
地
を
購
入
し
て
町
を
作
り
、
住
民
を

組
織
し
て
反
日
啓
蒙
運
動
を
展
開
す
る
と
と
も
に
学
校
を
建
て
て
民

族
教
育
を
行
っ
た

（
11
）

。
こ
の
時
期
の
韓
人
の
中
国
移
住
は
経
済
的
な
要

在外同胞総計 （単位：人）

年度別
地域別 2009年 2011年 2013年 2015年 百分率

（％）
増減率
（％）

東
北
ア
ジ
ア

日本 912,655 913,097 893,129 855,725 11.91 －4.19

中国 2,336,771 2,704,994 2,573,928 2,585,993 35.99 0.47

小計 3,249,426 3,618,091 3,467,057 3,441,718 47.09 －0.73

南アジア太平洋 461,127 453,420 485,836 510,633 7.11 5.10

北
米

米国 2,101,283 2,075,590 2,091,432 2,238,989 31.16 7.06

カナダ 223,322 231,491 205,993 224,054 3.12 8.77

小計 2,325,605 2,307,082 2,297,425 2,463,043 34.28 7.21

中南米 107,029 112,980 111,156 105,243 1.46 －5.32

ヨーロッパ 655,843 656,707 614,847 627,089 8.73 1.83

アフリカ 9,577 11,072 10,548 11,583 0.16 9.81

中東 13,999 16,302 25,048 25,563 0.36 2.06

総計 6,822,606 7,175,654 7,012,917 7,184,872 100 2.45

 参照：韓国外交部ホームページ（2015年在外同胞状況）
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因
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
も
多
く
、
そ
の
結
果
、
こ
の
地
域
の
韓
人
社
会
は
抗
日
独
立
運
動
の
本
拠
地
化
と
な
っ
て

い
っ
た
。

一
九
三
一
年
、
満
州
事
変
を
引
き
起
こ
し
た
日
本
は
、
満
州
地
域
に
日
本
人
や
朝
鮮
人
の
移
住
を
計
画
し
て
、
多
く
の
人
々
が
自
発

的
・
非
自
発
的
に
こ
の
地
域
に
移
住
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
三
年
に
は
延
辺
地
区
に
一
万
四
七
三
三
世
帯
の
韓
人
農
家
が
移
り
住
み
、

一
九
三
九
年
に
は
東
北
地
域
に
一
万
三
四
五
一
の
韓
人
の
町
が
形
成
さ
れ
た

（
12
）

。
そ
の
後
も
中
国
に
移
住
す
る
韓
人
が
増
え
続
け
、

一
九
四
五
年
に
は
約
二
一
〇
万
人
の
韓
人
が
居
住
し
て
い
た

（
13
）

。

一
九
四
五
年
、
日
中
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
中
国
に
い
た
多
く
の
韓
人
は
中
国
の
対
日
戦
争
に
協
力
し
て
日
本
と
戦
っ
た
。
ま
た
、
終
戦

後
の
国
共
内
戦
で
は
毛
沢
東
の
共
産
党
を
支
持
し
、
人
民
解
放
軍
と
「
東
北
連
軍
」
を
編
成
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
解
放
戦
争
」
に
参
戦
し

た
。
中
国
の
韓
人
が
共
産
党
に
味
方
し
た
の
は
、
国
民
党
が
韓
人
を
差
別
し
て
帰
国
を
促
し
た
の
に
対
し
て
共
産
党
は
韓
人
を
少
数
民
族

と
認
め
、
土
地
改
革
な
ど
で
も
差
別
を
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
で
は
、
韓
人
が
中

国
人
民
義
勇
軍
と
し
て
参
戦
し
て
通
訳
、
従
軍
工
作
隊
、
看
護
師
、
運
送
隊
、
担
架
隊
と
し
て
活
躍
を
し
た

（
14
）

。
こ
の
よ
う
な
対
日
戦
争

や
、
国
共
内
戦
、
そ
れ
に
朝
鮮
戦
争
で
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
一
九
四
九
年
に
は
少
数
民
族
の
民
族
大
学
と
し
て
は
初
の
延
辺
大
学
が
設

立
さ
れ
、
一
九
五
二
年
に
は
延
辺
に
朝
鮮
族
自
治
州
が
成
立
し
た
。
自
治
州
の
州
都
に
な
っ
た
延
吉
は
中
国
に
居
住
す
る
韓
人
の
経
済
、

文
化
、
教
育
の
中
心
地
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
中
国
の
朝
鮮
族
は
、
毛
沢
東
の
一
人
支
配
体
制
の
強
化
過
程
で
起
こ
っ
た
反
右
派
闘
争
（
一
九
五
六
年
か
ら
）、
大
躍
進
運
動

（
一
九
五
八
年
か
ら
）、
文
化
大
革
命
（
一
九
六
八
年
か
ら
）
に
至
る
変
革
期
に
、
共
産
党
か
ら
迫
害
を
受
け
る
な
ど
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
特
に
、
文
化
大
革
命
期
に
は
民
族
教
育
を
は
じ
め
、
朝
鮮
語
や
風
習
、
習
慣
な
ど
が
無
視
さ
れ
、
韓
人
の
指
導
者
が
外
国

五
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の
ス
パ
イ
な
ど
の
罪
に
問
わ
れ
犠
牲
に
な
る
な
ど
、
多
く
の
被
害
を
受

け
た
。
こ
の
過
程
で
朝
鮮
族
の
知
識
人
や
学
者
、
技
術
者
が
北
朝
鮮
に

亡
命
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
文
化
大
革
命
が
収
ま
っ
て
か
ら
は
安
定

を
取
り
戻
し
た
。
一
九
九
二
年
に
中
国
と
韓
国
が
国
交
を
正
常
化
す
る

前
ま
で
は
中
国
と
韓
国
と
の
関
係
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

中
国
の
朝
鮮
族
は
北
朝
鮮
を
祖
国
と
思
い
、
北
朝
鮮
と
の
交
流
し
か
で

き
な
か
っ
た
。

（
二
）
現
状
及
び
形
成
過
程
と
の
関
係

在
中
同
胞
社
会
を
在
外
同
胞
の
形
成
過
程
で
の
特
徴
か
ら
分
類
す
れ

ば
、
主
に
「
自
発
的
経
済
流
民
」
と
一
部
の
「
非
自
発
的
動
員
」
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
後
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
「
自
発
的
経
済
移

民
」
が
加
わ
る
形
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
主
に
「
自
発
的
経
済
流
民
」

に
よ
り
形
成
さ
れ
た
在
中
同
胞
社
会
は
、
文
化
大
革
命
時
な
ど
一
時
的

に
は
迫
害
を
受
け
た
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
社
会
主
義
中
国
の
国
家

建
設
過
程
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
早
く
か
ら
中
国
公
民

と
し
て
の
法
的
地
位
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
中
国
の
朝
鮮
族
は
中
国

中国居住在外同胞数 （単位：人）

在外国民 外国国籍

（市民権者）
総計

永住権者 一般滞留者 留学生 計

瀋陽（領） ─ 34,565 9,853 44,400 1,607,500 1,651,900

北京（大） ─ 76,250 23,237 99,487 182,794 282,281

青島（領） ─ 75,041 7,376 82,417 210,125 292,542

広州（領） ─ 69,341 2,420 71,761 115,831 187,592

上海（領） 63 37,217 10,225 47,505 86,091 133,596

香港（領） 5,508 6,164 1,143 12,815 ─ 12,815

成都（領） ─ 3,200 950 4,150 5,030 9,180

西安（領） ─ 3,178 1,203 4,382 3,880 8,262

武漢（領） ─ 701 1,731 2,432 5,393 7,825

総計（領） 5,572 305,657 58,120 369,349 2,216,644 2,585,993

（大）：大使館　（領）：領事館

 参照：韓国外交部ホームページ（2015年在外同胞状況）
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人
と
し
て
の
国
家
帰
属
意
識
が
強
く
、
国
家
に
対
す
る
忠
誠
度
も
高
い
。
中
国
朝
鮮
族
が
中
国
社
会
に
溶
け
込
ん
で
中
国
人
と
し
て
の
自

覚
を
強
く
意
識
し
て
い
る
背
景
に
は
、
経
済
流
民
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
の
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
自
発
的
に
中
国
へ
入
っ
た
こ
と
や
、

中
国
が
彼
ら
を
中
国
公
民
と
し
て
法
的
地
位
を
認
め
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
民
族
固
有
の
歴
史
や
伝
統
、
文
化
を
守

り
な
が
ら
民
族
自
治
を
認
め
る
中
国
の
少
数
民
族
政
策
も
彼
ら
の
国
家
帰
属
意
識
を
高
め
る
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
最
近

の
朝
鮮
族
の
中
国
公
民
意
識
の
高
ま
り
は
、
朝
鮮
半
島
あ
る
い
は
韓
人
と
い
う
も
の
の
否
定
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
改

革
開
放
後
の
社
会
経
済
的
発
展
の
結
果
得
ら
れ
た
経
済
的
繁
栄
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
15
）

。

在
中
同
胞
は
、
中
国
の
少
数
民
族
政
策
に
よ
り
集
団
を
成
し
て
居
住
し
て
い
る
。
中
国
に
居
住
す
る
朝
鮮
族
の
人
口
は
、
五
五
の
少
数

民
族
の
中
で
一
二
番
目
に
多
く
、
主
に
吉
林
省
（
六
二
・
四
％
）、
黒
龍
江
省
（
二
四
・
四
％
）、
遼
寧
省
（
一
一
・
二
％
）
に
居
住
し
て
お
り
、

二
％
が
内
モ
ン
ゴ
ル
、
河
北
省
、
北
京
な
ど
に
散
在
し
て
い
る

（
16
）

。
自
治
州
の
公
用
語
は
朝
鮮
語
（
ハ
ン
グ
ル
）
で
あ
り
、
看
板
な
ど
は
朝

鮮
語
と
漢
字
を
併
記
し
て
い
る
。
朝
鮮
族
の
自
治
行
政
機
関
は
、
二
級
行
政
機
関
で
あ
る
「
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
」
と
三
級
行
政
機
関
で

あ
る
「
長
白
朝
鮮
族
自
治
県
」、
そ
れ
に
四
級
行
政
機
関
で
あ
る
四
五
の
「
自
治
郷
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
少
数
民
族
の
中
で
文
盲
率

が
一
番
低
く
、
生
活
水
準
も
比
較
的
高
い
。

中
国
朝
鮮
族
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
一
九
九
二
年
の
中
韓
国
交
正
常
化
で
あ
っ
た
。
一
九
九
二
年
の
中
韓
の
国
交
正
常
化
は
、

北
朝
鮮
寄
り
の
朝
鮮
族
社
会
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
長
い
間
東
西
冷
戦
体
制
下
で
断
絶
さ
れ
て
い
た
中
国
朝
鮮
族
社
会
と
韓
国

と
の
交
流
関
係
は
、
韓
国
の
経
済
発
展
を
バ
ッ
ク
と
し
て
著
し
く
拡
大
し
て
い
っ
た
。
中
韓
国
交
正
常
化
後
、
朝
鮮
族
は
韓
国
企
業
の
中

国
進
出
過
程
で
仲
介
者
の
役
割
を
担
っ
た
。
一
九
九
〇
年
以
降
、
多
く
の
韓
国
企
業
が
瀋
陽
、
青
島
、
広
州
、
上
海
、
北
京
な
ど
に
進
出

し
た
時
、
韓
国
企
業
に
雇
わ
れ
、
韓
国
企
業
の
中
国
定
着
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
韓
国
企
業
の
中
国
進
出
を
皮
切
り
に
し
て
、
中
国
で
の
ビ

五
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ジ
ネ
ス
や
留
学
な
ど
を
目
的
と
す
る
韓
国
人
（
中
国
で
は
「
新
鮮
族
」
と
呼
ぶ
）
の
中
国
入
り
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
一
方
、
中
国
朝
鮮
族
は

韓
国
に
労
働
力
を
提
供
し
て
、
韓
国
の
経
済
発
展
に
寄
与
し
て
い
る
。
中
国
朝
鮮
族
は
、
韓
国
を
訪
問
し
て
中
国
産
の
漢
方
薬
を
売
る
な

ど
の
担
ぎ
屋
を
手
始
め
に
、
次
第
に
労
働
市
場
に
参
入
し
、
い
わ
ゆ
る
「
三
Ｋ
業
種
」
を
支
え
て
い
た
。
最
近
は
旅
行
社
、
飲
食
業
、
中

古
車
販
売
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
人
材
派
遣
会
社
な
ど
を
営
み
、
様
々
な
分
野
で
韓
国
経
済
を
支
え
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
現
在
、

韓
国
に
は
「
在
外
同
胞
法
」
に
よ
り
韓
国
籍
を
回
復
し
た
人
を
入
れ
れ
ば
七
五
万
か
ら
八
〇
万
人
が
滞
在
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

（
17
）

。

一
方
、
沿
岸
地
域
の
大
都
会
へ
の
人
口
流
出
と
韓
国
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
増
加
に
伴
う
継
続
的
な
人
口
の
減
少
と
、
中
国
の
経
済
成

長
に
伴
う
朝
鮮
族
の
中
国
化
に
よ
り
、
朝
鮮
族
社
会
は
解
体
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
朝
鮮
族
自
治
州
の
朝
鮮
族
住
民
の
割

合
は
二
七
％
に
す
ぎ
な
く
、
自
治
州
構
成
要
件
で
あ
る
三
〇
％
を
下
回
っ
て
い
る

（
18
）

。
二
〇
一
六
年
一
月
、
韓
国
の
与
党
・
セ
ヌ
リ
党
の
金

武
成
代
表
が
行
っ
た
、
深
刻
化
し
て
い
る
韓
国
の
少
子
高
齢
化
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
中
国
朝
鮮
族
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
と

す
る
と
の
発
言
に
対
し
て
、
朝
鮮
族
団
体
の
幹
部
が
、
す
で
に
韓
国
に
は
五
〇
万
人
以
上
の
朝
鮮
族
が
入
っ
て
い
て
朝
鮮
族
の
人
口
が

減
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
大
都
市
に
進
出
す
る
朝
鮮
族
の
人
口
の
増
加
に
よ
り
、
朝
鮮
族
が
こ
れ
以
上
韓
国
に
移
住
す
る
動
因

は
な
い
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
た

（
19
）

こ
と
が
こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

中
国
朝
鮮
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
韓
人
と
し
て
の
民
族
帰
属
意
識
と
中
国
公
民
と
し
て
の
国
家
帰
属
意
識
を
同
時
に
共
有
し
て

い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
中
国
朝
鮮
族
は
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
と
と
も
に
中
国
人
の
一
員
と
認
め
ら
れ
、
中
国
公
民
と
し
て
の

国
家
帰
属
意
識
も
プ
ラ
イ
ド
も
高
い
。
同
時
に
、
彼
ら
は
韓
人
と
い
う
少
数
民
族
と
し
て
固
有
の
言
語
や
歴
史
、
伝
統
を
守
り
続
け
て
い

る
こ
と
か
ら
、
二
重
の
文
化
や
心
理
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
一
方
、
延
辺
自
治
州
な
ど
の
東
北
三
省
に
居
住
し
て
い
る
朝
鮮
族
と
は
違
っ

て
、
北
京
や
上
海
な
ど
の
大
都
会
に
出
て
い
る
若
い
朝
鮮
族
に
お
い
て
は
、
民
族
帰
属
意
識
が
ま
す
ま
す
薄
れ
て
い
く
の
が
現
状
で
あ
る
。

五
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朝
鮮
族
の
中
に
は
自
分
た
ち
が
「
中
華
民
族
」
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
増
え
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
若
い
世
代
に
な
る
に
つ
れ
て
多

く
な
っ
て
い
る

（
20
）

。
こ
う
し
た
中
、
中
国
の
朝
鮮
族
は
、
ま
す
ま
す
薄
れ
て
い
く
民
族
帰
属
意
識
を
守
り
、
朝
鮮
族
の
結
束
と
発
展
、
民
族

の
歴
史
と
文
化
の
継
承
な
ど
を
目
的
と
す
る
様
々
な
団
体
を
組
織
し
て
活
動
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
中
国
朝
鮮
族
民
族
史
学
会
」、「
中

国
朝
鮮
族
企
業
家
協
会
」、「
吉
林
省
文
連
民
俗
学
会
」、「
大
連
朝
鮮
族
文
化
芸
術
促
進
会
」「
延
辺
青
少
年
文
化
振
興
会
」、「
長
春
朝
鮮

族
女
性
協
会
」、「
黒
龍
江
省
朝
鮮
族
商
工
会
」
な
ど
が
代
表
的
な
団
体
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
は
、
地
域
ご
と
の
朝
鮮
族
団
体

の
有
機
的
な
協
力
体
制
の
構
築
を
目
指
し
た
「
全
国
朝
鮮
族
社
会
団
体
事
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
す
る
な
ど
、
中
国
朝
鮮
族
社
会
の
維

持
と
発
展
の
た
め
力
を
入
れ
て
い
る
。
一
方
、
中
韓
国
交
正
常
化
以
降
に
中
国
に
入
っ
た
新
韓
人
（
新
鮮
族
）
ら
は
、
青
島
、
瀋
陽
、
上

海
、
北
京
な
ど
の
大
都
会
に
進
出
し
た
人
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
地
域
を
中
心
に
韓
人
会
を
組
織
し
て
活
動
し
て
い
る
。
在
外
同

胞
財
団
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
現
在
中
国
に
は
一
二
〇
余
り
の
韓
人
団
体
が
結
成
さ
れ
て
い
る

（
21
）

。

韓
人
会
の
メ
ン
バ
ー
は
主
に
、
中
国
で
企
業
な
ど
を
経
営
す
る
企
業
家
や
自
営
業
を
営
ん
で
い
る
人
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ
、

会
員
の
親
睦
と
情
報
交
換
、
権
益
伸
長
と
保
護
、
福
祉
向
上
、
地
域
経
済
発
展
、
韓
中
の
友
好
協
力
関
係
の
拡
大
な
ど
を
目
的
と
し
て
活

動
し
て
い
る

（
22
）

。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
中
国
に
進
出
し
た
新
韓
人
が
中
心
に
な
っ
て
結
成
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
既
存
の
朝
鮮
族
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
は
、
儀
礼
的
・
形
式
的
な
交
流
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
じ
韓
人
で
あ
り
な
が
ら
も
国
籍
も
価
値
観
も
違
う
こ
と

か
ら
、
共
同
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
う
段
階
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

（
23
）

。
こ
れ
は
、
四
〇
年
以
上
断
絶
さ
れ
て
い
た

韓
国
社
会
と
在
中
同
胞
社
会
の
隔
た
り
を
乗
り
越
え
る
の
が
簡
単
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

五
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在
米
同
胞
の
形
成
過
程
と
現
状

（
一
）
形
成
過
程

韓
人
が
米
国
に
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
二
年
に
「
米
朝
修
好
通
商
条
約
」
が
締
結
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に

米
国
に
渡
っ
た
韓
人
は
、
国
権
を
失
い
つ
つ
あ
る
祖
国
の
未
来
を
救
う
方
策
を
求
め
て
渡
米
し
た
一
部
の
知
識
人
で
あ
っ
た
（
一
九
〇
四

年
に
渡
米
し
た
李
承
晩
は
後
に
韓
国
の
初
代
大
統
領
に
な
っ
た
）。
こ
の
時
期
に
米
国
に
渡
っ
た
知
識
人
ら
は
、
朝
鮮
半
島
が
日
本
の
植
民
地
支

配
か
ら
解
放
さ
れ
る
ま
で
米
国
で
祖
国
の
独
立
運
動
を
展
開
し
た
。
韓
人
の
米
国
へ
の
最
初
の
集
団
移
住
は
、
一
九
〇
三
年
か
ら
始
ま
っ

た
ハ
ワ
イ
へ
の
労
働
移
民
で
あ
っ
た
。
当
時
、
米
国
の
駐
朝
鮮
公
使
で
あ
っ
た
ア
レ
ン
公
使
の
勧
誘
に
よ
り
労
働
力
が
不
足
し
て
い
た
ハ

ワ
イ
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
農
場
に
朝
鮮
人
を
送
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
〇
二
年
一
二
月
に
最
初
の
移
民
者
一
〇
二
人
が
濟
物
浦
（
現
在
の
仁
川
）

港
を
出
発
し
て
、
一
九
〇
三
年
一
月
に
ハ
ワ
イ
に
到
着
し
た
。
朝
鮮
政
府
は
「
綏
民
院
」
を
設
置
し
て
移
民
事
務
を
担
当
さ
せ
た
。

一
九
〇
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
ハ
ワ
イ
移
民
は
、
一
九
〇
五
年
日
本
の
妨
害
に
よ
り
中
断
さ
れ
る
ま
で
合
わ
せ
て
一
三
六
便
の
移
民
船
に

よ
り
、
七
二
二
六
人
が
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た

（
24
）

。
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
朝
鮮
人
労
働
者
の
八
四
％
が
二
〇
代
の
男
性
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
ら
の
結

婚
問
題
が
懸
案
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
行
っ
た
の
が
、
写
真
交
換
に
よ
る
本
国
の
女
性
と
の
結
婚
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
い
わ
ゆ
る
「
写
真
新
婦
」
と
い
う
若
い
女
性
が
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
。
こ
う
し
た
女
性
ら
の
移
住
は
、
米
国
が
す
べ
て
の
韓
人
の
移
民
を

禁
止
し
た
一
九
二
四
年
ま
で
続
き
、
一
〇
五
六
人
が
ハ
ワ
イ
に
移
住
し
た

（
25
）

。
ハ
ワ
イ
に
移
住
し
た
韓
人
労
働
者
は
、
一
九
〇
五
年
か
ら

一
九
〇
七
年
に
か
け
て
一
〇
〇
三
人
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
な
ど
の
米
国
本
土
に
移
り
、
韓
人
社
会
は
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
へ
と
次
第
に
拡
大
し
て
い
っ
た

（
26
）

。
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一
九
二
四
年
以
降
中
断
さ
れ
て
い
た
韓
人
の
米
国
移
住
は
、
一
九
四
五
年
以
降
、
米
軍
の
韓
国
駐
留
と
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
国
際
結
婚
や

戦
争
孤
児
の
養
子
縁
組
と
い
う
形
で
再
開
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
四
五
年
以
降
に
韓
国
に
駐
留
し
た
米
軍
兵
士
と
韓
国
女
性
と
の
結
婚

に
よ
り
韓
国
女
性
の
米
国
移
住
が
再
開
さ
れ
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
り
生
ま
れ
た
戦
争
孤
児
の
米
国
家
庭
と
の
養
子
縁
組
も
行
わ
れ
た
。

一
九
四
五
年
以
降
、
米
国
の
移
民
法
が
改
正
さ
れ
る
直
前
の
一
九
六
四
年
ま
で
に
米
国
に
渡
っ
た
韓
人
は
、
米
兵
と
結
婚
し
た
女
性
が

六
四
二
三
人
、
戦
争
孤
児
が
五
三
四
八
人
、
留
学
や
そ
の
他
の
移
民
者
が
三
二
七
九
人
で
、
合
計
一
万
五
〇
五
〇
人
に
の
ぼ
る

（
27
）

。

こ
の
時
期
に
米
国
に
移
住
し
た
韓
人
は
数
と
し
て
は
多
く
な
い
も
の
の
、
そ
の
後
、
米
国
が
移
民
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
時
、
韓
国
に
い
る
家
族
を
招
聘
す
る
形
で
、
多
く
の
韓
人
が
米
国
へ
渡
る
足
場
と
な
っ
た
。
米
国
は
一
九
六
五
年
に
移
民
の
受
け

入
れ
を
厳
格
に
制
限
し
て
い
た
移
民
法
を
改
正
し
、「
改
正
移
民
法
（T

he 1965 A
m
endm

ents （
28
））」

を
導
入
し
て
、
移
民
の
受
け
入
れ
条
件

を
緩
和
し
た
。
こ
の
新
し
い
移
民
法
に
基
づ
い
て
米
国
は
、
年
間
二
万
人
の
韓
国
人
移
民
の
受
け
入
れ
を
許
可
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け

と
し
て
、
韓
国
人
の
米
国
移
住
が
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
の
時
期
に
米
国
に
移
住
し
た
韓
国
人
は
、
本
国
で
高
等
教
育
を
受
け
、

経
済
的
に
も
安
定
し
た
中
産
層
の
人
々
が
子
供
た
ち
の
教
育
や
よ
り
自
由
で
豊
か
な
社
会
を
目
指
し
て
米
国
へ
の
移
民
を
決
心
し
た
い
わ

ゆ
る
「
中
産
層
移
民
」、
お
よ
び
す
で
に
米
国
人
と
の
国
際
結
婚
な
ど
に
よ
り
米
国
の
市
民
権
を
獲
得
し
た
人
々
の
家
族
や
親
戚
な
ど
か

ら
成
る
い
わ
ゆ
る
「
招
聘
移
民
」
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
ド
イ
ツ
に
鉱
夫
や
看
護
師
と
し
て
移
住
し
て
い
た
人
々
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
参

戦
し
た
韓
国
の
帰
還
兵
の
一
部
が
米
国
に
再
移
住
す
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
か
ら
は
、
米
国
に
留
学
し
た
留
学
生
や
大
手
企
業
の
駐
在
員
な
ど
が
帰
国
せ
ず
に
米
国
で
就
職
す
る
ケ
ー
ス
も
増

え
つ
つ
、
観
光
ビ
ザ
な
ど
で
入
国
し
て
不
法
滞
在
す
る
人
々
も
増
え
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
韓
国
の

軍
部
独
裁
政
治
に
反
対
す
る
知
識
人
や
政
治
家
な
ど
が
米
国
に
移
住
し
て
反
政
府
運
動
を
展
開
す
る
な
ど
、
様
々
な
目
的
を
持
っ
た
韓
人

五
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が
米
国
に
入
る
な
ど
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
九
一
年
ま

で
の
二
五
年
間
で
約
七
〇
万
人
の
韓
人
が
米
国
に
移
住
し

た
（
29
）

。一
九
八
七
年
に
頂
点
に
達
し
た
韓
人
の
米
国
移
住
は
そ

の
後
、
緩
や
か
に
減
少
し
始
め
、
一
九
九
二
年
に
起
こ
っ

た
「
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
暴
動

（
30
）

」
を
き
っ
か
け
に
一
部
の
在
米

同
胞
が
韓
国
に
逆
移
民
す
る
な
ど
減
り
続
け
た
。
そ
の
後
、

一
九
九
七
年
、
韓
国
が
財
政
破
綻
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
管
理
体

制
に
入
る
と
再
び
米
国
へ
の
移
住
が
増
え
、
年
間
二
万
人

ほ
ど
の
韓
人
が
米
国
に
移
住
し
た
。
こ
の
時
期
か
ら
今
現

在
に
至
る
ま
で
の
米
国
移
住
者
は
、
主
に
専
門
職
を
持
つ

三
〜
四
〇
代
の
中
産
層
で
あ
り
、
韓
国
の
教
育
制
度
や
企

業
文
化
、
未
成
熟
な
民
主
主
義
な
ど
に
失
望
し
て
移
住
を

希
望
す
る
人
々
が
多
い
。

（
二
）
現
状
及
び
形
成
過
程
と
の
関
係

在
米
同
胞
社
会
を
在
外
同
胞
の
形
成
過
程
の
類
型
に
当

米国居住在外同胞数 （単位：人）

在外国民 外国国籍

（市民権者）
総計

永住権者 一般滞留者 留学生 計

ロサンゼルス（総） 109,291 52,287 15,430 177,008 413,016 590,024

ニューヨーク（総） 56,100 67,752 20,347 144,199 209,280 353,479

シカゴ（総） 37,422 27,180 16,016 80,618 202,057 282,675

サンフランシスコ（総） 33,106 56,058 7,422 96,586 108,997 205,583

アトランター（総） 38,306 46,610 14,080 98,996 106,353 205,349

ワシントン（大） 27,837 6,640 9,518 43,999 140,684 184,683

シアトル（総） 71,311 11,270 3,144 85,725 87,162 172,887

ヒューストン（総） 40,175 16,568 8,460 65,203 78,955 144,158

ホノルル（総） 3,016 956 805 4,777 42,132 46,909

ボストン（総） 7,701 10,283 3,934 21,918 19,071 40,989

ハガニヤ（出） 1,711 2,010 348 4,069 2,230 6,299

アンカレッジー（出） 862 96 58 1,016 4,938 5,954

総計 426,838 297,714 99,562 824,114 1,414,875 2,238,989

（大）：大使館　（領）：領事館　（出）：出張所

 参照：韓国外交部ホームページ（2015年在外同胞状況）
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て
は
め
て
み
る
と
、
契
約
労
働
者
を
皮
切
り
に
し
て
、
少
数
の
政
治
亡
命
者
が
加
わ
り
、
そ
こ
に
大
量
の
経
済
移
民
者
が
加
わ
る
こ
と
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
経
済
的
契
約
移
民
型
」
と
「
自
発
的
政
治
亡
命
型
」、
そ
れ
に
「
自
発
的
経
済
移
民
型
」
の
融
合
型
で
あ

る
と
言
え
る
。
今
の
在
米
同
胞
社
会
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
の
は
、
一
九
六
五
年
以
降
に
米
国
へ
渡
っ
た
自
発
的
経
済
移
民
者
で
あ
る
。

そ
の
た
め
韓
国
系
米
国
人
は
、
米
国
の
市
民
権
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
も
高
く
、
彼
ら
の
国
家
帰
属
意
識
は
米
国
の
方
に
傾
い
て
い
る

（
31
）

。

こ
れ
は
在
米
同
胞
の
多
く
が
自
由
意
志
に
よ
り
米
国
へ
の
移
住
を
決
心
し
た
こ
と
や
、
米
国
の
市
民
権
者
と
し
て
の
法
的
地
位
を
得
た
こ

と
に
大
き
く
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
在
米
同
胞
社
会
は
、
多
民
族
社
会
の
米
国
で
模
範
的
な
中
間
少
数
民
族
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
二
二
〇
万
人
に
上
る
在
米
同
胞
は
、
約
六
〇
万
人
が
暮
ら
し
て
い
る
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
は
じ
め
、
米
国
の

主
要
都
市
に
散
在
し
て
い
る
。
一
九
四
五
年
以
降
に
米
国
に
移
住
し
た
韓
人
の
移
民
第
一
世
は
、
た
と
え
本
国
で
高
等
教
育
を
受
け
た
エ

リ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
専
門
職
に
就
く
人
は
少
な
く
、
多
く
の
人
が
小
規
模
自
営
業
（S

elf-em
ployed S

m
all B

usiness

：
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
屋
、

食
品
店
、
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
サ
プ
ラ
イ
、
コ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
、
酒
屋
、
衣
類
店
な
ど
）
で
生
計
を
立
て
た
。
英
語
力
が
足

り
な
い
た
め
に
単
純
労
働
や
自
営
業
な
ど
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
移
民
第
一
世
と
は
違
っ
て
、
第
二
〜
四
世
の
職
業
は
多
様
化
・
専
門
化
し

て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
韓
人
の
政
治
家
、
医
者
、
判
事
、
検
事
、
弁
護
士
、
教
授
、
公
務
員
、
科
学
者
、
金
融
専
門
家
が
増
え
、

従
事
す
る
業
種
も
製
造
業
、
金
融
、
貿
易
、
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
通
信
（
Ｉ
Ｔ
）
分
野
に
拡
大
し
て
い
る
。

在
米
同
胞
は
、
植
民
地
支
配
下
で
は
抗
日
運
動
を
展
開
し
、
政
府
樹
立
後
は
祖
国
の
発
展
の
た
め
に
尽
力
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
、

在
米
同
胞
は
韓
国
の
経
済
発
展
過
程
で
米
国
の
先
進
知
識
と
技
術
を
韓
国
に
提
供
し
て
、
経
済
的
発
展
に
貢
献
し
た
。「
韓
国
科
学
技
術

院
」
を
は
じ
め
、
大
学
や
研
究
所
な
ど
に
米
国
の
大
学
や
研
究
所
で
勤
務
し
て
い
た
優
秀
な
人
材
が
派
遣
さ
れ
、
韓
国
の
先
端
産
業
化
を

導
い
た
。
特
に
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
は
、
在
米
同
胞
の
知
識
人
ら
が
韓
国
の
民
主
化
勢
力
や
米
国
の
協
力
者
た
ち
と
連
携
し
て
、
祖
国

五
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の
民
主
化
運
動
を
支
援
し
、「
民
主
化
宣
言
」
を
引
き
出
す
の
に
寄
与
し
た
。

韓
国
で
生
ま
れ
て
米
国
で
市
民
権
を
得
た
移
民
第
一
世
は
、
韓
人
と
し
て
の
民
族
帰
属
意
識
が
強
く
残
っ
て
い
る
が
、
米
国
で
生
ま
れ

育
っ
た
二
・
三
世
以
降
は
、
親
か
ら
祖
国
の
言
葉
や
文
化
な
ど
の
教
育
を
受
け
た
者
以
外
は
韓
人
と
し
て
の
民
族
帰
属
意
識
は
非
常
に
薄

い
。
民
族
や
血
統
を
重
視
し
な
い
米
国
社
会
の
特
徴
も
あ
っ
て
多
く
の
在
米
同
胞
は
祖
国
と
の
接
点
を
持
た
ず
、
韓
国
系
米
国
人
と
し
て

米
国
に
溶
け
込
ん
で
暮
ら
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る

（
32
）

。
一
方
、
韓
国
の
経
済
発
展
と
と
も
に
韓
国
と
の
事
業
上
の
交
流
が
拡
大
さ
れ
、

ま
た
、
韓
国
政
府
の
在
外
同
胞
支
援
事
業
（
就
職
教
育
、
政
治
力
向
上
の
サ
ポ
ー
ト
、
市
民
権
取
得
支
援
、
法
律
相
談
、
法
的
地
位
向
上
、
僑
民
奉

仕
事
業
の
支
援
な
ど
）
も
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
在
米
同
胞
社
会
と
韓
国
と
の
交
流
も
拡
大
し
た
。
在
米
同
胞
社
会
で
は
様
々
な
韓

人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
結
成
さ
れ
、
活
動
し
て
い
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
に
本
部
を
置
く
「
米
州
韓
人
総
連
合
会
」
を
は
じ
め
、
全
米
に
二
一

の
韓
人
会
と
九
〇
〇
以
上
の
韓
人
団
体
が
活
動
し
て
い
る

（
33
）

。

六　

在
日
同
胞
の
形
成
過
程
と
現
状

（
一
）
形
成
過
程

朝
鮮
人
が
日
本
に
渡
航
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
七
六
年
に
行
わ
れ
た
「
日
朝
修
好
条
規
」（
江
華
島
条
約
）
の
締
結
後
か
ら
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
日
本
に
入
っ
た
朝
鮮
人
は
、
留
学
生
と
少
数
の
視
察
員
、
親
日
的
な
亡
命
政
治
家
で
あ
っ
て
、
公
式
的
な
統
計
に

よ
れ
ば
、
一
九
〇
九
年
に
は
七
九
〇
人
の
朝
鮮
人
が
日
本
に
滞
在
し
て
い
た

（
34
）

。
本
格
的
に
朝
鮮
人
が
日
本
に
移
住
し
始
め
た
の
は
、

一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
後
か
ら
で
あ
っ
た
。
日
韓
併
合
後
、
朝
鮮
総
督
府
が
実
施
し
た
「
土
地
調
査
事
業
」（
一
九
一
〇
年
）
や
「
産
米

増
殖
計
画
」（
一
九
二
〇
年
）
は
、
大
地
主
へ
の
土
地
集
約
や
融
資
の
返
済
に
苦
し
む
中
小
農
民
の
土
地
離
れ
と
貧
困
化
を
促
し
た
。
一
方
、

五
九
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日
本
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
恩
恵
を
受
け
、
経
済
が
急
激
に
成
長
す
る
中
、
労
働
力
不
足
が
生
じ
、
朝
鮮
の
農
村
か
ら
多
く
の
労
働
者

が
日
本
に
入
っ
て
き
た
。
一
九
二
〇
年
に
三
万
一
七
五
人
い
た
朝
鮮
人
は
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
の
時
に
九
万
近
く
の
朝
鮮
人
が

帰
還
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
年
後
の
一
九
三
〇
年
に
は
三
十
万
人
に
達
し
た

（
35
）

。

一
九
二
九
年
に
起
き
た
世
界
経
済
恐
慌
に
よ
り
日
本
経
済
が
停
滞
す
る
と
日
本
政
府
は
朝
鮮
か
ら
の
渡
航
を
制
限
し
、
満
州
地
域
へ
の

移
住
を
試
み
た
が
、
日
本
に
滞
在
す
る
朝
鮮
人
は
一
九
三
四
年
に
は
五
十
万
人
に
、
一
九
三
十
八
年
に
は
八
十
万
人
に
増
え
た
。
こ
れ
は

植
民
地
朝
鮮
の
貧
困
と
日
本
国
内
の
日
本
人
労
働
者
の
供
給
不
足
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
っ
た

（
36
）

。
こ
の
時
期
の
朝
鮮
人
の
日
本
渡
航

は
、
日
本
の
植
民
地
政
策
が
農
民
の
土
地
離
れ
を
促
し
た
こ
と
を
認
め
て
も
、
個
人
の
経
済
的
な
理
由
か
ら
自
発
的
に
移
住
し
た
人
も
多

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
日
本
政
府
は
日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
遂
行
の
た
め
、
朝
鮮
人
の
強
制
動
員
や
強
制
徴
用
を
始
め
た
。

一
九
三
九
年
か
ら
は
「
募
集
」
と
い
う
形
で
朝
鮮
人
を
日
本
に
連
れ
て
き
た
。
日
本
政
府
は
一
九
三
九
年
七
月
、「
朝
鮮
の
労
務
者
日
本

本
土
移
住
に
関
す
る
件
」
を
朝
鮮
総
督
府
に
通
達
し
て
、
炭
鉱
や
鉱
山
で
働
く
朝
鮮
労
働
者
の
募
集
を
指
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
朝
鮮
総

督
府
は
、
同
年
九
月
、「
朝
鮮
人
労
働
者
募
集
及
び
渡
航
取
扱
要
項
」
を
発
表
し
て
、
朝
鮮
人
労
働
者
を
募
集
し
た
。
募
集
方
法
は
、
鉱

業
・
土
建
会
社
な
ど
が
日
本
政
府
か
ら
募
集
人
員
を
割
り
当
て
ら
れ
、
朝
鮮
総
督
府
か
ら
許
可
を
得
て
総
督
府
が
指
定
す
る
地
域
で
労
働

者
を
募
集
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
九
四
〇
年
一
月
に
は
、「
朝
鮮
職
業
紹
介
令
」
を
公
布
し
て
、
ソ
ウ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
六
つ
の
大
都
市
に
就
職
紹
介
所

を
設
置
し
て
内
務
部
と
警
察
が
協
力
し
て
朝
鮮
の
若
者
の
募
集
に
あ
た
っ
た
。
一
九
四
二
年
か
ら
は
「
官
斡
旋
」
と
言
わ
れ
、
朝
鮮
総
督

府
や
地
方
官
庁
に
朝
鮮
労
働
者
協
会
を
置
い
て
、
動
員
可
能
な
人
数
を
調
べ
上
げ
、
事
業
主
か
ら
の
申
請
に
応
じ
、
労
働
者
を
集
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
約
一
三
万
人
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
募
集
さ
れ
た
。
一
九
四
四
年
に
は
朝
鮮
人
に
対
す
る
徴
用
令
が
公
布
さ
れ
、

六
〇
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強
制
的
な
朝
鮮
人
の
動
員
が
行
わ
れ
た
。
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
に
徴
用
、
徴
兵
、
軍
属
な
ど
で
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
数
は

一
〇
〇
万
人
を
超
え

（
37
）

、
一
九
四
五
年
八
月
の
段
階
で
二
〇
〇
万
人
の
朝
鮮
人
が
日
本
に
い
た
と
さ
れ
て
い
る

（
38
）

。

一
九
四
五
年
八
月
、
終
戦
に
よ
り
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
在
日
朝
鮮
人
は
、
朝
鮮
半
島
へ
の
帰
還
を
急
い
だ
。
日
本
政
府
の
発

表
に
よ
れ
ば
終
戦
直
後
か
ら
一
九
四
六
年
三
月
ま
で
に
韓
国
に
帰
還
し
た
の
は
、
九
四
万
四
三
八
人
、
一
九
五
〇
年
ま
で
は
一
〇
四
万

三
二
八
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
終
戦
時
の
在
日
朝
鮮
人
の
人
数
と
残
留
人
数
を
比
較
す
る
と
、
公
式
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
帰
還
者

数
は
も
っ
と
多
い
と
思
わ
れ
る
。
一
九
四
九
年
五
月
末
に
韓
国
政
府
が
発
表
し
た
帰
国
者
数
は
一
四
一
万
四
二
五
八
人
で
あ
っ
た

（
39
）

。
こ
れ

に
よ
り
一
九
三
九
年
以
降
、
募
集
や
徴
用
、
徴
兵
の
形
で
日
本
に
入
っ
て
き
た
朝
鮮
人
の
ほ
と
ん
ど
は
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
帰
還
し
よ
う
と
し
て
も
帰
還
で
き
な
か
っ
た
人
や
、
帰
国
し
て
再
び
日
本
に
戻
っ
た
人
も
い
た
。
つ
ま
り
、
帰
還
す
る
時
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
引
揚
者
に
は
所
持
金
一
〇
〇
〇
円
、
携
帯
し
う
る
動
産
は
二
五
〇
ポ
ン
ド
と
す
る
財
産
制
限
を
果
た
し
た
。
そ
の
た
め
日
本
に

生
活
基
盤
が
あ
っ
た
人
は
帰
国
を
た
め
ら
い
、
日
本
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
四
七
年
段
階
で
の
在
日
朝
鮮
人
は
五
九
万
八
五
〇
七
人
で
あ
っ
た

（
40
）

。
さ
ら
に
、
韓
国
に
帰
国
し
た
人
の
中
に
は
米
国
の
信
託
統
治

を
め
ぐ
る
左
右
対
立
に
よ
る
政
治
混
乱
、
一
九
四
八
年
に
起
っ
た
「
済
州
島
四
．
三
事
件

（
41
）

」、
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
な
ど
に
よ
り
韓

国
社
会
が
混
乱
に
陥
り
、
経
済
状
況
も
厳
し
か
っ
た
た
め
、
密
航
な
ど
に
よ
り
日
本
に
逆
流
す
る
人
も
多
く
現
れ
た
。
一
方
、
一
九
五
九

年
か
ら
一
九
八
四
年
に
か
け
て
日
本
赤
十
字
社
と
北
朝
鮮
赤
十
字
社
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
「
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
事
業
」
に
よ
り
九
万

三
三
三
九
人
の
在
日
朝
鮮
人
が
北
朝
鮮
に
帰
還
し
た

（
42
）

。
こ
の
事
業
は
で
き
る
だ
け
在
日
朝
鮮
人
を
国
外
に
放
出
し
よ
う
と
し
た
日
本
政
府

の
思
惑
と
、
在
日
朝
鮮
人
の
労
働
力
や
技
術
力
を
国
家
建
設
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
北
朝
鮮
の
利
害
関
係
が
合
致
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

戦
後
、
日
韓
間
に
公
式
な
人
の
往
来
は
、
長
い
間
途
絶
え
て
い
た
。
一
九
六
五
年
の
日
韓
国
交
正
常
化
に
よ
り
人
的
交
流
が
始
ま
っ
た

六
一
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も
の
の
、
韓
国
か
ら
は
国
費
留
学
生
や
一
部
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
以

外
の
民
間
人
の
日
本
渡
航
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
日
本
に
韓
国
か

ら
本
格
的
に
旅
行
者
や
留
学
生
が
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
韓

国
で
旅
行
・
留
学
の
自
由
化
が
行
な
わ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
に

入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
（N

ew
 com

er

）

と
呼
ば
れ
る
若
い
世
代
の
韓
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
九
八
〇
年
代

以
降
、
日
本
に
留
学
し
た
後
も
帰
国
せ
ず
に
日
本
に
滞
在
し
て
仕

事
を
し
て
い
る
人
や
ビ
ジ
ネ
ス
目
的
で
日
本
に
渡
っ
た
人
と
そ
の

配
偶
者
や
子
供
、
日
本
人
と
結
婚
し
た
韓
国
人
な
ど
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
在
日
同
胞
社
会
は
、
戦
前
・
戦
後
期
に
日
本
に
入
っ
た

オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
と
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
日
本
に
入
っ
た

ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
現
状
及
び
形
成
過
程
と
の
関
係

在
日
同
胞
社
会
は
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
一
九
四
五
年
ま
で
は

日
本
の
植
民
地
政
策
の
結
果
生
じ
た
農
地
離
れ
の
農
民
ら
が
日
本

へ
の
移
住
、
一
九
三
九
年
以
降
の
募
集
型
の
労
働
力
動
員
、
そ
れ

日本国居住在外同胞数 （単位：人）

在外国民 外国国籍

（市民権者）
総計

永住権者 一般滞留者 留学生 計

大阪（総） 146,929 4,558 2,649 154,136 154,136

東京（大） 95,139 36,740 8,111 139,990 139,990

神戸（総） 51,915 2,216 621 54,752 54,752

名古屋（総） 44,196 3,065 495 47,756 47,756

横浜（総） 29,629 6,612 1,218 37,459 37,459

福岡（総） 19,784 3,167 1,559 24,510 24,510

広島（総） 17,431 759 391 18,581 18,581

仙台（総） 8,259 1,154 266 9,679 9,679

新潟（総） 7,278 1,273 189 8,740 8,740

札幌（総） 4,053 520 275 4,848 4,848

総計 424,613 60,064 15,774 500,451 355,274（43） 855,725

（大）：大使館　（領）：領事館　（出）：出張所

 参照：韓国外交部ホームページ（2015年在外同胞状況）

六
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に
一
九
四
四
年
か
ら
の
徴
用
や
徴
兵
な
ど
の
強
制
動
員
、
終
戦
直
後
の
密
航
な
ど
の
形
で
逆
流
、
そ
し
て
一
九
八
〇
年
以
降
の
ニ
ュ
ー
カ

マ
ー
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
在
日
同
胞
社
会
の
移
住
類
型
は
、「
非
自
発
的
動
員
型
」
と
「
自
発
的
経
済
移
民
型
」

の
融
合
型
で
あ
る
と
言
え
る
。

戦
後
、
一
九
四
七
年
に
日
本
政
府
は
「
外
国
人
登
録
令
」
を
発
布
し
、
在
日
朝
鮮
人
を
日
本
国
民
の
枠
か
ら
排
除
し
、
い
わ
ゆ
る
「
見

直
し
規
定

（
44
）

」
に
よ
り
、
外
国
人
と
し
て
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
二
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
て
日
本
が

独
立
す
る
と
、
旧
植
民
地
出
身
者
は
国
籍
選
択
の
余
地
を
与
え
ら
れ
ず
、
日
本
国
籍
や
そ
の
他
の
権
利
を
失
い
、
外
国
人
登
録
証
の
携
帯

や
指
紋
押
捺
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
一
九
六
五
年
、
日
韓
基
本
条
約
締
結
に
伴
い
締
結
さ
れ
た
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
（
協
定
永
住
）

に
つ
い
て
定
め
た
日
韓
両
国
政
府
間
の
協
定
（
日
韓
法
的
地
位
協
定
）
に
よ
り
在
日
韓
国
人
に
「
協
定
永
住
」
と
い
う
在
留
資
格
が
認
め
ら

れ
た
。
こ
れ
は
国
外
退
去
に
該
当
す
る
事
由
が
他
の
外
国
人
と
比
べ
て
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
も
の
で
、
資
格
は
二
代
目
ま
で
継
承
で
き
る

こ
と
と
し
、
三
代
目
以
降
に
つ
い
て
は
二
五
年
後
に
再
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
在
日
同
胞
の
法
的
地
位
は
不
安
定
な
も

の
に
な
り
、
出
入
国
、
就
職
、
金
融
、
社
会
保
障
な
ど
様
々
な
差
別
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
在
日
同
胞
の
職
業
は
自
営
業

が
多
く
、
特
に
焼
肉
屋
に
代
表
さ
れ
る
飲
食
業
、
パ
チ
ン
コ
、
小
規
模
不
動
産
会
社
な
ど
に
集
中
し
た
。

こ
う
し
た
日
本
政
府
や
日
本
社
会
の
差
別
に
対
し
て
一
九
七
七
年
か
ら
は
「
在
日
本
大
韓
民
国
居
留
民
団
（
民
団
）」
主
導
で
「
差
別

撤
廃
・
権
益
擁
護
運
動
」
が
開
始
さ
れ
、
指
紋
押
捺
反
対
や
在
日
韓
国
人
の
参
政
権
獲
得
運
動
も
始
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
一
年

に
は
「
入
管
特
例
法
」
に
よ
り
三
代
目
以
降
に
も
同
様
の
永
住
許
可
を
行
い
つ
つ
、
同
時
に
韓
国
籍
の
み
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
協
定
永

住
が
朝
鮮
籍
（
北
朝
鮮
籍
で
は
な
く
実
体
の
な
い
一
九
一
〇
年
以
前
の
朝
鮮
籍
）、
台
湾
籍
の
永
住
者
も
合
わ
せ
て
「
特
別
永
住
許
可
者
」
と
し

て
一
本
化
さ
れ
た

（
45
）

。
指
紋
押
捺
制
度
は
一
九
九
二
年
に
特
別
永
住
許
可
者
に
の
み
廃
止
さ
れ
、
一
九
九
九
年
に
全
面
廃
止
さ
れ
た

（
46
）

。

六
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
六
四
）

朝
鮮
半
島
で
南
北
分
断
と
朝
鮮
戦
争
が
起
き
て
南
北
の
対
立
が
激
化
す
る
と
、
在
日
同
胞
社
会
は
、
韓
国
と
北
朝
鮮
を
支
持
す
る
勢
力

と
に
分
れ
、
前
者
は
民
団
を
、
後
者
は
「
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
（
総
連
）」
を
組
織
し
て
、
互
い
に
対
立
し
た
。
解
放
以
降
の
混
乱

期
、
民
団
と
総
連
を
支
持
す
る
在
日
同
胞
は
ほ
ぼ
半
分
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
九
年
以
降
、
北
朝
鮮
を
支
持
す
る
一
〇
万
人
近
く
の
在

日
同
胞
が
北
朝
鮮
に
帰
還
し
た
こ
と
や
、
韓
国
の
経
済
成
長
と
民
主
化
の
進
展
、
そ
れ
に
北
朝
鮮
の
世
襲
独
裁
政
治
に
失
望
し
た
総
連
系

の
在
日
同
胞
が
韓
国
籍
に
移
籍
し
た
り
総
連
を
脱
退
し
た
り
し
た
結
果
、
総
連
の
勢
力
は
弱
体
化
し
つ
つ
あ
る
。
一
方
、
一
九
八
〇
年
代

ご
ろ
か
ら
多
く
の
在
日
同
胞
が
日
本
に
帰
化
し
て
日
本
の
韓
人
社
会
で
特
別
永
住
権
を
持
つ
在
日
同
胞
が
占
め
る
割
合
は
年
々
減
り
続
け
、

代
わ
り
に
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
数
が
増
加
し
て
い
る
。

在
日
同
胞
の
多
く
は
大
阪
や
関
西
地
方
に
居
住
し
て
い
る
。
大
阪
の
生
野
区
の
鶴
橋
市
場
に
代
表
さ
れ
る
日
本
最
大
の
コ
リ
ア
ン
タ
ウ

ン
が
形
成
さ
れ
て
い
て
、
東
京
の
新
大
久
保
あ
た
り
に
は
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
中
心
の
コ
リ
ア
ン
タ
ウ
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
在
日

同
胞
社
会
は
韓
国
籍
の
特
別
永
住
権
者
と
朝
鮮
籍
の
特
別
永
住
者
、
そ
れ
に
一
般
永
住
権
者
、
そ
れ
に
留
学
生
や
ビ
ジ
ネ
ス
目
的
で
入
国

し
た
人
々
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

特
別
永
住
権
者
を
中
心
と
し
た
在
日
同
胞
の
民
族
帰
属
意
識
は
、
世
代
に
よ
っ
て
異
な
る
。
朝
鮮
半
島
で
生
ま
れ
育
っ
た
在
日
第
一
世

は
、
祖
国
に
帰
り
た
い
と
い
う
「
祖
国
志
向
」
で
、
民
族
帰
属
意
識
は
言
う
ま
で
も
な
く
強
い
。
日
本
で
生
ま
れ
育
ち
、
日
本
語
を
母
語

と
し
、
日
本
に
継
続
し
て
定
住
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
き
た
第
二
世
は
、
日
本
社
会
で
適
応
し
て
生
き
て
い
く
と
い
う
「
日
本
生
活

志
向
」
に
変
わ
り
つ
つ
も
、
第
一
世
の
体
験
を
間
接
的
に
体
験
し
、
自
分
の
ル
ー
ツ
を
ご
く
身
近
に
感
じ
る
こ
と
に
よ
り
民
族
帰
属
意
識

を
か
な
り
残
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
・
四
世
に
な
る
と
祖
国
と
の
接
点
が
な
く
な
り
自
然
的
に
日
本
人
と
し
て
の
生
き
方
に
慣
れ

て
い
く
「
日
本
人
志
向
」
に
変
わ
り
、
祖
国
に
対
す
る
国
家
帰
属
意
識
も
民
族
帰
属
意
識
も
次
第
に
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
特
記
す
べ
き
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こ
と
は
三
・
四
世
の
「
日
本
人
志
向
」
は
日
本
社
会
へ
の
帰
属
意
識
と
は
異
な
る
。
彼
ら
は
日
本
人
と
違
う
名
前
か

ら
も
部
外
者
と
し
て
の
自
分
を
意
識
し
な
が
ら
、
日
本
に
も
祖
国
に
も
国
家
や
民
族
帰
属
意
識
が
感
じ
な
い
こ
と
か

ら
常
に
主
体
性
の
混
乱
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
一
部
の
人
は
日
本
式
の
通
名
を
使
っ
た
り
、
日
本
に
帰
化

し
た
り
す
る
道
を
選
ぶ
人
も
増
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
在
日
同
胞
の
主
体
性
の
混
乱
は
、
在
日
同
胞
社
会
が
自
由
意
思
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

日
本
の
植
民
地
支
配
の
副
産
物
と
し
て
生
ま
れ
た
「
非
自
発
的
動
員
型
」
移
住
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
日
本
政
府
の
排

他
的
な
外
国
人
政
策
、
そ
れ
に
、
分
断
さ
れ
対
立
す
る
祖
国
の
現
実
に
失
望
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
民
団
や
総
連
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
帰
属
意
識
や
民
族
帰
属
意
識
を
高
め
る
た
め
に
言
語
や
伝
統
文
化
、

祖
国
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
企
画
し
て
い
る
が
、
在
日
同
胞
の
祖
国
・
民
族
意
識
離
れ
を
止
め
る
こ
と
は
限
界
に

達
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

在
日
同
胞
は
、
戦
後
、
李
承
晩
政
権
か
ら
冷
遇
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
韓
国
交
正
常
化
以
降
は
経
済
・
政

治
面
で
韓
国
を
様
々
な
形
で
支
援
し
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
は
在
日
同
胞
企
業
家
に
よ
る
韓
国
投
資
が
韓
国
の
経

済
発
展
に
貢
献
し
、
同
時
期
に
一
部
の
在
日
同
胞
は
日
本
の
良
心
的
な
知
識
人
や
市
民
団
体
と
連
携
し
て
韓
国
の
民

主
化
を
支
援
し
た

（
47
）

。

在
日
同
胞
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
は
民
団
と
総
連
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
が
中
心
に
な
っ
て
二
〇
〇
一
年

に
結
成
し
た
「
在
日
韓
国
人
連
合
会
」
も
活
動
し
て
い
る
が
、
新
旧
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
交
流
は
儀
礼
的
な
レ
ベ
ル

で
あ
っ
て
共
同
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
な
い

（
48
）

。

韓国朝鮮人の帰化者推移

年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

帰化者数 9,689 8,531 8,546 7,412 7,637 6,668 5,656 5,581 4,331 4,744

 参照：日本法務省ホームページ（帰化許可申請者数等の推移）
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現
在
の
在
日
同
胞
社
会
は
、
か
つ
て
の
権
利
闘
争
や
権
利
獲
得
の
時
代
と
は
違
っ
て
、
日
本
社
会
の
一
員
と
し
て
い
か
に
日
本
社
会
に

貢
献
し
、
そ
こ
か
ら
自
分
ら
の
居
場
所
や
権
利
を
保
っ
て
い
く
か
を
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る

（
49
）

。

七　

お
わ
り
に

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
韓
人
在
外
同
胞
社
会
の
形
成
過
程
で
の
相
違
と
居
住
国
の
対
応
や
思
惑
に
よ
っ
て
中
・
米
・
日
三
ヶ
国
に
居
住

す
る
韓
人
在
外
同
胞
の
現
状
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

一
部
の
「
非
自
発
的
動
員
」
移
住
に
「
自
発
的
経
済
流
民
」
と
「
自
発
的
経
済
移
民
」
が
主
流
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
在
中
同
胞
は
、

中
国
公
民
と
し
て
の
国
家
帰
属
意
識
が
高
く
、
韓
人
と
し
て
の
民
族
帰
属
意
識
も
強
い
。
こ
う
し
た
結
果
は
、
在
中
同
胞
の
移
住
過
程
で

の
自
発
性
に
加
え
、
中
国
政
府
が
い
ち
早
く
か
ら
在
中
同
胞
を
中
国
人
の
一
員
と
し
て
認
め
た
こ
と
、
お
よ
び
少
数
民
族
に
対
す
る
政
策

的
配
慮
が
主
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
経
済
的
契
約
移
民
」
と
「
自
発
的
政
治
亡
命
」、「
自
発
的
経
済
移
民
」
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
在
米
同
胞
は
、
自
発
的
な
移
住
で
あ
る

こ
と
や
多
様
な
人
種
と
民
族
を
米
国
人
と
受
け
入
れ
る
米
国
の
移
民
政
策
に
後
押
し
さ
れ
、
米
国
の
市
民
権
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
が
高

く
、
米
国
人
と
し
て
の
国
家
帰
属
意
識
も
強
い
。
米
国
人
と
し
て
の
国
家
帰
属
意
識
が
高
い
反
面
、
韓
人
と
し
て
の
民
族
帰
属
意
識
は
薄

く
な
り
つ
つ
あ
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

「
非
自
発
的
動
員
型
」
移
住
を
根
幹
と
し
て
「
自
発
的
経
済
移
民
型
」
が
加
わ
る
形
で
形
成
さ
れ
た
在
日
同
胞
は
、
特
別
永
住
者
と
い

う
法
的
地
位
の
不
安
定
さ
や
日
本
社
会
か
ら
の
差
別
な
ど
に
よ
り
日
本
に
対
す
る
国
家
帰
属
意
識
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
帰
属
意
識
も
薄
い
。

そ
の
結
果
、
長
い
間
日
本
と
在
日
同
胞
社
会
は
、
共
生
・
協
力
関
係
で
は
な
く
対
立
・
葛
藤
の
関
係
が
続
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
結
果
は
、

六
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日
本
政
府
の
外
国
人
政
策
と
在
日
同
胞
の
形
成
過
程
で
の
非
自
発
性
と
い
う
要
因
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

在
外
同
胞
の
形
成
過
程
で
の
居
住
国
の
対
応
が
在
外
同
胞
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
性
格
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
分
か
っ
た
。
自
発
的
な

移
住
者
が
多
く
、
居
住
国
か
ら
公
民
権
や
市
民
権
が
認
め
ら
れ
た
中
国
や
米
国
で
は
多
様
な
分
野
で
多
様
な
目
的
を
持
っ
た
在
外
同
胞
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
結
成
さ
れ
、
盛
ん
に
活
動
し
て
い
る
。
一
方
、
在
日
同
胞
の
場
合
は
、
民
団
と
総
連
と
い
う
巨
大
組
織
が
存
在
し
て
在

日
同
胞
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
司
令
塔
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
的
地
位
な
ど
権
利
や
権
益
を
勝
ち
取
る
た
め
に
は
在
日

同
胞
の
力
を
集
中
・
統
一
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
代
の
経
過
や
日
本
政
府
の
在
日
同
胞
に
対
す
る
処
遇
改
善

な
ど
に
よ
り
民
団
と
総
連
の
機
能
低
下
が
著
し
く
な
り
、
こ
れ
が
両
組
織
か
ら
在
日
同
胞
の
離
脱
を
加
速
化
さ
せ
る
原
因
に
も
な
っ
て
い

る
。在

外
同
胞
社
会
に
お
け
る
新
旧
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
繋
が
り
や
協
力
関
係
は
、
移
住
の
継
続
性
と
の
関
連
性
が
強
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

中
国
や
日
本
の
場
合
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
移
住
し
た
新
韓
人
と
そ
れ
以
前
に
移
住
し
た
韓
人
と
の
関
わ
り
が
弱
く
、
旧
韓
人
社
会

と
新
韓
人
社
会
が
寸
断
さ
れ
た
形
で
共
存
し
て
い
る
。
在
米
同
胞
の
場
合
は
、
新
し
く
移
住
す
る
韓
人
が
ス
ム
ー
ズ
に
既
存
の
在
米
同
胞

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
溶
け
込
む
形
で
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
り
、
新
旧
移
住
者
の
間
の
寸
断
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
本
格
的
に
韓
人
が
米

国
に
入
り
始
め
た
一
九
四
五
年
以
降
、
数
の
差
は
あ
っ
た
も
の
の
、
絶
え
間
な
く
韓
人
の
米
国
入
り
が
続
き
、
こ
う
し
た
移
住
の
継
続
性

が
維
持
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

在
外
同
胞
社
会
と
韓
国
と
の
関
係
で
は
、
在
外
同
胞
形
成
期
の
朝
鮮
半
島
や
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
、
本
国
と
居
住
国
と
の
親

疎
関
係
、
そ
し
て
居
住
国
の
国
力
が
影
響
し
て
い
る
。

在
中
同
胞
と
韓
国
と
の
関
係
は
、
一
九
四
五
年
以
後
朝
鮮
半
島
の
分
断
と
、
中
国
も
参
戦
し
た
朝
鮮
戦
争
に
よ
り
断
絶
さ
れ
、
在
中
同
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胞
と
韓
国
は
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
交
流
が
始
ま
っ
た
も
の
の
、
政
治
面

で
の
結
び
つ
き
は
な
く
、
朝
鮮
族
労
働
者
の
韓
国
入
り
や
延
辺
地
域
に
対
す
る
韓
国
企
業
の
投
資
な
ど
、
経
済
面
で
の
交
流
が
中
心
に

な
っ
て
い
る
。

在
米
同
胞
は
、
戦
後
、
同
盟
国
に
基
づ
く
友
好
的
な
米
韓
関
係
を
背
景
に
米
国
で
の
定
着
を
果
た
し
、
韓
国
の
経
済
発
展
に
大
き
な
力

を
貸
し
た
。
加
え
て
、
軍
部
独
裁
な
ど
韓
国
政
治
に
失
望
し
て
米
国
に
移
住
し
た
知
識
人
ら
に
よ
る
民
主
化
運
動
に
対
す
る
支
援
は
、
韓

国
の
民
主
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
現
在
に
お
い
て
も
在
米
同
胞
の
先
進
民
主
主
義
の
経
験
や
多
元
的
な
価
値
観
な
ど
は
、
韓
国
の
民
主

主
義
発
展
に
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
南
北
分
断
解
消
の
代
案
と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

朝
鮮
半
島
の
分
断
状
況
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
た
在
日
同
胞
社
会
は
、
民
団
系
と
総
連
系
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
国
と
交
流
を

行
っ
た
。
戦
後
直
前
か
ら
一
九
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、
北
朝
鮮
と
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
は
韓
国

の
経
済
成
長
と
と
も
に
韓
国
と
の
交
流
が
主
流
を
成
す
こ
と
に
な
っ
た
。
総
連
系
の
在
日
同
胞
は
個
人
や
団
体
の
送
金
な
ど
を
通
じ
て
北

朝
鮮
を
支
援
し
、
民
団
系
は
企
業
の
投
資
や
技
術
な
ど
を
韓
国
企
業
に
提
供
し
て
韓
国
の
経
済
発
展
を
支
え
た
。
一
方
、
在
日
同
胞
の
一

部
の
知
識
人
は
韓
国
の
軍
部
独
裁
に
反
対
す
る
韓
国
内
の
民
主
化
勢
力
を
支
援
し
、
韓
国
の
民
主
化
の
一
助
と
な
っ
た
。

以
上
、
中
国
、
米
国
、
日
本
に
お
け
る
在
外
同
胞
社
会
の
形
成
過
程
と
現
状
を
鳥
瞰
し
て
そ
の
関
連
性
や
特
徴
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

今
後
は
こ
う
し
た
研
究
結
果
を
ふ
ま
え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
や
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
在
外
同
胞
政
策
の
在
り
方
を
模
索
し
て
見
る
。

（
1
） 

こ
こ
で
の
韓
人
は
韓
民
族
（
朝
鮮
民
族
）
の
血
統
を
受
け
つ
い
だ
人
々
や
そ
の
子
孫
を
総
称
す
る
。

（
2
） 

韓
国
外
交
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.m

ofa.go.kr/m
ain/index.jsp　

検
索
日
：
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
三
日
） 六

八



韓
国
の
在
外
同
胞
に
関
す
る
研
究
（
孔
）

（
六
九
）

（
3
） 

こ
こ
で
言
う
「
在
外
同
胞
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
は
、
す
べ
て
の
在
外
同
胞
を
構
成
人
と
す
る
「
在
外
同
胞
社
会
」
の
概
念
で
は
な
く
、
あ
る
目

的
や
活
動
を
前
提
と
し
て
在
外
同
胞
の
人
々
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
組
織
や
団
体
を
意
味
す
る
。

（
4
） 
在
外
同
胞
関
連
業
務
を
担
当
し
て
い
る
外
交
部
傘
下
の
公
共
機
関
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。

（
5
） 
イ
ム
チ
ェ
ハ
ン
・
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
ゴ
ン
『
在
外
韓
人
と
グ
ロ
ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
ハ
ン
ウ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
、
二
〇
〇
六
年
、
七
〇
│
七
五

頁
（
韓
国
語
）

（
6
） 

研
究
者
の
中
に
は
、
一
七
世
紀
半
ば
の
モ
ン
ゴ
ル
の
高
麗
侵
略
の
時
に
戦
争
捕
虜
と
し
て
強
制
に
中
国
に
連
れ
去
れ
た
韓
人
を
在
中
同
胞
の
始

ま
り
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
ソ
ン
チ
ュ
ン
イ
ル
、「
中
国
朝
鮮
族
共
同
体
の
過
去
と
現
在
、
未
来
」、
ソ
ン
シ
ン
女
子
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
主
催

『
在
中
同
胞
、
朝
鮮
族
、
そ
れ
か
ら
韓
中
関
係
』
国
際
学
術
大
会
、
二
〇
一
一
年
、
三
一
頁
。
イ
ジ
ョ
ン
ミ
『
朝
鮮
族
同
胞
社
会
の
現
状
と
発
展
方

向
』
在
外
同
胞
財
団
、
二
〇
一
〇
年
、
一
頁
）（
韓
国
語
）

（
7
） 

中
国
の
東
北
地
方
は
清
朝
を
建
国
し
た
満
州
族
の
発
祥
地
と
し
て
神
聖
な
と
こ
ろ
と
さ
れ
、
外
部
人
の
流
入
と
開
拓
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

（
8
） 

ジ
ョ
ン
ビ
ョ
ン
チ
ル
『
二
〇
世
紀
中
国
朝
鮮
族
二
〇
大
事
件
』
環
境
工
業
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
六
頁
（
韓
国
語
）

（
9
） 

イ
ジ
ョ
ン
ミ
、
前
掲
書
、
一
頁
（
韓
国
語
）

（
10
） 

ジ
ョ
ン
ビ
ョ
ン
チ
ル
、
前
掲
書
、
一
七
頁
（
韓
国
語
）

（
11
） 

イ
ム
チ
ェ
ハ
ン
・
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
ゴ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
〇
頁
（
韓
国
語
）

（
12
） 

同
右
、
一
九
一
頁
（
韓
国
語
）

（
13
） 

イ
ジ
ョ
ン
ミ
、
前
掲
書
、
一
頁
（
韓
国
語
）

（
14
） 

イ
グ
ァ
ン
ギ
ュ
、『
在
中
韓
人
』
一
朝
閣
、
一
九
九
四
年
、
二
一
│
二
四
頁
（
韓
国
語
）

（
15
） 

崔
学
松
、「
現
代
中
国
の
国
民
統
合
の
中
の
朝
鮮
族
社
会
│
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
を
中
心
に
│
」
法
政
大
学
第
二
二
回
韓
国
人
研
究
者

フ
ォ
ー
ラ
ム
『
中
国
朝
鮮
族
社
会
の
現
状
と
歴
史
的
課
題
』
二
〇
一
二
年
一
月
二
一
日
、
五
頁

（
16
） 

ジ
ョ
ン
ヨ
ン
ク
ッ
ク
、『
韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
に
関
す
る
研
究
』
国
民
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
〇
頁
（
韓
国
語
）

（
17
） 

韓
国
日
報
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
九
日
（
韓
国
語
）

六
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
七
〇
）

（
18
） 

ジ
ョ
ン
ヨ
ン
ク
ッ
ク
、
前
掲
書
、
一
一
二
頁
（
韓
国
語
）

（
19
） 

韓
国
日
報
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
九
日
（
韓
国
語
）

（
20
） 
崔
学
松
、
前
掲
書
、
六
頁

（
21
） 
在
外
同
胞
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.korean.net/portal/P

ortalV
iew

.do?　

検
索
日
：
二
〇
一
六
年
一
月
一
七
日
）

（
22
） 

延
辺
韓
国
人
（
商
）
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://hom

epy.korean.net/̃yanbian/w
w
w
/　

検
索
日
：
二
〇
一
六
年
一
月
二
六
日
）

（
23
） 

二
〇
一
五
年
八
月
一
五
日
か
ら
二
四
日
ま
で
に
筆
者
が
北
京
、
上
海
、
延
辺
、
青
島
で
行
わ
れ
た
韓
人
会
関
係
者
と
の
面
談
か
ら
得
ら
れ
た
証

言
。

（
24
） 

米
州
韓
人
総
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w
w
w
.koreanfedus.org　

検
索
日
：
二
〇
一
六
年
一
月
一
七
日
）

（
25
） 

同
右

（
26
） 

チ
ェ
ヒ
ョ
ッ
プ
・
バ
ク
チ
ャ
ン
ウ
ン
『
世
界
の
韓
民
族
（
三
）
米
国
・
カ
ナ
ダ
』
統
一
院
、
一
九
九
六
年
、
四
一
│
四
四
頁
（
韓
国
語
）

（
27
） 

米
州
韓
人
総
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.koreanfedus.org　

検
索
日
：
二
〇
一
六
年
一
月
一
五
日
）

（
28
） 

米
国
は
人
種
差
別
的
な
移
民
法
を
改
正
し
て
、
家
族
関
係
や
技
術
、
資
質
に
優
先
権
を
与
え
る
原
則
へ
と
修
正
し
た
。
主
な
内
容
は
、
①
米
国

市
民
権
者
の
配
偶
者
と
未
婚
の
子
供
、
②
永
住
権
者
の
配
偶
者
と
未
婚
の
子
供
、
③
専
門
職
の
従
事
者
と
芸
術
・
科
学
分
野
の
特
技
者
、
④
米
国
市

民
権
者
の
既
婚
子
供
、
⑤
市
民
権
者
の
兄
弟
、
⑥
米
国
が
必
要
と
す
る
一
般
就
業
移
民
、
⑦
共
産
主
義
国
家
か
ら
の
避
難
民
、
で
あ
る
。
イ
グ
ァ
ン

ギ
ュ
『
米
州
韓
人
移
民
百
周
年
史
』
米
州
韓
人
移
民
百
周
年
記
念
事
業
会
、
二
〇
〇
二
年
、
四
三
八
頁
（
韓
国
語
）

（
29
） 

米
州
韓
人
総
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.koreanfedus.org　

検
索
日
：
二
〇
一
六
年
一
月
一
七
日
）

（
30
） 

一
九
九
一
年
三
月
、
黒
人
青
年
が
高
速
道
路
で
白
人
警
察
官
に
集
団
暴
行
を
受
け
る
事
件
が
起
こ
っ
た
が
、
一
九
九
二
年
四
月
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
市
警
の
警
官
へ
の
無
罪
評
決
が
下
さ
れ
る
と
、
評
決
に
怒
っ
た
黒
人
た
ち
が
暴
徒
と
化
し
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
街
で
暴
動
を
起
こ
し
た
。
こ
の
暴

動
で
多
く
の
韓
国
人
商
店
が
襲
撃
さ
れ
、
大
き
な
被
害
を
被
っ
た
。

（
31
） 

チ
ェ
ヒ
ョ
ッ
プ
・
バ
ク
チ
ャ
ン
ウ
ン
、『
世
界
の
韓
民
族
』
統
一
院
、
一
九
九
六
年
、
一
二
一
│
一
二
六
頁

（
32
） 

二
〇
〇
八
年
八
月
に
行
っ
た
米
州
韓
人
総
連
合
会
関
係
者
と
の
面
談
か
ら
得
た
情
報
。

七
〇



韓
国
の
在
外
同
胞
に
関
す
る
研
究
（
孔
）

（
七
一
）

（
33
） 

韓
国
外
交
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.m

ofa.go.kr/m
ain/index.jsp　

検
索
日
：
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
三
日
）

（
34
） 

イ
ム
チ
ェ
ハ
ン
・
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
ゴ
ン
、
前
掲
書
、
二
〇
二
頁
（
韓
国
語
）

（
35
） 
同
右
、
二
〇
二
│
二
〇
三
頁
（
韓
国
語
）

（
36
） 
韓
日
民
族
問
題
学
会
『
在
日
朝
鮮
人
、
彼
ら
は
誰
絵
な
の
か
』
サ
ン
イ
ン
、
二
〇
〇
三
年
、
七
六
頁

（
37
） 

イ
ム
チ
ェ
ハ
ン
・
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
ゴ
ン
、
前
掲
書
、
二
〇
七
頁
（
韓
国
語
）

（
38
） 

水
野
直
樹
・
文
京
洙
『
在
日
朝
鮮
人
歴
史
と
現
在
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
一
一
九
頁

（
39
） 

イ
ム
チ
ェ
ハ
ン
・
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
ゴ
ン
、
前
掲
書
、
二
〇
八
頁
（
韓
国
語
）

（
40
） 

同
上
、
二
〇
九
頁
（
韓
国
語
）

（
41
） 

一
九
四
八
年
四
月
三
日
に
済
州
島
で
起
こ
っ
た
島
民
の
蜂
起
事
件
。
米
軍
政
や
韓
国
警
察
に
対
す
る
不
満
に
抗
議
す
る
島
民
を
韓
国
警
察
と
右

翼
青
年
団
な
ど
が
虐
殺
し
た
事
件
で
、
三
万
人
近
く
の
島
民
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
42
） 

在
日
本
大
韓
民
国
民
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://m

indan-tokyo.org/bbs/top.php　

検
索
日
：
二
〇
一
六
年
一
月
一
六
日
）

（
43
） 

帰
化
者

（
44
） 

外
国
人
登
録
令
第
一
一
条
「
台
湾
人
の
う
ち
法
務
総
裁
の
定
め
る
も
の
及
び
朝
鮮
人
は
、
こ
の
勅
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
外
国
人
と
み
な
す
」
昭
和
二
二
年
五
月
二
日
、
外
務
省
特
別
資
料
課
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
、
朝
鮮
人
、
台
湾
人
、
琉
球
人
関

係
』
二
三
頁

（
45
） 

田
中
宏
、
金
敬
得
編
『
日
・
韓
「
共
生
社
会
」
の
展
望
│
韓
国
で
実
現
し
た
外
国
人
地
方
参
政
権
』、
新
幹
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
五
│
三
六

頁
（
46
） 

し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
は
入
国
す
る
外
国
人
に
指
紋
採
取
と
顔
写
真
撮
影
を
義
務
づ
け
る
改
正
入
管
法
が
発
効
し
た
。

（
47
） 

例
え
ば
、
当
時
軍
事
政
権
か
ら
死
刑
宣
告
を
受
け
た
金
大
中
氏
の
救
命
運
動
を
展
開
し
て
貫
徹
さ
せ
た
。

（
48
） 

互
い
に
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
に
招
待
し
た
り
は
し
て
い
る
が
、
共
同
事
業
や
機
関
を
作
っ
て
協
力
す
る
こ
と
は
な
い
（
二
〇
一
五
年
九
月
二
〇
日

と
二
〇
一
六
年
二
月
八
日
に
行
っ
た
在
日
本
韓
国
人
連
合
会
の
関
係
者
と
の
面
談
か
ら
得
た
情
報
）。

七
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
七
二
）

（
49
） 

二
〇
一
五
年
九
月
一
二
日
に
行
っ
た
民
団
関
係
者
と
の
面
談
か
ら
得
た
情
報
。

こ
の
論
文
は
平
成
二
六
年
度
法
学
部
国
外
派
遣
研
究
の
成
果
物
で
あ
る
。

七
二



日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
谷
田
部
）

（
七
三
）

日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
雇
用
管
理
の
人
材
フ
ロ
ー
施
策
に
人
事
異
動
が
あ
る
。
人
事
異
動
を
広
く
捉
え
れ
ば
、
上
位
等
級
・

役
職
へ
の
昇
格
・
昇
進
、
同
一
企
業
内
の
異
な
る
部
門
・
職
種
・
勤
務
地
へ
の
移
動
、
さ
ら
に
は
グ
ル
ー
プ
内
を
含
め
異
な
る
企
業
へ
の

出
向
・
転
籍
な
ど
、
様
々
な
形
態
が
あ
る
。
筆
者
は
別
稿
（
1
）

で
人
事
等
級
制
度
の
飛
び
級
・
降
格
（
降
級
）
や
役
職
昇
進
制
度
、
つ
ま
り
縦

の
移
動
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、
同
一
企
業
内
で
の
他
部
門
・
部
署
や
他
職
種
・
職
務
、
他
事
業
所
へ
の
移
動
、
い
わ
ゆ
る
配

置
転
換
、
異
動
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
横
の
移
動
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
企
業
実
務
で
は
異・

な
る

部
署
、
職
種
、
事
業
所
へ
移
動・

す
る
こ
と
を
「
異
動
」
と
称
し
て
お
り
、
本
稿
で
も
そ
の
用
語
に
従
う
。

本
稿
で
考
察
す
る
企
業
内
人
事
異
動
と
し
て
の
配
置
転
換
（
配
転
）、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
組
織
の
活
性
化
、
適
材
適
所

論　

説

七
三
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に
よ
る
人
材
活
用
、
従
業
員
の
能
力
開
発
・
人
材
育
成
な
ど
、
多
様
な
目
的
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
目
的
も
重
要
で
あ
る
が
、

こ
れ
か
ら
は
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
面
も
重
視
す
べ
き
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
側
面
を
考
慮

す
る
場
合
は
、
従
業
員
の
意
思
を
尊
重
あ
る
い
は
配
慮
す
る
異
動
施
策
が
求
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
自
己
申
告
制
度
、
社
内
人
材
公
募

制
度
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
な
ど
で
あ
る
。
本
稿
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
横
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
、
前
段
で
理
論
的
に
整
理
し
、

多
角
的
に
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
後
段
で
は
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
と
働
き
が
い
の
観
点
か
ら
、
従
業
員
の
主
体
的
な
意
思
を
反
映
す

る
配
置
・
異
動
施
策
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
人
事
異
動
の
態
様
に
関
し
て
概
観
し
、
筆
者
な
り
に
人
事
異
動
を
定
義
づ
け
、
さ
ら
に

横
の
人
事
異
動
で
あ
る
配
置
転
換
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
な
目
的
、
役
割
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
今
後
の
方
向
性
と
し
て

筆
者
が
強
調
す
る
の
は
、
前
述
し
た
と
お
り
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
視
点
で
あ
る
。
次
い
で
、
日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
の
変

化
と
実
態
に
関
し
て
、
各
種
の
統
計
調
査
の
結
果
か
ら
多
角
的
に
把
握
す
る
。
ま
た
、
日
本
企
業
の
配
置
転
換
は
頻
繁
で
幅
が
広
い
と
い

う
通
念
に
つ
い
て
、
実
証
的
な
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
国
際
比
較
も
交
え
な
が
ら
検
証
す
る
。
本
稿
の
後
半
で
は
、
従
業
員
意
思
を
尊
重
、

反
映
す
る
配
置
・
異
動
施
策
に
つ
い
て
、
各
種
の
統
計
調
査
を
中
心
に
、
企
業
事
例
も
参
照
し
な
が
ら
そ
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

併
せ
て
、
従
業
員
意
思
反
映
型
の
配
置
転
換
を
補
完
す
る
人
事
施
策
に
関
し
て
、
や
は
り
統
計
を
参
考
に
し
な
が
ら
実
態
を
把
握
す
る
。

最
後
は
む
す
び
に
か
え
て
、
統
計
調
査
か
ら
み
た
労
働
者
の
職
業
生
活
設
計
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
確
認
し
た
う
え
で
、
従
業
員
の

キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
と
働
き
が
い
に
寄
与
す
る
企
業
の
支
援
策
、
支
援
方
法
と
そ
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

七
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二　

人
事
異
動
の
態
様
と
定
義
そ
し
て
目
的
、
機
能

1　

人
事
異
動
の
態
様

人
事
異
動
の
態
様
を
分
類
す
る
第
一
の
基
準
は
、「
縦
の
異
動
」
か
「
横
の
異
動
」
か
で
あ
る
。
縦
の
異
動
は
さ
ら
に
、
従
業
員
を
一

定
の
基
準
で
格
付
け
る
人
事
等
級
制
度
（
2
）

の
昇
級
（
昇
格
）、
降
級
（
降
格
）
と
、
課
長
、
部
長
等
の
役
職
制
度
上
の
昇
進
、
降
職
に
区
分
さ

れ
る
。
横
の
異
動
も
さ
ら
に
、
同
一
企
業
内
で
の
異
な
る
部
署
・
部
門
、
異
な
る
職
種
・
職
務
、
異
な
る
勤
務
地
へ
の
異
動
と
、
グ
ル
ー

プ
内
企
業
を
含
め
た
異
な
る
企
業
へ
の
応
援
・
派
遣
、
出
向
、
転
籍
な
ど
、「
企
業
内
」
か
「
企
業
外
」
か
と
い
う
基
準
で
区
分
さ
れ
る
。

実
際
に
は
、
縦
の
異
動
で
あ
る
昇
進
・
昇
格
が
、
同
一
企
業
内
で
の
横
の
異
動
で
あ
る
配
置
転
換
、
転
勤
と
併
せ
て
実
施
さ
れ
た
り
、
他

企
業
へ
の
出
向
・
転
籍
の
機
会
を
捉
え
て
昇
進
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
な
ど
、
縦
・
横
、
企
業
内
・
外
と
い
っ
て
も
、
現
実
的
に
は
こ
れ
ら

の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
人
事
異
動
が
実
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
の
異
動
時
期
が
設
定
さ
れ
て
い
る
「
定
期
異
動
」
と
随
時
実
施

さ
れ
る
「
不
定
期
異
動
」
と
い
っ
た
区
別
も
あ
る
。

本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
同
一
企
業
内
に
お
け
る
横
の
人
事
異
動
で
あ
り
、
定
期
異
動
か
不
定
期
異
動
か
は
問
わ

な
い
。
具
体
的
に
は
、
配
置
転
換
、
異
動
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
転
勤
な
ど
と
呼
ば
れ
る
態
様
で
あ
る
。
ま
ず
初
任
配
属
と
し

て
特
定
部
署
・
部
門
の
特
定
職
種
・
職
務
へ
の
配
置
が
あ
り
、
そ
の
後
、
通
常
は
一
定
年
数
経
過
後
に
別
部
署
・
職
務
へ
の
配
置
転
換

（
配
転
）
つ
ま
り
異
動
が
あ
っ
て
、
再
配
置
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
の
で
、
一
体
的
に
理
解
し
て
配
置
・
異
動
と
称
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
（
3
）

。
現
在
と
異
な
る
部
署
・
部
門
へ
の
異
動
だ
が
職
種
や
職
務
は
同
じ
場
合
が
あ
り
、
同
じ
部
署
・
部
門
内
の
異
動
で
も
異
な

る
職
種
・
職
務
の
場
合
が
あ
り
、
部
署
・
部
門
と
職
種
・
職
務
と
も
に
異
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
勤
務
地
が
現
在
と
異
な
る
事
業
所
に
異

七
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動
す
る
場
合
で
、
住
居
の
移
転
を
伴
え
ば
一
般
的
に
は
転
勤
と
い
う
が
、
や
は
り
異
動
す
る
職
能
部
門
や
職
種
が
同
じ
こ
と
も
異
な
る
こ

と
も
あ
る
。
な
お
、「
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
人
材
育
成
・
能
力
開
発
を
目
的
と
し
た
異
動
に
限
定
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
狭
く
解
釈
し
な
い
。

2　

人
事
異
動
の
定
義

人
事
異
動
に
関
し
て
包
括
的
に
定
義
し
た
例
は
あ
ま
り
な
い
が
、
西
川
清
之
に
よ
る
次
の
定
義
は
比
較
的
詳
し
い
。

「
人
事
異
動
と
は
、
昇
進
、
昇
格
な
ど
の
従
業
員
の
縦
移
動
と
、
配
置
転
換
、
出
向
・
転
籍
な
ど
の
横
移
動
を
総
合
し
た
概
念
で
、
採

用
管
理
（
イ
ン
フ
ロ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
や
退
職
管
理
（
ア
ウ
ト
フ
ロ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
と
と
も
に
雇
用
管
理
の
一
環
を
な
す
。
人
事
異

動
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
る
が
、
大
別
し
て
企
業
間
異
動
と
企
業
内
異
動
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
前
者
は
出
向
、
転
籍

を
指
し
、
後
者
は
、
職
務
・
職
種
変
更
や
勤
務
地
変
更
（
転
勤
）
な
ど
の
配
置
転
換
、
昇
進
・
昇
格
な
ど
を
含
む
（
4
）

」。

こ
の
定
義
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
筆
者
自
身
は
人
事
異
動
を
次
の
よ
う
に
や
や
網
羅
的
に
定
義
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。

「
①
人
事
異
動
は
、
採
用
管
理
、
退
職
管
理
と
と
も
に
雇
用
管
理
を
構
成
す
る
配
置
・
異
動
管
理
（
人
材
フ
ロ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
施
策

で
あ
り
、
②
昇
進
・
昇
格
（
昇
級
）、
降
職
・
降
格
（
降
級
）
な
ど
の
縦
の
異
動
と
、
配
置
転
換
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
転
勤
な

ど
の
横
の
異
動
、
③
同
一
企
業
内
の
異
動
と
、
グ
ル
ー
プ
内
を
含
む
異
な
る
企
業
へ
の
派
遣
、
出
向
、
転
籍
な
ど
の
異
動
、
④
時
期
を
設

定
し
た
定
期
異
動
と
、
随
時
実
施
す
る
不
定
期
異
動
、
⑤
会
社
主
導
で
実
施
さ
れ
る
異
動
と
、
従
業
員
の
意
思
を
反
映
し
て
実
施
さ
れ
る

異
動
、
な
ど
の
区
分
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
様
々
な
態
様
が
存
在
す
る
。」
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3　

人
事
異
動
の
目
的
、
機
能

人
事
異
動
は
、
経
営
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
、
そ
れ
に
対
応
す
る
経
営
戦
略
の
再
構
築
、
経
営
組
織
の
改
編
、
組
織
内
部
自
体
か
ら
の

要
請
、
従
業
員
か
ら
の
ニ
ー
ズ
な
ど
様
々
な
要
因
を
背
景
に
実
施
さ
れ
る
。
表
1
は
、
人
事
異
動
と
く
に
横
の
人
事
異
動
に
関
し
て
、
企

業
内
に
お
け
る
配
置
転
換
を
中
心
に
そ
の
目
的
あ
る
い
は
機
能
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
者
や
実
務
家
に
よ
っ
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る

目
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
5
）

。
そ
れ
を
筆

者
な
り
の
視
点
で
総
括
的
に
整
理
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
実
際
に
は
転
勤
や
、

他
企
業
へ
の
出
向
、
そ
れ
に
縦
の
人
事
異
動
で
あ
る
昇
進
・
昇
格
に
も
当
て
は

ま
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
掲
載
し
た
項
目
に
は
相
互
に
関
連
す
る
も

の
、
あ
る
い
は
機
能
的
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
項
目
も
存
在
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
関
し
て
も
う
少
し
説
明
す
る
と
、
①
組
織
の
改
編
に
伴

う
人
事
異
動
は
、
環
境
変
化
へ
の
対
応
、
経
営
戦
略
の
再
編
強
化
等
に
基
づ
く

最
も
基
本
的
な
異
動
で
あ
り
、
②
要
員
の
最
適
化
は
、
全
社
的
に
み
た
人
員
計

画
、
要
員
計
画
か
ら
組
織
間
の
人
員
バ
ラ
ン
ス
の
最
適
化
を
図
る
も
の
で
あ
り

①
と
密
接
に
関
連
す
る
。
ま
た
、
部
門
別
、
事
業
所
別
等
に
み
た
要
員
の
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
を
是
正
す
る
人
員
配
置
の
調
整
機
能
も
持
っ
て
い
る
。
③
戦
略
的
な

人
員
配
置
も
①
に
関
連
し
、
企
業
が
環
境
変
化
に
対
応
し
て
事
業
戦
略
を
展
開

す
る
に
あ
た
っ
て
、
戦
略
的
部
署
に
適
合
す
る
人
材
を
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ
と
で

表 1　人事異動としての配置転換の目的

①組織の改編（新設、廃止、拡大、縮小）

②要員（人員バランス）の最適化、人員配置の調整

③戦略的な人員配置

④適材適所、人材活用

⑤組織活性化、マンネリ解消・予防

⑥人的交流、人的ネットワークの形成

⑦職場風土の刷新、職場内人間関係の改善

⑧コンプライアンス（不正防止）

⑨従業員の能力開発・人材育成

⑩従業員の適性の発見・開発、適性の見極め・確認

⑪キャリア開発・形成

⑫従業員の意欲向上、動機づけ
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あ
る
。
④
適
材
適
所
は
人
と
仕
事
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
要
諦
で
あ
り
、
人
材
の
最
適
な
活
用
に
つ
な
が
る
。
⑤
配
転
に
よ
る
人
材
ミ
ッ

ク
ス
で
人
も
組
織
も
マ
ン
ネ
リ
が
解
消
・
予
防
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
異
質
の
視
点
が
加
わ
る
こ
と
で
組
織
の
活
性
化
を
も
た
ら
す
。
⑥

人
的
交
流
を
図
る
こ
と
は
、
部
門
間
の
知
識
、
技
術
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
化
に
寄
与
し
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
円
滑
化
と
と
も
に
各
部
門
が
連
携
し
た
業
務
遂
行
を
実
現
で
き
る
。
ま
た
、
配
転
は
⑦
職
場
風
土
の
刷
新
や
職
場
内
の
人
間
関

係
を
改
善
す
る
手
段
に
な
る
し
、
数
年
間
隔
の
異
動
は
⑧
不
正
防
止
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
順
守
）
に
役
立
つ
こ
と
も
あ
る
。

こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
組
織
や
企
業
そ
れ
自
体
の
ニ
ー
ズ
、
経
営
上
の
必
要
性
か
ら
み
た
配
置
転
換
の
目
的

で
あ
る
が
、
⑨
従
業
員
の
能
力
開
発
・
人
材
育
成
と
、
⑩
従
業
員
の
適
性
発
見
・
開
発
、
適
性
の
見
極
め
・
確
認
を
人
事
異
動
の
目
的
と

し
て
重
視
す
る
企
業
は
多
い
（
6
）

。
様
々
な
部
門
や
職
務
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
知
識
・
技
能
、
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
の
幅
が
広
が
っ
て
多
能

的
、
総
合
的
な
職
業
能
力
を
高
め
る
ほ
か
、
部
門
間
の
業
務
の
関
連
性
を
理
解
し
、
全
社
的
な
広
い
視
野
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。
業
務
遂
行
に
あ
た
っ
て
の
人
脈
形
成
に
も
役
立
つ
。
さ
ら
に
、
異
な
る
部
門
、
職
種
、
職
務
、
勤
務
地
の
経
験
は
、
⑪
従
業

員
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
7
）

を
促
進
す
る
。
配
置
・
異
動
に
よ
る
仕
事
経
験
の
連
鎖
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
や
Ｏ
ｆ

ｆ
─Ｊ
Ｔ
に
よ
る
能
力
開
発
の
機
会
が
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
を
実
現
す
る
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。
適
材
適
所
に
よ
る
人
材
活
用
と
マ

ン
ネ
リ
の
解
消
・
予
防
、
人
間
関
係
の
改
善
、
そ
れ
に
な
り
よ
り
も
能
力
開
発
・
人
材
育
成
と
適
性
発
見
・
開
発
・
確
認
、
キ
ャ
リ
ア
開

発
・
形
成
の
実
現
が
、
ひ
い
て
は
⑫
従
業
員
の
意
欲
向
上
と
動
機
づ
け
を
醸
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
配
置
転
換
（
異
動
）
の
目
的
に
は
企
業
経
営
に
直
接
的
に
資
す
る
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
能
力
開
発
・
人

材
育
成
や
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
な
ど
従
業
員
に
資
す
る
機
能
も
存
在
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
従
業
員
の
能
力
開
発
・
人
材
育
成
、

適
性
発
見
・
開
発
・
確
認
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
、
意
欲
向
上
、
動
機
づ
け
は
、
結
果
的
に
は
企
業
業
績
向
上
に
貢
献
し
、
企
業
経
営

七
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に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
。
そ
の
事
実
が
あ
る
か
ら
企
業
は
配
転
を
実
施
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
組
織
・
企
業
そ
れ
自

体
か
ら
み
た
目
的
、
機
能
も
重
要
だ
と
考
え
る
が
、
従
業
員
の
能
力
開
発
・
人
材
育
成
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
目
的
、
機
能
こ
そ
、

表
1
の
項
目
数
で
は
相
対
的
に
少
な
い
も
の
の
、
ウ
エ
イ
ト
的
に
は
同
等
か
む
し
ろ
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
と
く
に
こ
れ
か
ら
は
、
能

力
開
発
・
人
材
育
成
と
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
能
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

三　

日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
の
現
状

1　

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
要
素
の
継
続
と
配
置
・
異
動
の
変
化

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
主
な
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、
①
新
卒
・
定
期
・
一
括
採
用
、
②
異
動
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、

③
継
続
的
人
材
育
成
、
④
内
部
昇
進
制
、
⑤
定
期
昇
給
制
度
、
⑥
福
利
厚
生
制
度
、
⑦
一
律
定
年
制
で
あ
る
（
8
）

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ブ

シ
ス
テ
ム
は
中
堅
・
大
企
業
に
典
型
的
で
あ
っ
て
、
中
小
・
零
細
企
業
に
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
も
多
い
。
な
お
、
①
〜
⑦

の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
横
の
人
事
異
動
は
直
接
的
に
は
②
や
③
の
問
題
で
あ
る
が
、
①
や
④
も
関
係
し
、
そ

の
他
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
も
間
接
的
に
関
連
す
る
部
分
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
長
期
継
続
雇
用
慣
行
、
俗
に
い
う
終
身
雇
用
制
を
前
提
と
し
て
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で
の
一
連
の
制
度
・

施
策
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
職
業
能
力
や
適
性
が
不
分
明
な
新
規
学
卒
者
を
職
種
を
決
め
ず
社
員
と
し
て
一
括
採
用
し
、
初
任
配
属

す
る
。
そ
の
後
、
一
定
年
数
間
隔
で
部
門
や
職
種
、
勤
務
地
を
異
動
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
せ
な
が
ら
継
続
的
に
職
業
能
力
を
開
発
・
育

成
し
、
併
せ
て
適
性
も
発
見
・
開
発
・
確
認
し
、
適
材
適
所
で
配
置
し
、
人
材
を
有
効
に
活
用
す
る
。
縦
の
人
事
異
動
で
あ
る
役
職
や
等

級
の
昇
進
・
昇
格
は
、
横
の
人
事
異
動
と
併
せ
て
あ
る
い
は
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
実
施
す
る
。
定
年
ま
で
の
長
期
継
続
雇
用
を
前
提
に
、

七
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企
業
は
柔
軟
か
つ
広
範
な
人
事
権
を
獲
得
し
、
雇
用
調
整
と
し
て
の
配
置
・
異
動
を
実
施
し
、
環
境
変
化
や
経
営
戦
略
に
伴
う
組
織
の
新

設
、
改
廃
、
拡
大
、
縮
小
に
対
応
す
る
た
め
の
人
事
異
動
を
行
っ
て
き
た
。
今
日
で
も
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
前
記
の
サ
ブ
シ
ス
テ

ム
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
中
身
自
体
は
か
な
り
変
化
し
て
き
て
い
る
。
と
く
に
配
置
転
換
・
異
動
、
ジ
ョ

ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
従
業
員
意
思
の
反
映
や
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
で
の
従
業
員
の
主
体
性
、
自
律
性
の
要
請
（
9
）

は
本
稿
と
か
か

わ
っ
て
く
る
。
従
業
員
の
意
思
を
尊
重
、
反
映
す
る
配
置
・
異
動
の
具
体
的
な
内
容
は
項
を
改
め
て
検
討
す
る
。

2　

計
画
的
、
制
度
的
配
置
転
換
の
実
施
割
合

こ
こ
ま
で
に
、
日
本
企
業
で
は
多
様
な
目
的
で
人
事
異
動
を
実
施
し
て
い
る
と
述
べ
て
き
た
が
、
配
置
・
異
動
の
頻
度
は
や
は
り
中

堅
・
大
企
業
で
高
く
な
る
。
組
織
が
小
さ
く
て
部
署
の
数
が
限
ら
れ
、
職
種
や
職
務
の
種
類
が
少
な
く
、
事
業
所
の
数
も
少
な
い
中
小
・

零
細
企
業
で
は
、
ど
う
し
て
も
配
置
転
換
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
転
勤
の
機
会
は
限
定
さ
れ
る
。
配
置
転
換
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
定
期
異
動
で
は
な
く
、
欠
員
補
充
の
た
め
に
随
時
実
施
さ
れ
る
不
定
期
異
動
の
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
入
社
し
て
か
ら
定

年
で
辞
め
る
ま
で
、
同
じ
部
署
、
同
じ
職
種
・
職
務
し
か
経
験
し
な
い
例
も
希
有
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
考
察
す
る
の
は
主

に
中
堅
・
大
企
業
で
実
施
さ
れ
て
い
る
配
置
・
異
動
の
実
態
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
で
は
そ
の
中
堅
・
大
企
業
で
ど
の
く
ら
い
の
割
合
で
意
図
的
、
計
画
的
、
制
度
的
に
配
置
転
換
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
掲
表
2
は
労
務
行
政
研
究
所
が
上
場
企
業
を
中
心
に
三
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る
「
人
事
労
務

諸
制
度
実
施
状
況
調
査
」
の
結
果
で
あ
る
。
主
要
企
業
の
調
査
結
果
と
い
え
る
。
二
〇
〇
一
年
以
降
の
調
査
結
果
を
掲
載
し
て
あ
る
が
、

「
計
画
的
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
Ｃ
Ｄ
Ｐ
」
の
実
施
企
業
割
合
は
約
一
割
程
度
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
は
20
％
に
届
い
て
い
る
が
、

八
〇



日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
谷
田
部
）

（
八
一
）

民
間
機
関
調
査
の
回
答
企
業
は
変
動
す
る
の
で
、
次
回
の
調
査
結
果
を
み
な
け
れ
ば
実
施
割
合
が
増
加
し
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。

後
掲
表
3
は
、
産
労
総
合
研
究
所
が
や
は
り
三
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る
「
人
事
制
度
に
関
す
る
総
合
調
査
」
の
結
果
で
あ
る
。
労
務
行

政
調
査
と
は
調
査
対
象
と
回
答
企
業
が
異
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
表
3
に
よ
れ
ば
「
計
画
的
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」

の
実
施
企
業
は
二
〇
〇
七
年
に
は
34
・
7
％
に
達
し
て
い
た
。
た
だ
、
二
〇
一
〇
年
は
調
査
し
て
お
ら
ず
、
二
〇
一
三
年
は
入
社
後
一
〇

年
程
度
の
若
手
社
員
に
限
定
し
た
設
問
で
、
28
・
4
％
の
実
施
割
合
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｄ
Ｐ
（C

areer D
evelopm

ent P
rogram

＝
職
歴

開
発
制
度
（
10
）

）
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
別
に
設
問
し
て
い
る
。
各
年
と
も
10
％
台
が
続
く
が
、
最
新
調
査
年
の
二
〇
一
〇
年
に
は
16
・
1
％

で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
調
査
機
関
に
よ
っ
て
数
値
は
異
な
る
が
、
中
堅
・
大
企
業
で
も
計
画
的
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
や
Ｃ
Ｄ
Ｐ
の
実
施

割
合
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
つ
ま
り
、
厳
格
な
制
度
や
計
画
に
基
づ
き
な
が
ら
配
置
・
異
動
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
組
織
や

経
営
の
必
要
性
に
応
じ
て
柔
軟
に
配
置
転
換
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
が
実
態
だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
は
い
い
加
減
な
人
事
異
動
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
企
業
事
例
を
み
る
限
り
慣
行
や
緩
や
か
な
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
配

置
・
異
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

3　

限
定
正
社
員
の
存
在

前
述
し
た
よ
う
に
、
中
堅
・
大
企
業
に
比
べ
れ
ば
、
理
論
的
に
も
実
際
上
も
中
小
・
零
細
企
業
で
横
の
人
事
異
動
、
配
置
転
換
、
ジ
ョ

ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
堅
・
大
企
業
の
従
業
員
な
ら
誰
も
が
異
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
異
動

の
あ
る
こ
と
が
要
件
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
社
員
区
分
の
従
業
員
で
も
、
実
際
に
は
異
動
し
な
い
人
が
い
る
と
い
う
事
実
を
指
す
の
で
は

八
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な
く
、
制
度
的
に
異
動
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
従
業
員
の
区
分
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
契
約
社
員
、
嘱
託
、
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
非
正
規
社
員
と
は
異
な
り
、
雇
用
期
間
の
定
め
の
な
い
正
社
員
で
は
あ
る
が
、
職
種
・
職
務
が
限
定
さ
れ
た
社
員
、

勤
務
地
が
限
定
さ
れ
た
社
員
、
つ
ま
り
「
限
定
正
社
員
」
の
存
在
で
あ
る
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
「
総
合
職
」
に
対
す
る
「
一
般
職
」
は
、

部
門
、
職
種
や
勤
務
地
の
異
動
が
比
較
的
限
定
さ
れ
て
い
る
従
業
員
区
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
限
定
正
社
員
は
原
則
と
し
て
職
種
・

職
務
、
勤
務
地
が
限
定
さ
れ
て
い
て
、
職
種
間
、
勤
務
地
間
の
異
動
が
ほ
と
ん
ど
無
い
従
業
員
区
分
の
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
、「
一
般
職
」

と
「
限
定
正
社
員
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
筆
者
が
述
べ
る
よ
う
な
区
別
と
は
異
な
る
企
業
事
例
は
多
数
存
在
す
る
）。

厚
生
労
働
省
が
平
成
二
三
年
に
正
社
員
三
〇
〇
人
以
上
の
企
業
を
対
象
に
実
施
し
た
「
多
様
な
形
態
に
よ
る
正
社
員
」
に
関
す
る
調

査
（
11
）

に
よ
る
と
（
集
計
表
不
掲
載
）、
回
答
企
業
の
51
・
9
％
が
「
多
様
な
正
社
員
」（
本
稿
で
い
う
「
限
定
正
社
員
」）
の
雇
用
区
分
を
導
入
し
て

い
る
。
た
だ
し
こ
の
中
に
は
労
働
時
間
限
定
社
員
が
含
ま
れ
る
の
で
、
職
種
限
定
正
社
員
の
雇
用
区
分
が
あ
る
企
業
の
割
合
を
み
る
と

44
・
2
％
、
勤
務
地
限
定
正
社
員
の
雇
用
区
分
が
あ
る
企
業
割
合
は
19
・
2
％
で
あ
っ
た
（
複
数
回
答
）。
推
計
に
よ
る
該
当
従
業
員
数
の
割

合
を
み
る
と
、
多
様
な
正
社
員
（
限
定
正
社
員
）
は
全
体
で
32
・
9
％
、
職
種
限
定
正
社
員
は
28
・
0
％
、
勤
務
地
限
定
正
社
員
は
8
・
9
％

で
あ
る
（
複
数
回
答
）。
ま
た
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
平
成
二
七
年
に
常
用
労
働
者
五
〇
人
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
民
間
企
業
対

象
に
実
施
し
た
調
査
（
12
）

に
よ
る
と
（
集
計
表
不
掲
載
）、
何
ら
か
の
形
で
多
様
な
正
社
員
（
限
定
正
社
員
）
区
分
が
あ
る
の
は
規
模
計
で

35
・
5
％
、
職
種
・
職
務
・
職
域
限
定
の
区
分
が
あ
る
の
は
規
模
計
24
・
6
％
、
勤
務
地
限
定
の
区
分
が
あ
る
の
は
規
模
計
19
・
4
％
で
あ

る
（
複
数
選
択
）。
規
模
格
差
は
大
き
く
、
五
〇
〜
九
九
人
規
模
の
企
業
で
は
何
ら
か
の
区
分
あ
り
31
・
0
％
、
職
種
・
職
務
・
職
域
限
定

の
区
分
あ
り
21
・
9
％
、
勤
務
地
限
定
の
区
分
あ
り
15
・
1
％
な
の
に
対
し
て
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
で
は
そ
れ
ぞ
れ
62
・
2
％
、

40
・
0
％
、
45
・
0
％
で
あ
っ
た
（
複
数
選
択
）。

八
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日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
谷
田
部
）

（
八
三
）

中
小
・
零
細
企
業
の
場
合
は
、
仕
組
み
と
い
う
よ
り
も
実
態
と
し
て
職
種
・
職
務
や
勤
務
地
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
中

堅
・
大
企
業
で
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
の
よ
う
に
職
種
や
勤
務
地
を
限
定
し
た
従
業
員
区
分
を
制
度
、
仕
組
み
と
し
て
持
っ
て
い
る
企

業
が
少
な
く
な
い
し
、
適
用
従
業
員
数
の
割
合
で
み
て
も
異
動
を
前
提
と
し
な
い
社
員
は
一
定
の
割
合
で
存
在
す
る
。
ま
た
、
右
の
調
査

結
果
を
離
れ
て
考
え
て
も
、
特
定
の
国
家
資
格
・
公
的
資
格
が
必
要
な
業
務
、
例
え
ば
医
療
、
福
祉
、
運
輸
な
ど
の
職
種
に
従
事
す
る
労

働
者
は
、
職
種
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
日
本
企
業
に
お
い
て
部
署
・
部
門
、
職
種
・
職
務
、
勤
務
地
を
超
え
た
配
置
転
換
が
頻
繁
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

も
、
そ
う
で
な
い
従
業
員
層
も
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
を
調
査
結
果
か
ら
確
認
し
た
。
な
お
、
先
に
配
置
・
異
動
に
お
け
る
能
力
開

発
・
人
材
育
成
の
側
面
を
強
調
し
た
が
、
当
然
な
が
ら
配
置
転
換
だ
け
が
能
力
開
発
の
手
段
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
異
動
の
な
い
従
業
員

で
も
実
際
に
は
能
力
開
発
・
人
材
育
成
が
図
れ
る
こ
と
は
、
中
小
・
零
細
企
業
に
も
有
能
な
従
業
員
が
多
数
存
在
す
る
と
い
う
経
験
的
事

実
が
証
明
し
て
い
る
。

4　

若
手
社
員
と
管
理
職
層
の
配
置
転
換

配
置
転
換
の
目
的
は
年
齢
層
に
よ
っ
て
も
異
な
る
と
い
う
先
行
研
究
が
あ
る
。
若
年
層
の
方
が
人
材
育
成
目
的
の
配
置
転
換
が
多
く
、

ま
た
、
企
業
は
若
年
層
ほ
ど
部
門
を
超
え
る
ケ
ー
ス
も
含
め
て
積
極
的
に
配
転
を
行
う
。
一
方
、
年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
業
務
上
の
必
要
性
、

企
業
内
の
労
働
力
需
給
調
整
を
目
的
と
し
た
配
置
転
換
が
多
く
な
る
と
い
う
（
13
）

。
若
手
社
員
層
に
関
し
て
は
、
能
力
開
発
と
適
性
発
見
・
開

発
の
意
味
か
ら
配
置
転
換
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
し
、
部
門
・
部
署
間
の
異
動
に
も
企
業
は
積
極
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
し
た
配

置
転
換
の
実
施
目
的
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
勤
続
年
数
を
重
ね
、
仕
事
に
習
熟
し
た
中
堅
層
以
上
の
社
員
に
関
し
て
は
、
開
発
・

八
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育
成
し
た
職
業
能
力
を
適
材
適
所
で
発
揮
し
て
も
ら
う
た
め
に
配
置
・
異
動
す
る
と
い
う
の
も
、
組
織
ニ
ー
ズ
、
企
業
経
営
上
の
必
要
性

に
比
重
を
置
い
た
配
置
転
換
と
し
て
、
理
論
的
に
も
経
験
則
上
も
納
得
性
が
高
い
。

企
業
事
例
（
14
）

を
見
る
と
、
若
手
社
員
対
象
に
能
力
開
発
・
人
材
育
成
を
目
的
と
す
る
計
画
的
な
配
転
、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実

施
す
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
新
入
社
員
に
対
し
て
一
年
間
は
研
修
期
間
と
い
う
位
置
付
け
で
、
社
内
の
各
部
署
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
体

験
さ
せ
る
企
業
は
以
前
か
ら
存
在
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
卒
の
場
合
で
入
社
後
一
〇
年
程
度
、
あ
る
い
は
三
〇
歳
台
前
半

ま
で
の
若
手
・
中
堅
社
員
を
対
象
に
、
育
成
の
た
め
に
三
つ
の
職
能
分
野
、
部
署
を
経
験
さ
せ
る
企
業
事
例
が
あ
る
。
原
則
と
し
て
三
年

に
一
回
は
部
署
、
職
種
、
勤
務
地
を
異
動
さ
せ
る
企
業
、
あ
る
い
は
出
向
や
海
外
経
験
を
含
め
三
種
類
の
異
な
る
職
務
経
験
を
積
ま
せ
る

企
業
も
同
様
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
一
〇
年
間
、
三
年
ご
と
に
、
三
回
・
三
種
類
の
配
置
・
異
動
、
と
い
う
の
が
若

手
社
員
に
対
す
る
計
画
的
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
目
安
と
い
え
よ
う
。
科
学
的
な
根
拠
は
な
く
、
あ
く
ま
で
経
験
則
と
人
材
育
成
上

の
経
営
ポ
リ
シ
ー
か
ら
設
定
さ
れ
た
目
安
、
基
準
で
あ
る
。

こ
の
異
動
を
通
じ
て
、
職
務
能
力
・
知
識
・
技
能
を
高
め
、
仕
事
の
幅
を
広
げ
、
社
内
の
業
務
の
関
連
性
を
理
解
し
、
広
い
経
営
的
視

野
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
入
社
後
一
〇
年
前
後
ま
で
、
年
齢
で
い
え
ば
三
〇
歳
台
前
半
ま
で
の
社
員
層
は
、
職
業

人
と
し
て
の
基
本
的
能
力
の
育
成
期
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
り
、
実
際
、
経
験
上
こ
の
時
期
は
職
業
能
力
が
飛
躍
的
に
成
長
す
る
期
間
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
、
管
理
職
層
手
前
の
中
堅
・
熟
練
社
員
に
関
し
て
も
異
動
は
あ
り
、
例
え
ば
五
年
に
一
回
程
度
を
目
安
と
し
て
異
動
、

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
「
五
年
ル
ー
ル
」
な
る
基
準
を
設
け
る
企
業
も
あ
る
。
年
数
の
基
準
は
と
も
か
く
、
中
堅
・
熟
練
層
に
関

し
て
も
人
材
育
成
、
適
性
に
応
じ
た
配
置
、
あ
る
い
は
組
織
ニ
ー
ズ
か
ら
の
配
置
転
換
は
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
管
理
職
層
へ
の
昇

格
・
昇
進
を
審
査
す
る
際
、
三
種
類
以
上
の
異
分
野
、
あ
る
い
は
異
職
種
・
職
務
、
ま
た
は
出
向
・
海
外
勤
務
を
含
む
異
な
る
勤
務
地
を

八
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異
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・
形
成
（
谷
田
部
）

（
八
五
）

経
験
す
る
こ
と
が
必
要
条
件
に
な
っ
て
い
る
企
業
の
例
は
よ
く
目
に
す
る
。
た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
異
動
を
制
度
的
、
計
画
的
に

行
っ
て
い
な
い
中
堅
以
上
の
企
業
も
多
い
。
右
に
例
示
し
た
よ
う
な
企
業
事
例
が
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
は
配
置
転
換
を
実
施
す
る
の
は
管
理
職
層
に
な
る
ま
で
の
時
期
に
限
ら
な
い
。
管
理
職
層
に
関
し
て
も
、
企
業
の
経
営

戦
略
、
組
織
戦
略
に
応
じ
た
戦
略
的
な
人
材
配
置
と
し
て
の
異
動
が
実
施
さ
れ
る
。
ま
た
、
上
位
役
職
に
昇
進
す
る
際
に
は
、
別
部
門
、

別
部
署
に
異
動
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
選
抜
し
た
管
理
職
に
対
し
て
次
世
代
経
営
者
、
次
世
代
リ
ー
ダ
ー
を

育
成
す
る
た
め
に
戦
略
的
に
異
動
を
実
施
す
る
企
業
が
あ
る
（
15
）

。
対
象
に
な
る
の
は
課
長
ク
ラ
ス
か
ら
次
長
・
部
長
ク
ラ
ス
、
次
期
部
門
長

候
補
ま
で
幅
広
い
。
選
抜
型
研
修
の
実
施
と
併
せ
て
、
企
業
内
の
戦
略
的
な
部
署
へ
の
異
動
、
グ
ル
ー
プ
内
企
業
へ
の
出
向
、
海
外
現
地

法
人
へ
の
派
遣
な
ど
を
行
う
。
修
羅
場
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
者
と
し
て
の
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
際
、

所
属
部
署
の
上
位
役
職
へ
抜
擢
す
る
ほ
か
、
他
部
門
や
関
連
会
社
の
重
要
ポ
ス
ト
に
任
用
す
る
こ
と
が
多
い
。

5　

日
本
企
業
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
の
幅

日
本
の
企
業
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
幅
の
広
い
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
が
多
く
、
キ
ャ
リ
ア
の
幅
の
狭
い
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
は
少
な
い
と
い
う
通

念
に
対
し
て
、
調
査
結
果
に
基
づ
き
否
定
す
る
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
社
員
の
企
業
内
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
は
、
多
様
な

職
能
分
野
を
経
験
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
職
能
分
野
内
で
行
わ
れ
、
か
つ
そ
の
内
部
に
お
け
る
仕
事
経
験
の
幅
も
狭
い
。
つ
ま
り
、

職
業
能
力
は
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
当
て
は
ま
る
、
と
い
う
（
16
）

。
キ
ャ
リ
ア
の
幅
が
狭
い
の
が

「
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
と
い
う
用
語
の
是
非
は
と
も
か
く
（
17
）

、
日
本
企
業
に
お
い
て
社
員
が
必
ず
し
も
複
数
の
職
能
分
野
を
幅
広
く
経
験
す

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
調
査
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
。
約
二
〇
年
前
の
調
査
結
果
で
あ
る
が
、
現
在
よ
り
も
日
本
企
業
の
社
員

八
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
八
六
）

と
く
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
は
い
ろ
い
ろ
な
部
署
を
広
く
渡
り
歩
く
と
い
う
通
念
が
強
か
っ
た
時
期
に
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
今
日
で
は
、

企
業
と
社
員
双
方
が
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
よ
り
は
専
門
職
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
志
向
を
強
め
て
い
る
傾
向
が
あ
り
（
18
）

、

調
査
結
果
の
結
論
は
現
時
点
で
こ
そ
む
し
ろ
当
て
は
ま
る
内
容
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
同
調
査
よ
り
さ
ら
に
約
一
〇
年
近
く
前
に
実
施
さ
れ
た
個
別
企
業
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
関
す
る
実
証
研
究
で
、
大
卒
は
事

務
・
技
術
職
と
も
同
一
大
分
類
職
務
（
部
門
）
内
で
の
異
動
が
多
く
、
部
長
の
キ
ャ
リ
ア
を
分
析
し
て
も
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
で
な
い
こ
と
が

示
さ
れ
た
（
19
）

。
つ
ま
り
、
配
置
転
換
が
行
わ
れ
て
も
、
同
一
部
署
・
部
門
・
職
能
の
異
動
や
、
関
連
す
る
部
署
・
部
門
・
職
能
内
の
異
動
が

多
く
、
特
定
の
職
能
領
域
を
中
心
に
関
連
す
る
職
務
を
異
動
し
て
い
て
、
全
く
関
係
の
な
い
部
署
や
職
能
を
渡
り
歩
く
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
企
業
の
実
態
を
観
察
す
る
と
、
こ
の
研
究
結
果
は
今
日
の
状
況
で
も
妥
当
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う

実
態
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
前
述
し
た
よ
う
に
人
材
育
成
や
組
織
の
活
性
化
等
を
目
的
と
し
て
、
意
図
的
・
計
画
的
に
一
定
年
数
の
基
準
に

基
づ
き
異
部
門
、
異
職
種
、
異
勤
務
地
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
仕
組
み
を
作
る
企
業
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
の
大
卒
の
部
・
課
長
を
対
象
に
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
に
関
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
国

際
比
較
し
た
研
究
が
あ
る
。
勤
続
期
間
に
占
め
る
最
長
職
能
分
野
の
経
験
年
数
が
七
六
％
以
上
を
「
一
職
能
型
（
単
一
職
能
型
）」、
五
一

〜
七
五
％
を
「
主
＋
副
職
能
型
（
準
単
一
職
能
型
）」、
五
〇
％
以
下
を
「
複
職
能
型
（
複
数
職
能
型
）」
と
呼
べ
ば
、
日
本
は
単
一
職
能
型

39
・
2
％
、
準
単
一
職
能
型
30
・
4
％
、
複
数
職
能
型
30
・
4
％
と
各
職
能
型
に
ほ
ぼ
三
等
分
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
ぞ
れ
65
・
6
％
、

18
・
7
％
、
15
・
7
％
、
ド
イ
ツ
は
そ
れ
ぞ
れ
57
・
9
％
、
25
・
4
％
、
16
・
6
％
で
単
一
職
能
型
が
多
い
。
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
を
複
数
の
職
能

分
野
を
経
験
し
て
い
る
複
数
職
能
型
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
国
も
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
も
日
本
は
相
対
的
に
キ
ャ
リ
ア

の
幅
の
広
い
者
が
多
い
（
20
）

。
た
だ
し
、
日
本
企
業
に
お
い
て
配
置
転
換
が
多
い
と
い
っ
て
も
、
単
一
職
能
型
と
準
単
一
職
能
型
で
69
・
6
％

八
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を
占
め
て
お
り
、
や
は
り
特
定
職
能
を
中
心
と
す
る
異
動
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

四　

キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
た
め
の
人
事
異
動

1　

従
業
員
意
思
を
尊
重
、
反
映
す
る
配
置
・
異
動

日
本
企
業
に
お
け
る
従
業
員
の
配
置
と
く
に
新
卒
者
の
初
任
配
属
は
、
労
働
者
本
人
の
希
望
も
考
慮
す
る
が
、
会
社
に
よ
る
本
人
の
適

性
判
断
の
ほ
か
、
欠
員
補
充
、
配
置
転
換
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
後
任
、
各
部
門
・
部
署
か
ら
の
人
員
要
請
、
組
織
上
の
人
員
計
画
等
に

よ
り
会
社
主
導
で
決
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
三
│
1
」
で
述
べ
た
今
日
的
な
従
業
員
参
画
型
の
自
律

的
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の
後
の
配
置
転
換
で
本
人
の
意
思
を
ど
れ
だ
け
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
課
題
に

な
る
。
こ
れ
が
従
業
員
の
働
き
が
い
に
も
つ
な
が
る
。
筆
者
に
よ
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
定
義
に
も
、「
従
業
員
の
多
様
な
欲
求
に
対

応
」
す
る
こ
と
を
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
21
）

。
成
熟
し
た
相
対
的
に
豊
か
な
社
会
を
背
景
に
、
自
分
の
興
味
、
価
値
観
に
あ
っ
た
仕
事
、

能
力
を
発
揮
で
き
る
仕
事
を
志
向
す
る
従
業
員
が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
業
員
の
意
向
に
配
慮
し
、
従
業
員
の
意
思
を
反
映
し
、

意
欲
と
自
主
性
を
尊
重
す
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
た
め
の
人
事
異
動
施
策
と
し
て
は
、
自
己
申
告
制
度
、
社
内
人
材
公
募
制
度
、
社

内
Ｆ
Ａ
制
度
、
社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
制
度
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
キ
ャ
リ
ア
選
択
型
人
事
制
度
」
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
調
査
資
料
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
そ
の
今
日
的
な
状
況
を
検
討
す
る
（
22
）

。

⑴　

自
己
申
告
制
度

自
己
申
告
制
度
は
従
業
員
の
意
思
や
希
望
を
把
握
し
、
情
報
を
収
集
す
る
手
段
と
し
て
か
な
り
前
か
ら
多
く
の
企
業
で
実
施
し
て
い
る
。

表
2
（
労
務
行
政
研
究
所
「
人
事
労
務
諸
制
度
実
施
状
況
調
査
」）、
表
3
（
産
労
総
合
研
究
所
「
人
事
制
度
に
関
す
る
総
合
調
査
」）、
表
4
（
日
本
生
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産
性
本
部
「
日
本
的
雇
用
・
人
事
の
変
容
に
関
す
る
調
査
」）、
表
5
（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
社
内
公
募
制
な
ど
従
業
員
の
自
発
性
を
尊
重
す
る

配
置
政
策
に
関
す
る
調
査
」）
お
よ
び
後
掲
表
7
│
⑵
（
厚
生
労
働
省
「
能
力
開
発
基
本
調
査
」）
に
よ
る
と
、
調
査
機
関
や
調
査
年
に
よ
っ
て
も

異
な
る
が
、
回
答
企
業
の
五
割
〜
七
割
が
実
施
し
て
い
る
。
以
前
は
設
問
項
目
が
多
す
ぎ
た
り
、
自
分
の
性
格
な
ど
答
え
づ
ら
い
項
目
が

あ
る
な
ど
、
あ
ま
り
効
果
的
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
制
度
で
も
あ
っ
た
。
自
己
申
告
制
度
の
目
的
は
、
配
置
・
異
動
の
参
考
資
料
に
す
る
、

将
来
の
進
路
指
導
に
役
立
て
る
、
能
力
開
発
に
つ
な
げ
る
な
ど
様
々
だ
が
、
最
近
は
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
ツ
ー

ル
と
し
て
用
い
る
方
向
に
あ
る
。
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
に
よ
り
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
自
己
申
告
す
る
仕
組
み
の
企
業
が
多
い
。

申
告
す
る
項
目
は
、
①
過
去
お
よ
び
現
在
の
職
務
経
歴
、
②
現
在
の
担
当
職
務
・
業
務
に
関
す
る
質
的
、
量
的
な
適
合
度
、
満
足
度
、

③
現
在
の
職
務
・
職
場
に
対
す
る
意
見
、
提
案
、
④
キ
ャ
リ
ア
・
プ
ラ
ン
、
将
来
の
希
望
分
野
・
職
種
、
⑤
当
面
の
配
置
・
異
動
、
勤
務

地
の
希
望
、
⑥
過
去
の
教
育
・
研
修
歴
、
自
己
啓
発
歴
、
保
有
資
格
・
免
許
、
⑦
今
後
の
能
力
開
発
プ
ラ
ン
、
自
己
啓
発
プ
ラ
ン
、
⑧
家

庭
事
情
、
健
康
状
態
な
ど
の
配
慮
事
項
（
任
意
申
告
）、
⑨
自
由
意
見
記
述
、
な
ど
が
一
般
的
で
あ
る
。
自
己
申
告
制
度
を
効
果
的
に
運
用

す
る
に
は
、
自
己
申
告
シ
ー
ト
を
基
に
上
司
と
本
人
が
必
ず
面
談
を
し
、
部
下
の
意
思
を
尊
重
し
な
が
ら
も
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
、
能
力
開

発
プ
ラ
ン
等
に
対
し
て
上
司
が
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
ま
た
、
従
業
員
の
申
告
事
項
、
要
望
に
対
し
て
そ
の
可
否
を
含

め
会
社
側
か
ら
何
ら
か
の
形
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
や
レ
ス
ポ
ン
ス
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵　

社
内
人
材
公
募
制
度

社
内
人
材
公
募
制
度
（
一
般
的
に
は
単
に
社
内
公
募
制
度
と
い
う
）
は
、
会
社
あ
る
い
は
個
々
の
事
業
部
門
が
特
定
の
能
力
を
備
え
た
社
内

の
人
材
を
募
集
し
、
従
業
員
が
そ
れ
に
応
募
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
募
集
と
応
募
の
範
囲
を
グ
ル
ー
プ
企
業
全
体
ま
で
拡
大
し
て
い
る

例
も
あ
る
。
人
事
部
で
は
な
く
公
募
す
る
部
署
と
応
募
す
る
従
業
員
が
主
体
と
な
り
、
人
事
部
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
側
面
か
ら
援
助
、

八
八



日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
谷
田
部
）

（
八
九
）

表 2　配置・異動関連制度の実施状況推移⑴ ─単位：％─

調査年 2001年 2004年 2007年 2010年 2013年
集計社数 （372社） （260社） （229社） （221社） （214社）

計画的ジョブロー
テーション、ＣＤＰ 10.2 13.8 11.4 10.0 20.1
自己申告制度 53.0 55.8 45.4 48.4 42.1
社内公募制 12.1 21.5 21.4 18.1 16.8
社内ＦＡ制 1.3 4.2 4.8 4.1 7.0
社内ベンチャー 1.9 3.5 3.5 2.7 2.3
キャリア
カウンセリング 6.5 7.9 5.9 8.4
メンター制度 7.8 8.3 19.9 31.3

出所：労務行政研究所「人事労務諸制度実施状況調査（各年）」
　　　（2007年までは「人事労務管理諸制度実施状況調査」）
（注）1  ．調査対象は、全国証券市場の上場企業と、それに匹敵する非上場企業

（資本金 5億円以上かつ従業員500人以上）。
　　 2  ．調査結果は『労政時報』第3488号、第3628号、第3700号、第3773号、

第3847号に掲載。

表 3　配置・異動関連制度の実施状況推移⑵ ─単位：％─

調査年 2001年 2004年 2007年 2010年 2013年
集計社数 （467社） （305社） （213社） （193社） （243社）

計画的ジョブロー
テーション 23.3 32.5 34.7 （28.4）
ＣＤＰ 10.3 16.7 14.1 16.1
自己申告制度 62.1 60.3 67.6 65.8 60.6
社内公募制 16.9 20.0

 24.4
21.8 24.8

社内ＦＡ制 6.2 6.6
社内ベンチャー 4.7 4.9 6.6 1.6
キャリア
カウンセリング 6.9 7.9 8.0

 16.7  13.7
キャリア面談制度 24.4
メンター制度 6.6 6.9 14.1 12.6 11.6
キャリア開発研修 42.3 21.2 16.9

出所：産労総合研究所「人事制度等に関する総合調査（各年）」
（注）1  ．調査対象は、同研究所購読会員企業および上場企業で、調査企業数は

調査年によって異なり3,000社～6,000社。
　　 2  ．調査結果は『賃金実務』第895号、第962号、『人事実務』第1028号、第

1094号、第1094号に掲載。
　　 3  ．2013年の「計画的ジョブローテーション」は、新卒入社10年間程度の

若年層に限定した設問。
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表 4　配置・異動関連制度の実施状況推移⑶ ─単位：％─

調査年 集計社数 自己申告
制度

社内
公募制

社内
ＦＡ制

キャリア相談
支援体制

2001年 （339社） 34.5 2.7 8.0

2002年 （303社） 67.6 30.4 5.6 7.9

2003年 （251社） 36.3 9.2 10.0

2004年 （253社） 74.3 31.2 8.3

2005年 （254社） 72.4 41.4 10.2 17.3

2006年 （241社） 68.4 30.7 8.3 19.5

2007年 （173社） 40.5 7.5 23.7

2009年 （176社） 41.5 12.5 25.0

2012年 （154社） 39.6 23.4 14.9

2013年 （172社） 35.1 14.3

出所： 日本生産性本部「日本的雇用・人事の変容に関する調査（各年）」

（2007年までは「日本的人事制度の変容に関する調査」）

（注）　調査対象は全上場企業。

表 5　配置・異動関連制度の実施状況推移⑷ ─単位：％─

区分 集計社数 自己申告制 社内
公募制 ＦＡ制 キャリア

相談

全体計 （147社） 59.2 34.7 11.6 15.0

業
種
製造業 （74社） 58.1 43.2 13.5 17.6

非製造業 （72社） 61.1 26.4 9.7 12.5

企
業
規
模

999人以下 （60社） 46.7 16.7 5.0 1.7

1,000～

4,999人 （56社） 69.6 35.7 14.3 17.9

5,000人以上 （28社） 64.3 71.4 21.4 39.3

出所： 労働政策研究・研修機構「社内公募制など従業員の自発性を尊重する配

置政策に関する調査（2006年）」

　　　（JILPT　調査シリーズ№33、2007年 4 月）

（注）　調査対象は東京証券取引所（ 1部、 2部、マザーズ）の全上場企業。
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調
整
す
る
形
が
多
い
。
も
と
も
と
は
、
人
事
部
門
主
導
の
配
置
・
異
動
を
補
う
と
い
う
組
織
ニ
ー
ズ
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
最
近
は
従
業
員

に
対
し
て
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
機
会
を
提
供
す
る
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
表
2
〜
表
5
を
み
る
と
、
や
は
り
調
査
機
関
や

調
査
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
回
答
し
た
主
要
企
業
の
二
割
〜
四
割
が
実
施
し
て
い
る
。

社
内
人
材
公
募
制
を
類
型
化
す
る
と
、
①
新
規
事
業
立
ち
上
げ
型
、
②
人
材
発
掘
型
、
③
管
理
職
公
募
型
に
大
別
で
き
る
。「
新
規
事

業
立
ち
上
げ
型
」
は
、
新
設
事
業
部
の
要
員
を
募
集
す
る
場
合
や
、
既
存
部
門
の
新
規
事
業
案
件
や
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
立
ち
上
げ
時
に

そ
の
要
員
を
広
く
社
内
か
ら
公
募
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。「
人
材
発
掘
型
」
は
、
新
規
事
業
の
立
ち
上
げ
に
限
ら
ず
、
既
存
部
署
の
欠

員
補
充
や
増
員
、
海
外
要
員
の
募
集
に
際
し
て
、
特
定
の
職
務
に
適
性
を
持
っ
た
人
材
、
特
定
の
能
力
に
優
れ
た
人
材
を
募
集
す
る
形
態

で
あ
る
。
人
事
担
当
部
署
主
導
の
配
置
・
異
動
で
は
見
落
と
し
て
し
ま
う
人
材
と
組
織
の
マ
ッ
チ
ン
グ
が
実
現
で
き
る
。「
管
理
職
公
募

型
」
は
、
新
設
ポ
ス
ト
の
長
や
新
規
店
舗
の
店
長
を
公
募
す
る
場
合
と
、
既
存
組
織
の
長
や
既
存
店
舗
の
店
長
に
空
席
が
で
き
た
と
き
に

公
募
で
補
充
す
る
形
態
な
ど
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
従
業
員
側
か
ら
手
を
挙
げ
て
応
募
す
る
社
内
人
材
公
募
制
は
、
他
の
従
業
員
意
思
反
映
型
の
配
置
・
異
動
に
お
け
る
目

的
と
同
じ
く
、
多
彩
な
人
材
の
発
見
、
適
材
・
適
所
の
実
現
、
有
能
な
人
材
の
有
効
活
用
、
従
業
員
の
動
機
づ
け
の
ほ
か
、
キ
ャ
リ
ア
開

発
・
形
成
の
視
点
か
ら
み
た
自
律
型
人
材
を
育
成
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
限
定
的
で
な
く
全
社
的
な
部

門
・
部
署
、
職
種
・
職
務
を
対
象
に
実
施
す
れ
ば
、
受
入
側
の
部
署
が
人
材
を
選
択
で
き
る
側
面
も
有
す
る
か
ら
、「
社
内
求
人
制
度
」

に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
米
国
の
人
事
異
動
で
は
、
役
職
（post
）
や
職
位
（position

）
に
欠
員
が
出
た
と
き
は
ま
ず
社
内
で
募
集

し
、
そ
れ
で
補
充
で
き
な
い
と
き
は
社
外
に
公
募
す
る
と
い
う
。
わ
が
国
で
も
、
外
資
系
企
業
で
人
事
異
動
は
す
べ
て
社
内
公
募
と
後
述

す
る
社
内
Ｆ
Ａ
で
実
施
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
会
社
が
あ
る
。
た
だ
し
、
純
粋
な
日
本
資
本
の
中
堅
・
大
企
業
で
そ
こ
ま
で
徹
底
し
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て
い
る
会
社
は
お
そ
ら
く
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
。

⑶　

社
内
Ｆ
Ａ
制
度

社
内
求
人
型
の
人
材
公
募
制
に
対
し
て
、
従
業
員
側
か
ら
の
社
内
求
職
型
の
仕
組
み
と
し
て
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
が
あ
る
。
プ
ロ
野
球
の

Ｆ
Ａ
（F

ree A
gent

）
制
度
に
倣
っ
た
名
称
で
、
キ
ャ
リ
ア
チ
ャ
レ
ン
ジ
制
、
ジ
ョ
ブ
リ
ク
エ
ス
ト
制
な
ど
と
称
し
て
い
る
企
業
も
あ
る

が
、
一
般
的
な
名
称
と
し
て
は
「
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
」
が
定
着
し
て
い
る
。
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
に
も
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

り
、
一
つ
は
具
体
的
な
異
動
希
望
部
署
と
職
種
・
職
務
を
指
定
し
て
、
そ
の
部
署
に
直
接
応
募
す
る
方
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
希
望

す
る
部
署
、
希
望
職
種
・
職
務
、
自
己
の
能
力
な
ど
を
Ｐ
Ｒ
し
た
シ
ー
ト
を
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
上
で
全
社
的
に
登
録
・
掲
載
し
て
お
き
、

興
味
を
持
っ
た
部
署
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
を
待
つ
方
法
で
あ
る
。
実
際
に
は
企
業
に
よ
っ
て
形
態
は
多
様
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン

の
中
間
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

求
人
型
の
社
内
人
材
公
募
制
に
比
べ
、
求
職
型
の
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
は
後
発
の
制
度
で
あ
る
。
実
施
企
業
の
割
合
を
表
2
〜
表
5
で
み
る

と
、
調
査
機
関
に
よ
っ
て
は
実
施
率
10
％
未
満
が
続
い
て
お
り
、
二
桁
に
乗
っ
た
調
査
結
果
で
も
10
％
台
前
半
に
と
ど
ま
る
。
社
内
Ｆ
Ａ

制
度
は
、
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
成
果
・
業
績
主
義
の
拡
大
に
伴
い
、
大
企
業
を
中
心
に
導
入
す
る
企
業
が
増
加
し
た
。
成
果

や
業
績
を
反
映
す
る
処
遇
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
な
ら
、
従
業
員
に
も
仕
事
の
選
択
権
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
納
得
性
や

公
平
性
に
欠
け
る
と
い
う
の
が
導
入
理
由
で
あ
る
。
た
だ
し
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
の
ね
ら
い
は
成
果
・
業
績
主
義
へ
の
対
応
だ
け
に
限
定
さ

れ
ず
、
有
能
な
人
材
の
発
掘
と
活
用
、
人
材
の
最
適
配
置
な
ど
社
内
人
材
公
募
制
度
の
項
で
述
べ
た
諸
目
的
と
重
な
る
。
キ
ャ
リ
ア
選
択

の
自
由
度
ア
ッ
プ
、
職
務
選
択
の
機
会
拡
大
を
通
じ
た
自
律
型
人
材
の
育
成
と
い
う
目
的
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
調
査
結
果
を
み
る
と
主
要
企
業
で
も
実
施
割
合
が
低
い
実
態
は
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
の
運
用
が
難
し
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
実
施
企
業
の
割
合
が
横
ば
い
傾
向
に
あ
る
社
内
人
材
公
募
制
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
社
内
人
材
公
募
制
の
場
合
は
募

集
す
る
仕
事
に
求
め
ら
れ
る
職
務
要
件
や
能
力
要
件
の
厳
格
な
明
確
化
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
の
場
合
は
求
職
す
る
従
業
員
に
求
め
ら
れ
る
能

力
要
件
や
人
材
要
件
の
明
確
化
が
必
要
で
、
ま
た
、
両
制
度
に
共
通
す
る
事
項
と
し
て
は
応
募
し
て
不
合
格
だ
っ
た
従
業
員
に
対
す
る

フ
ォ
ロ
ー
、
メ
ン
バ
ー
が
転
出
し
た
職
場
の
欠
員
補
充
の
有
無
と
方
法
、
現
在
の
職
場
に
不
満
な
だ
け
の
応
募
者
の
チ
ェ
ッ
ク
、
応
募
者

の
減
少
傾
向
に
対
す
る
対
策
な
ど
、
実
務
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
両
制
度
と
も
、
現
状
は
依
然
と

し
て
会
社
主
導
、
人
事
担
当
部
署
主
導
に
よ
る
配
置
・
異
動
の
補
助
的
な
役
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
と
く
に
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
に
は
従
業

員
の
主
体
性
が
求
め
ら
れ
る
が
、
企
業
側
、
従
業
員
側
と
も
未
だ
労
働
者
個
人
に
よ
る
「
自
律
的
な
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
」
と
い
う
理

念
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
社
内
人
材
公
募
制
と
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
の
両
制
度
と
も
導
入
す
る
企
業
が
あ
る
。
現
状
で
は
単
に
両
制

度
を
併
存
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
両
制
度
を
関
連
さ
せ
て
運
用
す
る
企
業
も
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。
社
内
人
材
公
募
制

度
と
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
が
結
合
す
れ
ば
、「
社
内
求
人
・
求
職
制
度
」
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
わ
ば
社
内
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
も
呼

べ
る
仕
組
み
だ
が
、
現
段
階
で
は
先
駆
的
な
少
数
の
企
業
が
試
行
的
に
実
施
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

⑷　

社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
制
度

社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
制
度
は
、
従
業
員
か
ら
提
案
、
発
案
さ
れ
た
新
規
事
業
の
ア
イ
デ
ア
を
社
内
で
事
業
化
す
る
制
度
で
あ
る
。
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
は
日
本
経
済
活
性
化
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
個
人
が
独
立
し
て
起
業
す
る
に
は
設
備
、
資
金
、
経
営
ノ
ウ

ハ
ウ
な
ど
の
各
種
経
営
資
源
が
不
足
す
る
場
合
が
多
い
。
現
に
在
籍
し
て
い
る
企
業
の
経
営
資
源
が
利
用
で
き
る
な
ら
起
業
し
や
す
い
し
、

企
業
に
と
っ
て
も
従
業
員
の
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
、
企
画
が
新
規
事
業
と
し
て
成
功
す
れ
ば
経
営
に
プ
ラ
ス
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
従
業

九
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員
か
ら
提
案
さ
れ
た
新
規
事
業
の
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
・
ス
タ
デ
ィ
（F

easibility S
tudy

＝
事
業
化
調
査
）
を
行
っ

て
事
業
化
の
可
否
を
決
定
す
る
。
事
業
化
す
る
場
合
は
、
社
内
に
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
あ
る
い
は
新
規
事
業
部
を
立
ち
上
げ
、
発
案
し
た

従
業
員
が
そ
の
責
任
者
に
な
る
。
も
う
少
し
発
展
し
た
形
で
は
、
社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
い
い
な
が
ら
社
外
に
新
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
も

あ
る
。
発
案
者
も
出
資
し
て
分
社
化
さ
れ
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
代
表
者
に
な
る
が
、
現
在
の
会
社
に
籍
を
置
い
た
ま
ま
出
向
す
る
場
合

と
、
完
全
に
転
籍
す
る
独
立
型
と
が
あ
る
。
社
内
事
業
化
、
分
社
化
に
か
か
わ
ら
ず
会
社
か
ら
は
資
金
、
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
、
情
報
、
人
材

な
ど
の
支
援
が
な
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
配
置
・
異
動
と
は
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
が
、
働
く
業
種
や
職
種
、
能
力
を
発
揮
す
る
場
を
従
業
員
が
主

体
的
に
提
案
、
選
択
す
る
点
で
、
窮
極
の
従
業
員
意
思
反
映
型
の
人
事
異
動
と
い
え
る
。
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ

（E
ntrepreneurship

＝
起
業
家
精
神
）
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
企
業
内
で
生
か
す
仕
組
み
で
も
あ
る
。
事
業
の
継
続
と
撤
退
を
判
断
す
る
目
安
は
、

二
〜
三
年
以
内
で
単
年
度
黒
字
化
、
五
年
で
累
積
黒
字
化
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
成
功
例
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
導

入
企
業
の
割
合
は
表
2
の
調
査
で
2
〜
3
％
、
表
3
の
調
査
で
5
〜
6
％
程
度
に
し
か
過
ぎ
な
い
。

2　

従
業
員
意
思
を
反
映
す
る
人
事
異
動
の
補
完
的
制
度
・
施
策

前
項
で
検
討
し
た
従
業
員
意
思
を
尊
重
、
反
映
す
る
人
事
異
動
、
自
己
決
定
の
機
会
を
提
供
す
る
配
置
・
異
動
の
仕
組
み
は
、
従
業
員

に
対
し
て
主
体
性
、
自
律
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
シ
ビ
ア
な
制
度
で
も
あ
る
。
今
日
、
労
働
者
に
は
自
律
的
な

キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
（
23
）

、
現
段
階
で
労
働
者
の
多
く
に
主
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
が
で
き
る
能
力
が
備

わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
企
業
に
よ
る
様
々
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
実
際
に
も
企
業
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
支
援
施
策
を
実

九
四
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施
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
前
述
し
た
従
業
員
意
思
を
直
接
的
に
反
映
す
る
配
置
・
異
動
シ
ス
テ
ム
か
ら
み
る
と
そ
の
補
完
的
制
度
・
施
策

と
い
え
る
（
24
）

。

キ
ャ
リ
ア
に
関
し
て
従
業
員
が
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
策
と
し
て
、
比
較
的
導
入
し
や
す
い
の
は
上
司
等
と
の
面
談
で
あ
る
。
表

7
│
⑵
に
よ
る
と
、「
職
業
生
活
設
計
を
考
え
る
場
」
の
提
供
方
法
と
し
て
、
上
司
と
の
面
談
を
実
施
し
て
い
る
事
業
所
は
規
模
計
で

90
・
4
％
と
多
く
、
一
方
、
人
事
担
当
部
門
の
担
当
者
と
の
面
談
に
な
る
と
規
模
計
25
・
8
％
と
減
少
す
る
。
ま
た
表
4
で
は
「
キ
ャ
リ
ア

相
談
支
援
体
制
」
と
や
や
大
括
り
な
表
現
の
設
問
と
な
っ
て
い
て
、
調
査
年
に
よ
っ
て
変
動
が
あ
る
も
の
の
上
場
企
業
で
実
施
し
て
い
る

の
は
近
年
で
は
20
％
前
後
で
あ
り
、
表
5
の
「
キ
ャ
リ
ア
相
談
」
の
場
合
は
15
・
0
％
の
実
施
率
で
あ
る
。

相
談
支
援
を
も
う
少
し
具
体
的
な
「
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
あ
る
い
は
「
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
」
の
実
施
率
で

み
た
場
合
、
表
2
で
は
6
〜
8
％
、
表
3
は
キ
ャ
リ
ア
面
談
制
度
も
含
め
て
15
％
前
後
で
あ
る
。
表
6
（
厚
生
労
働
省
「
能
力
開
発
基
本
調

査
」）
の
結
果
で
は
、「
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
制
度
」
と
い
う
設
問
の
時
期
は
実
施
率
が
事
業
所
規
模
計
で
5
％
弱
だ
が
、

「
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
し
く
み
」
と
緩
や
か
な
設
問
に
な
っ
て
か
ら
は
20
〜
30
％
台
の
実
施
率
に
上
昇
し
た
。
た
だ
、

施
策
を
利
用
す
る
正
社
員
の
割
合
は
ま
だ
低
い
。
ま
た
、
表
7
│
⑵
は
職
業
生
活
設
計
を
考
え
る
場
を
提
供
し
て
い
る
事
業
所
を
一
〇
〇

と
し
た
割
合
な
の
で
、「
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
制
度
」
と
い
う
設
問
で
も
実
施
率
は
や
や
多
く
、
規
模
計
で
20
・
2
％
に
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
あ
る
い
は
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
ま
で
実
施
し
て
い
る
企
業
は
ま
だ
あ
ま
り

多
く
な
い
と
い
え
る
。
な
お
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
）
の
担
当
者
は
、
必
ず
し
も
当
該
企
業
の
従
業
員
で
は
な
く
、
外

部
機
関
や
外
部
人
材
に
委
嘱
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

次
に
、「
メ
ン
タ
ー
制
度
」
を
導
入
し
て
い
る
企
業
は
、
表
2
に
よ
る
と
二
〇
〇
七
年
8
・
3
％
、
一
〇
年
19
・
9
％
、
一
三
年
31
・
3
％

九
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と
急
激
に
増
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
表
3
に
よ
る
と
、
表
2

と
同
時
期
の
導
入
率
は
そ
れ
ぞ
れ
14
・
1
％
、
12
・
6
％
、

11
・
6
％
で
あ
る
。
も
と
も
と
メ
ン
タ
ー
制
度
と
は
、
人
生

経
験
と
職
業
経
験
の
豊
か
な
熟
達
し
た
年
長
者
が
、
会
社
の

後
輩
に
対
し
て
仕
事
だ
け
に
限
ら
ず
人
生
、
生
活
も
含
め
て
、

人
間
と
し
て
職
業
人
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る

制
度
を
指
し
て
い
た
（
25
）

。
た
だ
し
、
新
入
社
員
に
対
し
て
あ
ま

り
年
齢
が
離
れ
て
い
な
い
先
輩
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
ブ
ラ
ザ
ー

制
度
、
シ
ス
タ
ー
制
度
を
メ
ン
タ
ー
制
度
と
呼
ぶ
企
業
が
あ

る
な
ど
、
今
日
で
は
メ
ン
タ
ー
の
概
念
が
か
な
り
拡
大
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
表
2
の
実
施
率
が
高

い
の
は
そ
う
し
た
実
態
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

従
業
員
の
キ
ャ
リ
ア
自
律
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、「
キ
ャ
リ
ア
開
発
研
修
」
や
「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

研
修
」
を
実
施
す
る
企
業
が
増
え
て
き
た
。
キ
ャ
リ
ア
の
節

目
、
た
と
え
ば
三
〇
歳
（
前
後
）、
四
〇
歳
（
前
後
）、
五
〇

歳
（
前
後
）
の
従
業
員
を
対
象
に
、
一
泊
二
日
程
度
の
日
程

表 6　キャリア・コンサルティング等の実施割合と利用割合

 ─単位：％─

調査年度・
事業所規模

キャリア・コンサルティング
制度 調査年度・

事業所規模

キャリア・コンサルティング
を行うしくみ

導入事業所
 割合

利用正社員
 割合

実施事業所
 割合

利用正社員
 割合

2009年度 4.5 2.4 2012年度 23.8 13.0

2010年度 4.9 2.2 2013年度 33.5 13.2

2011年度 2014年度

事業所規模計 4.5 1.7 事業所規模計 28.5 13.0

30～49人 4.1 1.3 30～49人 26.2 8.2

50～99人 4.7 0.9 50～99人 28.5 9.3

100～299人 4.3 1.6 100～299人 31.8 12.1

300～999人 7.4 1.5 300～999人 42.2 13.7

1,000人以上 19.0 3.7 1,000人以上 66.6 25.5

出所：厚生労働省「能力開発基本調査（各年度）」

（注）1．2011年度までと2012年度以降では質問内容が異なる。

　　 2．2012年度以降は「キャリアに関する相談」の利用状況である。
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で
講
義
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
多
様
な
方
法
で
実
施
さ
れ
る
。
研
修
内
容
・
項
目
は
多
彩
で
、
企
業
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
①
キ
ャ

リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
の
必
要
性
の
理
解
、
②
自
己
の
適
性
、
能
力
、
価
値
観
の
分
析
、
③
自
己
の
人
生
観
、
仕
事
観
の
認
識
と
確
認
、
④
過

去
の
キ
ャ
リ
ア
（
職
務
経
歴
と
実
績
）
の
棚
卸
、
⑤
職
務
遂
行
能
力
の
自
己
評
価
、
⑥
過
去
の
研
修
受
講
歴
、
自
己
啓
発
履
歴
の
整
理
、
⑦

ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
自
分
史
）
の
作
成
、
⑧
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
＆
ラ
イ
フ
ビ
ジ
ョ
ン
の
作
成
、
⑨
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
・
プ
ラ
ン
の

作
成
、
⑩
中
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
・
プ
ラ
ン
と
能
力
開
発
計
画
の
作
成
、
⑪
短
期
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
作
成
、
⑫
個
人
別
の
キ
ャ
リ

ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
な
ど
で
あ
る
（
26
）

。
か
な
り
コ
ス
ト
や
時
間
、
手
間
暇
を
要
す
る
研
修
で
あ
り
、
表
3
に
よ
る
と
「
キ
ャ
リ
ア
開
発

研
修
」
の
実
施
率
は
二
〇
〇
七
年
42
・
3
％
、
一
〇
年
21
・
2
％
、
一
三
年
16
・
9
％
と
低
下
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
〇
七
年
は
い
わ
ば

異
常
値
で
あ
り
、
表
7
│
⑵
の
二
〇
一
二
年
度
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
策
定
の
た
め
の
研
修
」
の
実
施
率
が
規
模
計
15
・
2
％
で
、

過
去
の
同
調
査
の
企
業
規
模
計
実
施
率
が
12
〜
13
％
（
集
計
表
不
掲
載
）
だ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
15
〜
20
％
程
度
が
お
お
よ
そ
の

実
施
率
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
調
査
統
計
資
料
を
中
心
に
、
従
業
員
意
思
を
反
映
す
る
配
置
・
異
動
の
補
完
制
度
・
施
策
の
導
入
状
況
な
ど
に
関
し
て
み
て
き

た
。
調
査
機
関
や
調
査
年
に
よ
っ
て
実
施
率
は
一
様
で
な
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
大
ま
か
な
傾
向
は
把
握
で
き
た
と
思
う
。
た
だ
し
、
上

司
と
の
面
談
を
除
き
、
各
種
補
完
制
度
・
施
策
の
実
施
比
率
は
高
い
と
は
い
え
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
制
度
・

施
策
も
規
模
別
に
み
る
と
当
然
な
が
ら
規
模
の
大
き
い
企
業
の
方
が
総
じ
て
実
施
率
は
高
い
、
と
い
う
常
識
的
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

規
模
の
小
さ
い
企
業
で
は
そ
も
そ
も
配
置
転
換
の
頻
度
が
低
い
か
ら
で
あ
る
。

九
七
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五
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〇
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月
）

（
九
八
）

表 7　職業生活設計を考える場の提供方法

⑴　何らかの場を提供している事業所の割合 ─単位：％─

調査年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

事業所規模計 43.2 39.3 43.7 43.2

30～49人 42.1 35.6 41.8 41.7

50～99人 41.1 39.1 42.5 41.4

100～299人 45.9 45.7 48.0 46.6

300～999人 63.4 62.6 58.0 62.9

1,000人以上 80.1 80.6 78.1 75.3

⑵　場を提供している事業所の方法別割合（2012年度、複数回答） ─単位：％─

場の提供方法
事業所
規模計

30～
 49人

50～
 99人

100～
 299人

300～
 999人

1,000人
 以上

上司との面談 90.4 90.7 90.3 88.9 93.5 94.6

人事部門の担当者と
の面談 25.8 28.0 21.3 25.6 30.9 38.4

キャリア・コンサル
ティング制度 20.2 21.5 17.4 20.2 21.6 30.9

自己申告制度 50.7 48.0 50.1 53.9 67.6 67.2

階層別研修 38.4 33.1 36.2 47.9 67.2 77.5

キャリアプラン策定
のための研修 15.2 13.8 11.8 19.7 30.0 41.0

その他の研修 16.5 16.3 17.2 15.4 17.3 19.7

出所：厚生労働省「能力開発基本調査（各年度）」から⑴⑵とも筆者作成。

（注）1．⑴⑵とも正社員対象の集計。

　　 2．⑵は⑴で場を提供している事業所を100とした割合。

九
八



日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
谷
田
部
）

（
九
九
）

五　

従
業
員
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
と
企
業
の
支
援
―
む
す
び
に
か
え
て

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
労
働
者
の
「
職
業
生
活
設
計
」
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
（
第
三
条
）、
国
や
都
道
府
県
の
責
務
と
は
別
に
、

事
業
主
は
従
業
員
の
「
職
業
生
活
設
計
」
の
援
助
を
行
い
（
第
四
条
）、
労
働
者
も
「
職
業
生
活
設
計
を
行
い
、
そ
の
職
業
生
活
設
計
に
即

し
て
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」（
第
三
条
の
三
）
と
努
力
義
務
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
職
業

生
活
設
計
と
は
、
言
い
換
え
る
と
キ
ャ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
、
筆
者
の
用
語
に
引
き
寄
せ
れ
ば
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
こ
と
で
あ
る
。

表
8
は
、
厚
生
労
働
省
「
能
力
開
発
基
本
調
査
」
か
ら
、
正
社
員
を
対
象
と
し
た
「
職
業
生
活
設
計
の
考
え
方
」
に
関
す
る
質
問
の
結

果
に
つ
い
て
筆
者
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
対
象
や
企
業
規
模
区
分
が
現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
二
〇
〇
九
年
度
以
降
に
つ
い
て
三

年
間
隔
で
掲
載
し
て
い
る
。「
自
分
で
職
業
生
活
設
計
を
考
え
て
い
き
た
い
（
Ａ
）」
は
所
属
す
る
企
業
の
規
模
計
で
30
％
弱
、「
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
Ａ
（
Ａ́
）」
は
40
％
弱
、
両
者
の
合
計
つ
ま
り
自
分
で
考
え
て
い
き
た
い
と
い
う
社
員
は
70
％
弱
で
あ
る
。
や
や
規
模
の
大

き
い
企
業
に
所
属
す
る
正
社
員
の
方
が
割
合
は
高
い
が
、
あ
ま
り
規
模
格
差
は
な
い
。
一
方
、「
会
社
で
職
業
生
活
設
計
を
提
示
し
て
欲

し
い
（
Ｂ
）」
は
規
模
計
で
約
3
％
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
Ｂ
（
Ｂ́
）」
は
約
13
％
、
両
者
の
合
計
つ
ま
り
会
社
に
提
示
し
て
欲
し
い
と
い

う
社
員
は
約
16
％
で
、
こ
れ
も
所
属
す
る
企
業
規
模
に
よ
る
差
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
職
業
生
活
設
計
は
自
分
で
考
え
た
い
と
回
答

す
る
正
社
員
が
多
数
派
で
あ
る
。
し
か
し
、
職
業
生
活
設
計
に
関
連
す
る
何
ら
か
の
活
動
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
従
業
員
の
割
合
が
ど
の

程
度
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
表
7
│
⑴
（
厚
生
労
働
省
「
能
力
開
発
基
本
調
査
」）
で
職
業
生
活
設
計
を
考
え
る
場
を
提
供
し
て
い
る
事
業
所
の

割
合
を
み
る
と
（
二
〇
一
二
年
度
ま
で
し
か
調
査
し
て
い
な
い
）、
規
模
計
で
43
％
程
度
と
半
数
を
割
っ
て
い
る
。
ま
た
、
事
業
所
規
模
に
よ

九
九
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る
格
差
は
大
き
い
。
考
え
る
場
を
提
供
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
そ
の
方
法
を
み
た
の
が
前
掲
表
7
│
⑵
で
、
前
述
し
た
上
司
と
の
面

談
、
自
己
申
告
制
度
が
多
く
、
階
層
別
研
修
、
人
事
部
門
担
当
者
と
の
面
談
が
続
く
。
二
〇
〇
九
年
度
以
降
で
み
た
各
方
法
の
実
施
割
合

は
毎
年
度
と
も
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
な
の
で
、
二
〇
一
二
年
度
に
限
定
し
て
規
模
別
に
掲
載
し
た
が
、
や
は
り
規
模
格
差
は
大
き
い
。

表
8
で
は
、
職
業
生
活
設
計
は
自
分
で
考
え
た
い
、
つ
ま
り
キ
ャ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
を
自
分
で
主
体
的
に
行

い
た
い
と
い
う
回
答
が
多
か
っ
た
。
実
際
に
従
業
員
が
職
業
生
活
設
計
に
関
す
る
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
に
は
、
こ
う
し
た
従
業
員
の

意
欲
に
応
え
、
企
業
が
様
々
な
機
会
を
提
供
し
、
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
な
自
己
申
告

制
度
、
社
内
人
材
公
募
制
度
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
、
社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
制
度
な
ど
従
業
員
の
主
体
的
意
思
を
尊
重
、
反
映
す
る
配
置
・
異
動

制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
表
7
│
⑵
を
は
じ
め
前
述
し
た
各
種
の
補
完
的
制
度
・
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
業

員
の
主
体
性
、
自
律
性
を
重
視
す
る
が
、
一
方
で
企
業
も
そ
れ
に
対
し
て
各
種
の
支
援
策
を
整
備
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
観
点
か
ら
み
た
配
置
・
異
動
に
関
し
て
も
、「
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
有
効

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
を
支
援
し
、
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
配
置
・
異
動
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
従
業
員
の

意
思
や
希
望
を
多
様
な
方
法
、
多
様
な
チ
ャ
ネ
ル
で
日
常
的
に
吸
い
上
げ
、
顕
在
化
す
る
仕
組
み
を
制
度
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
自
己
申
告
制
度
の
ほ
か
、
前
述
し
た
補
完
的
制
度
・
施
策
、
と
く
に
上
司
や
人
事
部
門
の
担
当
者
に
よ
る
「
キ
ャ
リ
ア
面

談
」、
人
事
部
と
は
別
組
織
に
よ
る
「
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」、
職
業
人
生
の
節
目
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
開
発
研
修
」
が
従
業

員
の
主
体
的
決
断
を
支
援
す
る
施
策
と
し
て
こ
れ
か
ら
は
重
視
さ
れ
る
。

一
〇
〇



日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
谷
田
部
）

（
一
〇
一
）

表 8　職業生活設計の考え方別正社員割合

Ａ：自分で職業生活設計を考えていきたい

Ｂ：会社で職業生活設計を提示して欲しい

Ａ́：どちらかといえばＡ

Ｂ́：どちらかといえばＢ ─単位：％─

考え方 Ａ Ａ́ Ａ＋Ａ́

調査年度 2009年度 2012年度 2015年度 2009年度 2012年度 2015年度 2009年度 2012年度 2015年度

企業規模計 29.9 28.6 28.9 37.2 39.3 37.8 67.1 67.9 66.7

30～49人 28.0 27.2 30.2 31.2 35.4 28.2 59.2 62.6 58.4

50～99人 30.3 25.1 25.7 27.5 36.1 34.6 57.8 61.2 60.3

100～299人 27.5 24.6 27.6 37.2 37.2 36.2 64.7 61.8 63.8

300～999人 31.1 25.2 28.4 38.5 41.4 40.2 69.6 66.6 68.6

1,000人以上 31.0 33.0 30.1 41.6 41.9 40.4 72.6 74.9 70.5

考え方 Ｂ Ｂ́ Ｂ＋Ｂ́

調査年度 2009年度 2012年度 2015年度 2009年度 2012年度 2015年度 2009年度 2012年度 2015年度

企業規模計 3.3 3.1 3.2 11.9 12.7 12.7 15.2 15.8 15.9

30～49人 3.0 4.4 3.6 9.6 11.8 10.8 12.6 16.2 14.4

50～99人 4.7 3.6 4.5 12.0 13.5 11.7 16.7 17.1 16.2

100～299人 2.8 3.8 3.5 13.1 14.4 12.9 15.9 18.2 16.4

300～999人 3.4 3.1 2.9 13.5 13.4 14.6 16.9 16.5 17.5

1,000人以上 3.3 2.3 2.6 11.3 11.4 12.7 14.6 13.7 15.3

出所：厚生労働省「能力開発基本調査（各年度）」から筆者作成。

（注）1．正社員対象の集計。

　　 2．「その他｣「わからない」「不明」は掲載を省略した。
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政
経
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究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
〇
二
）

（
1
） 

谷
田
部
光
一
「
日
本
企
業
に
お
け
る
人
事
等
級
制
度
と
役
職
昇
進
制
度
」（『
政
経
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
三
号
、
二
〇
一
五
年
）。

（
2
） 

人
事
等
級
制
度
の
概
要
と
定
義
に
関
し
て
は
、
同
上
論
文
、
三
頁
│
一
五
頁
参
照
。

（
3
） 
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
編
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
キ
ャ
リ
ア
検
定
試
験
標
準
テ
キ
ス
ト
人
事
・
人
材
開
発
3
級
〔
第
2
版
〕』（
社
会
保
険
研
究
所
、

二
〇
一
四
年
）
一
〇
四
│
一
〇
五
頁
、
岩
出 

博
『
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｅ 

人
事
労
務
管
理
〔
増
補
版
〕』（
泉
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
一
七
八
頁
以
下
参

照
。

（
4
） 

西
川
清
之
『
人
的
資
源
管
理
論
の
基
礎
』（
学
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
一
五
頁
。

（
5
） 

人
事
異
動
、
配
置
転
換
の
目
的
に
言
及
す
る
文
献
は
多
い
。
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
清
水 

勤
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル 

会
社
人
事
入
門
』（
日

本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
）
二
三
一
頁
、
八
代
充
史
『
大
企
業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
キ
ャ
リ
ア
│
昇
進
と
異
動
の
実
証
分
析
│
』（
日
本
労
働

研
究
機
構
、
一
九
九
五
年
）
一
二
│
一
五
頁
、
大
橋
靖
雄
『
人
的
資
源
の
組
織
戦
略
│
貢
献
主
義
に
よ
る
複
線
型
管
理
│
』（
中
央
経
済
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
九
三
│
九
四
頁
、
村
上
良
三
『
人
事
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践
│
人
的
資
源
管
理
入
門
』（
学
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
八

│
一
〇
九
頁
、
今
野
浩
一
郎
・
佐
藤
博
樹
『
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
テ
キ
ス
ト 

人
事
管
理
入
門
（
第
二
版
）』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

九
八
頁
、
安 

煕
卓
『
人
的
資
源
管
理
入
門
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
四
年
）
九
二
│
九
三
頁
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。

（
6
） 

二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
労
務
行
政
研
究
所
『
労
政
時
報
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
主
要
企
業
一
五
社
の
事
例
か
ら
得

た
知
見
で
あ
る
。
参
照
し
た
掲
載
事
例
は
総
合
的
な
配
置
・
異
動
管
理
に
関
し
て
紹
介
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
社
内
人
材
公
募
制
度
、
社
内
Ｆ
Ａ
制

度
な
ど
に
限
定
し
て
紹
介
さ
れ
た
事
例
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
掲
載
後
に
社
名
や
内
容
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
参
照
事
例

の
具
体
的
な
企
業
名
は
省
略
す
る
。

（
7
） 

筆
者
は
、
客
観
的
な
仕
事
経
歴
、
職
業
経
歴
の
連
鎖
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
職
業
能
力
の
開
発
・
向
上
や
仕
事
自
体
の
高
度
化
、
プ

ロ
モ
ー
ト
（
上
方
移
動
）
を
実
現
す
る
こ
と
も
含
む
意
味
で
「
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。

（
8
） 

谷
田
部
光
一
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
頁
以
下
。

（
9
） 

同
上
書
、
七
頁
以
下
。

（
10
） 

Ｃ
Ｄ
Ｐ
と
は
、
全
社
的
人
材
育
成
指
針
に
基
づ
く
個
人
別
人
材
育
成
プ
ラ
ン
を
意
図
的
、
計
画
的
な
ジ
ョ
ブ･

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
能
力
開
発
、

一
〇
二



日
本
企
業
に
お
け
る
配
置
・
異
動
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
（
谷
田
部
）

（
一
〇
三
）

人
材
評
価
制
度
、
人
事
考
課
制
度
、
昇
進
・
昇
格
制
度
な
ど
で
体
系
的
に
運
用
し
、
人
事
情
報
シ
ス
テ
ム
で
統
合
す
る
長
期
的
、
総
合
的
人
材
育
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
（
同
上
書
、
五
五
頁
以
下
お
よ
び
七
九
頁
以
下
参
照
）。

（
11
） 
厚
生
労
働
省
に
設
置
さ
れ
た
「『
多
様
な
形
態
に
よ
る
正
社
員
』
に
関
す
る
研
究
会
」
の
た
め
に
、
平
成
二
三
年
度
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
と

し
て
実
施
さ
れ
た
「
多
様
な
形
態
に
よ
る
正
社
員
に
係
る
企
業
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」。
二
〇
一
一
年
七
月
〜
八
月
に
、
東
北
被
災
三
県
を
除
く
全
国

四
四
都
道
府
県
に
所
在
す
る
正
社
員
三
〇
〇
人
以
上
の
全
企
業
一
万
一
一
七
〇
社
を
対
象
に
実
施
し
、
有
効
回
答
は
一
九
八
七
社
。

（
12
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
改
正
労
働
契
約
法
と
そ
の
特
例
へ
の
対
応
状
況
及
び
多
様
な
正
社
員
の
活
用
状
況
に
関
す
る
調
査
」。

二
〇
一
五
年
七
月
〜
八
月
に
、
常
用
労
働
者
五
〇
人
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
全
国
の
民
間
企
業
二
万
社
を
対
象
に
実
施
し
、
有
効
回
答
は
四
八
五
四

社
。

（
13
） 

八
代
充
史
・
前
掲
書
、
三
二
頁
│
三
五
頁
。

（
14
） 

前
掲
注（
6
）参
照
。

（
15
） 

谷
田
部
光
一
「
人
材
育
成
に
お
け
る
選
択
型
研
修
と
選
抜
型
研
修
」（『
政
経
研
究
』
第
五
十
一
巻
第
三
号
、
二
〇
一
四
年
）
一
八
頁
以
下
参
照
。

（
16
） 

今
野
・
佐
藤
、
前
掲
書
、
九
九
頁
│
一
〇
〇
頁
。
当
該
部
分
の
記
述
は
、
佐
藤
博
樹
「
新
し
い
働
き
方
と
人
事
管
理
」
連
合
総
合
生
活
開
発
研

究
所
編
『
新
し
い
働
き
方
の
創
造
を
目
指
し
て
』（
連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
、
一
九
九
五
年
）
か
ら
の
引
用
。

（
17
） 

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
概
念
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『
専
門
・
プ
ロ
人
材
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
桜
門
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
18
） 

同
上
書
参
照
。

（
19
） 

今
田
幸
子
・
平
田
周
一
『
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
昇
進
構
造
』（
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
五
年
）
第
四
章
参
照
。
一
九
八
七
年
ま
で
の

デ
ー
タ
に
よ
る
実
証
研
究
で
あ
る
。

（
20
） 

佐
藤
博
樹
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
能
力
開
発
の
日
独
米
比
較
」
小
池
和
男
・
猪
木
武
憲
編
著
『
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
人
材
形
成
│
日
米
英
独
の
比

較
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
五
九
頁
│
二
六
一
頁
、
お
よ
び
今
野
・
佐
藤
、
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
│
一
〇
二
頁
。

（
21
） 

谷
田
部
光
一
「
こ
れ
か
ら
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
使
命
」（『
政
経
研
究
』
第
四
十
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
四
九
頁
│
五
〇
頁
。

（
22
） 

自
己
申
告
制
度
、
社
内
人
材
公
募
制
度
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
、
社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
制
度
に
つ
い
て
は
、
谷
田
部
・
前
掲
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ

一
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
〇
四
）

ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』
お
よ
び
同
『
専
門
・
プ
ロ
人
材
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
も
参
照
。

（
23
） 

谷
田
部
・
前
掲
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』
一
三
頁
│
一
四
頁
、
三
一
頁
│
三
二
頁
参
照
。

（
24
） 
同
上
書
、
三
三
頁
│
四
七
頁
参
照
。

（
25
） 
メ
ン
タ
ー
に
関
し
て
は
、
キ
ャ
シ
ー
・
ク
ラ
ム
、
渡
辺
直
登
・
伊
藤
知
子
訳
『
メ
ン
タ
リ
ン
グ
│
会
社
の
中
の
発
達
支
援
関
係
│
』（
白
桃
書

房
、
二
〇
〇
三
年
）、
小
野
公
一
『
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
お
け
る
メ
ン
タ
ー
の
役
割
│
看
護
師
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
中
心
に
│
』（
白
桃
書
房
、

二
〇
〇
三
年
）、
渡
辺
三
枝
子
・
平
田
史
昭
『
メ
ン
タ
リ
ン
グ
入
門
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
参
照
。

（
26
） 

谷
田
部
・
前
掲
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』
三
九
頁
│
四
四
頁
参
照
。 一

〇
四



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
〇
五
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義

│
社
会
福
祉
と
の
関
連
で

│

山　
　

口　
　

正　
　

春

一　

は
じ
め
に

二　

道
徳
哲
学
の
基
底
に
あ
る
幸
福
論

三　

道
徳
哲
学
に
お
け
る
経
済
学
の
位
置

四　

経
済
成
長
の
目
的

五　

理
不
尽
な
重
商
主
義
の
諸
政
策

六　

む
す
び
に
か
え
て

論　

説

一
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
〇
六
）

一　

は
じ
め
に

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
活
躍
し
た
の
は
、
ど
ん
な
時
代
か
。
当
時
の
情
勢
は
、
彼
の
関
心
や
所
説
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
こ
ん

な
疑
問
を
念
頭
に
、
彼
の
取
り
組
ん
だ
時
代
の
問
題
を
見
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
時
代
の
問
題
と
い
う
場
合
、
具
体
的
に
は
数
多
く
の
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
ス
ミ
ス
の
活
躍
し
た
時
代
の
歴
史
的
特
質
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
次
の
三
つ

に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
経
済
的
格
差
の
問
題
、
第
二
は
、
重
商
主
義
体
制
の
行
き

詰
ま
り
と
そ
の
打
開
の
問
題
、
第
三
は
、
以
上
の
二
つ
と
深
く
関
連
す
る
、
い
わ
ば
階
級
的
貧
困
の
問
題
で
あ
る
（
1
）

。

第
一
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農
村
で
は
古
い
中
世
の
農
村
共
同
体
の
制
度
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
維
持

さ
れ
て
い
た
。
ハ
イ
ラ
ン
ド
に
は
氏
族
制
が
、
ロ
ウ
ラ
ン
ド
に
は
封
建
制
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
農
具
の
幼
稚
さ
、

収
穫
の
低
さ
、
耕
作
者
の
地
位
の
劣
悪
さ
を
容
易
に
想
像
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
2
）

。
ス
ミ
ス
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
留
学
す
る
途
中
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
農
地
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
の
に
目
を
見
張
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
3
）

。
こ
う
し
た
遅
れ
の
自
覚
は
「
追
い
つ
き
、
追
い
こ

せ
」
と
い
う
意
識
を
生
ん
だ
。
こ
れ
が
、
活
発
な
文
化
活
動
を
生
み
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思

想
家
に
匹
敵
す
る
重
要
な
一
群
の
思
想
家
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。

先
進
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
後
進
国
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
こ
う
し
た
発
展
段
階
の
異
な
っ
た
部
分
を
目
前
に
し
た
こ
と
が
、
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
に
特
徴
的
な
鋭
く
豊
か
な
歴
史
感
覚
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
も
ま
た
、
鋭
く
豊
か
な
歴
史
感
覚
を

も
っ
て
豊
か
さ
へ
の
道
を
模
索
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
第
二
に
関
連
し
て
、
問
題
の
中
身
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
重
商
主
義
者
は
富
を
金
銀
な
ど
の
貴
金
属
と
考
え
、
国
を
豊
か
に
す

一
〇
六



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
〇
七
）

る
た
め
に
は
貿
易
統
制
を
用
い
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
貴
金
属
を
自
国
に
流
入
さ
せ
る
こ
と
だ
と
考
え
た
（
4
）

。
し
か
し
こ
の
政
策
体
系

は
、
国
内
市
場
の
開
発
よ
り
も
国
外
市
場
の
拡
大
に
力
点
を
置
き
、
対
外
的
に
は
力
に
よ
る
植
民
地
の
獲
得
、
国
内
的
に
は
低
賃
金
と
い

う
方
向
を
追
求
し
た
。
富
国
強
兵
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
や
フ
ラ
ン
ス
も
対
外
膨
張
政
策
を
採
っ
た
か
ら
、
し
ば
し
ば
戦
争
が
起
っ
た
の
も

当
然
で
あ
る
。
戦
争
の
繰
り
返
し
は
、
当
然
財
政
負
担
を
増
大
さ
せ
る
。
こ
の
重
商
主
義
政
策
を
重
荷
と
感
じ
は
じ
め
て
い
た
人
々
、
と

り
わ
け
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
気
持
ち
を
反
映
し
て
、
ス
ミ
ス
は
重
商
主
義
の
理
論
と
政
策
の
問
題
性
を
根
底
か
ら
暴
き
出
す
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
に
代
る
あ
る
べ
き
方
向
を
示
す
こ
と
、
こ
れ
が
彼
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
（
5
）

。

さ
て
最
後
に
、
第
三
の
貧
困
の
克
服
の
問
題
に
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
問
題
は
、
上
述
の
二
つ
の
問
題
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
経
済
的
遅
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
経
済
の
発
展
段
階
の
違
い
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
階
級
的
貧
困
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
一
七
世
紀
以
降
、
大
規
模
農
場
を
生
み
だ
し
た

土
地
の
「
囲
い
込
み
」
に
よ
っ
て
、
土
地
を
奪
わ
れ
た
農
民
が
新
興
の
産
業
都
市
に
流
れ
込
み
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
産
業
労
働
者
の
プ
ー

ル
に
な
る
と
同
時
に
、
近
代
の
ス
ラ
ム
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
土
地
の
「
囲
い
込
み
」
は
、
広
く
資
本
制
農
業
を
成
立
さ
せ
た
も
の
で
農
業
革
命
と
も
呼
ば
れ
、
一
七
六
〇
年
代
か
ら
産
業
革
命

に
並
行
し
て
進
行
し
た
。
ま
だ
機
械
制
大
工
業
の
下
で
の
悲
惨
な
光
景
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
資
本
主
義

の
成
立
と
と
も
に
生
ず
る
階
級
的
貧
困
の
問
題
を
ス
ミ
ス
が
視
野
に
入
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
6
）

。
バ
カ
ン
も
ス
ミ
ス
は
「
社
会
の
中
で

最
も
貧
し
い
階
級
に
対
す
る
関
心
が
強
か
っ
た
（
7
）

」
と
記
し
て
い
る
。

以
上
、
ス
ミ
ス
が
取
り
組
ん
だ
問
題
の
中
か
ら
、
小
論
で
は
、
第
三
の
階
級
的
貧
困
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
彼
が
如
何
に
貧
困
問
題
を

解
決
し
よ
う
と
し
た
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
よ
り
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
の
根
底
に
あ
る
彼
の
幸
福

一
〇
七



政
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五
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三
巻
第
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〇
一
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年
六
月
）

（
一
〇
八
）

論
を
踏
ま
え
、
ス
ミ
ス
が
当
時
、
社
会
の
大
多
数
の
人
民
が
貧
困
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
原
因
は
、
ど
こ
に
由
来
す
る
と
見
た
か
、
そ

し
て
貧
困
状
態
を
解
消
し
富
裕
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
勢
の
人
々
の
福
祉
向
上
に
寄
与
す
る
に
は
如
何
な
る
方
策
が
あ
る

と
考
え
て
い
た
の
か
、
こ
う
し
た
課
題
に
主
と
し
て
焦
点
を
当
て
、
ス
ミ
ス
の
見
解
を
紙
幅
の
許
す
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
1
） 

鈴
木
亮
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
時
代
と
学
問
」『
経
済
』、
第
一
四
六
号
、
新
日
本
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
浜
林
正
夫
・
鈴
木
亮
『
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
』、
清
水
書
院
、
一
九
九
六
年
、
Ⅰ
章
、
中
谷
武
雄
『
ス
ミ
ス
経
済
学
の
国
家
と
財
政
』、
ナ
カ
ニ
シ
ア
出
版
、
一
九
九
六
年
、
第
二
章
、
内

田
義
彦
『
経
済
学
史
講
義
』、
未
来
社
、
一
九
九
五
年
、
三
章
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

水
田
洋
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
』、
未
来
社
、
一
九
七
五
年
、
三
四
│
五
頁
。

（
3
） John R

ae, L
ife of A

d
am

 S
m

ith, w
ith an Introduction “G

uide to John R
ae’s L

ife of A
d

am
 S

m
ith

” by Jacob V
iner, 1977, 

p.18. 

Ｊ
・
レ
ー
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』（
大
内
兵
衛
・
大
内
節
子
訳
）、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
年
、
二
二
頁
。

（
4
） 

内
田
義
彦
、
前
掲
書
、
三
六
│
四
〇
頁
を
参
照
。

（
5
） 

内
田
義
彦
『
新
版　

経
済
学
の
生
誕
』、
未
来
社
、
一
九
九
四
年
、
六
七
│
九
一
頁
を
参
照
。

（
6
） 

鈴
木
亮
、
前
掲
論
文
、
二
一
八
頁
。

（
7
） 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
バ
カ
ン
『
真
説
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
：
そ
の
生
涯
と
思
想
を
た
ど
る
』（
山
岡
洋
一
訳
）、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
頁
。

二　

道
徳
哲
学
の
基
底
に
あ
る
幸
福
論

一
七
三
七
年
、
一
四
歳
で
ス
ミ
ス
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
入
学
し
た
が
（
1
）

、
彼
が
最
も
深
い
関
心
を
も
っ
て
研
究
し
た
の
は
道
徳
哲
学
で

あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
在
学
中
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ス
ン
の
影
響

一
〇
八



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
〇
九
）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
2
）

。

啓
蒙
の
時
代
に
あ
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
あ
る
大
学
の
道
徳
哲
学
の
講
座
は
、
ま
さ
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
学
問
と
思
想
を
代
表

す
る
講
座
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
道
徳
哲
学
は
際
立
っ
て
重
要
な
学
問
で
あ
っ
た
（
3
）

。
こ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
代
表
す
る
道
徳
哲
学
の
講

座
が
、
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
の
は
一
七
〇
八
年
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
続
い
て
一
七
二
七
年
に
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大

学
、
そ
の
他
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
や
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
大
学
に
設
け
ら
れ
、
当
時
、
進
歩
的
学
者
が
こ
れ
を
担
当
し
て
学
生
の

人
気
を
集
め
た
（
4
）

。
一
九
世
紀
に
な
る
と
社
会
諸
科
学
が
分
化
し
、
専
門
化
が
い
っ
そ
う
進
む
の
で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
に
は
、
人
間
と
社

会
の
全
般
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
学
問
と
し
て
の
道
徳
哲
学
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
ス
ミ
ス
は
、
一
七
五
二
年
に
病
死
し
た
ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
ギ
ー
に
代
っ
て
道
徳
哲
学
の
講
座
の
担
当
者
と
な
っ
た
が
（
5
）

、
ス
ミ
ス
の

弟
子
で
、
後
に
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
法
学
教
授
と
な
っ
た
Ｊ
・
ミ
ラ
ー
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
の
講
義
は
四

部
に
分
け
ら
れ
て
い
た
（
6
）

。
す
な
わ
ち
第
一
部
門
の
自
然
神
学
、
第
二
部
門
の
倫
理
学
、
第
三
部
門
の
法
学
、
第
四
部
門
の
経
済
学
で
あ

る
（
7
）

。
こ
れ
ら
の
四
部
門
の
う
ち
、
自
然
神
学
に
つ
い
て
は
全
く
手
掛
か
り
が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
倫
理
学
は
『
道
徳
感
情
論
』
に
結
実

し
、
経
済
学
は
『
国
富
論
』
に
発
展
し
た
。
法
学
に
つ
い
て
は
、
学
生
が
と
っ
た
ノ
ー
ト
が
後
に
二
冊
発
見
さ
れ
て
、
一
冊
は
一
七
六
二

年
〜
六
三
年
の
講
義
ノ
ー
ト
（
Ａ
ノ
ー
ト
）
で
あ
り
、
も
う
一
冊
は
一
七
六
三
年
〜
六
四
年
の
講
義
ノ
ー
ト
（
Ｂ
ノ
ー
ト
）
と
推
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
か
ら
ス
ミ
ス
は
五
九
年
に
『
道
徳
感
情
論
』
を
刊
行
し
て
か
ら
は
、
道
徳
哲
学
の
講
義
の
力
点
を
、
本

来
の
道
徳
哲
学
は
こ
の
著
作
に
任
せ
て
、
法
学
に
移
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た
経
済
学
は
、
ま
だ
未
成
熟
な
形
で
法
学
の
中
に
包

摂
さ
れ
て
い
た
が
（
8
）

、
や
が
て
こ
の
法
学
に
関
す
る
講
義
の
一
部
が
経
済
学
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
上
述
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
自
身
の
残
し
た
第
一
部
門
の
自
然
神
学
関
係
の
資
料
文
献
は
皆
無
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
他
部
門
の

一
〇
九
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ス
ミ
ス
の
言
葉
か
ら
次
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
の
自
然
神
学
（
9
）

は
、
神
の
存
在
と
そ
の
諸
属
性
に
関
す
る
学
問
で
あ
る

が
、
ス
ミ
ス
は
宇
宙
の
創
造
者
た
る
神
の
存
在
を
信
じ
て
お
り
、
神
そ
の
も
の
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は

神
や
教
会
を
必
要
と
し
な
い
、
い
わ
ば
冷
や
か
な
理
性
的
宗
教
で
あ
（
10
）

る
（
11
）

。
こ
の
点
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ス
ミ

ス
は
恐
ら
く
理
神
論
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
は
他
の
多
く
の
啓
蒙
思
想
家
と
同
じ
く
、
観
察
し
う
る
自
然
こ
そ
神
の
存
在
を
信
じ
る
に
足

る
理
由
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
自
然
の
過
程
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
説
明
は
、
神
学
か
ら
何
ら
の
支
援
も
必
要
と
し
な
い
、

自
称
の
科
学
的
企
て
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
（
12
）

。」

『
道
徳
感
情
論
』
に
見
ら
れ
る
「
神
聖
な
設
計
者
」「
偉
大
な
技
師
」「
宇
宙
の
管
理
者
」「
全
知
の
存
在
」「
自
然
の
創
造
者
」
な
ど
の

用
語
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
創
造
主
と
し
て
の
神
を
意
味
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
宇
宙
の
す

べ
て
の
住
民
が
、
最
も
偉
大
な
も
の
と
同
様
に
最
も
つ
ま
ら
ぬ
も
の
も
、
あ
の
偉
大
で
慈
愛
深
く
全
知
の
存
在
0

0

の
、
直
接
の
配
慮
と
保
護

の
も
と
に
あ
る
（
13
）

」
と
。
こ
の
ス
ミ
ス
自
身
の
立
場
は
、
恐
ら
く
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
立
場
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
（
14
）

。
新
宇
宙
観
で
一

世
を
風
靡
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
当
時
の
啓
蒙
知
識
人
は
、
多
大
の
恩
恵
を
受
け
た
の
で
あ
る
（
15
）

。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
業
績
、
と
り
わ
け
天
体

物
理
学
の
業
績
は
、
ス
ミ
ス
お
よ
び
同
時
代
の
多
く
の
啓
蒙
知
識
人
に
類
推
0

0

の
豊
か
な
源
泉
を
提
供
し
た
と
い
う
理
由
で
重
要
で
あ
っ

た
（
16
）

。
ス
ミ
ス
も
含
め
て
多
く
の
啓
蒙
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
自
然
と
い
う
大
宇
宙
を
一
つ
の
首
尾
一
貫
し
た
体
系
と
し
て

提
供
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
（
17
）

。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
体
系
を
人
間
社
会
に
類
推
し
、
適
用
し
た
と
想
像
で
き
る
。
ス
ミ
ス
は

「
人
間
社
会
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
一
定
の
抽
象
的
で
哲
学
的
な
見
方
で
眺
め
る
と
き
は
、
そ
の
規
則
的
で
調
和
あ
る
運
動
が
無
類
の

快
適
な
効
果
を
生
み
だ
す
、
偉
大
で
巨
大
な
機
械
の
よ
う
に
見
え
る
（
18
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
神
は
単
に
宇
宙
を
創
っ
た
だ
け
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
神

一
一
〇



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
一
一
）

は
全
被
造
物
の
幸
福
を
願
っ
て
慈
悲
深
く
見
守
っ
て
お
り
、
個
々
の
人
間
の
自
由
な
活
動
に
対
し
て
も
全
体
と
し
て
最
大
の
幸
福
と
調
和

を
与
え
る
べ
く
計
ら
っ
て
い
る
（
19
）

。
し
た
が
っ
て
こ
の
神
は
宇
宙
に
住
む
も
の
に
対
し
て
、
限
り
な
い
仁
愛
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼

は
こ
れ
を
普
遍
的
仁
愛
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
恩
師
ハ
チ
ス
ン
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
20
）

。
こ
う
し
た
見
解
を
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。「
宇
宙
と
い
う
偉
大
な
体
系
の
管
理
運
営
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
理
性
的
で
感
受
性
の
あ
る
存
在
の
普
遍
的
な
幸
福

に
つ
い
て
の
配
慮
は
、
神
の
業
務
で
あ
っ
て
人
間
の
業
務
で
は
な
い
。
人
間
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ず
っ
と
つ
ま
ら
な
い
部
門

で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
諸
能
力
の
弱
さ
と
彼
の
理
解
の
狭
さ
に
は
、
は
る
か
に
適
切
な
も
の
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
幸
福
に
つ
い
て
、

彼
の
家
族
、
彼
の
友
人
た
ち
、
彼
の
国
の
、
幸
福
に
つ
い
て
の
配
慮
で
あ
る
（
21
）

」
と
。

だ
か
ら
被
造
物
た
る
人
間
は
、
神
の
広
大
な
仁
愛
を
信
じ
て
、
彼
は
た
だ
自
ら
の
幸
福
や
周
囲
の
幸
福
だ
け
を
考
え
て
こ
れ
を
追
求
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
創
造
主
で
あ
る
神
の
意
志
に
も
叶
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
に
は
神
と
人

間
と
の
自
然
的
分
業
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
は
分
業
論
の
経
済
学
者
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
真
に
相
応
し
い
起
点
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
言
っ
て
い
る
。「
人
類
の
幸
福
は
、
他
の
す
べ
て
の
理
性
的
被
造
物
の
幸
福
と
同
様
に
、
自
然
の
創
造
者

0

0

0

0

0

0

が
彼
ら

を
存
在
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
意
図
し
た
本
来
的
な
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
創
造
者
の
無
限
の
諸
完
成
に
つ
い

て
の
抽
象
的
な
考
察
に
導
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
到
達
す
る
こ
の
意
見
は
、
自
然
の
諸
作
用
の
検
討
に
よ
っ
て
、
な
お
一
層
確
認
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
作
用
は
す
べ
て
、
幸
福
を
促
進
し
、
悲
惨
に
対
し
て
防
衛
す
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
道
徳
的
諸
能
力
の
指
図
に
応
じ
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
に
、
人
類
の
幸
福
を
促
進
す
る
た
め
の
最
も

効
果
的
な
手
段
を
追
求
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
神
的
存
在

0

0

0

0

に
協
力
し
て
、
神
慮

0

0

の
計
画
を
わ
れ

わ
れ
の
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
推
し
進
め
る
の
だ
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
る
（
22
）

」
と
。

一
一
一
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こ
う
し
て
ス
ミ
ス
の
自
然
神
学
は
結
局
、
人
間
の
自
己
中
心
的
幸
福
の
追
求
が
神
慮
に
よ
っ
て
、
人
類
一
般
の
普
遍
的
幸
福
に
結
び
つ

く
と
い
う
、
極
め
て
楽
観
的
な
調
和
観
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
こ
の
宗
教
的
楽
観
主
義
は
、
前
述
し
た
彼
の
恩
師
ハ

チ
ス
ン
か
ら
の
継
承
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ジ
ョ
ン
・
レ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ハ
チ
ス
ン
は
新
時
代
に
属
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
導
き
の
手
を
自
然
の
光
の
う
ち
に
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
の
最
良
に
し
て
恵
み
深
き
神
を
発
見
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
神
と
は
、
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
生
き
給
う
も
の
で
あ
り
、
神
の
意
志
は
神
秘
的
な
奇
跡
や
摂
理
か
ら
知
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
く
し
て
、
人
類
の
よ
り
大
な
る
利
益
│
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
│
に
つ
い
て
の
広
汎
な
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
べ
き
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
（
23
）

。」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
ミ
ス
の
自
然
神
学
に
あ
っ
て
は
、
人
間
の
現
世
で
の
幸
福
追
求
活
動
＝
利
己
心
の
発
動
が
神
慮
に
よ
っ
て
、
人

類
の
現
世
で
の
幸
福
に
結
び
つ
く
と
い
う
、
楽
観
的
態
度
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
大
道
安
次
郎
は
「
こ
の
幸
福
論
が
第
一
部

門
の
中
枢
的
な
地
位
を
占
め
る
」
と
同
時
に
、「
こ
の
幸
福
論
が
道
徳
哲
学
全
体
に
対
し
て
も
ケ
ル
ン
を
な
す
も
の
（
24
）

」
と
し
て
い
る
。『
国

富
論
』
に
お
い
て
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
自
ら
の
思
想
の
拠
り
所
を
求
め
、
中
世
哲
学
へ
の
徹
底
的
な
批
判
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
現
世
に
お
け
る
人
間
の
幸
福
が
最
も
重
要
で
彼
の
道
徳
哲
学
の
眼
目
で
あ
っ
た
（
25
）

。

彼
に
と
っ
て
、
人
間
の
幸
福
の
基
礎
は
生
存
0

0

つ
ま
り
生
き
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
が
人
間
の
本
能
で
も
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス

自
身
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
自
己
保
存
と
種
の
増
殖
は
、
自
然
が
、
す
べ
て
の
動
物
の
形
成
に
あ
た
っ
て
意
図
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
、
大
目
的
な
の
で
あ
る
。
人
類
は
、
そ
れ
ら
の
目
的
に
つ
い
て
の
欲
望
と
、
そ
の
反
対
物
へ
の
嫌
悪
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
26
）

」
と
。

ス
ミ
ス
が
生
存
と
本
能
を
、
来
世
の
幸
福
よ
り
も
重
視
し
た
の
は
、
彼
が
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
後
継
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ

り
、
彼
の
古
代
文
化
へ
の
尊
敬
も
、
人
間
の
本
来
の
姿
を
古
代
文
化
の
中
に
見
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
態
度
と
共
通
の
も
の
を
も
っ
て
い

一
一
二



ア
ダ
ム
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ス
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成
長
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意
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（
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）

（
一
一
三
）

た
か
ら
で
あ
る
（
27
）

。

（
1
） 
山
崎
怜
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
イ
ギ
リ
ス
思
想
叢
書
⑥
）、
研
究
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
頁
。

（
2
） 

難
波
田
春
夫
『
ス
ミ
ス
・
ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）、
一
九
九
三
年
、
二
六
頁
。

（
3
） 

田
中
秀
夫
『
啓
蒙
の
射
程
と
思
想
家
の
旅
』、
未
来
社
、
二
〇
一
三
年
、
九
二
│
三
頁
、
同
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
と
は
何
か
：
近
代
社
会

の
原
理
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
三
一
│
四
頁
を
参
照
。

（
4
） C

f. W
.L
.T
aylor, F

ran
cis H

u
tch

eson
 an

d
 D

avid
 H

u
m

e as P
red

ecessors of A
d

am
 S

m
ith

, 1965, ch. 1, 2. 

Ｗ
・
Ｌ
・
テ
ー
ラ
ー

『
ハ
チ
ス
ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
・
ス
ミ
ス
：
経
済
学
の
源
流
』（
山
口
正
春
・
川
又
祐
訳
）、
三
恵
社
、
二
〇
〇
七
年
、
第
一
、
二
章
を
参
照
。

（
5
） 

水
田
洋
、
前
掲
書
、
九
二
頁
。

（
6
） 

大
道
安
次
郎
『
ス
ミ
ス
経
済
学
の
生
成
と
発
展
』、
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
、
二
六
│
七
頁
、
新
村
聡
『
経
済
学
の
成
立
』、
御
茶
の
水
書

房
、
一
九
九
四
年
、
第
六
章
を
参
照
。

（
7
） C

f. D
ugald S

tew
art, “A

ccount of the L
ife and W

ritings of A
dam
 S
m
ith, L

L
.D
.” in E

ssays on
 P

h
ilosoph

ical S
u

bjects, 

edited by W
.P
.D
. W
ightm

an, J.C
.B
ryce, and I.S

.R
oss, G

lasgow
 E
dition, 1980, pp.274-5. 

デ
ュ
ー
ゴ
ル
ド
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
『
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
と
著
作
』（
福
鎌
忠
恕
訳
）、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
四
年
、
一
一
│
二
頁
を
参
照
。

（
8
） 

浜
林
正
夫
・
鈴
木
亮
、
前
掲
書
、
五
〇
│
一
頁
、
一
一
九
│
二
〇
頁
を
参
照
。
植
村
邦
彦
『
近
代
を
支
え
る
思
想
：
市
民
社
会
・
世
界
史
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
四
五
頁
。

（
9
） 

理
神
論
と
も
い
う
。

（
10
） C
f. A
.L
.M
acfi e, T

h
e In

d
ivid

u
al in

 S
ociety : P

aper on
 A

d
am

 S
m

ith
,1967, ch.3. 

マ
ク
フ
ィ
ー
『
社
会
に
お
け
る
個
人
』（
舟
橋
喜

恵
・
天
羽
康
夫
・
水
田
洋
訳
）、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
四
七
年
、
第
三
章
を
参
照
。

（
11
） 

大
河
内
一
男
は
「
理
神
論
な
い
し
自
然
宗
教
は
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
期
に
固
有
の
信
仰
と
い
う
よ
り
は
神
の
理
解
の
仕
方
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ

一
一
三
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五
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巻
第
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（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
一
四
）

か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。（
大
河
内
一
男
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
人
類
の
知
的
遺
産
42
）、
講
談
社
、
昭
和
五
四
年
、
四
一
三
頁
。）

（
12
） 

Ｄ
・
Ｄ
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
哲
学
思
考
』（
久
保
芳
和
訳
）、
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
、
四
一
│
二
頁
。

（
13
） A

dam
 S
m
ith, T

h
e T

h
eory of M

oral S
en

tim
en

ts, edited by D
.D
.R
aphael and A

.L
.M
acfi e, G

lasgow
 E
dition, 1976, p.235.

（
以

下
、T

M
S

と
略
記
）。
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
四
七
〇
頁
。（
以
下
、
邦
訳
と
略
記
。
た
だ
し
訳
文
は
必
要
に

応
じ
て
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

（
14
） D

avid A
. R
eism
an, A

d
am

 S
m

ith
’s S

ociological E
con

om
ics, 1976, pp.42-3.

（
15
） 

ケ
ネ
ス
・
ラ
ッ
ク
ス
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
失
敗
：
な
ぜ
経
済
学
に
モ
ラ
ル
が
な
い
の
か
』（
田
中
秀
臣
訳
）、
草
思
社
、
一
九
九
六
年
、
二
三

頁
。

（
16
） Ian S

im
pson R

oss, T
h

e L
ife of A

d
am

 S
m

ith
, 1995, pp.98-102. 

Ｉ
・
Ｓ
・
ロ
ス
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』（
篠
原
久
・
只
腰
親
和
・
松

原
慶
子
訳
）、
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
・
フ
ェ
ア
ラ
ー
ク
東
京
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
〇
│
三
頁
。

（
17
） J.R

alph L
indgren, T

h
e S

ocial P
h

ilosoph
y of A

d
am

 S
m

ith
, 1973, pp.4-6.

（
18
） 

T
M

S
, p.316.　

邦
訳
、
三
九
九
頁
。

（
19
） 

大
道
安
次
郎
、
前
掲
書
、
六
八
頁
。

（
20
） 

田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
神
学
』、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
六
五
│
八
頁
を
参
照
。

（
21
） 

T
M

S
, p.237.　

邦
訳
、
四
七
二
頁
。

（
22
） 

T
M

S
, p.166.　

邦
訳
、
二
一
四
│
五
頁
。

（
23
） John R
ae, op.cit, p.12.　

邦
訳
、
一
五
頁
。

（
24
） 

大
道
安
次
郎
、
前
掲
書
、
七
九
頁
。

（
25
） 

美
馬
孝
人
「
労
働
者
状
態
論
：
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
」『
北
大
経
済
学
』
第
一
三
号
、
北
海
道
大
学
大
学
院
経
済
研
究
会
、
一
九
六
八
年
を
参

照
。

（
26
） 

T
M

S
, p.77.　

邦
訳
、
一
二
〇
頁
。

一
一
四



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
一
五
）

（
27
） 

水
田
洋
、
前
掲
書
、
一
八
五
頁
。

三　

道
徳
哲
学
に
お
け
る
経
済
学
の
位
置

さ
て
、
そ
れ
で
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
彼
の
道
徳
哲
学
の
講
義
の
重
点
を
第
一
部
門
の
自
然
神
学
か
ら
第
四
部
門
の
経

済
学
、
就
中
、
第
二
部
門
の
倫
理
学
か
ら
第
三
部
門
の
法
学
を
経
由
し
て
最
後
に
第
四
部
門
の
経
済
学
へ
と
移
し
て
い
っ
た
の
は
何
故
な

の
か
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

高
島
善
哉
は
、
こ
れ
を
「
ス
ミ
ス
自
身
の
思
想
の
発
展
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
自
身
の
論
理
の
発
展
だ
っ
た
（
1
）

」
と
い
う
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
の

こ
の
移
行
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
は
、
彼
の
幸
福
論
で
あ
り
、
そ
の
発
展
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
く
。
大
道
安
次
郎

も
ま
た
、
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
講
義
の
重
点
の
移
行
を
彼
の
幸
福
論
の
深
化
発
展
と
し
て
捉
え
る
。
大
道
安
次
郎
は
以
下
の
よ
う
に
言
及

し
て
い
る
。
少
し
長
文
に
な
る
が
引
用
し
よ
う
。

「
と
こ
ろ
で
幸
福
と
は
彼
〔
ス
ミ
ス
│
引
用
者
〕
に
お
い
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。『
幸
福
は
平
静
と
享
楽
と
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
。
平
静
な
し
に
は
享
楽
は
あ
り
え
な
い
し
、
完
全
な
平
静
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
ど
ん
な
物
事
で
も
、
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
な
も
の
は
め
っ
た
に
な
い
の
で
あ
る
（
2
）

』　

こ
の
よ
う
に
幸
福
は
平
静
と
享
楽
よ
り
成
っ
て
お
り
、
平
静
が
プ
リ
マ
ー
ト
を
占
め

て
い
る
が
│
事
実
、
彼
の
幸
福
概
念
は
極
め
て
精
神
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
│
、
し
か
し
享
楽
も
ま
た
そ
の
構
成
要
素
を
成
し
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
福
は
い
わ
ば
精
神
的
な
要
素
と
物
質
的
な
要
素
と
よ
り
成
っ
て
お
り
、
前
者
が
プ
リ
マ
ー
ト
を

占
め
て
は
い
る
が
、
し
か
し
後
者
も
ま
た
構
成
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
こ
そ
経
済
的
な
も
の
と
連
な
る
も

一
一
五
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の
な
の
で
あ
る
。
彼
は
富
を
『
す
べ
て
の
生
活
上
の
必
需
品
お
よ
び
便
益
品
（
3
）

』
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
し
て
経
済
的
な
も

の
を
如
何
に
考
え
て
い
る
か
を
窺
い
知
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
享
楽
の
対
象
を
も
成
し
て
い
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
現
実
の
幸
福
、
平
静
な
境
地
は
、
こ
う
し
た
享
楽
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
大
多
数
の
人
々

が
著
し
く
阻
止
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
幸
福
達
成
の
た
め
に
経
済
的
な
も
の
を
尊
重
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
積
極
的

に
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
経
済
学
の
大
き
な
仕
事
は
消
費
の
低
廉
を
図
り
且
つ
ま
た
生
産
を
振
興
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
を
窺
い
知
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
経
済
的
な
も
の
は
平
静
へ
の
手
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
4
）

。」大
道
安
次
郎
と
同
様
の
見
解
を
、
水
田
洋
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。「
こ
の
世
で
の
幸
福
は
、
確
か
に
精
神
的
な
も
の
を
含
む

け
れ
ど
も
、
そ
の
精
神
的
幸
福
を
享
受
す
る
た
め
に
さ
え
、
人
間
は
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
生
活
資
料
の
調
達
と

い
う
物
質
的
な
条
件
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
生
活
資
料
が
豊
か
に
得
ら
れ
る
と
い
う
物
質
的
な
幸
福
を
無
視
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
5
）

。」　

こ
う
し
て
ス
ミ
ス
の
経
済
学
は
、
人
間
の
幸
福
の
一
要
因
た
る
こ
の
物
質
的
な
条
件
＝
享
楽
手
段
を
、
い
か

に
豊
富
に
人
民
に
提
供
す
る
か
を
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
『
国
富
論
』
第
四
編
「
政
治
経
済
学
の
諸
体
系
に
つ
い
て
」
で
は
、
ス
ミ
ス
は
既
存
の
経
済
学
史
、
経
済
思
想
史
を
検
討
し
、

自
分
の
経
済
学
的
な
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
彼
の
政
治
経
済
学
の
目
的
は
、
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
の
第
一

は
、
国
民
に
豊
か
な
収
入
も
し
く
は
生
活
資
料
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、
国
民
に
そ
う
し
た
収

入
や
生
活
資
料
を
自
分
で
調
達
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
国
家
す
な
わ
ち
公
共
社
会
に
対
し
て
、
公
務
の
遂
行
に

十
分
な
収
入
を
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
政
治
経
済
学
は
、
国
民
と
主
権
者
の
双
方
を
と
も
に
富
ま
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
（
6
）

」

一
一
六
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と
。
君
主
、
貴
族
、
富
裕
階
層
の
利
益
で
は
な
く
、
大
多
数
の
人
民
、
国
民
大
衆
の
生
活
の
安
定
・
向
上
つ
ま
り
福
祉
向
上
を
目
指
す
こ

と
が
、
政
治
経
済
学
の
目
的
で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
経
済
学
の
真
骨
頂
を
示
す
宣
言
で
あ
り
、
国
民
経
済
学
の

成
立
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
7
）

。

そ
れ
は
そ
う
と
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
以
降
、
農
業
で
は
穀
物
の
増
産
を
図
る
た
め
、
新
し
い
生
産
技
術
が
取
り
入
れ

ら
れ
、
休
閑
の
な
い
耕
地
、
新
し
い
作
物
の
輪
作
、
作
物
と
家
畜
の
よ
り
密
接
な
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
た
が
、
何
よ
り
も
そ
れ
を
可
能

に
し
た
の
は
大
規
模
農
場
を
生
み
だ
し
た
「
囲
い
込
み
」
で
あ
っ
た
。「
囲
い
込
み
」
こ
そ
が
従
来
は
居
住
農
民
た
ち
の
共
同
地
と
な
っ

て
い
た
土
地
を
解
体
し
、
土
地
を
商
業
用
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
大
規
模
農
場
を
造
り
だ
し
、
他
方
「
囲
い
込
み
」
に
よ
っ
て
多
数

の
土
地
を
保
有
し
な
い
農
民
を
生
み
だ
し
、
貧
窮
化
さ
せ
、
こ
の
貧
困
な
農
民
こ
そ
が
資
本
主
義
の
成
立
に
必
要
不
可
欠
な
工
場
労
働
者

と
し
て
、
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
8
）

。
そ
し
て
年
を
追
っ
て
貧
困
層
の
規
模
は
、
絶
体
的
に
も
相
対
的
に
も
増
大
し
て

い
っ
た
（
9
）

。
た
と
え
ば
ロ
ン
ド
ン
で
の
貧
困
層
の
ス
ラ
ム
街
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ガ
ー
ス
の
一
枚
の
銅
版
画
「
ジ
ン
横
丁
」
は
、

こ
の
様
子
を
象
徴
的
に
描
い
て
い
る
。「
ジ
ン
横
丁
」
は
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
貧
困
層
の
生
活
の
一
面
を
切
り
拓
い
て
見
せ
て
く
れ
て

い
る
（
10
）

。
明
日
の
生
活
に
も
困
る
多
く
の
貧
困
者
が
巷
に
溢
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
を
ス
ミ
ス
は
、
何
と
し
て
も
改
善
し
た
か
っ
た
の
だ
。
ス
ミ

ス
自
身
は
『
国
富
論
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
民
の
圧
倒
的
大
部
分
が
貧
し
く
惨
め
で
あ
る
と
き
、
そ
の
社
会
が
隆

盛
で
幸
福
で
あ
ろ
う
は
ず
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
に
、
人
民
全
体
を
食
べ
さ
せ
、
着
さ
せ
、
住
ま
わ
せ
る
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
自
分
自
身

も
か
な
り
十
分
に
食
べ
た
り
、
着
た
り
、
住
ん
だ
り
す
る
だ
け
の
、
自
分
自
身
の
労
働
の
生
産
物
の
分
け
前
に
あ
ず
か
る
の
は
、
全
く
公

正
な
こ
と
な
の
で
あ
る
（
11
）

」
と
。
引
用
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
生
き
た
時
代
は
、
人
民
の
圧
倒
的
大
部
分
が
貧
困
で
あ
り
、
彼

一
一
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
一
八
）

の
い
う
「
生
活
上
の
必
需
品
お
よ
び
便
益
品
」
＝
生
活
の
物
質
的
基
盤
を
入
手
で
き
な
い
窮
乏
状
態
に
あ
っ
た
。
深
刻
な
生
活
物
資
の
不

足
に
陥
っ
て
い
た
。
現
代
の
先
進
諸
国
に
見
ら
れ
る
生
活
物
資
の
溢
れ
た
状
況
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。

ス
ミ
ス
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
資
本
主
義
の
成
立
と
と
も
に
生
じ
た
階
級
的
貧
困
、
具
体
的
に
は
貧
民
の
置
か
れ
て

い
る
悲
惨
な
状
況
、
貧
困
の
悪
影
響
・
害
悪
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。「
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
労
働
に
対
し
て
い
く
ら
か
よ
い
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
さ
え
、
労
働
貧
民

は
祭
日
や
特
別
の
日
以
外
に
は
肉
を
滅
多
に
食
べ
な
い
（
12
）

。」「
い
ま
で
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
多
く
の
地
方
で
は
、
小
屋
住
み
農
と
呼
ば
れ

る
一
群
の
人
々
が
暮
し
て
い
る
。
…
…
こ
の
人
達
は
、
地
主
や
農
業
者
に
と
っ
て
一
種
の
通
い
の
使
用
人
で
あ
る
。
…
…
彼
ら
は
ご
く
少

な
い
報
酬
と
引
換
え
に
、
自
分
の
余
分
な
時
間
を
誰
れ
に
で
も
喜
ん
で
提
供
し
、
他
の
労
働
者
よ
り
も
少
な
い
賃
金
で
働
い
て
い
た
（
13
）

。」

「
貧
困
は
…
…
子
供
た
ち
の
養
育
に
は
す
こ
ぶ
る
不
都
合
で
あ
る
。
…
…
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ハ
イ
ラ
ン
ド
地
方
で
は
、
一
人
の
母
親
で

二
〇
人
も
の
子
供
が
生
れ
て
も
、
そ
の
う
ち
の
二
人
と
は
生
き
て
い
な
い
、
と
言
う
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
…
…
あ
る
地
方
で
は
、
生

ま
れ
た
子
供
の
半
分
が
四
歳
に
な
る
ま
で
に
死
に
、
多
く
の
地
方
で
は
七
歳
に
な
る
ま
で
に
、
ま
た
大
抵
の
地
方
で
は
九
歳
か
十
歳
に
な

る
前
に
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
う
し
た
高
い
死
亡
率
は
、
主
と
し
て
庶
民
の
子
供
た
ち
の
間
で
至
る
所
で
見
出
さ
れ
る
（
14
）

。」「
貧
困
者
の
子
供

た
ち
が
教
育
の
た
め
に
割
け
る
時
間
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
彼
ら
の
両
親
は
、
幼
い
彼
ら
を
さ
え
養
い
か
ね
る
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。
働

け
る
よ
う
に
な
る
や
い
な
や
、
彼
ら
は
自
分
の
食
い
扶
持
を
稼
ぎ
出
せ
る
よ
う
な
、
何
か
の
職
業
に
身
を
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
（
15
）

。」

こ
の
よ
う
に
社
会
の
圧
倒
的
大
部
分
を
占
め
て
い
る
労
働
者
、
職
人
、
使
用
人
な
ど
の
人
民
の
暮
ら
し
向
き
が
悪
く
、
生
活
水
準
が
低

い
状
態
は
、
人
民
の
大
部
分
が
困
窮
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
ん
な
社
会
が
幸
福
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
人
民
の
大
多
数
の
暮
ら
し
向
き

が
困
窮
状
態
に
陥
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
民
は
富
裕
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
富
裕
国
と
は
、
生
活

一
一
八



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
一
九
）

物
資
が
豊
富
に
人
民
に
行
き
渡
っ
て
い
る
国
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
富
を
金
銀
な
ど
の
貴
金
属
だ
と
し
、
国
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
貿
易

統
制
を
用
い
て
可
能
な
限
り
、
多
く
の
貴
金
属
を
自
国
に
流
入
さ
せ
る
こ
と
だ
と
考
え
た
重
商
主
義
者
と
違
っ
て
、
ス
ミ
ス
は
人
々
が
労

働
に
よ
っ
て
作
り
だ
す
生
活
物
資
が
、
真
の
国
民
の
富
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
貿
易

差
額
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
金
銀
な
ど
の
貴
金
属
が
富
で
は
な
い
し
、
軍
事
的
・
政
治
的
な
国
力
の
強
大
さ
が
国
富
で
も
な
く
、
国
民
の

年
々
の
労
働
が
生
み
だ
す
生
活
上
の
必
需
品
と
便
益
品
つ
ま
り
生
活
物
資
の
豊
か
さ
こ
そ
が
、
そ
の
国
の
富
な
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ

る
（
16
）

。
ス
ミ
ス
は
富
の
概
念
に
関
し
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
当
に
重
要
な
課
題
は
、
真
の
富
で
あ
る
生
活
物
資
の
総
量
を
そ
の
分
配
に
あ
ず
か
る
べ
き
人
民
の
総
数
に
比
べ
て
は
る
か
に

多
く
生
産
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
れ
で
は
如
何
に
す
れ
ば
、
社
会
を
構
成
す
る
人
民
全
体
に
行
き
渡
る
日
常
の
生
活
物
資

の
総
量
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ス
ミ
ス
が
自
ら
に
課
し
た
中
心
問
題
な
の
で
あ
る
（
17
）

。
次
に
そ
れ
を
検
討
し
て

み
よ
う
。

（
1
） 

高
島
善
哉
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
岩
波
新
書
）、
二
〇
〇
四
年
、
七
三
頁
。

（
2
） 

T
M

S
, p.149.　

邦
訳
、
二
六
一
│
二
頁
。

（
3
） A

dam
 S
m
ith, A

n
 In

qu
iry in

to th
e N

atu
re an

d
 C

au
ses of th

e W
ealth

 of N
ation

s, edited by R
.H
. C
am
pbell and A

.S
. 

S
kinner, G

lasgow
 E
dition, 1976, V

ol.I, p.10.　
（
以
下
、W

N
と
略
記
）、
大
河
内
一
男
監
訳
『
国
富
論
』、
Ⅰ
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
、

一
頁
。（
以
下
、
邦
訳
と
略
記
。
た
だ
し
訳
文
は
必
要
に
応
じ
て
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

（
4
） 

大
道
安
次
郎
、
前
掲
書
、
四
六
│
七
頁
。

（
5
） 

水
田
洋
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）、
二
〇
一
二
年
、
一
二
九
頁
。

一
一
九
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（
6
） 

W
N
, Ⅰ
, p.428.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
七
五
頁
。

（
7
） 

黒
須
純
一
郎
『
中
流
階
級
の
経
済
学
』、
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
五
頁
。

（
8
） 
藤
本
武
『
イ
ギ
リ
ス
貧
困
史
』（
新
日
本
新
書
）、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
頁
。

（
9
） 
堂
目
卓
生
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
中
公
新
書
）、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
頁
。
Ｗ
・
Ｊ
・
リ
ー
ダ
ー
『
英
国
生
活
物
語
』（
小
林
司
・
山
田
博
久

訳
）、
晶
文
社
、
一
九
八
三
年
、
第
三
章
を
参
照
。

（
10
） C

f. L
iza P

icard, D
r.Joh

n
son

’s L
on

d
on

-L
ife in

 L
on

d
on

 1740-1770, 2000, pp.123-4.  E
.R
oyston P

ike, H
u

m
an

 D
ocu

m
en

ts 

of A
d

am
 S

m
ith

 T
im

e, 1974, pp.63-4.　

デ
ィ
ビ
ィ
ッ
ド
・
ダ
ビ
デ
ィ
ー
ン
『
大
英
帝
国
の
階
級
・
人
類
・
性
：
ホ
ガ
ー
ス
に
み
る
黒
人
の
図

像
学
』（
松
村
高
夫
・
市
橋
秀
夫
訳
）、
同
文
舘
、
一
一
五
│
六
頁
を
参
照
。

（
11
） 

W
N
, Ⅰ
, p.96.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
三
三
│
四
頁
。

（
12
） 

W
N
, Ⅰ
, p.207.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
三
一
〇
頁
。

（
13
） 

W
N
, Ⅰ
, p.133.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
九
四
頁
。

（
14
） 

W
N
, Ⅰ
, p.97.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
三
四
│
五
頁
。

（
15
） 

W
N
, Ⅱ
, pp.784-5.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
四
六
│
七
頁
。

（
16
） 

植
村
邦
彦
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。

（
17
） 

Ｅ
・
ロ
イ
ス
ト
ン
・
パ
イ
ク
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
中
村
恒
矩
・
竹
村
孝
雄
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
、
七
頁
。

四　

経
済
成
長
の
目
的

何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
貴
金
属
が
富
で
あ
る
と
す
る
重
商
主
義
的
富
の
理
解
の
仕
方
を
大
き
く
転
換
さ
せ
て
、
人
々
の

日
常
生
活
で
消
費
す
る
生
活
物
資
こ
そ
が
富
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
年
々
生
産
さ
れ
、
年
々
消
費
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
二
〇
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富
は
人
々
の
年
々
の
労
働
に
よ
っ
て
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
社

会
の
大
多
数
の
貧
し
い
人
々
を
救
済
す
る
た
め
に
は
、
国
民
の
富
（
生
活
物
資
）
が
増
大
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
済
成
長
が
最
重
要
課

題
に
な
っ
て
く
る
。
国
民
の
富
の
増
大
す
な
わ
ち
経
済
成
長
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、「
社
会
の
圧
倒
的
大
部
分
を
占
め
る
労
働
貧
民
」
の

生
活
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
民
＝
国
民
大
衆
の
福
祉
向
上
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
富
を
増
大
さ
せ
る
要
因
は
何
か
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
分
業
と
市
場
の
拡
大
と
資
本
蓄
積
で
あ
る
。
富
を
も
た
ら

す
分
業
、
そ
の
分
業
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
前
も
っ
て
資
本
が
蓄
積
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
分
業
の
成
果
で
あ
る
商
品
に

対
し
て
市
場
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
三
つ
の
要
因
の
発
展
と
増
大
に
よ
っ
て
、
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る
に
し
た
が
っ

て
「
富
裕
が
一
般
に
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
す
べ
て
に
行
き
渡
る
の
で
あ
る
（
1
）

。」

分
業
が
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
の
は
、
職
人
・
労
働
者
の
技
巧
の
増
進
、
仕
事
間
移
動
の
時
間
的
ロ
ス
の
節
約
、
機
械
の
発
明
の
三
つ

の
事
情
（
2
）

、
つ
ま
り
生
産
の
専
門
化
（
特
化
）
に
よ
る
も
の
だ
が
、
分
業
そ
の
も
の
を
発
展
さ
せ
る
も
の
は
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
分
業

の
結
果
を
見
通
し
た
人
間
の
英
知
の
所
産
で
は
な
く
、
人
間
本
性
の
中
に
あ
る
「
あ
る
物
を
他
の
物
と
取
引
し
、
交
易
し
、
交
換
し
よ
う

と
す
る
性
向
（
3
）

」
つ
ま
り
「
交
換
性
向
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。「
こ
の
性
向
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
な
も
の
で
、
他
の
ど
ん
な
動

物
に
も
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
（
4
）

。」「
犬
同
士
が
、
一
本
の
骨
を
別
の
骨
と
、
公
正
に
、
し
か
も
熟
慮
の
う
え
で
交
換
す
る
の
を
見
た

人
は
誰
も
い
な
い
（
5
）

。」　

さ
ら
に
人
々
を
交
換
に
導
き
入
れ
、
し
た
が
っ
て
専
門
化
を
生
じ
さ
せ
る
の
と
同
様
の
心
理
的
傾
向
に
よ
っ
て
ま

た
、
人
々
の
相
互
依
存
関
係
が
生
じ
、
市
場
経
済
の
網
の
目
の
よ
う
な
複
雑
な
社
会
機
構
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
交
換
が
専
門
化
と
分
業
を
生
み
だ
す
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
「
こ
の
分
業
の
広
が
り
は
、
つ
ね
に
市
場
の
広

さ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
（
6
）

。」　

そ
し
て
「
取
引
し
、
交
易
し
、
交
換
す
る
と
い
う
一
般
的
性
向
の
お
か
げ
で
、
人
間
の
そ

一
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
二
二
）

れ
ぞ
れ
の
才
能
が
生
み
だ
す
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
物
は
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
共
同
の
資
材
と
な
り
、
誰
で
も
そ
こ
か
ら
、
他
の
人
々
の
才
能

の
生
産
物
の
う
ち
自
分
の
必
要
と
す
る
ど
ん
な
部
分
で
も
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
7
）

」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
共
同
の
資
材
の

も
と
に
分
業
が
発
展
す
る
と
す
れ
ば
、
共
同
の
資
材
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
範
囲
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
市
場
の
広
さ
に
よ
っ
て
、
分
業
の
発

展
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
市
場
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
分
業
を
刺
激
す
る
。
市
場
が
小
規
模
な
ら
ば
、
誰

も
一
つ
の
生
産
物
だ
け
を
生
産
す
る
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
ス
ミ
ス
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
す
。「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
人
里
離

れ
た
地
方
に
点
在
す
る
孤
立
し
た
家
々
や
小
さ
い
村
々
で
は
、
農
業
者
は
誰
も
自
分
自
身
の
家
族
の
た
め
に
、
肉
屋
に
も
な
り
、
パ
ン
屋

に
も
な
り
、
ま
た
酒
屋
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
8
）

。」　
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ハ
イ
ラ
ン
ド
地
方
の
僻
遠
の
内
陸
部
で
は
、
釘
作
り

の
よ
う
な
職
業
で
す
ら
、
一
個
の
職
業
と
な
り
え
な
い
（
9
）

。」
作
業
内
分
業
に
よ
っ
て
「
一
日
に
千
本
の
割
り
で
釘
を
作
る
職
人
は
、
一
年

に
三
百
日
働
く
と
し
て
、
年
に
三
〇
万
本
の
釘
を
作
る
こ
と
に
な
る
（
10
）

」
が
、
市
場
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
一
年
か
か
っ
て
千
本
、
つ
ま
り

一
日
分
の
製
品
を
売
り
捌
く
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
市
場
が
拡
大
す
れ
ば
、
職
人
た
ち
は
専
門
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
能
率

の
向
上
と
い
う
利
点
を
得
る
こ
と
に
な
る
（
11
）

。
市
場
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
専
門
化
が
進
み
、
生
産
性
が
向
上
し
、
富
は
増
大
し
、
社
会

の
富
裕
化
が
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
成
長
は
、
節
約
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
、
生
産
力
を
さ
ら
に
高
め
、
専
門
化
と
市
場
の
拡
大

を
な
お
一
層
進
め
る
の
に
用
い
ら
れ
る
資
本
が
大
量
に
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
資
本
蓄
積
が
経
済

の
拡
大
、
し
た
が
っ
て
経
済
成
長
の
鍵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
資
本
蓄
積
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
も
っ
ぱ
ら
資
産

の
保
全
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
資
産
の
保
全
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
資
本
蓄
積
の
プ
ロ
セ
ス
は
作
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ミ

ス
は
こ
う
主
張
す
る
。

一
二
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「
生
命
財
産
が
一
応
保
証
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
国
で
は
、
普
通
の
理
解
力
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
、
自
分
が
支
配
し
う
る
資
財
が
ど

ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
現
在
の
楽
し
み
か
将
来
の
利
潤
の
ど
ち
ら
か
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
そ
の
資
財
を
用
い
よ
う
と
努
め
る
で
あ

ろ
う
。
…
…
生
命
財
産
が
一
応
保
証
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
分
の
支
配
す
る
す
べ
て
の
資
財
を
、
…
…
用
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

の
人
は
正
気
な
人
間
と
は
言
え
な
い
。
人
々
が
自
分
よ
り
目
上
の
者
の
暴
力
を
い
つ
も
恐
れ
て
い
る
よ
う
な
不
幸
な
国
で
は
、
人
々
は
そ

の
資
財
の
大
部
分
を
埋
め
た
り
、
隠
し
た
り
す
る
場
合
が
多
い
。
…
…
こ
う
し
た
こ
と
は
、
ト
ル
コ
や
イ
ン
ド
で
は
普
通
行
わ
れ
て
い
る

と
言
わ
れ
る
が
、
ア
ジ
ア
の
大
抵
の
国
で
も
確
か
に
そ
う
だ
と
思
う
。
わ
が
祖
先
た
ち
の
間
で
も
、
封
建
的
な
統
治
が
狂
暴
に
行
わ
れ
て

い
た
時
代
に
は
、
こ
れ
は
普
通
の
慣
わ
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
12
）

。」

と
こ
ろ
で
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
資
本
蓄
積
が
進
展
す
る
と
と
も
に
経
済
成
長
が
達
成
さ
れ
て
い
き
、
社
会
が
富
裕
化
し
て
い
く
が
、
そ

れ
に
は
順
序
が
あ
る
と
い
う
。『
国
富
論
』
第
三
編
第
一
章
「
富
裕
に
な
る
自
然
の
進
路
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
彼
は
社
会
が
富
裕
化
す

る
順
序
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
産
業
に
お
い
て
は
、
最
初
に
農
業
の
進
歩
が
あ
り
、
次
に
製
造
業
が
発
展
し
、
最
後
に

外
国
貿
易
が
発
展
す
る
。
こ
れ
が
「
自
然
的
順
序
」
だ
と
し
、
し
か
も
こ
の
自
然
的
順
序
は
、
人
為
的
な
干
渉
の
な
い
自
由
な
経
済
活
動

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
13
）

。
な
ぜ
な
ら
「
利
潤
が
等
し
い
か
、
も
し
く
は
ほ
ぼ
等
し
い
な
ら
、
大
半
の
人
は
自
分
の
資
本
を
、
製

造
業
や
外
国
貿
易
に
投
下
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
土
地
の
改
良
の
耕
作
に
投
ず
る
方
を
選
ぶ
（
14
）

」
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
土
地
に
資

本
を
投
ず
る
者
は
、
貿
易
商
人
に
比
べ
て
、
そ
の
資
本
を
身
近
で
監
視
し
、
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
、
資
産
が
不
慮
の
事
故
に
会
う
こ
と

も
ず
っ
と
少
な
い
（
15
）

」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
も
つ
自
然
の
性
向
か
ら
言
え
ば
、
人
間
は
最
も
安
全
確
実
な
場
所
に
投
資
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
、
農
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
農
業
の
進
歩
が
最
初
に
起
こ
り
、
次
に
製
造
業
が
続
き
、
外
国

貿
易
が
最
後
に
発
展
す
る
。
こ
れ
が
自
由
な
経
済
活
動
の
帰
結
な
の
だ
。

一
二
三
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だ
が
ス
ミ
ス
が
農
業
を
重
視
す
る
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
生
活
資
料
が
他
の
生
産
物
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で

あ
る
。
ス
ミ
ス
の
言
い
分
は
こ
う
で
あ
る
。「
生
活
資
料
は
、
事
物
の
性
質
か
ら
言
っ
て
、
便
益
品
や
奢
侈
品
に
先
立
っ
て
必
要
だ
か
ら
、

前
者
を
得
る
た
め
の
産
業
は
、
後
者
を
満
た
す
産
業
に
当
然
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
生
活
資
料
を
提
供
す
る
農
村
の
耕

作
と
新
農
法
に
よ
る
改
良
と
は
、
必
然
的
に
、
便
益
と
奢
侈
の
手
段
を
作
り
だ
す
に
す
ぎ
な
い
都
市
の
発
達
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
。
農
村
の
余
剰
生
産
物
の
み
が
、
つ
ま
り
耕
作
者
の
生
活
維
持
に
必
要
な
分
を
超
え
る
も
の
の
み
が
、
都
市
の
生
活
資
料

と
な
る
の
だ
か
ら
、
都
市
は
、
こ
の
余
剰
生
産
物
の
増
加
な
く
し
て
は
発
展
で
き
な
い
（
16
）

」
と
。
し
た
が
っ
て
都
市
の
産
業
の
発
展
は
、
農

業
の
発
展
に
規
定
さ
れ
る
の
だ
。
農
業
は
「
鍛
冶
工
、
大
工
、
車
大
工
、

製
造
人
、
石
工
、
煉
瓦
積
み
工
、
鞣
皮
工
、
靴
工
、
仕
立
職

工
（
17
）

」
を
必
要
と
し
、
そ
う
し
た
人
々
を
生
み
だ
す
が
、
彼
ら
は
次
第
に
、
都
市
の
発
達
に
一
役
買
う
こ
と
に
な
る
。「
都
市
は
、
農
村
の

住
民
が
彼
ら
の
未
加
工
の
原
生
産
物
を
製
造
品
と
交
換
す
る
た
め
に
集
ま
っ
て
く
る
、
絶
え
ず
開
か
れ
る
大
市
あ
る
い
は
週
市
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
（
18
）

。」

こ
う
し
て
ス
ミ
ス
は
産
業
に
お
い
て
は
、
最
初
に
農
業
、
次
に
製
造
業
、
そ
し
て
最
後
に
外
国
貿
易
と
発
展
す
る
の
が
自
然
的
順
序
だ

と
す
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
順
序
に
従
え
ば
、
農
村
の
発
展
は
都
市
の
成
長
を
も
た
ら
し
、
都
市
は
農
産
物
の
一
大
市
場
を
提
供
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
都
市
と
農
村
が
一
体
と
な
っ
た
社
会
の
発
展
に
よ
っ
て
、
商
業
と
海
運
の
機
会
が
拡
大
さ
れ
、
遠
距
離
の
外
国
貿
易

が
促
進
さ
れ
る
。
生
産
力
の
拡
大
と
と
も
に
人
口
は
増
加
し
、
こ
れ
に
よ
り
市
場
の
拡
大
が
一
層
促
進
さ
れ
、
専
門
化
と
資
本
蓄
積
が
さ

ら
に
一
層
刺
激
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
経
済
は
次
第
に
、
高
水
準
の
発
展
＝
経
済
成
長
へ
と
前
進
し
、
そ
れ
と
と
も
に

社
会
が
富
裕
化
し
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
生
活
水
準
を
引
き
上
げ
る
、
つ
ま
り
国
民
的
富
裕
の
社
会
が
実
現
し
、
そ
の
結
果
、
人
民
の
福
祉

向
上
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
二
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ス
ミ
ス
の
意
図
し
た
経
済
成
長
は
、
窮
乏
生
活
に
喘
ぐ
貧
困
層
を
救
済
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
経
済
成
長
は
「
社
会
の
圧
倒
的
大
部
分
を
占
め
る
労
働
貧
民
」
の
生
活
条
件
の
改
善
に
つ
な

が
る
、
つ
ま
り
人
民
の
福
祉
向
上
に
役
立
つ
か
ら
、
何
と
し
て
も
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
民
の
福
祉

向
上
に
寄
与
す
る
経
済
成
長
の
達
成
は
、
当
時
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
現
実
の
産
業
発
展
の
歴
史
は
、
ス
ミ
ス
の
理

想
と
す
る
方
向
か
ら
著
し
く
、
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。
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。

（
9
） 

W
N
, Ⅰ
, p.32.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
三
二
頁
。

（
10
） 

W
N
, Ⅰ
, p.32.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
三
二
頁
。

（
11
） 

Ｄ
・
Ｄ
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
、
前
掲
訳
書
、
五
八
頁
を
参
照
。

（
12
） 

W
N
, Ⅰ
, pp.284-5.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
四
三
三
│
四
頁
。

（
13
） 

W
N
, Ⅰ
, p.380.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
一
〇
頁
。
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（
14
） 

W
N
, Ⅰ
, p.377.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
六
頁
。

（
15
） 

W
N
, Ⅰ
, p.377.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
六
│
七
頁
。

（
16
） 

W
N
, Ⅰ
, p.377.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
五
頁
。

（
17
） 

W
N
, Ⅰ
, p.378.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
七
頁
。

（
18
） 

W
N
, Ⅰ
, p.378.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
七
│
八
頁
。

五　

理
不
尽
な
重
商
主
義
の
諸
政
策

実
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
は
、
不
幸
に
も
ス
ミ
ス
の
理
想
と
す
る
産
業
発
展
の
自
然
的
順
序
は
、
逆
転
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
ス
ミ
ス
自
身
は
「
こ
の
事
物
自
然
の
順
序
は
、
領
土
を
有
す
る
社
会
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
も
、
あ
る
程
度
は
起
っ
た
に
違
い
な

い
の
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
然
な
順
序
が
多
く
の
点
で
全
く
逆
転
さ
れ
て
き
て
い
る
（
1
）

」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
第
一
に
外
国
貿
易
が
優
先
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
製
造
業
が
生
み
だ
さ
れ
、
そ
れ
が
次
に
農
業
の
主
要
な
改
良

を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
事
物
の
自
然
的
順
序
を
妨
げ
て
い
た
も
の
は
、
長
子
相
続
制
度
や
限
嗣
相
続
制
度
、
そ
れ
だ
け
で
な

く
同
業
組
合
、
徒
弟
法
、
定
住
法
な
ど
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
何
よ
り
も
ス
ミ
ス
が
「
商
業
の
体
系
」
と
呼
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
重
商
主
義

と
そ
の
諸
政
策
で
あ
っ
た
。
不
自
然
で
逆
行
的
な
順
序
を
採
っ
た
の
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
重
商
主
義
の
諸
政
策
で
あ
り
、
こ

れ
は
当
時
の
政
府
が
人
為
的
に
導
入
し
た
政
策
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

本
来
、
外
国
貿
易
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
国
内
で
十
分
な
生
産
が
確
保
さ
れ
、
国
内
の
需
要
を
超
過
す
る
余
剰
が
生
じ
た
と
き
で
あ
る
。

外
国
貿
易
は
、
あ
く
ま
で
余
剰
生
産
物
の
交
換
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
で
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
原
生
産
物
お
よ
び
製

一
二
六
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造
品
双
方
の
余
剰
部
分
、
つ
ま
り
国
内
で
需
要
の
な
い
部
分
は
、
国
内
で
需
要
の
あ
る
物
資
と
交
換
す
る
た
め
に
、
国
外
に
送
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
（
2
）

」
と
ス
ミ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
彼
が
重
商
主
義
を
批
判
し
た
の
は
、
そ
れ
が
外
国
貿
易
だ
け
を
偏
重
し
、
国
内
経
済
を
軽
視
し

て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
が
最
も
重
視
す
る
の
は
、
海
外
市
場
＝
植
民
地
市
場
で
は
な
く
国
内
市
場
で
あ
り
、
国
内
の
経
済
活
動
の
活

性
化
な
の
で
あ
る
。
も
し
重
商
主
義
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
、
無
理
や
り
に
自
然
的
順
序
を
歪
め
な
け
れ
ば
、
必
然
的
に
資
本
が
、
ま
ず
国

内
に
優
先
的
に
投
下
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
非
効
率
で
且
つ
危
険
の
多
い
遠
距
離
の
外
国
貿
易
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
だ
が
当
時
の
富
裕
な
貿
易
商
人
と
政
界
が
結
託
し
て
、
重
商
主
義
の
諸
政
策
を
お
し
進
め
て
い
っ
た
た
め
に
、
自
然
的
順
序
が
逆
転

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
重
商
主
義
の
誤
り
は
、
貨
幣
＝
貴
金
属
を
富
と
見
な
し
た
点
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
許

し
が
た
い
不
正
は
独
立
を
抑
圧
し
、
依
存
を
助
長
す
る
独
占
に
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、「
独
占
は
特
定
の
階
級
の
人
々
に
与
え

る
、
た
だ
一
つ
の
利
益
の
た
め
に
、
各
種
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
、
そ
の
国
の
全
般
的
利
益
を
害
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
3
）

。」　

彼
は
重
商
主

義
批
判
の
結
論
の
一
つ
と
も
言
う
べ
き
記
述
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
消
費
こ
そ
は
、
一
切
の
生
産
に
と
っ
て

の
唯
一
の
目
標
で
あ
り
、
か
つ
目
的
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
産
者
の
利
益
は
、
そ
れ
が
消
費
者
の
利
益
を
促
進
す
る
の
に
必
要
な

か
ぎ
り
に
お
い
て
配
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
…
…
と
こ
ろ
が
重
商
主
義
政
策
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
利
益
は
、
終
始
一
貫
し
て

生
産
者
の
利
益
の
犠
牲
に
供
さ
れ
て
お
り
、
消
費
で
は
な
く
生
産
こ
そ
、
一
切
の
工
業
や
商
業
の
究
極
の
目
標
で
あ
り
、
か
つ
目
的
で
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
4
）

」
と
。
ス
ミ
ス
の
い
う
消
費
と
は
、
人
々
が
独
立
し
う
る
た
め
の
生
活
状
態
へ
の
物
質
的
条

件
の
充
実
を
意
味
す
る
。
一
方
、
重
商
主
義
者
の
目
論
む
生
産
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
人
を
支
配
し
、
抑
圧
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う

な
独
占
的
権
力
の
獲
得
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（
5
）

。
そ
れ
は
、
ス
ミ
ス
の
次
の
記
述
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
わ
が

一
二
七
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国
の
重
商
主
義
政
策
に
よ
っ
て
専
ら
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
は
、
富
者
や
権
力
者
の
た
め
に
営
ま
れ
る
産
業
で
あ
っ
て
、
貧
者
や
赤
貧
者
の

利
益
の
た
め
に
営
ま
れ
る
産
業
は
、
余
り
に
も
し
ば
し
ば
無
視
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
抑
圧
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
る
（
6
）

。」

そ
の
上
、
重
商
主
義
政
策
か
ら
帰
結
す
る
独
占
は
、
国
内
に
お
い
て
、
国
民
大
衆
の
多
数
を
抑
圧
す
る
少
数
の
特
権
階
級
の
利
益
に
奉

仕
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
間
の
離
反
と
対
立
、
帝
国
主
義
戦
争
の
原
因
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
各
国
民
は
、
自
国

と
貿
易
す
る
す
べ
て
の
相
手
国
の
繁
栄
を
嫉
妬
の
目
を
も
っ
て
見
、
彼
ら
が
利
得
す
れ
ば
自
分
た
ち
が
損
を
す
る
の
だ
と
見
な
す
よ
う
に

仕
向
け
ら
れ
て
い
る
。
商
業
は
、
個
々
人
の
間
に
お
け
る
と
同
様
、
諸
国
民
の
間
に
お
い
て
も
、
そ
の
性
質
上
、
そ
も
そ
も
和
合
と
親
善

の
紐
帯
た
る
べ
き
も
の
な
の
だ
が
、
そ
の
商
業
が
、
か
え
っ
て
不
和
反
目
の
最
大
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
7
）

」
と
。
さ
ら
に
ス
ミ

ス
は
こ
う
続
け
る
。「
軽
薄
な
野
心
家
の
曇
っ
た
眼
か
ら
す
れ
ば
、
独
占
こ
そ
は
、
謀
略
や
戦
争
の
修
羅
場
で
闘
い
と
る
価
値
あ
る
、
魅

惑
的
な
対
象
と
思
わ
れ
る
の
も
、
し
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
目
的
物
の
眩
惑
的
な
光
輝
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
貿
易
の
計
り
知
れ
な
い
広
大
さ
こ
そ
、
そ
の
独
占
を
有
害
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
独
占
の
な
い
場

合
に
比
べ
て
、
一
国
の
資
本
の
は
る
か
に
大
き
な
部
分
を
、
他
の
大
部
分
の
用
途
に
比
べ
て
、
当
然
に
利
益
の
少
な
い
用
途
に
吸
収
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
8
）

。」

だ
か
ら
ス
ミ
ス
の
目
に
は
、
重
商
主
義
は
間
違
っ
た
政
策
体
系
と
映
る
の
だ
。
一
般
に
、
人
間
は
馴
染
み
の
深
い
場
所
で
経
済
活
動
を

営
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
、
こ
れ
は
危
険
を
避
け
安
全
を
求
め
る
と
い
う
人
間
の
も
つ
自
然
の
性
向
の
帰
結
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は

考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
資
本
を
国
内
に
投
下
し
、
国
内
経
済
の
発
展
を
促
す
の
で
あ
る
。
人
々
の
自
由
な
経
済
活
動
の
結

果
と
し
て
、
資
本
は
最
初
に
、
国
内
に
投
下
さ
れ
、
国
内
の
経
済
活
動
を
活
発
に
し
、
社
会
を
富
裕
に
す
る
。

ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
各
個
人
は
、
自
分
の
自
由
に
で
き
る
資
本
が
あ
れ
ば
、
そ
の
多
少
を
問
わ
ず
、
そ
れ
を
も
っ

一
二
八
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と
有
利
に
使
お
う
と
い
つ
も
努
力
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
誰
で
も
、
自
分
の
資
本
を
で
き
る
だ
け
手
近
な
場
所
で
、
し
た
が
っ
て
、
で

き
る
だ
け
自
国
内
の
勤
労
活
動
の
維
持
に
使
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
利
潤
が
同
等
か
、
ほ
と
ん
ど
等
し
い
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
卸

売
商
人
は
当
然
に
、
国
内
消
費
向
け
の
外
国
貿
易
よ
り
も
国
内
商
業
を
選
ぶ
。
…
…
国
内
消
費
向
け
の
外
国
貿
易
の
場
合
に
は
、
彼
の
資

本
は
、
長
期
に
亘
っ
て
、
彼
の
視
野
外
に
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
国
内
商
業
に
あ
っ
て
は
、
彼
の
資
本
が
、
そ
れ
ほ

ど
長
期
間
、
彼
の
視
野
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
（
9
）

。」
さ
ら
に
ス
ミ
ス
は
「
商
人
の
母
国
は
、
各
国
の
住
民
の
資
本
が
た
え
ず
そ
の
周
り
を

循
環
し
て
い
る
中
心
で
あ
り
、
特
別
の
原
因
に
よ
っ
て
、
と
き
に
こ
の
中
心
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
て
遠
方
で
の
仕
事
に
追
い
や
ら
れ
る
こ

と
は
あ
る
に
し
て
も
、
諸
資
本
が
常
に
集
ま
っ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
中
心
で
あ
る
（
10
）

」
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
人
々
に
自
由
な
経
済
活
動

を
保
証
す
れ
ば
、
人
間
の
自
然
の
性
向
か
ら
し
て
、
人
々
の
経
済
活
動
を
ま
ず
は
彼
の
「
近
隣
の
場
所
」、「
確
実
な
場
所
」
で
行
な
う
よ

う
自
然
に
誘
導
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
重
商
主
義
の
諸
規
制
を
撤
廃
し
、
ス
ミ
ス
の
い
わ
ゆ
る
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ

る
な
ら
ば
、
自
ず
か
ら
資
本
は
国
内
に
集
ま
っ
て
き
て
、
国
内
経
済
が
活
性
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
的
富
裕
の
社
会
が
実
現
し
、
人

民
の
大
多
数
に
大
き
な
経
済
的
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
生
活
条
件
の
改
善
つ
ま
り
人
民
の
福
祉
向
上
に
役
立
つ
で
あ

ろ
う
。
ス
ミ
ス
は
こ
う
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
重
商
主
義
批
判
の
書
と
し
て
の
『
国
富
論
』
全
編
の
結
論
は
、「
人
民
の
大
多
数

に
と
っ
て
、
利
益
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
ぱ
ら
損
失
の
み
だ
っ
た
」
植
民
地
貿
易
独
占
を
放
棄
し
、「
大
西
洋
の
か
な
た
の
一
大
帝
国
の
保
持
」

と
い
う
「
計
画
そ
の
も
の
を
捨
て
よ
」
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。

（
1
） 

W
N
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邦
訳
、
Ⅱ
、
一
〇
頁
。

（
2
） 

W
N
, Ⅰ
, p.379.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
九
頁
。
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一
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訳
、
Ⅲ
、
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頁
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六　

む
す
び
に
か
え
て

今
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
道
徳
哲
学
講
義
に
お
い
て
、
第
一
部
門
の
自
然
神
学
か
ら
第
四
部
門
の
経
済
学
へ
と
移
行
し

て
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
貧
困
に
喘
ぐ
貧
困
層
の
救
済
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
目
的
の
根

底
に
は
、
彼
の
幸
福
論
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
彼
の
幸
福
観
は
平
静
と
享
楽
、
つ
ま
り
精
神
的
要
素
と
物
質
的
要
素
と
か
ら
成
り
、
前
者

が
プ
リ
マ
ー
ト
を
占
め
て
い
る
が
、
後
者
も
ま
た
構
成
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
後
者
こ
そ
経
済
学
へ
つ
な
が
る
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
。
当
時
、
重
商
主
義
体
制
の
下
で
、
享
楽
と
い
う
物
質
的
要
素
＝
生
活
物
資
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
大
多
数
の

人
民
に
あ
っ
て
は
現
実
の
幸
福
、
平
静
な
境
地
は
、
著
し
く
妨
げ
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
幸
福
達
成
の
た
め
に
、
経

済
的
な
も
の
を
尊
重
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
、
ス
ミ
ス
は
積
極
的
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

一
三
〇



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
三
一
）

『
国
富
論
』
で
ス
ミ
ス
が
目
指
し
た
国
民
の
富
の
増
大
つ
ま
り
経
済
成
長
は
、
人
民
大
衆
の
生
活
物
資
を
増
産
す
る
た
め
で
あ
り
、
決

し
て
重
商
主
義
的
富
＝
貴
金
属
を
か
き
集
め
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
圧
倒
的
な
生
活
物
資
の
不
足
状

態
で
あ
り
、
そ
の
状
態
を
打
開
す
る
た
め
に
は
経
済
成
長
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
ス
ミ
ス
が
意
図
し
た
経
済
成
長
は
、
貿

易
商
人
や
製
造
業
者
に
と
っ
て
の
単
な
る
金
儲
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
困
窮
し
て
い
る
人
民
の
生
活
状
態
を
可
能
な
か
ぎ
り
改
善
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
貧
困
層
の
生
活
水
準
の
向
上
、
衣
食
住
の
向
上
の
た
め
の
経
済
成
長
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
経
済
成
長
の
要
因
は
、

ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
分
業
と
市
場
の
拡
大
と
資
本
蓄
積
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
こ
れ
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
ス
ミ
ス
が
何
よ
り

も
、
や
り
玉
に
上
げ
た
の
は
「
商
業
の
体
系
」
で
あ
る
重
商
主
義
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
済
体
制
は
、
一
部
の
独
占
的
生
産
者
、
富
裕

な
貿
易
商
人
の
利
益
に
こ
そ
な
っ
て
お
り
、
大
勢
の
人
民
、
消
費
者
の
利
益
に
な
っ
て
い
な
い
、
こ
う
ス
ミ
ス
の
目
に
映
っ
た
の
だ
。

ま
た
経
済
成
長
が
軌
道
に
乗
れ
ば
、
雇
用
機
会
が
増
え
、
失
業
者
が
減
少
す
る
。
人
は
失
業
す
る
と
経
済
的
苦
境
に
陥
る
と
同
時
に
、

精
神
的
苦
痛
も
味
わ
う
。
た
と
え
本
人
に
責
任
は
な
く
て
も
、
世
間
は
失
業
者
を
軽
蔑
し
否
認
す
る
。
ス
ミ
ス
は
貧
困
者
や
下
賤
の
者
を

軽
蔑
し
た
り
、
あ
る
い
は
無
視
し
た
り
す
る
人
間
の
道
徳
的
腐
敗
を
次
の
よ
う
に
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。「
富
裕
な
人
々
、
有
力
な

人
々
に
感
嘆
し
、
ほ
と
ん
ど
崇
拝
し
、
そ
し
て
貧
乏
で
卑
し
い
状
態
に
あ
る
人
々
を
軽
蔑
し
、
少
な
く
と
も
無
視
す
る
と
い
う
、
こ
の
性

向
は
、
…
…
わ
れ
わ
れ
の
諸
道
徳
感
情
の
腐
敗
の
、
大
き
な
、
そ
し
て
最
も
普
遍
的
な
原
因
で
あ
る
（
1
）

。」　

し
た
が
っ
て
、
世
間
か
ら
軽
蔑

の
目
で
見
ら
れ
て
い
る
貧
困
状
態
に
陥
っ
た
失
業
者
が
、
幸
福
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
民
の
幸
福
を
考
え
れ
ば
、

失
業
者
を
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
雇
用
機
会
を
増
や
す
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ
に
は
経
済
成
長
が
必
要

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
併
せ
て
、
次
の
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
経
済
成
長
の
結
果
、
富
者
が
ま
す
ま
す
裕
福
に
な
り
、
貧
者
が
ま
す
ま
す
貧
困

一
三
一



政
経
研
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第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
三
二
）

に
な
る
格
差
社
会
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
も
、
ス
ミ
ス
は
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。
だ
が
格
差
社
会
が
生
ず
る
か
ら
と
言
っ
て
、
富
が
増

加
し
な
く
て
よ
い
の
か
。
格
差
社
会
が
生
じ
て
も
貧
困
者
が
救
済
さ
れ
る
社
会
と
、
人
民
の
ほ
と
ん
ど
が
貧
困
状
態
に
あ
る
社
会
と
、
ど

ち
ら
が
善
な
の
か
。
ス
ミ
ス
は
社
会
の
格
差
が
発
生
す
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。「
文
明
国

の
最
も
下
層
の
者
で
さ
え
、
何
千
人
と
い
う
多
数
の
助
力
と
協
同
が
な
け
れ
ば
…
…
彼
が
普
通
も
っ
て
い
る
家
具
道
具
さ
え
、
提
供
さ
れ

え
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
身
分
や
地
位
の
高
い
人
々
の
法
外
な
贅
沢
に
比
べ
る
と
、
彼
の
家
財
道
具
は
疑
い
な
く
大
い

に
単
純
で
手
軽
に
見
え
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
侯
の
家
財
道
具
が
勤
勉
で
倹
約
な
農
夫
の
そ
れ
を
越
え
て
い

る
度
合
は
、
必
ず
し
も
後
者
の
家
財
道
具
が
何
万
も
の
裸
の
未
開
人
の
生
命
と
自
由
と
の
絶
対
的
支
配
者
で
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
多
く
の
王

の
そ
れ
を
越
え
て
い
る
ほ
ど
で
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
真
実
だ
ろ
う
（
2
）

。」

引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
明
国
＝
文
明
社
会
で
は
最
も
貧
し
い
人
々
で
さ
え
も
生
活
物
資
や
消
費
財
を
入
手
で
き
る
。
確
か
に

王
侯
貴
族
な
ど
地
位
の
高
い
人
士
は
、
ず
っ
と
贅
沢
な
暮
ら
し
を
し
て
お
り
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
貧
し
く
は
見
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
王
侯
貴
族
と
庶
民
の
格
差
は
、
文
明
国
よ
り
も
未
開
国
＝
未
開
社
会
で
の
方
が
よ
り
大
き
い
だ
ろ
う
。
こ
う
ス
ミ
ス
は
言
う
の
で
あ

る
。
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
は
法
学
の
講
義
ノ
ー
ト
（
Ｂ
ノ
ー
ト
）
で
も
、
文
明
社
会
に
お
け
る
所
有
の
重
大
な
不
平
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

富
裕
が
行
き
渡
っ
て
い
く
こ
と
を
強
調
し
、「
ブ
リ
テ
ン
の
普
通
の
日
雇
い
労
働
者
で
す
ら
、
彼
の
生
活
様
式
に
お
い
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
酋
長
よ
り
ず
っ
と
贅
沢
な
の
で
あ
る
（
3
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
経
済
成
長
が
見
ら
れ
発
展
し
て
い
る
文
明
国
で
も
格
差
は
存
在
す
る
。
経

済
が
未
発
達
な
未
開
の
国
で
は
、
も
っ
と
ひ
ど
い
格
差
が
あ
る
の
だ
。
そ
う
な
ら
ば
、
経
済
成
長
が
あ
り
、
発
展
し
て
い
る
社
会
で
格
差

が
拡
大
す
る
と
い
う
批
判
は
、
当
を
得
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
（
4
）

。

人
民
の
生
活
の
安
定
・
向
上
、
福
祉
向
上
の
観
点
か
ら
言
っ
て
も
、
生
活
物
資
の
入
手
で
き
な
い
未
開
国
よ
り
、
経
済
成
長
が
見
ら
れ

一
三
二



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
の
意
義
（
山
口
）

（
一
三
三
）

貧
困
者
で
も
あ
る
程
度
の
生
活
物
資
が
入
手
で
き
る
文
明
国
の
方
が
、
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
明
国
で
は
階
級
的
な

貧
困
、
労
働
生
産
物
の
不
平
等
な
分
配
の
存
在
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
業
に
基
づ
く
高
い
生
産
力
に
よ
っ
て

経
済
成
長
が
達
成
さ
れ
、
人
民
一
人
ひ
と
り
の
豊
か
さ
が
一
般
化
す
る
と
言
う
こ
と
に
ス
ミ
ス
は
力
点
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
5
）

。『
国

富
論
』
と
言
え
ば
、
当
時
主
流
だ
っ
た
重
商
主
義
体
制
へ
の
痛
切
な
批
判
や
、
経
済
の
自
立
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
た
点
が
主
に
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
一
理
あ
る
。
だ
が
も
う
一
つ
、
ス
ミ
ス
が
『
国
富
論
』
を
書
い
た
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
国
民
の
富
＝
人
民
の

日
々
の
暮
ら
し
の
生
活
物
資
を
増
や
す
た
め
、
経
済
成
長
を
軌
道
に
乗
せ
て
、
貧
困
層
を
救
済
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

人
民
の
生
活
の
安
定
・
向
上
、
福
祉
の
充
実
、
要
す
る
に
人
民
の
幸
福
達
成
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

T
M

S
, p.61.　

邦
訳
、
九
五
頁
。

（
2
） 

W
N
, Ⅰ
, pp.23-4.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
二
二
│
三
頁
。

（
3
） A

dam
 S
m
ith, L

ectu
res on

 Ju
rispru

d
en

ce, edited by R
.L
.M
eek, D

.D
.R
aphael and P

.G
.S
tein, G

lasgow
 E
dition, 1978, p.489.　

水
田
洋
訳
『
法
学
講
義
』、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
九
頁
。

（
4
） 

田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
現
代
』、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
二
│
三
頁
、
木
暮
太
一
『
い
ま
こ
そ
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
話

を
し
よ
う
』、
マ
ト
マ
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
二
│
四
頁
、
内
田
義
彦
『
新
版　

経
済
学
の
生
誕
』（
前
出
）、
一
七
八
│
一
八
四
頁
を
参
照
。

（
5
） 

植
村
邦
彦
、
前
掲
書
、
五
七
頁
。

一
三
三





米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
一
三
五
）

一
．
ジ
ラ
ー
ド
事
件

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
一
九
五
七
年
七
月
七
日
号
の
巻
頭
に
は
、

六
月
二
三
日
、
ヤ
ン
キ
ー
・
ス
タ
ジ
ア
ム
に
お
け
る
ヤ
ン
キ
ー
ス

対
ホ
ワ
イ
ト
ソ
ッ
ク
ス
戦
で
、
岸
信
介
総
理
が
両
軍
の
監
督
に
囲

ま
れ
、
始
球
式
を
行
な
っ
て
い
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
が
渡
米
中
唯
一
の
〝
ス
ト
ラ
イ
ク
〞」
と
、
訪
米
の
成
果
が

な
い
こ
と
を
皮
肉
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
つ
き
。

二
頁
目
と
三
頁
目
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
岸
首
相
」
と
い
う
見
出

し
の
も
と
、
六
月
一
九
日
の
ワ
シ
ン
ト
ン
空
港
到
着
か
ら
、
ド
ワ

イ
ト
・
Ｄ
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
と
の
第
一
回
首
脳
会
談
、

同
大
統
領
と
の
ゴ
ル
フ
、
二
〇
日
は
上
下
両
院
で
の
演
説
、
二
一

日
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
で
の
演
説
の
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

四
頁
と
五
頁
は
、「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
周
辺
」
と
題
し
て
、
九

枚
の
写
真
が
あ
る
。
と
く
に
目
を
ひ
く
の
は
、
見
開
き
中
央
下
の

山
本
英
政
著

『
米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約

「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
の
隠
さ
れ
た
真
実
』
明
石
書
店
二
〇
一
五
年
七
月 222p.

信　
　

夫　
　

隆　
　

司

書　

評

一
三
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
三
六
）

そ
れ
ぞ
れ
に
、「
ジ
ラ
ー
ド
三
等
特
務
下
士
官
は
第
一
騎
兵
師
団

第
八
連
隊
第
二
大
隊
所
属　

イ
リ
ノ
イ
州
オ
タ
ワ
出
身　

現
在
は

埼
玉
県
熊
谷
市
の
米
軍
キ
ャ
ン
プ
内
に
い
る
」「
ジ
ラ
ー
ド
の
許

婚
者
末
山
ハ
ル
は
「
一
年
前
に
知
り
合
い
」
目
下
結
婚
手
続
中

「
彼
は
裁
判
は
日
本
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
」
と
語
っ

た
」
と
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
い
て
い
る
。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
は
、
一
九
五
七
年
一
月
三
〇
日
、
群
馬
県
群

馬
郡
相
馬
村
の
米
軍
キ
ャ
ン
プ
演
習
場
（
通
称
、
相
馬
ヶ
原
演
習

場
）
で
、
演
習
中
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｓ
・
ジ
ラ
ー
ド
陸
軍
三
等
特

技
兵
（
二
一
歳
）
が
、
薬
き
ょ
う
拾
い
を
し
て
い
た
農
婦
坂
井
な

か
さ
ん
（
四
六
歳
）
の
身
辺
を
ね
ら
っ
て
、
後
ろ
か
ら
空
包
を
撃

ち
（
空
包
で
も
殺
傷
能
力
十
分
で
あ
っ
た
）、
即
死
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
は
、「
マ
マ
サ
ン　

ダ
イ
ジ
ョ
ウ
ビ　

タ
ク
サ

ン　

ブ
ラ
ス　

ス
テ
イ
」﹇
ブ
ラ
ス
と
は
薬
き
ょ
う
の
こ
と
﹈
と
、

な
か
さ
ん
を
空
薬
き
ょ
う
が
大
量
に
あ
る
と
お
び
き
寄
せ
、
突
如
、

「
ゲ
ラ
ル　

ヘ
ア
」
と
叫
び
、
空
包
を
放
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
1
）
。

事
件
は
、
米
軍
兵
士
に
よ
る
演
習
場
内
で
の
犯
行
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
行
為
が
「
公
務
上
」
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
日
米
間

で
お
お
も
め
に
も
め
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を

放
棄
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
が
日
米

写
真
で
、
一
人
の
若
い
女
性
が
、
お
墓
の
前
で
ひ
ざ
ま
ず
き
、
ハ

ン
カ
チ
で
顔
を
覆
っ
て
い
る
。
写
真
は
白
黒
な
の
で
、
女
性
の
服

装
の
色
は
わ
か
ら
な
い
。
上
は
白
と
お
ぼ
し
き
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
、

下
は
お
お
き
な
葉
っ
ぱ
を
何
枚
も
あ
し
ら
っ
た
よ
う
な
模
様
の
、

お
そ
ら
く
カ
ラ
フ
ル
と
思
わ
れ
る
ス
カ
ー
ト
。
墓
前
の
服
装
に
は

そ
ぐ
わ
な
い
印
象
を
受
け
る
。
傍
ら
に
は
、
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
上
に

長
羽
織
姿
の
男
性
が
立
ち
、
小
さ
な
女
の
子
の
頭
に
両
手
を
置
い

て
い
る
。
女
の
子
は
不
思
議
そ
う
に
女
性
の
姿
を
見
て
い
る
。

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
以
下
の
と
お
り
。

「
ジ
ラ
ー
ド
に
代
っ
て
…
」
と
末
山
さ
ん
が
墓
参
り
に
き
た　

ヨ
リ
子
ち
ゃ
ん
は
「
あ
の
お
姉
ち
ゃ
ん
は
誰　

ど
う
し
て
泣

く
の
」
と
き
き　

秋
吉
さ
ん
は
答
え
に
窮
し
た　

坂
井
さ
ん

は
熱
心
な
神
道
の
信
者
で　

墓
に
は
「
故
坂
井
奈
加
子
之
命

奥
津
城
」
と
あ
る

秋
吉
さ
ん
と
は
、
坂
井
秋
吉
（
四
七
歳
）
の
こ
と
で
、
ジ
ラ
ー

ド
事
件
の
被
害
者
な
か
さ
ん
の
夫
で
あ
り
、
ヨ
リ
子
ち
ゃ
ん
は
、

坂
井
さ
ん
ご
夫
妻
の
三
女
（
四
歳
）
で
あ
る
。

左
上
に
目
を
転
じ
る
と
、
若
い
米
兵
と
若
い
日
本
女
性
の
写
真
。

一
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米
兵
犯
罪
と
日
米
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約
（
信
夫
）

（
一
三
七
）

二
月
二
五
日
、
岸
内
閣
が
誕
生
す
る
。
実
質
的
に
は
右
に
述
べ

た
よ
う
に
、
岸
内
閣
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件
発
生
と
同
時
に
誕
生
し
た

こ
と
と
な
る
。
そ
の
岸
は
安
保
改
定
に
意
欲
を
燃
や
し
、
後
に
、

安
保
改
定
に
伴
う
事
前
協
議
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
、
事
前
協

議
を
必
要
と
し
な
い
密
約
を
締
結
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑

わ
れ
る
。
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
密
約
締
結
の
事
実
が
明
ら
か

と
な
っ
た
（
4
）
。
岸
は
六
月
に
訪
米
す
る
が
、
そ
の
時
期
、
ア
メ
リ
カ

で
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件
が
お
お
き
な
話
題
と
な
っ
て
い
た
。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
っ
て
も
、
密
約
が
交
わ
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、

本
書
評
で
紹
介
す
る
山
本
英
政
著
『
米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
│

「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
の
隠
さ
れ
た
真
実
』
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

こ
の
本
を
さ
す
場
合
に
は
「
本
書
」、
同
書
の
著
者
を
示
す
場
合

に
は
「
著
者
」
を
用
い
る
。

果
た
し
て
密
約
の
謎
は
ど
こ
ま
で
解
明
さ
れ
た
の
か
。
本
書
を

紹
介
し
な
が
ら
、
こ
の
謎
に
迫
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
本
書
の

全
体
像
を
示
す
た
め
、
以
下
に
目
次
を
あ
げ
て
お
く
。

ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
を
め
ぐ
り
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
。
け
っ
き
ょ

く
、
裁
判
権
は
日
本
側
に
あ
る
こ
と
が
確
定
し
、
前
橋
地
裁
で
、

一
九
五
七
年
八
月
二
六
日
に
第
一
回
公
判
が
開
か
れ
、
同
年
一
一

月
一
九
日
、
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
（
2
）
。
判
決
は
、
検
察
側
の
主
張

を
ほ
ぼ
認
め
た
も
の
の
、
ジ
ラ
ー
ド
の
情
状
を
酌
量
し
、「
懲
役

三
年
、
執
行
猶
予
四
年
」
で
あ
っ
た
。
検
察
側
、
弁
護
側
と
も
控

訴
せ
ず
、
一
二
月
三
日
、
判
決
は
確
定
し
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
、
七

月
五
日
に
結
婚
し
た
新
妻
ハ
ル
と
共
に
、
一
二
月
六
日
、
横
浜
港

か
ら
米
軍
用
船
で
帰
国
し
た
。

最
初
に
紹
介
し
た
岸
総
理
と
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
の
関
係
を
み
て

み
よ
う
。
事
件
が
起
っ
た
一
月
三
〇
日
は
、
石
橋
湛
山
首
相
が
脳

梗
塞
で
執
務
不
能
と
な
っ
た
た
め
、
石
橋
内
閣
で
外
務
大
臣
を
務

め
て
い
た
岸
が
首
相
の
臨
時
代
理
と
な
っ
た
日
で
あ
っ
た
。
岸
は
、

二
月
一
四
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
社
会
党
の
茜あ
か
ね

ヶが

久く

保ぼ

重
光
議
員
か
ら
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
の
決
意
を
問
わ
れ
、

「
わ
れ
わ
れ
民
族
と
し
て
ほ
と
ん
ど
耐
え
忍
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
案
件
も
過
去
に
お
い
て
も
出
て
き
て
お
り
ま

す
。
今
回
の
案
件
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
わ
れ
わ

れ
は
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
っ
て
か
く
の
ご
と
き
こ
と
を
な
く
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
応
え
て
い
る
（
3
）
。

一
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（
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八
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二
．
本
書
の
概
要

以
下
で
は
、
本
書
の
概
要
を
、
目
次
を
追
い
な
が
ら
明
ら
か
に

し
て
い
く
。

ま
え
が
き

「
ま
え
が
き
」
に
は
、
本
書
を
執
筆
し
た
著
者
の
動
機
が
語
ら

れ
て
い
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
「
通
時
的
か
つ
包
括
的
に
論
じ
た

書
物
は
み
あ
た
ら
な
い
。」（
五
頁
）
の
で
、「
日
本
と
ア
メ
リ
カ

双
方
の
視
点
か
ら
事
件
を
検
証
し
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
よ

う
」（
六
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
は
、
当
時
、

世
間
の
耳
目
を
集
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、

一
九
五
七
年
の
一
〇
大
ニ
ュ
ー
ス
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。
た
だ
、
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
事
件
に
関
す

る
ま
と
ま
っ
た
著
作
が
公
刊
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う

よ
り
も
、
学
術
的
な
論
考
で
す
ら
、
非
常
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
（
5
）
。

第
一
章　

米
兵
ジ
ラ
ー
ド
の
犯
罪

こ
の
章
で
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
が
発
生
す
る
背
景
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、「
相
馬
ヶ
原
」
で
、
何
故
、「
弾
拾
い
」
が

ま
え
が
き

第
一
章　

米
兵
ジ
ラ
ー
ド
の
犯
罪

一　

薬
キ
ョ
ウ
に
よ
る
殺
害

二　

意
外
な
情
報
源

三　

相
馬
ヶ
原

四　

弾
を
拾
う

第
二
章　

米
兵
を
立
件
す
る

一　

社
会
党
の
追
及

二　

困
難
な
米
兵
の
立
件
に
挑
む

三　

裁
判
権
を
め
ぐ
る
係
争

第
三
章　
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
と
昏
迷
す
る
ア
メ
リ
カ

一　

裁
判
権
で
迷
走
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府

二　

ジ
ラ
ー
ド
側
、
政
府
を
訴
え
る

三　

新
聞
と
世
論

四　

紛
糾
す
る
議
会

第
四
章　

下
さ
れ
た
判
決
と
日
米
の
密
約

一　

裁
判
権
の
行
方
と
密
約
の
存
在

二　

公
判
は
じ
ま
る

三　

判
決
と
そ
の
評
価

あ
と
が
き

一
三
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の
背
景
に
は
、
内
灘
闘
争
、
砂
川
闘
争
と
い
っ
た
反
米
軍
基
地
運

動
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
思
い
が
け
な
い
情
報
が
、

こ
の
事
件
の
陰
に
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
五
月
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
被
害
者
坂
井
な
か
さ
ん
の

司
法
解
剖
を
お
こ
な
っ
た
ひ
と
り
で
あ
る
芹
沢
憲
一
医
師
へ
著
者

は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
。

芹
沢
医
師
の
話
に
よ
る
と
、「
群
馬
大
学
医
学
部
の
別
の
研
究

室
に
所
属
す
る
群
馬
県
出
身
の
同
僚
医
師
が
事
件
の
起
き
た
高
崎

か
ら
選
出
の
社
会
党
議
員
で
は
な
く
、「
基
地
の
ア
カ
ネ
」
の
異

名
を
と
る
群
馬
一
区
（
前
橋
）
の
茜
ヶ
久
保
議
員
に
、「
薬
キ
ョ

ウ
」
で
絶
命
し
た
日
本
婦
人
の
解
剖
の
様
子
と
米
兵
関
与
の
可
能

性
を
伝
え
た
」（
二
六
頁
）
の
だ
と
い
う
。
芹
沢
医
師
は
、
被
害

者
は
「
流
れ
弾
」
に
当
た
っ
た
と
の
こ
と
で
、
司
法
解
剖
を
お
こ

な
っ
た
が
、
実
際
に
は
、「
薬
キ
ョ
ウ
」
で
撃
た
れ
た
事
実
が
判

明
し
た
。
た
だ
、「
社
会
党
お
よ
び
茜
ヶ
久
保
重
光
が
薬
キ
ョ
ウ

の
銃
撃
に
よ
る
な
か
さ
ん
の
死
を
情
報
源
の
保
護
と
い
う
観
点
か

ら
、
当
初
、
あ
え
て
公
表
し
な
か
っ
た
」（
二
九
頁
）
の
で
あ
る
。

事
件
は
、
米
軍
の
基
地
内
で
起
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
が
（
日
米
行
政
協
定
で
相
馬
ヶ
原
は
米
軍
の
基
地
と
し
て
は
認

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
保
留
状
態
に
あ
っ
た
）、
米
兵
が
関
係
し
、

お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
か
、
相
馬
ヶ
原
の
地
勢
や
歴
史
的
背
景
を
、

『
榛
東
村
誌
』
や
『
上
毛
新
聞
』
な
ど
を
も
と
に
、
丹
念
に
跡
付

け
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
地
味
豊
で
は
な
い
相
馬
ヶ
原
は
、
旧

日
本
軍
の
軍
用
地
と
し
て
利
用
さ
れ
、
戦
後
は
米
軍
に
よ
り
接
収
、

実
戦
訓
練
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下

で
、「
弾
拾
い
」
と
い
う
、
米
軍
が
使
用
し
た
砲
弾
の
破
片
や
薬

き
ょ
う
を
拾
う
こ
と
が
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
犠
牲
と
な
っ

た
坂
井
な
か
さ
ん
は
、
こ
の
「
弾
拾
い
」
中
に
、
ジ
ラ
ー
ド
に
よ

り
射
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
一
章
で
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
事
件
が
ど
の
よ
う
に
し
て
世

に
広
め
ら
れ
た
の
か
、
新
た
な
事
実
を
発
掘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

事
件
は
、
ま
ず
、
地
元
の
『
上
毛
新
聞
』
が
、
事
件
発
生
の
翌
日

（
一
月
三
一
日
）
の
朝
刊
で
、「
人
妻
、
小
銃
弾
で
即
死　

桃
井
基

地
（
相
馬
ヶ
原
内
の
米
軍
基
地
）
立
ち
入
り
禁
止
区
域
で
彈
拾

い
」
と
い
う
見
出
し
で
、
全
国
紙
に
先
駆
け
て
、
報
じ
ら
れ
た
と

い
う
（
二
三
頁
）。
全
国
紙
が
報
道
す
る
の
は
、
二
月
三
日
に

な
っ
て
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
情
報
を
い
ち
早
く
察
知
し
た
の

が
前
出
の
茜
ヶ
久
保
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
。
当
時
の
同
議
員
の

活
動
は
、
全
国
紙
を
リ
ー
ド
す
る
（
6
）
。

な
ぜ
茜
ヶ
久
保
議
員
は
こ
の
よ
う
な
活
動
が
で
き
た
の
か
。
そ
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手
し
、
担
当
大
臣
や
関
係
の
官
庁
に
迫
っ
て
い
っ
た
。」（
五
五

頁
）
と
い
う
。
同
議
員
に
と
っ
て
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
は
、「
占

領
継
続
中
の
現
れ
」（
五
八
頁
）
で
あ
り
、「
被
疑
者
ジ
ラ
ー
ド
の

身
柄
を
日
本
側
で
拘
束
し
、
捜
査
の
主
導
権
を
ア
メ
リ
カ
側
か
ら

奪
う
よ
う
詰
め
寄
っ
た
」（
五
六
│
五
七
頁
）
の
で
あ
る
。

前
年
九
月
、
米
軍
が
使
用
す
る
東
富
士
演
習
場
の
立
ち
入
り
禁

止
区
域
附
近
で
、
弾
を
拾
い
に
来
た
女
性
が
米
兵
に
銃
撃
さ
れ
る

と
い
う
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
類
似
し
た
事
件
が
起
っ
て
い
た
こ
と

も
社
会
党
は
明
ら
か
に
す
る
。
政
府
は
こ
の
件
を
ま
っ
た
く
承
知

し
て
お
ら
ず
、
米
軍
相
手
の
捜
査
で
は
、
日
本
の
官
憲
が
頼
り
に

な
ら
な
い
実
態
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
（
六
〇
頁
）。
茜
ヶ
久
保

議
員
を
中
心
と
す
る
社
会
党
の
追
及
に
つ
い
て
、
著
者
は
、「
多

分
に
政
治
的
な
思
惑
に
根
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本

の
非
力
を
悲
憤
慷
慨
し
ア
メ
リ
カ
側
の
横
暴
を
仮
借
せ
ず
と
す
る

そ
の
姿
勢
に
、
世
間
で
は
溜
飲
を
下
げ
た
の
で
あ
る
。」（
六
三

頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
推
移
を
、
こ
の
章
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
こ

う
。
二
月
七
日
、
米
軍
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
発
砲
が
任
務
上
の
こ
と

で
あ
る
と
す
る
公
務
証
明
書
を
発
行
し
た
。
ジ
ラ
ー
ド
の
第
一
次

裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
り
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

ま
た
、
司
法
解
剖
の
鑑
定
結
果
に
は
箝
口
令
が
敷
か
れ
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
情
報
源
の
保
護
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

結
果
、
こ
の
事
件
は
、
流
れ
弾
に
当
た
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
米

兵
に
よ
る
殺
人
事
件
の
可
能
性
が
出
て
き
た
。

第
二
章　

米
兵
を
立
件
す
る

こ
の
章
で
は
、
ま
ず
、
米
兵
を
立
件
す
る
難
し
さ
が
描
か
れ
、

ジ
ラ
ー
ド
事
件
前
後
に
起
っ
た
米
兵
に
よ
る
四
つ
の
事
件
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
（
五
二
│
五
三
頁
）。
こ
れ
ら
の
裁
判
の
結
果
は
、

無
罪
、
不
起
訴
処
分
、
執
行
猶
予
で
終
わ
っ
た
。
著
者
は
、「
年

間
、
五
、六
〇
〇
〇
件
に
も
及
ぶ
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
米
軍
関
係
者

に
よ
る
犯
罪
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
容
疑

者
た
ち
の
多
く
は
帰
国
し
て
し
ま
っ
た
か
、
不
起
訴
処
分
と
さ
れ

た
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
裁
判
権
が
ア
メ
リ
カ
側
に
移
管
さ
れ
、

日
本
人
被
害
者
た
ち
は
く
や
し
さ
に
身
を
震
わ
せ
泣
き
寝
入
り
さ

せ
ら
れ
た
。」（
五
三
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
衆
参
両
院
の
委
員
会
で
、
社
会
党
が
ジ
ラ
ー
ド
事
件

の
真
相
究
明
に
厳
し
い
姿
勢
で
の
ぞ
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
す
で
に
、
茜
ヶ
久
保
議
員
の
活
動
は
紹
介
し
た
が
、「
新
聞

な
ど
が
報
じ
て
い
な
い
新
た
な
情
報
を
同
党
は
独
自
の
調
査
で
入

一
四
〇



米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
一
四
一
）

著
者
は
、
外
務
省
の
外
交
記
録
公
開
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
文

書
の
中
に
、
刑
事
裁
判
権
分
科
会
の
様
子
を
記
し
た
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
（
八
〇
│
八
二
頁
）。
ア
メ
リ
カ
側
は
、

ジ
ラ
ー
ド
は
機
関
銃
の
警
護
の
た
め
銃
撃
し
、「
公
務
」
に
あ
た

る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
日
本
側
は
、
弾
拾
い
の
人
々
が
機
関

銃
を
狙
う
と
い
っ
た
心
配
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、「
銃

撃
が
機
関
銃
の
警
護
と
な
ん
の
関
わ
り
も
な
い
」（
八
二
頁
）
と

し
、
ア
メ
リ
カ
側
の
公
務
の
主
張
を
完
全
に
論
破
し
て
い
る
。

四
月
二
六
日
付
け
の
国
防
省
か
ら
極
東
軍
司
令
官
ラ
イ
マ
ン
・

レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
宛
て
の
電
報
（T

elegram
 from

 the 
D
epartm

ent of the A
rm
y to the C

om
m
ander in C

hief, 
F
ar E

ast

（L
em
nitzer

）, D
A
921933

）
が
紹
介
さ
れ
、「
こ
の

件
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
議
会
の
関
心
と
い
う
点
で
考
え
る
と
、
ジ

ラ
ー
ド
を
日
本
の
裁
判
に
預
け
る
に
つ
い
て
は
、
ジ
ラ
ー
ド
を
で

き
る
だ
け
も
っ
と
も
重
く
な
い
罪
で
起
訴
す
る
と
の
確
約
を
日
本

の
司
法
機
関
と
の
合
意
で
取
り
付
け
る
こ
と
が
我
々
の
利
益
に
か

な
っ
て
い
る
。」（
八
三
│
八
四
頁
）（
傍
線
は
本
書
の
強
調
。）
と

し
、
密
約
へ
の
伏
線
と
な
る
記
述
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
、
本
章
を
、「
公
務
証
明
書
を
発
行
し
て
お
き
な
が
ら

裁
判
権
の
行
使
を
放
棄
し
た
米
軍
側
の
譲
歩
は
き
わ
め
て
異
例
な

群
馬
県
警
刑
事
部
長
岡
田
三
千
左
右
と
群
馬
県
籠
原
の
米
陸
軍
憲

兵
隊
長
リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
と
の
緊
密
な
協
力
に
よ
り
、

ジ
ラ
ー
ド
の
容
疑
が
固
ま
っ
て
い
く
。「
五
月
一
六
日
に
い
た
っ

て
、
在
日
米
軍
は
ジ
ラ
ー
ド
の
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
せ

ず
日
本
へ
移
譲
す
る
」（
七
〇
頁
）
と
発
表
し
た
。
た
だ
、
い
さ

さ
か
疑
問
に
残
る
点
と
し
て
、
県
警
は
、
岡
田
刑
事
部
長
が
主
張

し
た
殺
人
罪
で
送
検
す
る
こ
と
で
固
ま
っ
て
い
た
が
、
け
っ
き
ょ

く
、
傷
害
致
死
で
の
送
検
と
な
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
、「
二
月

の
こ
の
と
き
の
県
警
が
殺
人
容
疑
か
ら
一
段
、
落
と
し
て
送
検
し

た
こ
と
に
つ
い
て
は
や
は
り
政
治
的
な
判
断
が
あ
っ
た
と
疑
い
た

く
な
る
。」（
七
四
頁
）
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

米
軍
か
ら
公
務
証
明
書
が
発
行
さ
れ
る
と
、
第
一
次
裁
判
権
は
、

ア
メ
リ
カ
側
が
行
使
す
る
こ
と
と
な
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
場
合
、

前
橋
地
検
は
、
直
ち
に
、
反
証
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
異
議
を

唱
え
た
。
日
米
双
方
が
第
一
次
裁
判
権
を
主
張
し
た
結
果
、
公
務

問
題
と
裁
判
権
の
行
方
に
つ
い
て
、
日
米
合
同
委
員
会
の
刑
事
裁

判
権
分
科
会
で
協
議
す
る
こ
と
で
日
米
は
合
意
し
た
。
こ
の
間
の

協
議
に
つ
い
て
は
、「
当
分
科
会
お
よ
び
上
部
組
織
で
あ
る
合
同

委
員
会
の
議
事
録
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
不
明
で
あ
る
。」

（
八
〇
頁
）
と
い
う
。

一
四
一
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は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
日
本
へ
の
裁
判
権
移
譲
を
保
留
に
し
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
移
譲
を
取
り
消
す
。
五
月
一
八
日
、
日
本
で
は
、
ジ

ラ
ー
ド
が
傷
害
致
死
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
。
六
月
四
日
、
国

務
・
国
防
両
省
に
よ
っ
て
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
の
移
譲
が
再
決

定
さ
れ
る
。
著
者
は
、
そ
の
間
、
主
に
、
ア
メ
リ
カ
外
交
文
書
集

（F
oreign

 R
elation

s of th
e U

n
ited

 S
tates, 1955-1957

）
か

ら
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
連
す
る
重
要
な
文
書
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
興
味
を
ひ
く
の
は
、
前
橋
地
検
が
ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害

致
死
罪
で
起
訴
す
る
に
あ
た
っ
て
、
日
米
間
で
密
約
が
交
わ
さ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
章
か
ら
い
く
つ
か

紹
介
し
て
お
き
た
い
。

五
月
二
〇
日
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ｒ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官

補
（
極
東
問
題
担
当
）
か
ら
国
務
省
へ
の
覚
書
に
、「
日
本
と
は

・

・

・

・

密
約
で
傷
害
致
死
よ
り
重
い
罪
を
問
わ
な
い
こ
と
で
合
意
が
で
き

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

て
お
り

・

・

・

、
さ
ら
に
日
本
の
裁
判
所
が
重
く
な
い
判
決
を
与
え
る
と

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

の
合
意
も
で
き
て
い
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。」（
一
〇
四
頁
）（
傍
点
は
本
書
の
強
調
。）

と
あ
る
。
著
者
は
、「
そ
れ
に
し
て
も
五
月
二
〇
日
の
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
の
電
信
の
な
か
で
、
日
米
間
で
は
日
本
の
裁
判
所
が
ジ
ラ
ー

ド
を
軽
い
刑
で
裁
く
と
の
約
束
が
な
さ
れ
て
い
る
と
明
言
し
て
い

る
こ
と
に
は
驚
愕
す
る
。」（
一
〇
六
頁
）
と
、
驚
き
を
隠
せ
な
い
。

こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
米
兵
ジ
ラ
ー
ド
の
量
刑
に
日
本
の

司
法
が
手
心
を
加
え
る
と
の
政
治
的
な
妥
協
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ

た
の
で
あ
る
。」（
八
六
頁
）
と
結
ん
で
い
る
。

第
三
章　
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
と
昏
迷
す
る
ア
メ
リ
カ

本
章
で
は
、
五
月
一
六
日
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
ア
メ
リ
カ

側
が
放
棄
し
、
日
本
側
へ
移
譲
す
る
こ
と
を
米
極
東
軍
司
令
部
が

決
定
し
て
か
ら
、
七
月
一
七
日
、
米
下
院
本
会
議
で
、「
米
兵
の

裁
判
権
を
公
務
の
内
外
に
か
か
わ
ら
ず
ア
メ
リ
カ
側
が
行
使
で
き

る
よ
う
協
定
﹇
行
政
協
定
﹈
を
改
定
す
る
。
そ
れ
が
か
な
わ
な
い

と
き
に
は
協
定
を
改
定
す
る
こ
と
を
大
統
領
に
依
頼
す
る

・

・

・

・

」

（
一
四
九
頁
）（
傍
点
は
本
書
の
強
調
。）
と
の
決
議
案
が
、
可
否

同
数
で
否
決
さ
れ
る
ま
で
の
二
ヶ
月
間
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
ジ

ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
放
棄
し
た
と
の
ア
メ
リ
カ
側
決
定
は
、
ア
メ

リ
カ
政
府
、
裁
判
所
、
議
会
を
巻
き
込
み
、
お
お
き
な
話
題
と
な

り
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
も
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
伝
わ
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。

そ
の
経
過
を
追
う
と
、
五
月
一
六
日
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、

ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
日
本
側
へ
移
譲
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
翌
一
七
日
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
防
長
官

一
四
二
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犯
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）

（
一
四
三
）

ダ
レ
ス
国
務
長
官
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
（
極
東
問
題
担

当
）
と
の
複
数
の
通
話
の
中
で
、
ダ
レ
ス
は
、「
日
本
と
の
密
約

（
日
本
が
殺
人
罪
で
は
起
訴
し
な
い
）
に
言
及
」（
一
〇
九
頁
）
し

た
と
い
う
。

六
月
四
日
、
国
務
・
国
防
両
省
に
よ
る
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
移

譲
の
再
決
定
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
日
本
側
で
裁
判
が
開
始
さ

れ
る
と
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
五
日
、
そ
の
決
定
を
不
服
と

し
て
、
ジ
ラ
ー
ド
の
親
族
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
連
邦
地
裁
に
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｓ
・
ジ
ラ
ー
ド
の
名
で
提
訴
し
た
。
訴
え
の
内
容

は
、「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
は
米
軍
の
演
習
場
内
で
起
き
た
公
務
内
の

事
項
で
第
一
次
の
裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
り
、
日
本
の
法
の

影
響
は
受
け
な
い
。
日
本
が
裁
判
を
行
う
た
め
に
米
軍
が
ジ
ラ
ー

ド
の
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る
の
は
違
法
で
あ
る
。」（
一
一
七
頁
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

連
邦
地
裁
は
、
六
月
一
八
日
に
判
決
を
下
し
、「
ジ
ラ
ー
ド
の

事
犯
を
公
務
内
の
こ
と
と
判
断
し
裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
る

と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
身
柄
を
日
本
へ
渡
す
こ
と
は
ジ
ラ
ー
ド

の
も
つ
憲
法
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
て
、
そ
の
引
き
渡
し
を
禁

じ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
ジ
ラ
ー
ド
の
身
柄
の
確
保
に
つ
い
て
は

米
軍
下
に
置
か
れ
て
い
る
現
状
か
ら
、
人
身
保
護
の
必
要
は
な
い

著
者
は
原
文
も
引
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
紹
介
し
て
お
き
た

い
。“Japan also agreed to recom

m
end, through Japanese 

procuratorial channels, that the Japanese court 
m
itigate the sentence to the m

axim
um
 practicable 

extent, considering the circum
stances of the case. ”

（
日
本
は
ま
た
事
件
を
考
慮
し
て
関
係
の
機
関
を
通
じ
て
日

本
の
裁
判
所
に
可
能
な
か
ぎ
り
刑
を
軽
減
す
る
よ
う
提
言
す

る
こ
と
に
合
意
し
た
）（
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
）

こ
れ
だ
け
で
は
、
密
約
が
存
在
し
て
い
た
と
判
断
す
る
の
は
む

ず
か
し
い
が
、
著
者
は
、「
整
理
す
れ
ば
、
日
米
間
に
は

一
九
五
三
年
の
行
政
協
定
の
改
定
時
に
交
わ
さ
れ
た
「
米
兵
を
日

本
で
は
滅
多
に
裁
判
し
な
い
」
と
い
う
大
密
約
が
あ
り
、
ジ
ラ
ー

ド
事
件
で
は
例
外
と
し
て
米
兵
を
日
本
が
裁
き
は
す
る
が
軽
い
判

決
を
下
す
と
い
う
第
二
の
密
約
が
交
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」

（
一
〇
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
、

若
干
、
考
察
し
て
み
た
い
。

密
約
に
関
し
て
は
、
五
月
二
五
日
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・

一
四
三
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緯
が
あ
ら
た
め
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
九
五
七
年
五
月
一
六
日
、

日
米
合
同
委
員
会
は
被
疑
者
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
の
司
法
で
裁
く
と

公
表
、
翌
一
七
日
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
防
長
官
が
「
完
全
な
審
査
が

す
む
ま
で
ジ
ラ
ー
ド
三
等
特
技
下
士
官
を
日
本
側
の
法
廷
に
引
き

渡
さ
な
い
」
と
発
表
、
五
月
一
八
日
、
検
察
は
ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害

致
死
罪
で
起
訴
、
六
月
四
日
、
国
務
省
と
国
防
総
省
の
両
長
官
は

当
初
の
日
米
の
合
意
ど
お
り
、「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
の
裁
判
権
を

日
本
へ
渡
す
と
の
声
明
を
発
表
し
た
。
そ
の
間
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件

を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
で
な
ん
ら
か
の
合
意
に
い
た
っ
た
こ
と
を

示
す
文
書
を
、
著
者
が
翻
訳
し
、
紹
介
し
て
い
る
。

五
月
二
三
日
・
二
四
日
付
け
の
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
二

世
駐
日
米
大
使
か
ら
国
務
省
宛
電
報
で
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
問

題
で
日
本
か
ら
譲
歩
を
引
き
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
、
と
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
は
主
張
し
て
い
る
。
折
も
折
り
、
五
月
二
〇
日
深
夜
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
曹
長
が
、
台
湾
の
台
北
市
の
自
宅
付

近
で
、
劉
自
然
を
射
殺
し
、
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
、
無
罪
と

な
っ
た
（
8
）
。
こ
の
判
決
に
対
す
る
台
湾
人
の
怒
り
が
暴
動
に
発
展
し

た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
レ
イ
ノ
ル
ズ
事
件
に
も
言
及

し
て
い
る
。
け
っ
き
ょ
く
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
は
、
二
五
日
、
大
統

領
の
判
断
を
仰
ぎ
、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
の
裁
判
に
付
す
こ
と
が
決

と
し
て
却
下
し
た
」（
一
二
一
頁
）
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
判
決
の
翌
日
（
六
月
一
九
日
）、
岸
総
理
は
初
の
訪
米
を

ひ
か
え
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
関
係
者
は
そ
の
対
応
に
神
経
を
使
っ

た
と
い
う
（
一
二
二
│
一
二
三
頁
）。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領

の
回
顧
録
に
よ
る
と
、
サ
ム
・
レ
イ
バ
ー
ン
下
院
議
長
（
民
主

党
）
は
、
岸
首
相
の
訪
米
を
取
り
消
す
よ
う
政
府
に
要
望
し
た
が
、

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
そ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
（
7
）
。

ア
メ
リ
カ
政
府
は
こ
の
地
裁
の
判
決
を
不
服
と
し
、
最
高
裁
へ

の
上
告
手
続
に
入
っ
た
。
七
月
一
一
日
、
最
高
裁
の
裁
定
が
下
さ

れ
、「
ア
メ
リ
カ
政
府
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
放
棄
し
、
そ
れ

を
日
本
へ
移
管
す
る
権
利
を
有
す
る
と
し
て
、
先
の
連
邦
地
裁
の

判
断
を
退
け
た
」（
一
三
四
頁
）
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府

の
決
定
が
上
院
の
承
認
を
得
た
日
米
行
政
協
定
に
則
っ
て
お
り
、

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
や
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
理
由

か
ら
と
あ
る
。
残
る
は
、
下
院
本
会
議
に
お
け
る
行
政
協
定
改
定

の
決
議
案
の
み
で
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
可
否

同
数
で
否
決
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章　

下
さ
れ
た
判
決
と
日
米
の
密
約

こ
の
章
で
は
、
ま
ず
、
日
本
で
の
裁
判
が
開
か
れ
る
ま
で
の
経

一
四
四
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五
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ム
に
は
、「
彼
ら
（
日
本
側
）
は
、
合
同
委
員
会
で
合
意
で
き
な

か
っ
た
と
き
に
な
さ
れ
た
秘
密
の
取
り
決
め
に
き
わ
め
て
忠
実
に

従
っ
て
い
る
」（
二
一
一
頁
）
と
い
う
。

五
月
一
六
日
、
合
同
委
員
会
が
、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
の
司
法
で

裁
く
と
発
表
し
た
。
そ
の
前
に
、
合
同
委
員
会
で
密
約
が
交
わ
さ

れ
た
。
検
察
側
は
、
ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害
致
死
よ
り
重
い
罪
名
（
残

る
と
し
た
ら
殺
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
）
で
は
起
訴
し
な
い
、

ま
た
、
裁
判
所
に
対
し
て
も
な
ん
ら
か
の
働
き
か
け
を
お
こ
な
い
、

可
能
な
限
り
軽
い
判
決
に
す
る
、
と
い
う
筋
書
き
が
見
え
て
く
る
。

た
だ
、
本
当
に
こ
の
密
約
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
密
約
の
内
容

と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ア
メ
リ
カ
側

の
断
片
的
な
史
料
で
は
、
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
著
者
は
、
八
月
二
六
日
の
初
公
判
か
ら
、
一
一
月
九

日
の
判
決
の
日
ま
で
の
一
三
回
の
公
判
と
三
回
の
実
地
検
証
の
様

子
を
、
お
も
に
新
聞
記
事
を
利
用
し
な
が
ら
記
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
著
者
は
、「
こ
の
節
で
、
わ
た
し
は
裁
判
の
詳
細
を
記
す
こ

と
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
は
日
米
間
の
「
で
き
る
だ
け
重

く
な
い
刑
」
で
済
ま
せ
る
と
の
密
約
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
だ

か
ら
。」（
一
八
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
注
5
が
付

さ
れ
、「
山
本
英
政
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
追
考
③

│
裁
判
権
を
め

ま
っ
た
。
こ
の
判
断
を
仰
ぐ
た
め
、
国
務
省
が
作
成
し
た
「
草
案

覚
書
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
こ
の
事
件
で
合
衆
国
は
裁
判
権
を
行
使
し
な
い

と
決
定
し
た
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
あ
る
合
意
が
な
さ
れ

た
。
日
本
の
方
は
、
極
秘
扱
い
で
、
ジ
ラ
ー
ド
を
で
き
る
だ

け
も
っ
と
も
重
く
な
い
罪
で
起
訴
し
さ
ら
に
状
況
に
応
じ
て

も
っ
と
も
軽
い
判
決
を
日
本
の
裁
判
所
に
勧
告
す
る
こ
と
に

同
意
し
た
。（
一
六
九
頁
）（
傍
線
は
本
書
の
強
調
。）

そ
の
ほ
か
、
時
間
が
前
後
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
五
月
二
五
日

の
ダ
レ
ス
国
務
長
官
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
と
の
電
話
で
、

ダ
レ
ス
は
、「
彼
（
ジ
ラ
ー
ド
）
は
殺
人
で
は
起
訴
し
な
い
と
の

あ
る
種
の
裏
取
引
が
日
本
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
」

（
二
一
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
二
〇
日
の
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
か
ら
ダ
レ
ス
宛
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
は
、「
妥
協
の
一
部

と
し
て
（
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
日
本
に
渡
す
こ
と
）、
日
本
は

ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害
致
死
よ
り
重
い
罪
で
起
訴
し
な
い
密
約
を
同
意

の
う
え
で
結
ん
だ
」（
二
一
一
頁
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
月

二
一
日
の
ダ
レ
ス
国
務
長
官
の
執
務
室
で
の
会
議
の
メ
モ
ラ
ン
ダ

一
四
五
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は
、
ジ
ラ
ー
ド
が
「
空
包
を
被
害
者
の
身
体
に
命
中
さ
せ
る
よ
う

に
ね
ら
い
う
ち
し
た
」
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
裁
判
所
は
、

「
坂
井
さ
ん
の
身
辺
を
ね
ら
っ
て
空
包
を
う
っ
た
」
と
認
定
し
て

い
る
（
9
）
。
身
体
そ
の
も
の
を
狙
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
身
辺
か
の
違

い
で
あ
る
。

こ
の
判
決
の
評
価
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
各
種
新
聞
記
事
の
論

評
を
引
用
し
、
ま
た
、
な
か
さ
ん
の
死
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
検

死
医
、
芹
沢
憲
一
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
と
い
う
。

ジ
ラ
ー
ド
の
撃
っ
た
薬
キ
ョ
ウ
は
、
直
径
、
約
一
〇
ミ
リ
の

平
ら
な
底
部
を
先
端
に
し
て
な
か
さ
ん
の
左
背
部
か
ら
体
内

に
入
り
、
第
七
肋
間
を
通
過
し
心
臓
の
上
部
か
ら
出
る
下
状

大
動
脈
を
破
損
さ
せ
て
、
な
か
さ
ん
を
出
血
死
さ
せ
た
。
芹

沢
医
師
は
薬
キ
ョ
ウ
の
底
部
の
直
径
よ
り
少
し
だ
け
大
き
い

幅
の
肋
間
を
薬
キ
ョ
ウ
が
通
り
抜
け
た
こ
と
を
、

「
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
」

と
い
っ
た
。
尖
っ
た
先
端
が
通
過
し
た
の
で
は
な
い
。
薬

キ
ョ
ウ
の
平
ら
な
底
部
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
肋
骨
に
触
れ

て
い
れ
ば
、

「
薬
キ
ョ
ウ
は
傾
き
上
下
い
ず
れ
か
の
肋
骨
に
当
た
り
、

ぐ
っ
て
」『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
第
一
六
巻
第
一

号
、
平
成
二
六
年
一
一
月
二
九
日
、
一
三
│
一
四
頁
、
密
約
に
つ

い
て
は
注
二
八
に
詳
し
く
書
い
て
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。」

（
二
一
三
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
の
内
容
は
、
本
書

二
一
一
頁
の
注
12
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
き
、
著
者
は
、「
で
は
、
こ
う
し
た
筋
書
き
の
あ
る

裁
判
に
つ
い
て
本
節
で
は
な
に
を
論
ず
る
か
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
答
え
た
い
。
米
軍
の
占
領
以
降
、
米
兵
に
よ
る
犯
罪
の

被
害
に
た
だ
た
だ
「
堪
忍
」
を
強
い
ら
れ
て
き
た
日
本
人
に
と
っ

て
、
米
兵
ジ
ラ
ー
ド
が
日
本
の
裁
き
の
場
に
立
つ
こ
と
は
そ
れ
ま

で
の
被
害
者
た
ち
の
無
念
の
一
部
で
も
晴
ら
せ
る
千
載
一
遇
の

チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
の
裁
判
が
日
本
で
開
か
れ
た

こ
と
は
裏
取
り
引
き
の
事
情
を
知
ら
な
い
当
時
の
人
々
に
と
っ
て

ま
さ
に
光
明
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
れ
は
ま
た
、
人
心
を
欺
い
た

こ
と
と
し
て
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。」（
一
八
二
頁
）
と
指

摘
し
て
い
る
。

一
一
月
五
日
、
弁
護
側
は
最
終
弁
論
を
終
え
、
一
一
月
一
九
日

に
判
決
が
下
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
判
決
は
懲
役
三
年
、

執
行
猶
予
四
年
で
あ
っ
た
。
検
察
側
と
裁
判
所
の
事
実
認
定
は
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
唯
一
の
違
い
に
触
れ
て
お
こ
う
。
検
察
側

一
四
六
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あ
と
が
き

一
九
五
七
年
一
二
月
一
六
日
、
ジ
ラ
ー
ド
と
そ
の
妻
ハ
ル
の

乗
っ
た
米
軍
艦
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
湾
に
碇
を
下
ろ
し
た
。

九
九
七
名
の
兵
士
と
そ
の
家
族
が
降
り
立
っ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
と
ハ

ル
が
タ
ラ
ッ
プ
を
降
り
て
き
た
と
き
、
ブ
ー
イ
ン
グ
が
お
こ
っ
た

と
い
う
。「
薬
キ
ョ
ウ
を
使
っ
て
被
害
女
性
を
誘
き
寄
せ
怯
え
て

逃
げ
る
女
性
を
う
し
ろ
か
ら
撃
っ
た
卑
劣
な
行
為
は
、
ジ
ラ
ー
ド

に
「
卑
怯
者
」
の
烙
印
を
押
し
た
」（
二
二
〇
頁
）
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
著
者
は
、
密
約
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

本
件
の
よ
う
な
米
兵
に
よ
る
刑
事
事
件
の
密
約
は
被
害
者

の
人
権
を
二
重
に
踏
み
に
じ
る
重
大
な
加
害
行
為
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
事
件
の
経
過
を
見
守
る
国
民
へ
の
裏
切
り
で
あ

る
。し

か
も
密
約
の
事
実
を
、
決
ま
っ
て
ア
メ
リ
カ
側
の
秘
密

文
章
の
開
示
で
知
る
し
か
な
い
屈
辱
は
新
た
に
成
立
し
た
特

定
秘
密
保
護
法
で
さ
ら
に
助
長
さ
れ
る
。

米
兵
犯
罪
は
米
軍
基
地
が
あ
る
か
ぎ
り
な
く
な
ら
な
い
。

（
二
二
〇
│
二
二
一
頁
）

あ
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
肋
間
を
通
過
す
る
こ
と
は
な
く
、
致

命
傷
と
な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
薬
キ
ョ
ウ

は
な
か
さ
ん
の
着
て
い
た
着
物
も
貫
い
て
い
る
」

と
芹
沢
は
い
っ
た
（
二
〇
一
│
二
〇
二
頁
）。

ジ
ラ
ー
ド
の
放
っ
た
薬
キ
ョ
ウ
は
、
た
ま
た
ま
肋
間
の
間
を
直

角
に
抜
け
、
大
動
脈
を
破
損
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
不
幸

な
偶
然
に
よ
っ
て
、
な
か
さ
ん
の
命
は
奪
わ
れ
た
。

著
者
は
、「
お
そ
ら
く
、
ジ
ラ
ー
ド
は
な
か
さ
ん
の
身
辺
す
れ

す
れ
か
、
も
し
く
は
検
察
の
主
張
し
た
身
体
の
一
部
に
当
て
る
つ

も
り
で
撃
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
分
た
ち
が
訓
練
す
る
現

場
に
、
弾
を
拾
い
に
や
っ
て
く
る
日
本
人
た
ち
に
、
よ
し
ん
ば
強

い
人
種
偏
見
を
も
た
な
か
っ
た
に
し
ろ
蔑
み
疎
ん
じ
る
気
持
ち
は

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
二
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
、
思
慮
を
欠
い
た
駐
留

米
兵
ジ
ラ
ー
ド
は
抑
え
の
利
か
な
い
、
い
た
ず
ら
心
か
ら
、
度
を

超
し
た
遊
び
に
浸
り
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
を
引
き
起
こ

し
た
の
で
あ
る
。」（
二
〇
四
頁
）
と
、
こ
の
事
件
を
総
括
し
て
い

る
。

一
四
七
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新
た
な
事
実
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
日

米
地
位
協
定
あ
る
い
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件
へ
の
関
心
が
あ
ら
た
め
て

高
ま
っ
て
お
り
（
10
）
、
本
書
の
刊
行
は
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

本
書
が
『
米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
』
と
銘
打
っ
て
お
り
、
ど
こ

ま
で
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
「
密
約
」
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
点
に
も
っ
と
も
関
心
が
集
ま
る
。
こ

の
あ
た
り
を
中
心
に
、
本
書
を
参
照
し
な
が
ら
、
若
干
、
考
察
し

て
み
た
い
。
な
お
、
本
書
評
で
は
、
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
点
、

な
ら
び
に
、
ア
メ
リ
カ
外
交
文
書
集
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断

り
し
て
お
く
。

ポ
イ
ン
ト
は
ふ
た
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
ジ
ラ
ー

ド
事
件
を
め
ぐ
り
、
日
米
合
同
委
員
会
で
交
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る

密
約
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
日
米
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑

事
裁
判
権
条
項
）
が
、
一
九
五
三
年
九
月
に
改
正
さ
れ
る
が
、
そ

の
際
、
日
本
側
が
軽
微
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
裁
判
権
を
放
棄
し

た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
密
約
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
お
け
る
密
約

ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
裁
判
管
轄
権
を
め
ぐ
り
、
日
米
と
も
に
第
一

三
．
若
干
の
考
察

ジ
ラ
ー
ド
事
件
は
、
来
年
で
、
発
生
か
ら
六
〇
年
を
迎
え
る
。

当
時
と
今
と
で
は
、
国
際
情
勢
も
お
お
き
く
変
わ
り
、
日
本
に
駐

留
す
る
米
兵
の
数
も
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
事
件

を
過
去
の
で
き
ご
と
と
簡
単
に
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

米
軍
が
日
本
に
駐
留
し
、
依
然
と
し
て
多
く
の
基
地
を
使
用
し
て

い
る
現
状
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
米
兵
の
犯
罪
に
よ
っ
て
被
害
を

受
け
た
人
々
や
家
族
の
心
の
痛
み
や
苦
し
み
は
、
六
〇
年
前
で
も

今
で
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
あ
ら
た
め
て
光

を
あ
て
て
み
る
こ
と
は
、
今
日
の
日
米
関
係
の
あ
り
か
た
、
よ
り

具
体
的
に
は
、
日
本
の
安
全
保
障
と
米
軍
が
日
本
に
駐
留
す
る
こ

と
の
意
味
を
理
解
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

本
書
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
点
、
き
わ
め
て
高
く
評
価
で
き
る
。
著
者
は
、
日
本

の
新
聞
記
事
や
雑
誌
の
論
考
に
加
え
、
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
も
丹
念

に
渉
猟
し
、
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
文
書
集
を
引
用
し
な
が

ら
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
管
轄
権
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た

の
か
、
合
同
委
員
会
に
お
け
る
密
約
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て

一
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ず
、
ア
メ
リ
カ
側
代
表
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ジ
ラ
ー
ド
の
い
う
こ
と
を
重
要
視
す
れ
ば
、
我
々

と
し
て
は
彼
が
機
関
銃
の
警
護
の
た
め
に
銃
撃
し
た
と
結
論

づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
誤
っ
て
あ
の
よ
う
な
こ
と
を
し

て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
と
し
て
は
彼
の
銃

撃
の
目
的
を
否
定
で
き
な
い
。
ジ
ラ
ー
ド
の
い
う
こ
と
を
信

じ
れ
ば
、
彼
が
公
務
を
執
行
し
た
と
は
思
わ
な
い
か
？

（
八
二
頁
）

こ
れ
に
日
本
側
代
表
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
駁
し
て
い
る
。

公
務
執
行
中
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
つ
い
て

だ
が
、
我
々
は
す
べ
て
の
証
言
を
考
慮
に
入
れ
た
。
…
全
体

を
み
わ
た
せ
ば
、
彼
の
い
う
機
関
銃
を
警
護
す
る
目
的
に
よ

る
威
嚇
射
撃
と
い
う
言
い
分
を
信
じ
る
に
値
し
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
主
張
を
く
つ
が
え
す
証
拠
と
証
言
の
方
に
重
み

が
あ
る
か
ら
だ
。
銃
撃
が
機
関
銃
の
警
護
と
な
ん
の
関
わ
り

も
な
い
と
す
る
の
が
我
々
の
立
場
で
あ
る
。（
八
二
頁
）

次
裁
判
権
を
主
張
し
た
た
め
、
そ
の
解
決
は
日
米
合
同
委
員
会
に

委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
合
同
委
員
会
は
、
行
政
協
定

第
二
六
条
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
行
政
協
定
の
実
施
に
関
し
協
議

が
必
要
な
場
合
に
は
、
日
米
い
ず
れ
も
、
い
つ
で
も
協
議
を
要
請

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
場
合
、
日
本
側

の
開
催
要
請
を
受
け
、
三
月
七
日
、
合
同
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

ジ
ラ
ー
ド
の
公
務
問
題
と
裁
判
権
の
行
方
に
つ
い
て
は
専
門
の
下

部
組
織
で
あ
る
刑
事
裁
判
権
分
科
会
で
話
し
合
う
こ
と
で
合
意
に

い
た
っ
た
。
こ
の
分
科
会
は
、
同
月
一
二
日
か
ら
協
議
を
開
始
し
、

日
本
側
は
津
田
實
法
務
省
秘
書
課
長
、
ア
メ
リ
カ
側
は
ケ
ネ
ス
・

Ｊ
・
ホ
ド
ソ
ン
大
佐
が
代
表
で
あ
っ
た
（
11
）
。

著
者
は
、
こ
の
裁
判
権
分
科
会
に
お
け
る
協
議
の
様
子
に
つ
い

て
、
外
交
史
料
館
所
蔵
の
『
在
本
邦
駐
留
軍
人
刑
事
事
件
関
係
雑

件　

米
国
軍
人
関
係　

相
馬
ヶ
原
事
件
』
第
二
巻
所
収
の
在
米
特

命
全
権
大
使
朝
海
浩
一
郎
発
外
務
大
臣
藤
山
愛
一
郎
宛
政
第

二
六
四
七
号
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
に

関
す
る
件
」
の
別
添
ア
メ
リ
カ
側
資
料
を
翻
訳
し
、
紹
介
し
て
い

る
。
す
で
に
一
部
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
核
心

と
な
る
発
言
を
再
録
し
て
お
き
た
い
。
果
た
し
て
、
ジ
ラ
ー
ド
に

よ
る
な
か
さ
ん
へ
の
銃
撃
が
公
務
に
当
た
る
か
否
か
で
あ
る
。
ま

一
四
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判
決
を
軽
く
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
に
同
意
し
た
」
と
い
う
（
13
）
。

そ
の
ほ
か
、F

R
U

S

に
は
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
と
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
国
務
次
官
補
と
の
五
月
二
五
日
の
通
話
記
録
が
あ
り
、
ダ
レ

ス
は
、
日
本
側
が
殺
人
罪
で
ジ
ラ
ー
ド
を
起
訴
し
な
い
と
い
う
あ

る
種
の
裏
取
り
引
き
（side deal

）
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
14
）
。
さ

ら
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
国
務
省
で
準
備
さ
れ
た
ジ
ラ
ー
ド
事

件
に
関
す
る
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
宛
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
草
案
で

も
言
及
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。

F
R

U
S

に
登
場
す
る
密
約
の
記
述
は
以
上
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

密
約
そ
れ
自
体
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、

著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
合
同
委
員
会
刑
事
裁
判
権
分
科
会
に

関
す
る
資
料
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
協
議
が

お
こ
な
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
日
米
密
約
の
場
合
、

口
頭
の
約
束
と
い
う
形
式
は
考
え
に
く
く
、
な
ん
ら
か
の
形
で
文

書
化
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
刑
事
裁
判

権
を
め
ぐ
る
日
米
密
約
の
場
合
、
先
に
登
場
し
た
津
田
實
（
当
時
、

法
務
省
総
務
課
長
）
が
、
日
米
合
同
委
員
会
の
刑
事
裁
判
権
分
科

会
で
、
日
本
の
政
策
の
一
方
的
陳
述
と
い
う
形
で
、
密
約
を
交
わ

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
16
）
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
推

行
政
協
定
第
一
七
条
第
三
項
⒜
ⅱ
に
よ
れ
ば
、
公
務
執
行
中
の

罪
は
ア
メ
リ
カ
側
に
裁
判
権
が
あ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の

問
題
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
日
米
間
で
妥
協
が
成
立
し
た
と
い
う
。

本
書
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る“M

em
orandum
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に
は
重
要
な
記
述
が
み
ら
れ
る
（
12
）
。

そ
の
点
を
以
下
に
示
し
て
お
こ
う
。

刑
事
裁
判
権
分
科
会
で
裁
判
管
轄
権
が
日
米
ど
ち
ら
に
あ
る
の

か
、
決
着
が
つ
か
ず
、
こ
の
問
題
は
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
日
米
間
で
妥
協
が
成
立
し
た
と
い
う
。
そ
の
妥
協
に
は
、

秘
密
取
り
決
め
が
あ
り
、
日
本
側
は
、
刑
法
第
二
〇
五
条
（
法
定

刑
二
年
〜
一
五
年
）
の
傷
害
致
死
以
上
の
重
い
罪
で
起
訴
し
な
い

こ
と
に
同
意
し
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
法
定
刑
二
年
〜
一
五
年
と

い
う
の
は
、“the penalty is tw

o to fi fteen years ”

の
訳
で
あ

る
が
、
刑
法
の
条
文
に
は
、「
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
日
本
側
は
、「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
状
況
を
考
慮
し
、
日

本
の
検
察
の
経
路
を
通
じ
て
、
日
本
の
裁
判
所
が
可
能
な
か
ぎ
り

一
五
〇



米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
一
五
一
）

公
務
と
は
無
関
係
な
、
い
た
ず
ら
半
分
の
発
砲
。
明
ら
か
に
傷
害

の
犯
意
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
懲
役
五
年
を
求
刑
し
て
い
る
（
18
）
。
た

だ
、
執
行
猶
予
は
三
年
以
下
で
な
い
と
つ
か
な
い
の
で
、
こ
の
求

刑
ど
お
り
の
判
決
で
あ
れ
ば
、
執
行
猶
予
は
な
い
。
実
際
の
判
決

は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
懲
役
三
年
、
執
行
猶
予
四

年
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
密
約
が
影
響
し
た
の
か
を
判
断
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
。

刑
事
裁
判
権
分
科
会
の
議
論
で
も
、
ジ
ラ
ー
ド
に
殺
意
が
な

か
っ
た
こ
と
は
日
本
側
も
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
銃
撃
に

よ
り
な
か
さ
ん
を
死
に
至
ら
し
め
た
と
い
う
傷
害
致
死
罪
の
認
定

は
、
そ
れ
ほ
ど
的
は
ず
れ
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
量
刑
に
つ
い
て

は
軽
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
多
く
見
ら
れ
た
の
は
事
実

で
あ
る
（
19
）
。
と
り
わ
け
、
ジ
ラ
ー
ド
の
場
合
、
世
間
か
ら
注
目
を
集

め
た
こ
と
、
事
件
の
渦
中
に
あ
り
な
が
ら
ハ
ル
と
結
婚
し
た
こ
と
、

控
訴
期
間
満
了
と
と
も
に
、
新
妻
を
連
れ
、
す
ぐ
さ
ま
帰
国
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
、
執
行
猶
予
を
無
意
味
な
も
の
と
し
、
実
質
的

に
は
無
罪
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
を
増
幅
さ
せ
た
。

著
者
は
ジ
ラ
ー
ド
裁
判
閉
廷
後
の
記
念
写
真
を
掲
載
し
て
い
る

（
五
頁
）。
そ
こ
に
は
、
河
内
雄
三
裁
判
長
、
杉
本
覚
一
検
事
、
林

逸
郎
主
任
弁
護
士
、
デ
ッ
カ
ー
准
将
ら
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
閉

測
に
過
ぎ
な
い
が
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
る
密
約
の
場
合
も
、

刑
事
裁
判
権
分
科
会
の
秘
密
議
事
録
で
、
日
本
側
の
今
後
の
方
針

を
表
明
し
た
文
書
を
残
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
と

な
る
の
が
、
先
の
裁
判
所
へ
の
働
き
か
け
を
示
す
文
書
で
あ
る
。

さ
す
が
に
い
く
ら
法
務
省
と
は
い
え
、
裁
判
所
の
判
決
に
ま
で
影

響
を
及
ぼ
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
ど
の
罪
名
で
起
訴
す

る
の
か
、
あ
る
い
は
、
情
状
酌
量
の
余
地
を
ど
こ
ま
で
示
す
の
か

と
い
っ
た
形
で
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
が
「
検
察
の
経
路
を
通
じ
て
」
な
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
ジ
ラ
ー
ド
裁
判
を
検
証
し
て
み
る
と
、

ま
ず
、
検
察
側
は
傷
害
致
死
の
罪
名
で
ジ
ラ
ー
ド
を
起
訴
し
て
い

る
。
こ
の
点
、
ま
さ
に
密
約
ど
お
り
と
い
っ
て
よ
い
。
殺
人
罪
で

の
起
訴
も
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
県
警
で
は

い
っ
た
ん
殺
人
で
の
送
致
と
き
め
、
そ
の
後
、
検
察
庁
と
協
議
し
、

傷
害
致
死
に
変
更
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
起
訴
罪
名
が
「
殺
人
」

で
は
な
く
、「
傷
害
致
死
」
と
な
っ
た
点
、
疑
問
と
さ
れ
た
と
い

う
（
17
）
。
た
だ
、
こ
れ
は
ま
だ
刑
事
裁
判
権
分
科
会
が
開
か
れ
る
前
の

段
階
な
の
で
、
密
約
と
は
関
連
せ
ず
、
日
本
国
内
に
お
け
る
な
ん

ら
か
の
圧
力
と
も
考
え
ら
れ
る
。

論
告
求
刑
の
段
階
を
み
る
と
、
検
察
側
は
、「
被
告
の
行
為
は
、

一
五
一
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を
固
持
し
た
い
ア
メ
リ
カ
の
意
向
を
汲
ん
だ
の
だ
っ
た
。
オ

ラ
ン
ダ
と
ギ
リ
シ
ャ
の
か
た
ち
に
似
て
は
い
る
が
、
日
米
間

で
は
ア
メ
リ
カ
が
裁
判
権
を
手
に
入
れ
る
の
に
日
本
に
対
し

そ
の
放
棄
を
要
請
す
る
必
要
す
ら
な
く
、
こ
の
点
で
オ
ラ
ン

ダ
／
ギ
リ
シ
ャform

ula

よ
り
も
日
本
は
劣
位
に
置
か
れ
た

の
で
あ
る
。（
一
四
一
頁
）

行
政
協
定
第
一
七
条
の
改
正
に
あ
た
り
、
日
米
は
密
約
を
交
わ

し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
は
、
密
約
が
表
面
化
し
な
い
よ
う
、

手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
形
式
と
し
て
、
合
同
委
員

会
の
下
部
組
織
で
あ
る
裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
（
刑
事
裁
判

権
分
科
会
の
正
式
名
称
）
に
お
け
る
津
田
實
法
務
省
総
務
課
長

（
日
本
側
代
表
）
の
一
方
的
陳
述
と
な
っ
た
。
こ
の
陳
述
は
、
行

政
協
定
第
一
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
本
文
、
議
定
書
公
式
議
事

録
、
正
式
会
談
議
事
録
に
も
い
っ
さ
い
掲
載
し
な
い
秘
密
扱
い
に

さ
れ
た
（
20
）
。

津
田
課
長
の
一
方
的
陳
述
の
邦
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

議
定
書
第
三
項
の
規
定
﹇
日
米
両
国
の
裁
判
権
が
競
合
す
る

場
合
﹈
の
実
際
上
の
運
用
に
関
し
、
私
は
、
日
本
国
の
当
局

廷
後
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
が
一
緒
に
記
念
撮
影
を
す
る

な
ど
、
常
識
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
同
じ
く
、
著
者
が
、
井
出

孫
六
の
『
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ　

戦
後
史
』（
上
）
か
ら
、
こ
の
記

念
写
真
に
つ
い
て
、「
こ
れ
こ
そ
判
決
の
姿
だ
」
と
い
う
文
を
引

用
し
て
い
る
。
密
約
を
前
提
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
よ
り
い
っ

そ
う
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
時
点
で
は
、
密
約
文

書
そ
れ
自
体
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
、
さ
ら
な
る
検
証
が

必
要
で
あ
る
。

刑
事
裁
判
権
を
め
ぐ
る
密
約

一
九
五
三
年
九
月
、
日
米
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判

権
）
が
改
正
さ
れ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
地
位
協
定
並
み
と
な
っ
た
。
そ
の

際
、
交
わ
さ
れ
た
密
約
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
触

れ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
五
三
年
九
月
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
倣
っ
て
改
定
さ
れ
た
日

米
行
政
協
定
で
は
、
表
向
き
は
裁
判
権
に
つ
い
て
平
等
な
文

言
が
盛
ら
れ
は
し
た
が
「
特
に
重
要
（m

aterial 
im
portance

）
で
な
い
」
限
り
、
日
本
は
こ
れ
を
主
張
し
な

い
こ
と
が
密
約
の
ボ
ッ
ク
ス
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
、
裁
判
権

一
五
二



米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
一
五
三
）

設
け
、
密
約
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
な
い
よ
う
工
夫
が
こ
ら
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
に
は
、
ア
メ
リ

カ
の
国
際
条
約
集
に
掲
載
さ
れ
、
公
に
な
っ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ

を
例
に
あ
げ
る
と
、
一
九
五
四
年
八
月
一
三
日
付
け
の
交
換
公
文

第
四
項
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
地
位
協
定
の
実
施
を
規
定
し
、
さ
ら
に
附

属
書
に
、
合
衆
国
政
府
と
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
合
意
し
た
了
解
が
あ

る
。
そ
の
な
か
の
3
．は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

3. T
he N

etherlands authorities, recognizing that 
it is the prim

ary responsibility of the U
nited S

tates 
authorities to m

aintain good order and discipline 
w
here persons subject to U

nited S
tates m

ilitary law
 

are concerned, w
ill, upon the request of the U

nited 
S
tates authorities, w

aive their prim
ary right to 

exercise jurisdiction under A
rticle V

II, except 
w
here they determ

ine that it is of particular 
im
portance that jurisdiction be exercised by the 

N
etherlands authorities. （23

）

が
方
針
と
し
て
、
日
本
国
に
と
つ
て
実
質
的
に
重
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
事
件
を
除
き
、
通
常
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成

員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
で
合
衆
国
の
軍
法
に

服
す
る
も
の
に
対
し
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を

行
使
す
る
意
図
を
有
し
な
い
旨
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
21
）
。

要
は
、
実
質
的
に
重
要
な
事
件
を
除
き
、
通
常
、
米
軍
関
係
者

に
対
す
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
意
図
は
な
く
、
そ
れ
が
日
本
国
の

当
局
の
方
針
で
あ
る
こ
と
を
、
津
田
課
長
が
一
方
的
に
陳
述
し
た

の
で
あ
る
。
形
式
的
に
み
れ
ば
、「
約
束
」
と
は
い
え
な
い
。
現

に
、
二
〇
一
〇
年
に
日
米
密
約
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
刑
事
裁
判
権
問
題
に
関
す
る
文
書
も
外
務

省
か
ら
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
二
〇
一
一
年
八
月
二
五
日
に
開

催
さ
れ
た
「
日
米
合
同
委
員
会
に
お
け
る
や
り
と
り
」
も
公
表
さ

れ
、
一
方
的
陳
述
は
、
日
本
側
の
一
方
的
政
策
的
な
も
の
で
あ
り
、

合
意
で
は
な
い
と
ア
メ
リ
カ
側
が
発
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行

政
協
定
第
一
七
条
の
交
渉
過
程
、
な
ら
び
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る

国
連
軍
協
定
の
交
渉
過
程
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
こ
の
一
方
的

陳
述
と
は
、「
一
方
的
」
に
名
を
借
り
た
密
約
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
22
）
。
日
米
間
の
場
合
に
は
、
何
重
に
も
関
門
を

一
五
三
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F
orm
ula

）
に
し
た
が
い
、
密
約
の
機
密
指
定
を
解
除
す
る
問
題

を
岸
総
理
と
話
し
合
う
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
翌
二
一
日
、
朝
海

は
、「
総
理
は
、
現
時
点
で
、
こ
の
取
極
の
機
密
指
定
を
解
除
す

れ
ば
、
社
会
主
義
者
お
よ
び
共
産
主
義
者
の
き
び
し
い
追
及
に
さ

ら
さ
れ
、
自
分
の
政
権
に
と
っ
て
き
わ
め
て
や
っ
か
い
な
こ
と
に

な
る
、
と
感
じ
て
い
る
」
と
、
総
理
の
立
場
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に

伝
え
て
い
る
（
25
）
。

け
っ
き
ょ
く
、
こ
の
密
約
は
二
〇
一
一
年
ま
で
、
日
本
側
か
ら

公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
津
田
課
長
の
一
方
的
陳

述
は
「
密
約
」
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
立
場
を
、
依
然
、

日
本
政
府
は
維
持
し
て
い
る
。

（
1
） 

「
判
例
特
報
①　

い
わ
ゆ
る
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
判
決　

前
橋
地

裁
三
二
・
一
一
・
一
九
判
決
」『
判
例
時
報
』
一
三
一
号
、

一
九
五
七
年
一
二
月
一
日
、
五
頁
。

（
2
） 

八
月
二
六
日
の
第
一
回
公
判
は
、
茨
城
県
東
海
村
の
日
本
原

子
力
研
究
所
第
一
号
実
験
炉
が
臨
海
に
達
し
、
日
本
初
の
「
原
子

の
火
」
が
と
も
っ
た
日
で
も
あ
っ
た
。
文
芸
評
論
家
の
臼
井
吉
見

は
、「
ジ
ラ
ー
ド
さ
わ
ぎ
が
、
あ
の
程
度
で
お
さ
ま
っ
た
の
は
ひ
と

え
に
そ
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
も
し
、
原
子
炉
の
点
火
が
、
一
日

ず
れ
た
ら
、
新
聞
の
ジ
ラ
ー
ド
さ
わ
ぎ
は
、
あ
の
倍
に
ふ
く
れ
あ

こ
の
了
解
の
核
心
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
オ
ラ
ン
ダ
当
局
は
、

合
衆
国
当
局
の
要
請
に
し
た
が
い
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
第
七
条
に
も

と
づ
く
管
轄
権
行
使
の
第
一
次
的
権
利
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、

オ
ラ
ン
ダ
当
局
が
そ
の
管
轄
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決
定
す
る

場
合
を
除
く
。
要
は
、
と
く
に
重
要
と
オ
ラ
ン
ダ
当
局
が
判
断
す

る
場
合
を
除
い
て
、
合
衆
国
当
局
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ

当
局
は
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
ギ

リ
シ
ャ
の
場
合
は
一
九
五
六
年
、
ま
た
、
西
ド
イ
ツ
の
場
合
は

一
九
五
九
年
に
同
種
の
協
定
が
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
締
結
さ
れ
て

い
る
（
24
）
。

著
者
は
、
オ
ラ
ン
ダ
／
ギ
リ
シ
ャ
方
式
に
く
ら
べ
、
日
本
が
劣

位
に
立
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
お

お
き
な
違
い
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
米

軍
関
係
者
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
放

棄
の
要
請
を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

こ
の
刑
事
裁
判
権
密
約
に
関
し
て
は
、
一
九
五
七
年
六
月
の
岸

総
理
訪
米
中
、
朝
海
駐
米
大
使
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
と

の
会
談
で
、
興
味
深
い
協
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
六
月
二
〇
日
、

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
朝
海
に
対
し
、
日
米
間
で
は
密
約
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
を
公
表
す
る
「
オ
ラ
ン
ダ
方
式
」（N

etherlands 

一
五
四



米
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（
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夫
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（
一
五
五
）

『
軍
事
史
学
』
四
六
巻
二
号
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
一
二
七
│

一
四
二
頁
、
倉
林
直
子
「
駐
留
米
軍
を
め
ぐ
る
政
府
と
議
会
の
関

係
│
ジ
ラ
ー
ド
事
件
へ
の
対
応
を
中
心
に
」『
麗
澤
大
学
紀
要
』

九
三
巻
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
、
二
五
│
四
四
頁
が
参
考
に
な
る
。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
法
的
側
面
を
分
析
し
た
論
考
と
し
て
、H

ow
ard 

S
. L
evie, “T

he N
A
T
O
 S
tatus of F

orces A
greem

ent: 
L
egal S

afeguards for A
m
erican S

ervicem
en,” A

m
erican

 
B

ar A
ssociation

 Jou
rn

al, V
ol. 44, A

pril 1958, pp. 322-
326; G

ordon B
. B
aldw

in, “F
oreign Jurisdiction and the 

A
m
erican S

oldier: “T
he A

dventures of G
erard”,” 

W
iscon

sin
 L

aw
 R

eview
, V
ol. 1958, N

o. 1, January 1958, 
pp. 52-106 

が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
本
書
評
執
筆
に
あ
た
っ
て
参

考
に
し
た
も
の
を
順
不
同
に
あ
げ
る
と
、
井
出
孫
六
『
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ　

戦
後
史
』（
上
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
田
中

二
郎
・
他
（
編
）『
戦
後
政
治
裁
判
史
録
③
』
第
一
法
規
出
版
、

一
九
八
〇
年
、
荒
瀬
豊
「「
相
馬
ヶ
原
事
件
」
か
ら
「
ジ
ラ
ー
ド
事

件
」
へ
」『
世
界
』
一
九
五
八
年
一
月
号
、
二
六
八
│
二
七
四
頁
、

野
村
正
男
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
真
相
と
対
米
問
題
」『
婦
人
公
論
』

一
九
五
七
年
九
月
号
、
六
二
│
六
七
頁
、
林
逸
郎
「
ジ
ラ
ー
ド
裁

判
が
教
え
る
も
の
│
主
任
弁
護
人
と
し
て
、
私
は
日
本
人
に
つ
い

て
い
ろ
い
ろ
と
良
い
勉
強
を
し
た
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
八
年
一

月
号
、
一
六
四
│
一
七
四
頁
、
石
岡
實
「
相
馬
ヶ
原
の
渦
中
か
ら

│
ジ
ラ
ー
ド
事
件
一
捜
査
官
の
覚
書
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
七
年

一
一
月
号
、
一
一
二
│
一
一
九
頁
、
入
江
啓
四
郎
「
ジ
ラ
ー
ド
事

が
っ
た
こ
と
必
定
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。
臼
井
吉
見
（
編
）

『
現
代
教
養
全
集
Ⅰ　

戦
後
の
社
会
』
筑
摩
書
房
、
一
九
五
八
年
、

三
二
二
│
三
二
三
頁
。

（
3
） 
『
第
二
十
六
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
事
録
』
第
五
号
、

一
九
五
七
年
二
月
一
四
日
、
一
二
頁
。

（
4
） 

信
夫
隆
司
『
日
米
安
保
条
約
と
事
前
協
議
制
度
』
弘
文
堂
、

二
〇
一
四
年
を
参
照
。

（
5
） 

学
術
論
文
と
し
て
は
、
著
者
自
身
が
獨
協
大
学
国
際
教
養
学

部
言
語
文
化
学
科
の
『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
に
発

表
し
た
論
考
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、「「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
追
考
│

裁
判
権
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
国
内
の
攻
防
│
前
編
」
一
三
巻
二
号
、

二
〇
一
二
年
三
月
、
三
五
│
六
〇
頁
、「「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
追
考

│
裁
判
権
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
国
内
の
攻
防
│
中
編
」
一
四
巻
一

号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
二
三
│
四
一
頁
、「「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」

追
考
│
裁
判
権
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
国
内
の
攻
防
│
後
編
」
一
四

巻
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
四
三
│
五
八
頁
、「「
ジ
ラ
ー
ド
事

件
」
追
考
①
│
相
馬
ヶ
原
で
弾
を
拾
う
」
一
五
巻
一
号
、

二
〇
一
三
年
一
一
月
、
一
│
二
一
頁
、「「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
追
考

②
│
米
兵
を
立
件
す
る
」
一
五
巻
二
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
一

│
二
一
頁
、「「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
追
考
③
│
裁
判
権
を
め
ぐ
っ
て
」

一
六
巻
一
号
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
、
一
│
二
七
頁
、「「
ジ
ラ
ー

ド
事
件
」
追
考
④
│
判
決
と
反
応
」
一
六
巻
二
号
、
二
〇
一
五
年

三
月
、
一
│
二
九
頁
で
あ
る
。
ま
た
、
池
田
直
隆
「
ジ
ラ
ー
ド
事

件
の
再
検
討
│
台
湾
に
お
け
る
事
例
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
」

一
五
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
五
六
）

（
六
六
頁
）。

（
7
） 

ド
ワ
イ
ト
・
Ｄ
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（
仲
晃
・
他
訳
）『
ア
イ

ゼ
ン
ハ
ワ
ー
回
顧
録
』
2
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
、

一
二
七
頁
。

（
8
） 

レ
イ
ノ
ル
ズ
事
件
に
つ
い
て
は
、
池
田
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の

再
検
討
」
を
参
照
。

（
9
） 

「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
判
決
確
定
│
前
橋
地
裁
の
判
決
内
容
と
そ

の
問
題
点
」『
時
の
法
令
』
二
六
五
号
、
一
九
五
七
年
一
二
月
二
三

日
、
五
〇
頁
。

（
10
） 

文
献
と
し
て
は
、Jaim

e M
. C
her, “S

tatus of F
orces 

A
greem

ents: T
ools to F

urther E
ff ective F

oreign P
olicy 

and L
essons T

o B
e L
earned from

 the U
nited S

tates-
Japan A

greem
ent,” U

n
iversity of S

a
n

 F
ra

n
cisco L

a
w

 
R

eview
, V
ol. 37, N

o. 1, F
all 2002, pp. 227-256, N

eil 
C
urtin, ““W

e M
ight A

s W
ell W

rite Japan O
F
F

”: T
he 

S
tate D

epartm
ent D

eals w
ith the G

irard C
risis of 1957,” 

Jou
rn

al of A
m

erican
-E

ast A
sian

 R
elation

s, V
ol. 19, N

o. 
2, January 2012, pp. 109-131, T

yler J. H
ill, “R

evision of 
the U

.S
.-Japan S

tatus of F
orces A

greem
ent

（S
O
F
A

）: 
R
elinquishing U

.S
. L
egal A

uthority in the N
am
e of 

A
m
erican F

oreign P
olicy,” U

C
L

A
 P

acific B
a

sin
 L

aw
 

Jou
rn

al, V
ol. 32, N

o. 2, S
pring 2015, pp. 105-144 

が
あ
る
。

と
り
わ
け
、N

eil C
urtin

の
論
文
は
、
ア
メ
リ
カ
外
交
史
料
集
や

議
会
資
料
を
用
い
、
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
ジ

件
と
米
国
最
高
裁
判
決
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
一
〇
巻
八
号
、

一
九
五
七
年
八
月
、
九
│
一
二
頁
、「
座
談
会　

ジ
ラ
ー
ド
事
件
悪

化
の
真
相
」『
日
本
週
報
』
四
一
一
号
、
一
九
五
七
年
七
月
五
日
号
、

三
│
一
六
頁
、
朝
海
浩
一
郎
『
花
み
づ
き
の
庭
に
て
│
あ
る
外
交

官
の
回
想
』（
私
家
版
）、
一
九
八
八
年
、
朝
日
新
聞
社
『
昭
和

三
〇
年
代
「
週
刊
朝
日
」
の
昭
和
史
』
第
三
巻
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
八
九
年
、
マ
イ
ケ
ル
・
シ
ャ
ラ
ー
（
市
川
洋
一
訳
）『「
日
米

関
係
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
│
占
領
期
か
ら
冷
戦
終
結
後
ま
で
』

草
思
社
、
二
〇
〇
四
年
、
三
原
信
一
・
横
井
大
三
「
ジ
ラ
ー
ド
事

件
の
意
味
す
る
も
の
」『
婦
人
倶
楽
部
』
一
九
五
七
年
八
月
号
、

一
一
八
│
一
二
二
頁
、「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
ふ
た
り
の
女
性
│
激
し

い
憤
り
と
純
愛
の
祈
り
と
」『
週
刊
女
性
』
一
九
五
七
年
一
二
月
八

日
号
、
二
二
│
二
三
頁
、M

arvin L
. S
tone and K

enneth Ishii, 
“Japan vs. G

irard: T
he Inside S

tory,” S
atu

rd
ay E

ven
in

g 

P
ost, V

ol. 230, N
o. 14, O

ctober 5, 1957, pp. 32-33, pp. 71-
74 

が
あ
る
。

（
6
） 

当
時
、
群
馬
県
警
察
本
部
長
で
あ
っ
た
石
岡
實
が
著
し
た

「
相
馬
ヶ
原
の
渦
中
か
ら
」
に
よ
る
と
、「
次
の
二
月
二
日
。
社
会

党
の
茜
ヶ
久
保
代
議
士
が
毎
日
、
上
毛
両
社
の
記
者
を
伴
っ
て
、

私
の
部
屋
を
訪
れ
、「
こ
の
民
族
的
差
別
感
に
根
を
下
ろ
し
た
殺
人

事
件
を
徹
底
的
に
捜
査
す
る
よ
う
。」
申
し
入
れ
た
。」
と
い
う
。

石
岡
「
相
馬
ヶ
原
の
渦
中
か
ら
」
一
一
五
頁
。
著
者
に
よ
る
岡
田

刑
事
部
長
の
長
女
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
石
岡
の

手
記
は
、
石
岡
に
代
っ
て
岡
田
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

一
五
六



米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
一
五
七
）

（
16
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
信
夫
隆
司
「
在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判

権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
」『
法
学
紀
要
』
五
七
巻
、

二
〇
一
六
年
三
月
、
一
三
三
│
一
八
二
頁
を
参
照
。

（
17
） 

田
中
・
他
（
編
）『
戦
後
政
治
裁
判
史
録
③
』、
八
七
頁
。

（
18
） 

田
中
・
他
（
編
）『
戦
後
政
治
裁
判
史
録
③
』、
九
五
頁
。

（
19
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
一
一
月
二
〇
日
の
社
説
、『
毎
日

新
聞
』
一
九
五
七
年
一
一
月
二
〇
日
の
社
説
を
参
照
。

（
20
） 

信
夫
「
在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の

原
型
」
一
四
七
頁
。

（
21
） 

同
右
。

（
22
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
信
夫
「
在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄

に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
」
を
参
照
。

（
23
） 

“N
etherlands, N

orth A
tlantic T

reaty, S
tationing of 

U
nited S

tates A
rm
ed F

orces in the N
etherlands, S

igned 
at the H

ague A
ugust 13, 1954, E

ntered into force 
N
ovem

ber 16, 1954”

（T
IA
S
 3174 A

ug 13, 1954

）, U
n

ited
 

S
tates T

reaties an
d

 O
th

er In
tern

ation
al A

greem
en

ts, 
V
olum

e 6 in F
ive P

arts P
art 1, U

nited S
tates G

overnm
ent 

P
rinting O

ffi  ce, W
ashington, 1955, p. 106.

（
24
） 

ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
は
、「
ア
メ
リ
カ
・
ギ
リ
シ
ャ
合
衆
国
軍
地

位
協
定
」
第
二
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。“G

reece, D
efense: 

S
tatus of U

nited S
tates F

orces, A
greem

ent signed at 
A
thens S

eptem
ber 7, 1956; E

ntered into force S
eptem

ber 
7, 1956”

（T
IA
S
 3649

）, U
n

ited
 S

tates T
reaties an

d
 O

th
er 

ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
発
言
し
、
そ
れ
が
公
式
に
発

表
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
、
そ
の
後
、
六
月
四
日
、
あ
ら
た
め
て
、

国
務
・
国
防
両
長
官
が
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
日
本
側
に
移
管

す
る
旨
を
発
表
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て

い
る
点
で
参
考
に
な
る
。

（
11
） 

本
書
で
は
、
津
田
實
法
務
省
「
総
務
課
長
」
と
あ
る
が

（
七
九
頁
）、
こ
れ
は
、「
秘
書
課
長
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

後
述
す
る
が
、
行
政
協
定
第
一
七
条
改
正
の
際
の
密
約
で
は
、
日

本
側
の
刑
事
裁
判
権
分
科
会
代
表
は
津
田
實
総
務
課
長
で
あ
っ
た
。

職
名
が
変
わ
っ
て
い
る
。

（
12
） 

本
書
評
で
は
、F

R
U

S

の
ウ
ェ
ブ
版
を
参
照
し
て
い
る
の
で
、

D
ocum

ent

番
号
を
付
し
て
い
る
。

（
13
） 

本
書
で
は
、“procuratorial channels”

を
「
関
係
の
機
関
」

と
訳
し
て
あ
る
が
、
本
書
評
で
は
、「
検
察
の
経
路
」
と
訳
し
て
あ

る
。

（
14
） 

“M
em
orandum

 of T
elephone C

onversation B
etw
een 

the S
ecretary of S

tate and the A
ssistant S

ecretary of 
S
tate for F

ar E
astern A

ff airs

（R
obertson

）, W
ashington, 

M
ay 25, 1957,” F

R
U

S
, 1955-1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, 
Japan, D

ocum
ent 157.

（
15
） 

“D
raft M

em
orandum

 for the P
resident P

repared in 
the D

epartm
ent of S

tate, W
ashington, M

ay 25, 1957,” 
F

R
U

S
, 1955-1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, Japan, 
D
ocum

ent 158.

一
五
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
一
五
八
）

In
tern

a
tion

a
l A

greem
en

ts, V
olum

e 7 in T
hree P

arts 
P
art 3, U

nited S
tates G

overnm
ent P

rinting O
ffice, 

W
ashington, 1956, p. 2558 

を
参
照
。
西
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
駐
留
す
る
外
国
軍
隊
に
関
し
て
北
大
西
洋

条
約
当
事
国
間
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
を
補
足
す
る
協
定

（
一
九
五
九
年
八
月
三
日
ボ
ン
で
署
名
）」
第
一
九
条
に
同
趣
旨
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド

イ
ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』（
調
査

資
料
七
五
│
三
）、
一
九
七
六
年
三
月
、
二
六
│
二
七
頁
。

（
25
） 

“M
em
orand

u
m
 of C

onversation, S
u
b
ject: 

D
eclassifi cation of Japanese Jurisdictional A

rrangem
ents, 

P
articipants: H

is E
xcellency K

oichiro A
sakai, 

A
m
bassador of Japan and M

r. W
alter S

. R
obertson, 

A
ssistant S

ecretary of S
tate for F

ar E
astern A

ffairs, 
June 20, 1957”

（C
onfidential

）, R
G
84 Japan: T

okyo 
E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1952-1963, B
ox 45, 

at N
ational A

rchives, C
ollege P

ark, M
D
.

一
五
八
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